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ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
法
人
税
の
発
達

ー
〈
法
人
l
株
主
〉
課
税
を
中
心
に
!

(→ アメリカに於ける法人税の発達
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節
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~tí fi匂

序

論

対
象
と
す
る
問
題
の
提
示

号/~
日間

〈
法
人
l
株
主
〉
課
税
の
諸
側
面

法
人
実
在
説
と
法
人
擬
制
説

本
稿
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
人
税
制
の
発
展
過
程
を
、
〈
法
人
!
株
主
〉
諜
税
を
中
心
に
日
ん
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

〈
法
人
1
株
主
〉
課
税
の
意
義
と
問
題
状
況
を
的
確
に
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

〈

2
v

さ
て
法
人
課
税
の
理
論
的
似
拠
と
い
え
ば
、
ま
ず
法
人
実
在
説
と
法
人
擬
制
説
の
対
立
が
想
起
せ
ら
れ
る
。

能
力
概
念
を
め
ぐ
る
小
い
に
関
す
る
も
の
で
、
前
者
は
、
「
法
人
は
法
律
の
擬
制
し
た
空
虚
な
も
の
で
は
な
く
、

か
ら
、
法
律
上
権
利
能
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
し
、
ギ

l
ル
ケ
、

両
説
は
法
律
学
上
の
権
利

一
個
の
社
会
的
実
体
だ

、、、、リ
J

ュ
1
』、

サ
レ
イ
ユ
等
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
の
に
対
し
、
後

者
は
、

内
然
人
た
る
例
人
に
限
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
自
然
人
以
外
に
権
利
義
務
の
主
体
た
り

「
権
利
義
務
の
主
体
た
り
得
る
も
の
は
、

あ
る
の
は
、
法
作
の
力
に
よ
っ
て
、
内
川
然
人
に
な
ぞ
ら
え
た
か
ら
で
あ
る
」
と
す
る
も
の
で
、

(
3
)
 

わ
れ
る
。

サ
グ
ィ

l
ニ
等
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
と
言

し
か
し
な
が
ら
、
法
人
が
社
会
的
実
体
か
法
律
の
擬
制
か
の
論
議
は
法
理
論
的
に
は
な
味
が
あ
っ
て
も
、
も
は
や
今
日
に
お
い
て
法
人
が

(
4
)
 

事
実
と
し
て
課
税
さ
れ
、
徴
税
が
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
税
法
(
制
〕
上
は
さ
し
て
実
益
の
な
い
論
議
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
税
制
改
革

の
指
針
を
導
き
出
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
問
題
が
〈
法
人
税
1

個
人
所
得
税
〉
あ
る
い
は

〈
法
人
株
主
〉
と
い
う
接
点

に
係
わ
る
も
の
で
な
い
時
に
は
、

同
説
の
争
い
は
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
1
)

言
う
ま
で
も
な
く
、
法
人
実
在
説
は
わ
2
宮
E
Z
F
d
tグ
¥
p
g
q、
法
入
院
抑
制
説
は

F
8
3芹
2
5
M
P
H
E宮
E
C
E
二
wロ
E
1
三回
2
3、
の
邦
訳

で
あ
る
。
こ
の
訳
語
が
適
切
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
書
の
邦
訳
を
め
ぐ
り
論
議
が
あ
る
が
(
石
塚
陸
「
擬
制
説
、
実
在
説
と
法

lGtM4(2・2)234



人
税
」
〔
「
税
法
学
」
二

O
七
号
、
一
七
頁
以
下
、
一
九
六
八
年
〕
、
北
野
弘
久
ト
現
代
税
法
の
構
造
」
〔
一
九
五
頁
注

(
2
)、
一
九
七
二
年
、
効
革
書
房
い

参
照
)
、
岡
山
口

E
V
J
P
E
E
P
-
Mグ
J
H
ヨヨ
2
9
2
-
E可
等
に
、
雨
一
的
に
、
実
在
、
人
格
、
擬
制
、
擬
人
等
の
訳
語
を
充
て
る
の
が
如
何
に
も
不
都
合
な

場
合
が
あ
る
の
で
、
序
論
で
は
慣
行
に
倣
い
「
実
在
説
」
、
「
擬
制
説
」
の
用
訴
を
使
用
す
る
が
本
論
中
で
は
凡
て
原
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

〈

2
〕
例
え
ば
、
渡
辺
喜
久
造
一
税
の
理
論
と
実
際
l
理
論
編
=
(
二

O
五
l
一
一
一
一
一
員
、
一
九
五
五
年
、
日
経
新
聞
社
〉
、
岡
野
鑑
記
片
岡
家
租
税
論
』
(
二

七
八
|
九
頁
、
一
九
六
五
年
、
中
央
書
房
)
の
説
明
の
仕
方
参
照
。

(
3
)

以
上
は
、
林
大
造
一
所
得
税
の
基
本
問
題
』
(
一
九
八
九
頁
、
一
九
六
ぃ
ハ
年
、
税
務
経
理
協
会
)
、
泉
美
之
松
一
一
税
法
条
文
の
読
み
方
|
法
人
税
法

の
基
礎
一
(
一

O
四
頁
注
三
、
一
九
七
一
年
、
東
京
教
育
情
報
セ
ン
タ
ー
〉
の
説
明
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
点
の
一
般
的
解
説
に
つ
き
、
浜
上
則
雄
「
法

人
の
本
質
」
(
一
J

千
説
展
望
一
一
一
一

O
頁
以
下
)
参
照
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
論
議
に
つ
い
て
は
、
塩
崎
潤
訳
「

R
・グ
l
ド
原
著
、
法
人
税
一
(
九
頁
以

下
、
一
九
六
七
年
、
日
本
租
税
研
究
協
会
)
〔
以
下
、
簡
単
に
、
グ
l
ド
「
法
人
税
-
と
略
す
〕
が
簡
潔
な
説
明
を
な
し
、
文
献
に
も
詳
し
い
。
更
に
文

献
に
つ
い
て
は
、
〉
-
巧
・

ζ
R
r
E
f
v
J
A
2き
E
合

FEE--qwwwMA
同
司
d
-
h
-
河
内
世
田
日

ω
印
(
一
回
一
一
)
・
を
参
照
。

(
4
)

グ
l
ド
「
法
人
税
今
、
一

O
頁。

配
出
に
対
す
る
「
二
重
」
課
税

さ
て
し
か
し
な
が
ら
、
法
人
と
は
結
局
は
自
然
人
に
よ
り
経
何
せ
ら
れ
、

アメリカに於ける法人税の発達円

そ
の
資
本
金
は
株
主
の
出
資
金
か
ら
な
り
、

利
潤
の
う
ち
の

一
部
も
し
く
は
全
部
は
株
主
に
配
当
と
し
て
分
配
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
配
当
は
、

株
主
に
個
人
所
得
税
が
課
せ
ら
れ
て

い
る
限
り
、
当
然
に
株
主
の
所
得
を
構
成
す
る
。
こ
こ
に
問
題
が
発
生
す
る
。
即
ち
、
配
当
所
得
以
外
の
例
入
所
得
(
例
え
ば
、
利
子
所
得
、
不

動
産
所
得
、
山
林
所
得
、
譲
渡
所
得
等
)
は
、
個
人
に
於
い
て
所
得
税
を
唯
一
度
の
み
課
せ
ら
れ
る
。
し
か
る
に
配
当
所
得
の
み
は
、

人
段
階
に
於
い
て
法
人
税
と
い
う
所
得
税
を
課
せ
ら
れ
、
史
に
そ
の
利
潤
が
分
配
さ
れ
た
際
に
株
主
に
於
い
て
個
人
所
得
税
を
諜
せ
ら
れ

既

に

法

司法24(2・3)235

る
。
即
ち
、
所
得
税
が
「
二
度
」
、
「
二
重
」
に
諜
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
通
常
に
い
わ
れ
る
「
配
当
二
重
課
税
」
問
題
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
り
、
先
の
法
人
実
在
説
と
法
人
擬
制
説
の
対
立
は
そ
の
論
争
的
価
値
を
発
揮
す
る
。

即
ち
法
人
実
在
説
に
よ
れ
ば
、
法
人
は

そ
の
構
成
員
で
あ
る
株
主
位
す
か
ら
独
立
し
た
一
箇
の
実
体
百
三

ξ
)
で
あ
り
、
そ
れ
白
体
と
し
て
課
税
単
位
と
な
り
う
る
も
の
と
さ
れ
る



説

と
は
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
二
重
課
税
の
緩
和
、
排
除
措
置
は
何
ら
必
要
で
は
な
い
、

こ
と
か
ら
、
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
法
人
所
得
課
税
と
株
主
配
当
課
税
と
は
別
個
の
実
体
に
対
す
る
別
個
の
課
税
で
あ
り
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
一
重
課
税

北法24(2・4)236

弓2込

"問

他
方
、
法
人
擬
制
説
は
、
「
株
式
会
社
(
法
人
の
代
表
的
形
態
)
を
ば
利
潤
追
求
の
た
め
に
個
人
株
主
た
ち
が
集
っ
て
組
織
す
る
も
の
:
:

法
人
の
収
得
し
た
利
得
は
、
結
局
に
お
い
て
個
人
株
主
に
帰
属
す
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
か
ら
、

法
人
所
得
と
株
主
配
当
に

対
す
る
課
税
は
株
主
の
所
得
に
対
す
る
二
重
課
税
と
な
り
、
他
の
所
得
と
の
公
平
課
税
を
図
る
た
め
に
何
ら
か
の
緩
和
、

(
4
)
 

ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。

排
除
措
置
が
構

か
く
し
て
法
人
実
在
説
、
法
人
擬
制
説
の
論
争
も
配
当
課
税
の
具
体
的
措
置
に
関
連
し
て
実
益
を
有
し
て
く
る
こ
と
に
な
り
、

(
6〉
(
6
)

え
ば
、
阿
説
は
配
当
課
税
の
具
体
的
措
置
に
関
す
る
争
い
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

財人に五一口

(
1
)

凶
中
二
郎
「
租
税
法
一
三
九
八
頁
、
一
九
六
八
年
、
有
斐
閣
。
な
お
、
林
栄
夫
『
財
政
論
』
一
一
一
一
一
六
頁
、

(
2
〉
北
野
・
前
掲
書
、
一
七
八
頁
。
渡
辺
・
前
掲
書
、
二

O
六
頁
。
岡
野
・
前
掲
書
、
二
七
八
九
頁
。

(
3
)

林
栄
夫
・
前
掲
書
、
一
一
一
二
一
頁
。
山
中
・
前
掲
書
、
一
二
九
八
頁
。

(
4
)

岡
野
・
前
掲
書
、
二
七
九
頁
。
士
口
国
二
郎
『
法
人
税
法
(
理
論
編
)
』
一
一
一
一
一
一
一
頁
、
一
九
七

O
年
、
財
経
詳
報
社
。

(
5
)

各
種
の
文
献
・
解
説
者
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
法
人
実
在
説
、
擬
制
説
と
は
〈
法
人
株
主
〉
関
係
の
理
解
に
関
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
配
当

課
税
の
具
体
的
措
置
を
め
ぐ
る
争
い
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
配
当
課
税
の
具
体
的
措
震
を
如
何
に
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
の
選
択
の
結
果
と
し
て
、

説
明
の
た
め
の
理
論
構
成
と
し
て
、
両
説
は
機
能
す
る
。
本
稿
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
問
題
は
常
に
「
配
当
所
得
に
如
何

に
課
税
す
る
か
」
と
い
う
具
体
的
租
税
政
策
判
断
と
し
て
現
出
す
る
の
で
あ
り
、
実
在
説
か
擬
制
説
か
、
と
い
う
よ
う
な
次
元
の
争
い
と
し
て
現
出
す
る

の
で
は
な
い
(
石
塚
・
前
掲
論
文
参
照
)
。
ま
た
法
人
本
質
論
か
ら
配
当
課
税
の
方
策
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
も
、
具
体
的
政
策
判
断
は

全
く
逆
の
順
序
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
配
当
課
税
の
具
体
的
方
策
は
法
人
本
質
論
と
は
さ
し
あ
た
り
別
個
に
考
察
さ
る
べ
き
で
あ
る
(
北
野
・
前
掲

書
、
一
九
四
一
良
。
小
松
芳
明
「
各
国
の
租
税
制
度
』
〔
一
七
人
頁
、
一
九
六
七
年
、
財
経
詳
報
社
〕
。
田
中
勝
次
郎
「
法
人
税
法
の
研
究
』
〔
一
二
ハ
九

頁
以
下
、
一
九
六
五
年
、
税
務
研
究
会
〕
。
忠
佐
一
「
法
人
税
の
課
税
根
拠
の
素
描
」
〔
「
会
計
』
一
，
九
五
二
年
二
月
号
〕
。
金
子
宏
「
租
税
法
の
基
本
的

一
九
六
八
年
、
築
摩
書
房
、
参
照
。



考
え
方
個
」
〔
『
税
大
通
信
』
七
五
号
、
一
ニ
頁
〕
等
。
な
お
、
和
田
八
束
「
現
代
租
税
論
』
〔
七
八
八
一
頁
、

若
干
異
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
〉
。

(
6
)

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
論
議
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
」
・
司
・
ロ
5
・
c。
S
2
2
2
H
h
a
Eお
お

2
・
Z
〈
邑
・
(Z2H再
者
(
喜
子

E
E
H
r
z
p
-
8
5
・匂司

M
M
D
i
尚
一
一
項
目

F
-
F
σ
v
J
同-
Z
L
F
S宮
司
吋

a
N
S札
凶

E
2
2
旬。
R
ご
を
N

(

ロロ同一

2
3
L
C
M『『
ω
・
z-h
・
H
V
-
E
-
L
u
m
ム
)
ゐ
官
・
印
ω
1
2・
を
見

ょ
。
論
旨
は
我
国
と
類
似
な
の
で
省
略
す
る
。

一
九
七
O
年
、
日
評
〕
の
説
明
の
仕
方
は

留
保
利
潤
課
税

こ
れ
ま
で
は
、
「
配
当
L

即
ち
法
人
利
潤
の
う
ち
株
主
に
分
配
さ
れ
た
部
分
の
み
を
問
題
と
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、

「
二
重
課
税
」
は

配
当
所
得
に
他
の
所
得
以
上
の
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

あ
る
法
人
の
配
当
政
策
を
左
右
し
う
る
株
主
若
し
く
は

経
営
者
に
と
っ
て
は
、
将
来
企
業
拡
張
に
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
資
金
を
調
達
す
る
場
合
に

一
度
利
潤
を
分
配
し
高
率
の
個
人
所
得
税

を
支
払
っ
た
後
の
残
額
か
ら
再
び
必
要
な
資
金
を
一
調
達
す
る
よ
り
は
、

利
潤
を
法
人
内
に
留
保
し
、
個
人
所
得
税
の
支
払
い
を
逃
れ
つ
つ

直
接
に
留
保
利
潤
よ
り
再
投
資
を
行
う
方
が
、
税
務
対
策
、
株
主
対
策
、

証
券
市
場
対
策
、
経
営
の
便
宜
等
の
点
か
ら
好
ま
し
い
こ
と
は

アメリカに於ける法人税の発達

い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
ま
た
さ
し
あ
た
り
再
投
資
計
画
が
な
い
に
し
て
も
、

入
所
得
税
の
支
払
い
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
人
内
に
利
潤
を
留
保
す
る
こ
と
に
よ
り
高
率
の
累
進
個

さ
て
、
法
人
実
在
説
に
立
て
ば
、

法
人
と
株
主
と
は
全
く
別
個
の
課
税
単
位
で
あ
っ
て
、
両
者
間
の
負
担
調
整
を
行
う
必
要
は
な
い
の

だ
か
ら
、
留
保
利
潤
に
対
す
る
特
別
の
調
整
や
課
税
措
置
は
無
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
立
場
を
貫
け
ば
、
法
人
を

自
己
の
「
財
布
」
と
し
て
利
用
す
る
株
主
(
配
当
所
得
者
〉
は
他
の
所
得
者
(
利
子
所
得
、
不
動
産
所
得
、
給
与
所
得
、
そ
の
他
)
に
比
し
て
優
遇
さ
れ

ま
た
、
株
主
の
み
な
ら
ず
そ
の
法
人
自
体
も
個
人
所
得
税
の
支
払
い
を
逃
れ
つ
つ
再
投
資
を
な
し
う
る
と
い
う
点
に
お

る
こ
と
に
な
る
。

い
て
、

分
配
さ
れ
た
利
潤
に
対
し
高
率
の
個
人
所
得
税
を
支
払
っ
た
後
の
残
余
か
ら
再
び
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
し
か
認
め
ら
れ
な
い
個
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，説

へ2
v

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
比
し
て
優
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

〈

4
v

す
ま
す
税
法
上
の
優
遇
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
結
果
、

主
と
し
て
配
当
所
得
を
受
領
す
る
両
額
所
得
者
は
ま

人
卒
業
、

さA
iilHJ 

さ
て
こ
の
際
、
法
人
実
在
説
の
立
場
か
ら
は
、
法
人
利
潤
に
高
度
の
累
進
税
を
諜
し
、

利
潤
が
分
配
さ
れ
た
か
仰
保
さ
れ
た
か
に
か
か

わ
ら
ず
利
潤
の
多
く
の
部
分
を
税
と
し
て
吸
収
し
株
主
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、

」
の
場
合
に
は
法
人
税
率
と

佃
入
所
得
税
不
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

法
人
税
率
を
他
人
所
得
税
率
な
み
に
引
上
げ
る
か
個
人
所
得
税
率
を
法
人
税
率
な

み
に
引
ド
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
は
実
在
説
の
立
場
か
ら
二
豆
課
税
排
除
措
置
を
講
じ
な
い
と
す
れ
ば
株
主
に
耐
え
き
れ
な
い
負

ハ
丹
)

担
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
し
、
後
者
は
累
進
税
構
造
を
仮
本
か
ら
覆
す
。

か
く
し
て
「
法
人
所
得
税
と
例
入
所
得
税
と
は
制
度
上
無
関
係
と
い
う
建
て
前
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、

税
制
全
体

の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
、
ま
た
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
効
果
と
し
て
は
、

軽
課
す
る
結
果
と
な
」
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
調
整
措
置
を
講
じ
て
課
税
平
等
を
関
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

や
は
り
社
内
閣
保
利
潤
に
対
し
て
は
利
潤
配
当
分
に
対
す
る
よ
り
も

法
人
擬
制
説
に
立
て
ば
、
法
人
の
留
保
利
潤
に
課
税
し
な
け
れ
ば
法
人
利
潤
を
凡
て
株
主
の
も
の
と
し
て
株
主
に
課
税
す
る
と
い
う
建

前
が
崩
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
そ
こ
で
、
通
常
、
法
人
擬
制
説
の
立
場
か
ら
し
て
も
、

〈

7
)

と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
に
な
る
。

会
社
利
潤
を
分
配
前
の
法
人
段
階
で
課
税
す
る
こ

か
く
し
て
印
刷
保
利
潤
課
税
問
題
に
関
し
て
は
、
実
在
説
、

擬
制
説
の
い
ず
れ
に
よ
る
も
独
立
別
例
の
間
保
利
潤
課
税
が
施
さ
れ
ね
ば
な

即
ち
阿
説
の
争
い
は
実
径
が
な
い
。
間
保
利
潤
課
税
問
題

ら
ず
、
両
説
は
そ
の
日
パ
体
的
凶
町
内
の
提
案
に
つ
い
て
益
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

の
解
決
な
く
し
て
は
〈
法
人
|
株
主
〉
課
税
に
お
け
る
公
平
実
現
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
困
難
性
は

(
8〉

調
控
よ
り
は
、
こ
ち
ら
に
あ
る
の
で
あ
る
。

「
配
当
二
重
課
税
」
の

北法24(2・6)238



アメリカに於ける法人税の発達 d

(
l
)

こ
の
場
合
、
留
保
利
潤
は
一
度
低
率
の
法
人
税
の
み
を
課
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
一
般
的
に
は
他
の
所
得
に
比
し
て
優
遇
さ
れ
る
。
し
か
し
留

保
所
得
に
は
法
人
段
階
で
分
配
さ
れ
た
な
ら
ば
受
領
す
る
株
主
の
所
得
に
関
係
な
し
に
一
律
に
法
人
税
率
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
株
主
は
人

的
控
除
や
免
税
点
適
用
の
恩
恵
は
う
け
得
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
で
は
か
え
っ
て
不
利
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
高
額
所
得
者
よ
り
も
低
所
得
者

に
不
利
に
作
用
す
る
。
こ
の
点
か
ら
み
て
も
、
「
配
当
二
重
課
税
」
と
い
う
表
現
は
専
ら
「
分
配
利
潤
」
に
の
み
こ
だ
わ
っ
た
も
の
で
、
「
留
保
利
潤
」
犯

関
連
し
て
生
じ
る
様
々
の
不
平
等
を
等
閑
祝
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

H
N
C
g
母
¥
吋
Z
H
J出
7
2
H
(
υ
C門司
GEE--M

同

amEω
件門戸戸広三
0

・w
J
コ
旬
。
g
h
E
N
h
h丸
町
号
、
。
E
Hな
お
切
符
叫
das詩
人
ア
円
百
円
吉
田
3
z
h
∞
-
H
J
h
4
ミ
寺
島
同

izs吉
町
-
阿
hHQH。

2
札

F.¥H

吋

Q
H
Q
H
民CWM-ω
三
丘
・
(
∞
q
m昨

S
H
E
E
P
Z
m
s
・問者・印由
Nl印∞∞唱

2
日》・司・印
UNe
を
見
ょ
。

(
2
)

林
大
造
・
前
掲
書
、
一
七

O
頁
。
北
野
・
前
掲
書
、
四

O
頁
。
こ
の
よ
う
に
留
保
利
潤
課
税
に
お
い
て
は
、
個
々
の
偶
人
所
得
者
間
の
税
負
担
の
格

v
t
日
と
、
事
業
形
態
の
差
呉
に
よ
っ
て
事
業
組
織
自
体
の
被
る
税
負
担
の
格
差
の
両
者
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
前
者
を
〈
株
主

|
株
主
〉
、
〈
株
主
l
パ
ー
ト
ナ
ー

l
個
人
〉
と
一
万
し
、
後
者
を
〈
法
人
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
|
個
人
事
業
〉
と
示
す
こ
と
に
す
る
。
本
稿
に
い
う

れ
法
人
1

株
主
〉
課
税
は
む
ろ
ん
こ
の
両
者
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

(
3
)

グ
l
ド
P

法
人
税
〕
入

O
九
三
頁
、
参
照
。

(
4
)

ロ
z
p
。h
v

・町民
H

W

日以・
M
M
ω

・

(
5
)
士
口
国
・
前
掲
書
、
五
二
頁
。

(
6
)

林
栄
夫
・
前
掲
書
、
三
二
六
頁
。

(
7
〉
同
前
書
、
三
一
一
一
一
良
。
渡
辺
・
前
掲
書
、
二

O
七
頁
。
グ
ー
に
一
法
人
税
一
一
八
五
真
。

ハ
8
)

か
く
し
て
「
配
当
二
重
課
税
」
問
題
は
〈
法
人
l
株
主
〉
課
税
問
題
の
一
部
を
形
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
(
林
大
造
・
前
掲
議
、
一
九
六
頁
)
。
留
保
利

潤
課
税
こ
そ
が
最
大
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
。
吉
国
・
前
掲
書
、
二
ハ
、
二
九
、
五
一
、
五
四
頁
。
グ
l
ド
「
法
人
税
』
一
八
五
|
六

頁。

z
y
向。3
s
m
u
』

V
2
H
g
h制
、
同

JRHHQミ
Z
B
R内
同

2

5
ヨF
町
、
3
h
Z
E
(
Z
・J
円
・
・
室
内
0
2
2
i
Z三
-
志
望
γ
日】℃・

8w
吋日

四

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
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配
当
「
二
重
」
課
税
と
留
保
利
潤
へ
の
課
税
を
適
正
に
調
整
し
て
も
、
米
だ
不
十
分
な
場
合
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

株
価
は
一
般
的

に
は
、
長
期
的
に
見
て
留
保
利
潤
の
存
在
を
反
映
し
て
上
昇
す
る
。

そ
れ
故
に
株
主
は
法
人
が
留
保
利
潤
を
有
す
る
場
合
に
は
株
式
の
売



言見

却
に
よ
り
株
式
譲
渡
益

(
C℃
E
一
cmE)を
得
る
可
能
性
が
あ
る
。
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
は
「
基
本
的
に
は
会
社
利
潤
の
転
形
」
と
考
え

マ'/j.
iilfU 

ら
れ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
「
株
主
は
、
法
人
の
内
部
に
留
保
さ
れ
た
利
益
の
分
配
を
、

〈
司
)

接
的
に
自
己
の
手
に
一
字
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
。
ま
た
留
保
政
策
が
既
に
株
主
の
黙
諾
の
も
と
に
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
う

(
4
v
 

る
。
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
の
必
要
性
も
ま
た
法
人
実
在
説
、
法
人
擬
制
説
の
争
い
に
関
係
な
く
存
在
す
る
。

現
実
に
は
受
け
と
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
、
間

真
に
公
平
課
税
を
図

ら
ん
と
す
れ
ば
、
配
当
「
二
重
」
課
税
l
留
保
利
潤
課
税
と
と
も
に
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
対
す
る
適
正
な
課
税
方
式
が
検
討
さ
れ
な

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

グ
l
ド
「
法
人
税
』
二

O
三
1

五
頁
。
吉
国
・
前
掲
雲
、

林
栄
夫
・
前
掲
書
、
三
二
五
頁
。

林
大
造
・
前
掲
書
、
一
七

O
頁。

』・月・固め一

F
E
E
-
P
H
r・
ト
き
も
ぎ
な

h
g
k
ミ
。

E
r
2・J
ヘ・
7
向のの

E4JE---
一回出口
γ
3
3
l吋
O

但
し
、
北
野
・
前
掲
書
、
一
七
一
八
頁
、
参
照
。

五
二
1

五
三
頁
。
北
野
・
前
掲
書
、

一
七
|
一
八
頁
。

基
礎
視
庄
の
設
定

結
局
、
法
人
実
在
説
か
法
人
擬
制
説
か
、

と
い
う
論
争
は
配
当
「
二
重
L

課
税
の
存
否
に
係
わ
る
論
議
で
あ
っ
て
、

公
平
課
税
を
図
る

た
め
に
不
可
欠
の
留
保
利
潤
課
税
、

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
の
問
題
ま
で
を
も
有
効
裡
に
そ
の
視
野
に
包
撰
し
う
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
課
題
は
必
然
的
に
、
法
人
実
在
説
か
法
人
擬
制
説
か
、

配
当
「
二
重
」
課
税
の
政
策
的
是
非
如
何
、

と
い
う
図
式
に
お
い

と
い
う
図
式

て
で
は
な
く
、
法
人
税
と
個
人
所
得
税
の
全
体
的
税
体
系
が
包
摂
さ
れ
得
る
〈
法
人
l
株
主
〉
課
税
の
政
策
的
是
非
如
何
、

と
し
て
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
な
ま
た
そ
の
際
に
は
、
「
叶
卦
一
、
一
合
」
課
税
と
い
う
呼
称
自
体
が
問
題
の
一
部
の
み
を
拡
大
し
た
表
現

:1ヒ(:t24(2・8)240



で
あ
り
、

問
題
の
全
体
性
を
昆
失
わ
せ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
心

そ
れ
故
本
制
で
は
、
「
配
当
」

を
最
狭
義
に
株
主
が
法
人
よ
り
現
実
に

受
領
し
た
利
潤
と
し
て
で
は
な
し
に
、
「
株
主
が
法
人
と
い
う
組
織
を
通
じ
て
獲
得
し
、
処
分
し
え
る
利
潤
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
と
し
、

「
配
当
」
に
換
え
て
「
分
配
利
潤
」
の
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
故
、
他
方
に
汚
然
に
「
留
保
利
潤
(
未
分
配
利
潤
)
」
の
存
在

が
想
定
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。

ま
た
「
二
重
」
課
税
の
用
語
も
、

い
か
に
も
配
当
に
対
す
る
不
平
等
な
重
い
税
負
担
を
連
想
さ
せ
、
〈
法
人

i

株
主
〉
課
税
の
図
式
中
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
株
主
が
他
の
所
得
者
に
比
し
て
軽
課
税
で
済
ま
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
お

り
、
こ
の
点
で
、
判
定
の
意
図
を
も
っ
情
緒
的
表
現
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
「
二
荒
L

課
税
に
挽
え
て
「
過
大
課
税
刊

過
少
課
税
し
(

H

己
主
2
ミ
え
主
主
B
N
E色
2

5
母
ユ
主
主
E
)、
あ
る
い
は
「
超
過
課
税
刊
不
足
課
税
↑
一

(
2
5
C出
二

M
g
N
L
Z
5
3
:
m
E
M
F
-
v

〈

E
V

の
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(
1
)

北
野
・
前
掲
書
、
一
九
五
頁
注
(
1
)
が
、
実
在
説
、
擬
制
説
に
換
え
て
「
法
人
個
人
一
体
課
税
説
」
「
法
人
独
立
課
税
主
体
説
」
の
用
語
を
提
案
さ
れ

る
の
も
同
趣
旨
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
本
稿
は
更
に
、
両
説
を
対
比
可
能
な
も
の
と
し
て
優
劣
を
判
断
す
る
と
い
う
視
点
に
立
た
な
い
の
で
、
両
説
を

K
別
す
る
実
益
を
認
め
ず
、
単
に
〈
法
人
株
主
〉
課
税
と
し
た
訳
で
あ
る
。

(
2
〉

グ
l
ド
は
、
「
二
重
一
課
税
」
と
い
う
呼
称
、
か
、
そ
れ
以
上
耳
を
傾
け
る
こ
と
な
く
人
々
の
心
中
で
現
行
税
体
系
を
有
罪
と
す
る
の
に
十
分
な
エ
モ

l
シ

ョ
ナ
ル
な
畑
朝
日
き
を
も
ち
、
且
つ
ま
た
配
当
所
得
が
他
所
得
に
比
し
て
軽
・
重
い
ず
れ
に
も
課
税
さ
れ
う
る
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
と
し
て
、
呼
称
の
変

更
を
提
案
す
る

(
ο
S門戸。、・
2
H
・
7
三

5

∞-
z
r
2
8
・
2
?
甘℃・印旧日
l
巴
ω

]

)

。
な
お
、
グ
l
ド
ペ
法
人
税
ョ

a-
五
l
a
宇
七
頁
も
参
照
。

(
3
)
=
ζ
唱門》七・印旧日
lSω
・
同
町
法
人
税
」
一
九

O
頁。

(
4
)
(
U
ω
・ω
r
q巳℃噌

E
H，
r
m
g
i
L。DL
何百一
5
5口出コ
ι
(
U月門{同門戸コ同
Z
H
N
2
2
=ゅ
の
主
。
ぇ
一

uz~ぷ
ミ
ミ
ベ
吋
Q
H

個、
-
ω
m
-
S
U
I
-
ム口(一∞宮)・

ω
2
ω
一ωc
ロ-
Y
向
民
c一-2DP
り
さ
え

3
札
匂
芝
山
内
、
急
処
~
至
。
書
偽
吋
Q
H
(
P
5
2
Z
2
・
P
5
2
Zロ
C
・
p-
一白色)泊円)・一ム

N
a
mぬ』
-

(
5
)

な
お
過
大
・
過
少
課
税
は
〈
配
当
所
得
者
(
株
主
)
他
の
一
般
所
得
者
〉
聞
の
み
な
ら
ず
配
当
所
得
者
相
克
即
ち
〈
株
主
株
主
〉
間
に
も
生
ず
る

こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
こ
の
点
は
本
論
で
詳
し
く
取
り
と
げ
る
が
、
さ
し
あ
た
り

ω
r
gヲ
。
、
・
ミ
ア
宅
一
ω
∞1
5
u

島
恭
彦
〕
財
政
学
概
論
夫
・

六
九
一
七
J

一
貞
、
一
九
六
三
年
、
岩
波
書
作
川
〉
を
見
よ
。
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百見

基
本
的
モ
デ
ル
の
担
ポ
と
分
析

ご'/，..

r.i!lU 

以
上
の
よ
う
な
諮
側
耐
を
含
み
つ
つ
選
択
さ
れ
る
現
実
の
八
法
人
!
株
主
〉
課
税
の
具
体
的
方
式
(
制
度
〉
は
各
国
に
よ
っ
て
実
に
多
種
多
様
で
あ
り
、
件

以
の
歴
史
的
、
社
会
経
済
的
な
諸
事
情
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
細
か
い
相
違
を
無
視
す
れ
ば
お
の
ず
と
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
存
在

(
1
)
 

し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
一
応
歴
史
的
、
場
所
的
被
規
定
性
を
拾
象
さ
れ
得
る
技
術
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
各
凶
に
お
い
て
〈
法
人
!
株
主
〉
課
税
方

式
が
論
議
さ
れ
る
と
き
に
は
必
ず
並
列
さ
れ
、
比
較
検
討
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
後
本
稿
中
で
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
〈
法
人
株
主
〉
課
税
の
制

度
的
変
遷
を
見
る
上
で
も
そ
れ
ら
に
つ
き
一
応
の
了
解
を
得
て
お
く
こ
と
が
便
利
で
あ
り
、
ま
た
木
稿
中
に
て
そ
の
都
度
説
明
を
加
え
る
必
要
を
翁
き
、
叙
述

の
円
滑
に
資
す
る
と
思
わ
れ
る
。

(
1〉
我
闘
で
そ
れ
ら
を
論
じ
た
も
の
に
は
、
井
藤
半
蝋
『
租
税
論
』
(
九
六
一
二
六
頁
、
一
九
五
七
年
、
千
倉
喜
一
初
)
、
を
は
じ
め
と
し
て
、
林
大
造
・

前
倒
向
書
、
二
ハ
五
|
一
九
六
長
、
士
口
凶
・
前
掲
議
、
一
一
一
一

l
二
九
頁
、
金
子
宏
・
前
掲
論
文
、
二

i
三
一
具
、
等
が
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
そ

の
点
に
触
れ
る
も
の
は
す
こ
ぶ
る
多
く
、
ほ
と
ん
ど
の
財
政
学
の
教
科
書
に
説
明
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
制
度
の
慨
要
の
み
を
示
す
こ
と
と

し
論
争
の
あ
る
点
に
は
た
ち
い
ら
な
い
の
で
、
以
上
の
文
献
に
加
え
て
、
グ
1

ド
「
法
人
税
い
一
八
六

l
二

O
一一具、

U
5・
。
、
・
円
札
H

-

宅
-
M
8
l
M
色

一
』
・
〉
.
3
n
Y
5
5
w
旬
a

ミ
司
と
叫
4
b
e
H

』u
。R
N

町
、
(
巧
2
E
=四
件
。
口
一
∞
s
c
r
5
m
m
F
E
E
t
-
P
一由自由
)w
毛田

-
ω
N
l
一A
0
・
等
を
一
般
的
に
参
照
す
る
こ

と
と
し
、
ま
た
ん
什
例
所
で
の
引
用
を
省
略
す
る
。

(
一
)
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式

l
|
こ
れ
は
、
課
税
の
際
に
は
法
人
の
存
在
を
全
く
無
視
し
、
法
人
の
所
得
は
分
配
さ
れ
た
か
問
保
さ
れ
た
か
を
問
わ

ず
株
主
の
所
得
と
み
な
し
、
留
保
部
分
に
つ
い
て
は
持
株
数
の
比
例
的
割
合
に
応
じ
て
課
税
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
式
は
法
人
の
存
在
を
否
認
す

る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
〈
法
人
|
株
主
〉
課
税
に
か
ら
む
諸
々
の
困
難
な
問
題
は
生
じ
よ
う
が
な
い
。
か
く
し
て
こ
の
方
式
は
論
理
的
に
完
全
で
あ
り
、

札
つ
最
も
合
理
的
に
公
平
課
税
を
実
現
し
う
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
方
式
の
難
点
は
第
一
に
執
行
間
に
あ
り
、
数
種
の
株
式
を
有
す
る
法
人
の
場
合
の
比
例

配
分
方
法
や
多
数
の
株
主
を
有
す
る
法
人
の
場
合
の
配
分
の
行
政
実
務
的
煩
雑
さ
等
、
か
欠
点
と
さ
れ
る
。
ま
た
実
際
に
惚
保
利
潤
を
獲
得
し
て
お
ら
ず
、
且
つ

ま
た
分
配
を
要
求
で
き
な
い
よ
う
な
株
主
に
は
架
空
の
所
得
に
翠
き
課
税
す
る
こ
と
に
な
り
、
公
平
課
税
な
ら
び
に
「
実
現
」
の
法
煙
か
ら
み
て
も
問
題
が
あ

る
と
さ
れ
る
。

(
二
〉
受
取
配
当
抑
除

l
!
こ
れ
は
、
株
主
が
法
人
よ
り
受
取
っ
た
配
当
は
既
に
法
人
段
階
で
一
皮
所
得
税
を
課
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
〈
ム
綴
あ
る
い
は
一
部

北法24(2・10)242



け

に
例
入
所
得
税
を
課
さ
な
い
た
め
に
例
入
所
得
(
あ
る
い
は
税
額
)
か
ら
の
控
除
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
式
の
欠
点
は
、
株
主
の
所
得
額
に
か
か
わ

ら
ず
同
額
の
汝
済
を
各
株
主
に
与
え
、
そ
の
結
果
高
度
の
累
進
税
率
に
服
す
る
高
額
所
得
者
に
有
利
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
課
税
最
低
限
以
下
の
所
得
者

も
法
人
税
相
当
部
分
に
つ
い
て
は
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
方
式
は
留
保
利
潤
部
分
に
は
法
人
税
を
均
等
に
課
す
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
法
人
税
不

以
下
の
伺
入
所
得
税
率
に
服
す
る
株
主
に
は
(
留
保
利
潤
の
う
ち
臼
己
の
持
分
に
つ
き
)
過
大
に
、
そ
れ
以
上
の
富
裕
株
主
に
は
過
少
に
課
税
す
る
こ
と
と
な

り
、
印
刷
保
利
潤
部
分
に
適
正
な
累
進
課
税
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
方
式
の
長
所
は
、
行
政
手
続
が
簡
単
な
こ
と
及
び
株
主
に
凶
肢
の
「
救
済
感
」
を

与
え
る
点
に
あ
る
。

三
一
)
支
払
配
当
控
除
|
!
こ
の
方
式
は
、
株
主
の
受
取
配
当
に
は
全
額
課
税
す
る
が
法
人
に
は
支
払
配
当
額
の
搾
除
を
認
め
、
結
果
的
に
は
法
人
の
留
保
利

潤
に
の
み
法
人
税
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
式
は
個
人
所
得
税
を
操
作
し
な
い
か
ら
受
取
配
当
控
除
の
場
合
の
よ
う
な
救
済
の
不
干
等
は
生
じ
な
い

が
、
法
人
と
株
主
と
の
関
連
を
断
ち
切
っ
て
法
人
留
保
利
潤
の
み
に
課
税
す
る
か
ら
、
受
取
配
当
控
除
の
場
合
と
同
様
留
保
利
潤
を
適
正
に
累
進
税
率
に
含
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
こ
の
方
式
は
法
人
企
業
拡
張
の
重
要
資
金
源
で
あ
る
留
保
利
潤
を
狙
い
撃
ち
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
税
本
如
何
で
は
経
営
者
の

強
い
以
μ
閣
を
紹
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
万
式
の
H
R
所
は
、
行
政
的
簡
便
さ
と
、
社
債
資
金
調
達
と
株
式
資
金
調
達
と
を
差
別
せ
ず
企
業
の
資
本
構
成
に
対
し
て

中
じ
は
な
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
な
お
、
配
当
損
金
算
入
法
、
留
保
利
潤
課
税
法
も
内
容
的
に
は
同
一
で
あ
る
。

(
四
)
泌
泉
徴
収
万
式

i
lこ
れ
は
、
法
人
税
を
株
主
の
受
取
配
当
に
対
す
る
個
人
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
み
な
し
、
例
入
所
得
税
額
算
定
の
際
に
は
他
の
所

得
を
も
加
え
た
総
合
所
得
に
対
す
る
累
進
税
率
を
法
人
税
合
加
算
し
た
受
取
配
当
額
に
課
し
、
不
足
額
は
追
徴
、
過
剰
徴
収
額
は
還
付
す
る
も
の
で
、
給
与
、

利
子
所
得
、
そ
の
他
の
源
泉
徴
収
の
場
合
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
式
は
二
重
課
税
を
完
全
に
公
平
に
排
除
す
る
が
、
留
保
利
潤
課
税
問
題
を
解
決
し

な
い
こ
と
は
前
二
者
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
方
式
は
追
徴
、
還
付
手
続
が
煩
雑
で
あ
る
点
に
欠
点
、
が
あ
る
。

(
五
)
強
制
配
当
方
式
利
潤
留
保
に
よ
る
個
人
所
得
税
の
節
約
、
納
付
延
長
を
防
止
す
る
た
め
、
高
率
の
罰
則
税
を
留
保
利
潤
に
諜
し
配
当
を
促
す
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
白
身
で
三
市
一
課
税
や
留
保
利
潤
課
税
の
問
題
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
他
の
方
式
の
留
保
利
潤
課
税
に
絡
ま
る
不
平
等
の
-

'
却
を
是
正
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
三
者
の
方
式
と
併
合
し
て
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
一
般
的
に
留
保
利
潤
に
高
率
の
罰
則
税
を
課
す
こ
と
に
つ
い
て

は
(
二
一
〉
の
場
合
と
同
様
に
不
満
が
大
き
く
、
且
つ
ま
た
利
潤
留
保
を
常
に
罰
則
の
対
象
と
す
る
の
も
不
合
理
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
結
局
要
件
を
限
定
し
特
定
の

法
人
や
特
定
の
状
況
に
お
け
る
留
保
利
潤
の
み
に
課
税
す
る
こ
と
に
な
る
。
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アメリカに於ける11、人税の発達

結
局
、
右
記
の
う
ち
(
五
)
を
除
外
し
て
他
の
方
式
を
比
較
す
れ
ば
、
(
二
)
(
三
〉
(
四
)
の
二
重
課
税
排
除
措
置
の
う
ち
で
は
、
つ
一
)
は
不
千
等
性
が
大
き
く
、



j見

(
一
二
)
〔
回
〉
は
平
等
の
救
済
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
完
全
な
累
進
課
税
を
貫
く
こ
と
は
で
き
ず
、
(
一
)
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
の
み
が
完
全
に

満
足
の
ゆ
く
解
答
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
)
か
く
し
て
〈
法
人
!
株
主
〉
課
税
の
最
善
の
方
式
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
で
あ
り
、
そ
れ
の
み
が
完
全
な
累

進
税
構
造
の
維
持
を
保
証
し
、
近
代
所
得
税
制
の
基
本
原
理
で
あ
る
担
税
カ
に
応
じ
た
課
税
を
可
能
に
す
る
。
こ
れ
が
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
は
実
行
不

可
能
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
各
時
代
を
通
し
て
恨
強
い
支
持
を
得
て
い
る
理
由
で
あ
る
。

d命

(
1〉

」
の
点
の
要
約
に
つ
い
て
は
、
井
藤
・
前
掲
書
、

一
二
二
三
頁
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

四

本
杭
の
課
題
と
対
象
の
限
定

本
稿
の
課
題

本
稿
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
諸
側
面
を
含
む
〈
法
人
株
主
〉
課
税
制
度
に
つ
き
よ
り
妥
当
な
現
実
的
共
体
的
提
案
や
政
策
批
判

を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

よ
り
基
終
的
で
全
体
的
な
法
人
税
制
の
発
展
過
程
を
〈
法
人
l
株
主
〉
課
税
を
軸
に
跡
づ
け
よ
う
と
す

今
日
論
議
さ
れ
て
い
る
諸
問
題
が
既
に
過
去
の
論
議
の
中
に
十
分
に
述

る
も
の
で
あ
る
。
舵
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
こ
と
の
意
味
は
、

ベ
尽
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
も
あ
る
が
、

よ
り
巨
視
的
に
税
制
全
体
が
時
代
ご
と
に
当
時
の
社
会
経
済
的
・
政
治
的
状
況
と
い
う
べ
き

も
の
を
反
映
し
、
八
法
人
株
主
〉
課
税
を
め
ぐ
る
論
議
も
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
の
制
約
や
影
響
を
自
ず
か
ら
被
っ
て
お
り
、

且

ペコ

現
在
的
に
も
そ
の
こ
と
が
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

脱
出
史
を
回
想
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
と
、

い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ

の
こ
と
は
今
日
的
論
議
の
方
向
と
限
界
を
見
極
め
る
場
合
に
少
な
か
ら
ぬ
意
義
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
吏
に
私
は
、

そ
こ
に
は
そ

の
国
々
に
お
け
る
税
を
め
ぐ
る
政
策
決
定
過
程
あ
る
い
は
合
意
形
成
過
種
の
特
色
が
表
出
し
て
お
り
、

そ
れ
を
我
国
の
状
況
と
比
較
す
る

こ
と
に
一
層
重
要
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
人
税
制
の
展
開
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

ア
メ
リ
カ
の
例
々
の
制
度
や
改
正
は
、

技
術
的
な
観
点
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税
に
対
す
る
国
民
の
基
本
思
考
や
社
会
的
動
向
に
占
め
る
税
の
役
割
の
差
異
と
い
う

点
に
若
日
し
つ
つ
紹
介
さ
れ
た
も
の
は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
中
心
は
〈
法
人
|
株
主
〉
課
税
制
度
の
具
体
的
変
還
の

、円
2
)

制
州
司
創
る
が
、
吏
に
前
後
の
叙
述
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
税
を
め
ぐ
る
社
会
史
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
読
み
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば

か
ら
の
紹
介
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
多
く
あ
っ
て
も
、

一
一
層
私
の
怠
図
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、

歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
た
こ
と
の
恵
味
も
そ
こ
に
生
か
さ
れ
て
く
る
訳
で
あ
る
。

(
l
〉
浅
沼
潤
三
郎
「
米
国
に
お
け
る
租
税
回
避
の
理
念
L
C
M
税
法
学
ョ
一
五
四
号
以
下
、
一
九
六
三
年
)
は
こ
の
点
の
叙
述
に
成
功
し
て
い
る
。

(
2
)

こ
の
点
に
関
す
る
最
も
優
れ
た
著
書
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
戸
出

F
乙
¥
吋
Q
N
ミ
芯
ミ
S

H

F
内
匂
ミ
H
ミ
旨
ミ
2
(回
2
2口一円
L
E
P
-
u
E
)
山

ω

H
g
g
m
h
叫

J
Q
-
H
E
m
s
g九
U
2
5町
、
お
ミ
立
与
吉
守
帆
n
p
ω
2
2
2
E
(
Z
J円
・

』

9
7
ロ
宅
ニ
与
除

ω2Mm-
一
回
目
吋
〉
の
二
書
で
あ
り
、
本
稿
の
関
連

部
分
の
記
述
の
大
部
分
は
こ
の
尚
書
に
負
っ
て
い
る
。

本
稿
の
対
象
の
限
定

序
論
に
お
い
て
は
、
〈
法
人
|
株
主
〉
課
税
の
諸
側
面
を
、

ω配
当
二
重
課
税
、

ω印
刷
保
利
潤
課
税
、

ωキ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
と

J
1
 

し
た
。
本
稿
は
し
か
し

ωω
の
み
を
扱
い
、

ωに
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。

税
の
重
要
な
一
環
を
な
す
が
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
そ
の
税
法
上
の
捕
促
技
術
の
究
明
に
あ
た
っ
て
は
、

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
は
確
か
に
〈
法
人
株
主
〉
課

アメリカに於ける法人税の発達

の
配
当
課
税
、
惚
保
利
潤
課
税
の
分
析
に
必
要
と
さ
れ
る
以
外
の
様
々
の
方
法
と
道
具
立
が
必
要
で
あ
っ
て
、

通
常
の
〈
法
人
|
株
主
〉

課
税
の
論
議
に
は
な
じ
み
に
く
く
、

そ
れ
は
現
在
の
私
の
良
く
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
ο

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
は
配
当
二
京

課
税
や
留
保
利
潤
課
税
以
上
に
株
式
会
社
の
資
本
蓄
積
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
格
好
の
研
究
素
材
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
今
後
の
課
題
と
す
る
他
な
い
。

本
稿
の
叙
述
の
万
法
は
編
年
体
形
式
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

一
期
(
一
九
二
一
一
三
二
年
)
は
、

各
時
期
の
全
体
的
特
色
を
明
確
に
す
る
た
め
に
三
期
に
区
分
し
た
。
第

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
八
法
人

l
株
主
〉
課
税
の
様
々
の
側
面
を
共
体
的
に
分
析
し
ア
メ
リ
カ
税
制
の
廿
広
本

通
常
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---)~ 

fiJt:. 

構
造
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
、
全
体
へ
の
導
入
の
役
割
を
来
た
す
も
の
で
あ
る
。
第
二
期
(
一
二

0
年
代
)

の
中
心
は
米
分
配
利
潤
税
の
成

立
と
山
朋
峡
過
程
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
の
叙
述
全
体
の
中
心
で
も
あ
る
。
第
三
期
は
第
二
次
大
戦
後
の
税
制
を
放
ぅ
。

な
お
各
種
的
別

..人

日間

制
度
の
変
濯
も
時
代
ご
と
に
切
断
さ
れ
各
章
に
散
在
し
て
い
る
が
、

節
・
項
の
設
定
を
同
一
に
し
て
い
る
の
で
各
制
度
の
通
史
と
し
て
読

む
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。

(
1
)

こ
の
点
に
関
す
る
紋
も
俊
れ
た
著
作
は
、
「
-Z-
伊一昨

NF
叫

4
t
h
hミミ
1
5
2九
吋
Q

N
叫

4
3ミ
5
3円
。
¥
の
と
と
ミ

C
Eま
お

お

礼

ト

2
=
h
(
Z・J
ヘ・

・
2
回巴
P
3
2
〉
・
で
あ
る
が
、
本
稿
の
記
述
に
則
し
た
簡
単
な
立
法
沿
革
史
と
し
て
は
、
〉
-
者
。
一

-PErm-EE〈
m
E
Z
円q
q
c
[
叶
目
白
昨
日
向
え
え

の名】門戸
-
C
E
E
C
E
q
円
Z
F
ι
2
2一
-=22σ.H，
Z
L∞一回
l
一宏∞
¥
J
弓
ミ
ベ
叫
4
Q
N

畑
、
・
一
日
(
一
室
田
)
・
が
、
や
や
十
日
い
が
便
利
で
あ
る
。

第
一
章

初
期
及
び
二

0
年
代
の
税
制

第
一
節

八
法
人
l
株
主
〉
課
税
の
諸
側
面

序

説

一
合
衆
国
は
、
一
九
一
一
一
一
年
に
恒
久
所
得
税
を
導
入
す
る
以
前
に
二
度
に
わ
た
り
所
得
税
の
実
施
を
経
験
し
て
い
る
。
そ
れ
は
前
ゅ
ん
と
し
て
位
前
づ
け
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
一
一
一
一
年
に
お
け
る
所
得
税
導
入
の
歴
史
的
な
義
を
確
定
す
る
た
め
に
も
簡
単
な
記
述
を
序
説
と
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

〔

1
〉

一
八
世
紀
中
期
頃
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
は
基
本
的
に
は
農
業
国
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
刈
す
る
原
料
輸
出
凶
で
あ
っ
た
。
財
政
規
模
は
小
さ
く
、
支
出
は
主
と

し
て
海
軍
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、
国
債
利
子
、
関
税
徴
収
品
川
、
道
路
、
港
湾
、
河
川
、
公
共
建
築
等
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
関
税
、
閣
有
地
売
却
収
入
等
で
十
分
に

賄
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
消
伐
税
収
入
さ
え
、
戦
時
を
除
け
ば
重
要
な
財
源
で
な
か
っ
た
。

〈

3
)

と
こ
ろ
が
、
南
北
戦
争
開
始
に
よ
る
戦
貨
の
巨
額
の
掛
川
大
は
、
こ
の
よ
う
な
簡
素
な
財
政
構
造
に
「
革
命
的
影
響
」
を
及
ぼ
し
た
。
戦
貨
は
財
務
併
の
甘
い
見

透
し
を
遥
か
に
超
え
て
膨
娠
し
、
こ
こ
に
数
度
に
わ
た
り
消
代
税
の
大
脳
哨
税
が
行
な
わ
れ
た
が
、
北
東
部
諸
州
の
市
制
何
者
の
財
産
、
所
得
に
課
税
し
税
負
担

JヒiL24(2・14)246



〈

4
〉

〈

5
〉

の
公
平
を
附
る
た
め
に
一
八
六
一
年
に
所
得
税
が
導
入
さ
れ
た
(
但
し
実
施
は
六
三
年
法
よ
り
〉
o

こ
の
所
得
税
は
、
実
施
当
初
は
混
乱
と
租
税
同
遊
が
あ
い
つ

〈

G
V

ぎ
徴
税
額
も
失
望
的
に
低
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
税
率
引
上
げ
や
徴
税
機
構
の
整
備
に
よ
り
徐
々
に
巨
額
の
税
収
を
あ
げ
る
に
至
り
、
戦
後
復
興
期
の
財
源
と

ハ
7
)

し
て
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。

(
8
v
 

さ
て
南
北
戦
争
の
終
，
必
と
と
も
に
財
政
事
情
は
好
転
し
、
財
源
と
し
て
の
所
得
税
の
重
要
性
は
減
少
し
た
。
こ
こ
に
所
得
税
額
の
大
部
分
を
負
担
す
る
北
東

{
9〉

部
諸
州
の
産
業
資
本
家
、
金
融
投
資
家
の
不
満
が
大
き
く
な
り
廃
止
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
開
始
さ
れ
た
が
、
加
え
て
、
繁
栄
の
幻
想
と
そ
れ
に
伴
う
保
守
的
風

〈

日

〉

潮
の
中
で
一
般
大
衆
も
こ
の
主
張
に
同
情
的
と
な
り
廃
止
運
動
に
拍
車
を
か
け
た
。
か
く
し
て
こ
の
よ
う
な
「
大
衆
の
感
情
的
敵
意
」
の
中
で
、
南
北
戦
争
所

得
税
は
、
他
税
に
比
し
て
の
長
所
や
そ
の
累
進
税
構
造
の
有
す
る
所
得
再
分
配
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
以
前
に
、
ま
た
理
論
的
に
も
十
分
な
検
討
が
加
え
ら

れ
る
以
前
に
、
数
度
の
減
税
の
後
、
七
三
年
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

」ー

(
l
〉

H
・
U
・
フ
ォ
ー
ク
ナ

l
・
小
原
敬
士
訳
=
ア
メ
リ
カ
経
済
史
〈
第
六
一
郎
各
章
、
一
九
六
九
年
、
主
誠
常
〉
、
参
加
m
…。

〈
2
)

ロ
・
閉
山
・
り
の
君
。
ア
町
4
2
s
z
s
N
H
Uご
hHミ
-utshHFぬ
門
と
え
友
人

'
r
b
R
F
二
子
主

(
Z
・J
ヘ-一
]
l
o
ロ
m
E
E
E
-
の
円
。
。
コ
伶

(UG--
一回
ω
一
〉
噂
官
官
同
町
吋
l
N〕
1
0
・

(
3
)

フ
ォ
ー
ク
ナ

l
・
前
掲
幸
一
日
、
六
六
四
頁

o
Q
円、
.
2
E
E
E己
司
、
ミ
ミ
ミ
ぬ
Nhn公
立

S

K

E
之
と
、
之
輔
町
、
-
一
嵐
山
l
一白山∞

(
4
5
ω
一三四件

5
・

∞円
9arpDmm
円コ防庁
E
z
t
cロ・
-
U
印
∞
)
ヨ
匂
?
?

(
4
)
ω
・
問
主
口
内
ア
吋
お
お
お
と
S
E
N丸

U
G
w
w
E
q
Rじて

2
入
?
認
可
N
E
-
-
6
出品
l
m
吋'

(
5
)
財
務
長
官
チ
エ
イ
ズ
は
所
得
税
の
実
施
に
は
悲
観
的
・
気
乗
り
務
で
慢
然
実
施
を
引
き
延
ば
し
、
結
局
六
一
年
法
に
よ
る
所
得
税
の
徴
収
は
な
さ
れ

な
か
っ
た

(
F
5
ロ
2
・
。
』
y
q
h
?
唱
七
四
∞

LN-Hν2-w
叫
4QBNQHEミ

S
H
Fぬ
門
、
匂
・
・
古
田
・
)
。

(
6
)

ロ
9
2
F
。、・町民
H
J

℃・

ω
口印一

TE--
。、

2
T
-
Y
一
口
二
U
E
2・。
K
U
2
F
司-∞
N

(
7
〉
り
ぬ
君
。
可
唱
。
、
・
円
た
よ
℃
・
∞
O
町
二
凶
作
ユ
ロ
2

・。、・

2
H
J

℃
司
・
一
ム
了
一
品
N

・
フ
ォ
ー
ク
ナ
l

・
前
川
向
註
H

、
六
六
五
fA。

(
8〉
門
戸
同
)
宮
司
3
J
c
h
v
・
ミ
?
‘
沼
)
・

ω
∞ム
l
ω
u
m‘

(
9
〉
即
ち
、
所
得
税
納
税
者
は
全
人
日
の
一
%
以
下
で
あ
り
、
そ
れ
は
富
の
偏
在
し
た

Z
J
?
F
J
玄
E
ω
J
O
r
-
-
L
=
J
Z
-
H
-
n己
目
[
:
宮
門
戸
等
に
集

中
し
て
い
た
〈
見
込

2
F
。
、
町
、
?
同
v
一
お
、
日
山
・
回
出
・
〉
・

ω己
売
吉
山
口
、
吋
芝
』

2
2ミ
内
叫
4R円噂

N
E
a
〔円
4
・J
円1
・
・
忌
完
豆
一
一
E
f
一
回
一
ム
〕
・
宅

A
1
M
L
∞
丁

ム∞
ω
・〉。

(
川
)
一
フ
ッ
ト
ナ
ー
は
そ
の
理
由
を
、
所
得
税
が
「
従
来
欺
ぷ
及
び
出
脱
な
ど
に
よ
っ
て
連
邦
及
び
州
課
税
の
双
方
を
逃
れ
て
い
た
多
数
の
産
業
及
び
金
融

J七t1、24(2・15)247
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村
比

資
本
家
に
到
達
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
ら
で
あ
る
」
、
と
し
て
お
り
、
セ
リ
グ
マ
ン
も
同
意
見
で
あ
る
(
同
耐
え
ロ
戸
。
、
町
民
?
℃
一
会
一

ω
巴
m
B
E
W

C』
0

・
2
H
」
℃
・
ム
吋
一
山
・
)
。

(
什
)
い
わ
ゆ
る
「
金
ピ
カ
時
代
」
の
風
潮
で
あ
る
が
、
イ
ン
フ
レ
通
貨
に
よ
る
物
価
上
昇
に
よ
り
労
働
者
の
生
活
水
準
は
さ
ほ
ど
に
向
上
は
し
て
い
な
か

っ
た
(
河
町
民
ロ
2'
。、・町民同
-
w

古
一
ω
∞
{

)

0

見
込
ロ
q
w
。、
-
Q
H
-
w
七
-
一
三
・

ω己
Fm口
出
口
・
。
h

v

E

H

・・日〕品市山
0

・

廃
止
ま
で
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
河
内
山
門
ロ

R
c、
・
2
H
J
問
者
・
一
日
一
l

一日∞

eso--ω
印一

mr一日間
E
5唱。
hv
・
2円
J
℃
℃
品
会
l
A
m
∞
を
参
照
。

守'A
d同

(

刊

は

)

(

刊

日

)

(
日
門
)

〔

1
)

二
南
北
戦
争
終
的
地
後
か
ら
二

O
枇
紀
突
入
ま
で
の
時
期
は
、
一
般
に
産
業
資
本
主
義
か
ら
金
融
資
本
主
義
へ
の
移
行
、
確
立
期
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
に
は

鉄
道
、
鉄
鋼
業
の
発
展
を
中
心
に
巨
大
な
独
占
体
が
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
ま
た
他
方
に
周
期
的
恐
慌
に
弄
ば
れ
る
多
数
の
賃
金
労
働
者
と
農
産
物
価
格

の
下
落
、
鉄
道
独
占
資
本
の
搾
取
に
悩
む
農
民
を
生
み
出
し
た
。
か
く
し
て
こ
の
時
期
に
は
ア
メ
リ
カ
全
土
に
労
働
争
議
と
農
民
運
動
が
勃
発
し
、
そ
れ
が
ポ

(
2
)
 

ピ
ュ
リ
ス
ト
運
動
、
ブ
ラ
イ
ア
ニ
ズ
ム
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

〔

3
)

自
由
放
任
、
支
出
削
減
主
義
を
採
る
連
邦
財
政
の
規
模
は
さ
ほ
と
に
拡
大
し
な
か
っ
た
。
他
方
、
州
・
地
方
政
府
の
財
政
規
模
は
公
共
事
業
、
土
木
、
保
健
衛

(
4
)
 

生
尚
武
等
を
中
心
に
拡
大
の
一
途
を
た
ど
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
殆
ど
凡
て
農
民
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
、
当
時
の
州
・
地
方
税
制

(
5〉

は
旧
式
の
財
産
税
に
よ
り
占
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
実
際
に
は
農
地
、
農
機
具
に
対
す
る
不
動
産
税
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
連
邦
消
費
税
も
労

〈

G
)

働
者
、
農
民
に
不
利
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
「
圧
倒
的
カ
で
彼
ら
の
上
に
伸
し
掛
か
る
州
及
び
地
方
課
税
体
系
並
び
に
も
は
や
彼
ら
に
何
ら
か
の
防
禦
を
提

供
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
パ
農
産
物
品
山
〕
価
格
の
下
落
に

l
彼
ら
の
察
す
る
と
こ
ろ
責
任
を
負
う
階
級
を
利
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
全
国
的
課
税

体
系
に
直
面
し
て
、
農
民
階
級
(
特
に
西
部
、
南
部
の

l
畠
山
]
の
不
満
が
人
き
く
ま
た
深
く
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
何
ら
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。
数
年

〈

7
〉

の
問
、
累
進
所
得
税
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
及
び
反
独
占
主
義
者
の
み
な
ら
ず
全
国
至
る
所
に
於
け
る
農
民
集
会
の
政
綱
の
主
要
市
明
白
で
あ
っ
た
」
。
連
邦
議
会
に

〔

8
〉

は
幾
度
も
所
得
税
法
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
常
に
東
部
財
界
と
提
携
し
た
議
会
の
指
導
者
や
共
和
党
保
守
派
に
よ
っ
て
葬
ら
れ
た
。
し
か
し
農
民
は

上
記
の
運
動
を
組
織
化
し
な
が
ら
累
進
所
得
税
の
支
持
者
を
消
や
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
民
主
党
は
全
国
的
政
党
と
し
て
愁
え
り
、
独
占
保
護
関
税

の
改
正
を
掲
げ
た
ク
リ

l
ヴ
ラ
ン
ド
が
一
八
八
四
年
に
統
き
一
八
九
二
年
に
再
び
大
統
領
に
当
選
し
、
ま
た
累
進
所
得
税
の
実
施
を
主
要
な
政
綱
の
一
に
掲
げ

(
9
)
 

た
ポ
ピ
ュ
リ
ス
党
の
ウ
ィ

l
ヴ
ァ
ー
も
第
三
党
と
し
て
は
稀
に
み
る
投
票
を
得
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
累
進
所
得
税
導
入
は
無
視
で
き
な
い
民
衆
の
要
求
で
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(→ 

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
大
統
領
ク
リ
|
ヴ
ラ
ン
ド
は
清
鴇
、
独
立
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
政
治
的
信
条
は
急
進
的
・
進
歩
的
と
三
う
以
上
に
壁
一
品
で
あ

hW)
暴
走
所
得
税
に

対
す
る
態
度
も
陵
昨
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
富
裕
者
に
対
す
る
累
進
所
得
税
課
税
法
案
は
マ
ク
ミ
リ
ン
や
ブ
ラ
イ
ア
ン
等
の
民
主
党
急
進
派
議
員
か
ら

一
八
九
三
年
に
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
か
く
し
て
連
邦
議
会
に
お
け
る
マ
ク
ミ
リ
ン
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
等
に
率
い
ら
れ
る
南
部
・
西
部
選
出
の
民
主
党
進
歩
派
、

急
進
派
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
党
と
東
部
(
十
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
)
選
出
の
共
和
党
、
民
主
党
保
守
派
と
の
闘
の
激
し
い
抗
争
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
階
級
斗
争
、
地

(悶
V

域
斗
争
の
色
彩
を
帯
び
る
も
の
と
な
っ
た
が
、
遂
に
所
得
税
支
持
論
者
が
多
数
を
制
し
、
歴
史
上
二
度
目
の
所
得
税
法
が
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
九
四

年
の
所
得
税
法
は
個
人
と
法
人
の
双
方
に
二
%
の
比
例
税
率
で
課
税
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
個
人
に
は
四

0
0
0ド
ル
と
い
う
高
い
免
税
点
が
抽
出
け
ら
れ
た
。

ハ
U
)

こ
の
結
果
、
納
税
者
は
富
俗
者
に
集
中
し
歳
入
調
達
の
実
効
性
は
き
わ
め
て
疑
し
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
逆
に
そ
の
点
で
富
裕
者
課
税
の
特
質
を
よ
く
示
す
も

〈
同
)

の
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
財
界
と
保
守
派
議
員
は
残
る
最
後
の
期
待
を
連
邦
最
高
裁
判
所
の
態
度
に
か
け
て
い
た
。
連
邦
最
高
作
成
判
所
は
既
に
そ
の
違
憲
立
法
審
査
機
に
よ
っ

{日
v

て
い
く
つ
か
の
進
歩
的
改
革
立
法
を
骨
抜
き
に
し
、
財
界
の
期
待
に
応
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
一
八
九
四
年
所
得
税
法
の
合
意
性
に
関
し
て
下
さ
れ

(
げ
)

た
の
が
、
合
衆
国
税
制
史
上
最
も
有
名
な
判
決
の
一
つ
で
あ
る
可
と
と
も
込
〈

'
F司
君
司
ヘ
ト
。
お
お

A
W
叫

43hH
門

U
P
判
決
で
あ
る
。
判
決
は
九
五
年
四
月
八

月
と
五
月
二

O
日
の
二
回
に
わ
た
っ
て
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
最
大
の
論
点
は
「
動
産
か
ら
の
所
得
」
に
対
す
る
課
税
が
合
衆
凶
憲
法
二
条
九
筋
四
項

に
よ
っ
て
「
連
邦
に
加
入
す
る
各
州
の
人
口
に
比
例
し
て
、
各
州
の
問
に
配
分
さ
れ
る
」
(
同
条
二
節
三
項
)
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
「
夜
接
税
」
に
該
当
す

(
刊
)

る
か
ま
に
あ
っ
た
。
最
高
裁
は
こ
の
点
に
つ
き
、
動
産
か
ら
の
曜
に
対
す
る
課
税
は
違
憲
無
効
の
直
接
税
で
あ
り
、
こ
の
違
法
条
項
は
他
の
規
定
と
分
離

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
所
得
税
法
全
体
が
違
憲
で
あ
る
と
し
た
。
最
高
裁
は
従
来
の
判
決
に
お
い
て
、
「
直
接
税
」
に
は
人
頭
税
と
不
動
産
税
の
み
が
該
当

(
別
)

す
る
と
し
て
、
法
人
所
得
、
相
続
、
銀
行
社
債
へ
の
課
税
及
び
南
北
戦
争
所
得
税
等
を
合
態
と
し
て
き
た
。
そ
こ
で
こ
の
判
例
変
更
は
、
人
々
を
し
て
最
高
裁

の
立
法
府
へ
の
不
当
な
干
渉
で
あ
り
、
ま
た
同
年
の
砂
糖
ト
ラ
ス
ト
判
決
、
デ
ブ
ス
判
決
と
も
相
伐
っ
て
、
最
高
裁
が
「
反
動
的
な
る
富
裕
階
級
の
同
盟
者
」

で
あ
る
と
の
疑
念
を
一
層
強
い
も
の
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
九
四
年
所
得
税
法
は
遂
に
施
行
一
年
を
経
ず
し
て
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
後
九
六
年
の
大
統
領

(
担
)

選
挙
で
民
主
党
の
ブ
ラ
イ
ア
ン
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
党
の
支
持
を
も
得
て
所
得
税
問
題
を
主
要
政
網
と
し
て
斗
っ
た
が
惜
敗
し
、
ま
た
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
運
動
も
そ

れ
を
契
機
に
急
速
に
終
ん
…
に
向
っ
た
。
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プメリカに於ける法人税の発達

fヘ

¥ノ

こ
の
こ
と
は
一
般
的
了
解
と
な
っ
て
お
り
こ
と
さ
ら
な
引
用
を
必
要
と
し
な
い
と
恩
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
、

石
崎
昭
彦
白
ア
メ
リ
カ
金
融
資
本
の
成



説

立
』
(
第
二
章
、
第
三
章
、
一
九
六
二
年
、
東
大
出
版
会
)
、
呉
天
降
『
ア
メ
リ
カ
金
融
資
本
成
立
史
』
(
第
一
章
、

三
他
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
一
(
『
帝
国
同
主
義
の
研
究
」
一
二
、
第
一
章
、
一
九
七
三
年
、
青
木
書
庖
可
等
を
参
照
。

(
2
)
高
木
八
尺
「
近
代
ア
メ
リ
カ
政
治
史
」
(
六
九
七
五
頁
、
一
九
五
七
年
、
岩
波
書
応
)
、
有
賀
貞
「
ア
メ
リ
カ
政
治
史
』
(
一
一
六
一
一
一
六
点
、

九
七
二
年
、
稲
村
出
版
)
、
ω
丘
一
m
s
g
-
。
、
・
2
T
問
者
会
ω
l
念
品
・
等
。
更
に
一
般
的
に
、
フ
?
i
ク
ナ

1
・
前
掲
書
、
一
九

l
二
三
章
を
参
照
。

〈

3〉

P5}J
も
-
E
H
-
u
h
M
A
g
-
む
ろ
ん
連
邦
財
政
規
模
も
一
七
八
九
年
以
来
飛
躍
的
な
拡
大
を
遂
げ
て
き
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
南
北
戦
争
以
後
|

一
九

O
O年
の
間
は
陸
海
軍
費
削
減
、
公
債
償
却
に
よ
る
利
子
支
払
減
少
等
に
よ
っ
て
支
出
は
減
少
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
の
・
』
・
∞
ロ
ロ
c
n
F
R
吋
官

。345
9
h
明
，

aq己
何
同
日
出
口
門
吉
ロ
耳
凶
¥
二
∞
、
と
・
匂
町
民
-
G
-
U
吋
(
一
回
口
ω
〉
、
号
件

-
Z
P明
足
。
門
H
町
、
河
内
n
t
s
h匂

S
H
V
N
A
V
内
側
町
、
S
E
W
N
号
、
ω
三
。
門
戸
、
乱

回
己
}
R
r
(
∞
C

切円。ロ

U
0
5コ
色
町
の
?
一
U
N
3
・
宅
・
印
0
1
2
・
参
照
。

(
4
)
L
3
ミ
J
3
・
2
1
2
・

(
5
〉
ω
会
m
B
E
L
、
・
2
H
-
w
℃
・
お
印
・
法
人
に
対
し
て
も
初
歩
的
な
財
産
税
が
賦
課
さ
れ
た
に
止
ま
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
H
V
M
p
h
r
-
ω
主
治
E

P

同
町
h
h
Q
U
J芯
叫

4
b
h
g
H
3
p
二
忌
均
九

(Z.J円
・
込
山
一
一
宮
2
5
ニ
ピ
p
一
U
N
一

γ
目

y
N
一
∞
・
を
参
照
。

(
6
)
(
7
)
ω
。
一
応
5
2
p
吋
Z
L
「
誌
円
。
道
内
吋
Q
N
・
}
V
E

合
印
一
史
に
み
刊
に
よ
2
0
1
2
M
-
も
参
照
。

(
8
)
同
州
日
付
ロ
戸
。
、
2
H
J
官
一
品
∞
・

(
9
)
H
N
m
昨
日
吋
唱
。
h
v
-
町
民
H
J
七
七
・
5
A
l
一
句
・
高
木
・
前
掲
書
、
七
二
|
七
五
頁
。

(
山
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
ホ
フ
ス
タ
ッ
タ

l
・
山
口
他
訳
「
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
伝
統
且
」
二
五

l
一一一

O
頁
、
一
九
六

O
年
、
岩
波
書
応
、

参
照
。

(
日
)
彼
が
九
三
年
に
提
案
し
た
の
は
「
一
定
の
法
人
投
資
か
ら
の
所
得
に
対
す
る
少
傾
課
税
を
含
む
極
僅
か
の
付
加
的
内
国
歳
入
税
」
で
あ
っ
た
(
列
伊
丹
ロ

F

。
、
・
3
H
J
同
M
h
y
↓
吋
ω
i
一
三
-
h
ω
止
符
B
g
w
。
、
目
町
民
?
℃
司
・
ム
白
山
l
A
田
町
・
)
。

(
刊
は
〉
同
耐
え
ロ
君
"
。
h
v
-
R
H
J
日
)
・
一
吋
M
l
一
寸
A
-
h
F
ω
己
石
口
出
P
。
、
町
民
円
よ
古
田
Y
A
U
吋
ー
さ
∞
・

(
門
川
〉
討
議
の
経
過
は
、
同
耐
え
ロ

F
主
-
h
h
H
よ
何
者
一
三
i
一
∞
U
h
ω
長
岡
E
g
w
毛
円
H
T
3
・
ム
U
U
l
印

8
・
参
照
。

(
川
門
)
こ
の
四

0
0
0ド
ル
控
除
は
一
部
、
累
進
課
税
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
結
局
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
要
求
で
あ
る
累
進
課
税
は
実
現
さ
れ

な
か
っ
た
(
ヨ
2
r
2
u
h
4
宮
町
内
、
ミ
句
、
円
。
S
F
同
門
誌
色
内
Q
2
同
(
U
N
H
，
円
吋
Q
H
ミ
3
F
H
U
・
4
・〉。

(
日
)
(
U
町
-
H
N
己
ヨ
ァ
。
、
・
2
H
-
七
一
U
N
一
ω
岳
m
g
g
・
。
、
・
ミ
H
a
w
甘
・
印
N
口
セ
リ
グ
マ
ン
は
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
免
税
点
は
高
す
ぎ
て
多
く
の
富
裕
者

一
九
七
一
年
、
有
斐
閣
)
、
鎌
田
正
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巴寸

を
課
税
か
ら
逃
れ
さ
せ
て
い
る
と
す
る
(
怠
え
-w
甘
E

印N
子)。

(
日
〉
こ
の
こ
と
は
特
に
独
禁
法
関
係
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
高
木
、
前
掲
書
・
六
五
六
八
頁
。
更
に
、
浦
部
法
穂
「
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
と
最
高
裁
」

(
「
国
家
学
会
雑
誌
一
八
四
巻
十
一
・
十
二
号
、
六
七
九
頁
以
下
、
特
に
六
九
六
七
O
三
頁
、
一
九
七
二
年
)
参
照
。

(
げ
〉
一
印
1
1
C
・
ω
芯一戸

ω
u
r
-
E
-
-
吋印
U
・
5
∞
d
・
ω
-
m
o
-
-
ω
U
F
-
aー・二口∞

(ゆ
)
(
U『・

ω。
-
K
E
g
-
。
予
ミ
ア
七
日
ωω
・
論
点
は
、
①
不
動
産
所
得
に
対
す
る
課
税
は
「
-
直
接
税
」
か
否
か
、
②
動
産
所
得
に
対
す
る
課
税
は
「
直
接
税
」

か
否
か
、
@
も
し
「
直
接
税
し
で
な
い
と
し
て
も
、
本
税
の
人
的
控
除
は
平
等
原
則
違
反
で
な
い
の
か
、
④
州
、
地
方
債
利
子
課
税
は
合
憲
か
否
か
、

③
一
部
の
規
定
の
違
憲
は
法
全
体
を
違
憲
と
す
る
か
否
か
、
の
五
点
で
あ
っ
た
。

(
悶
)
第
一
回
判
決
は
①
に
つ
い
て
は
六
対
二
で
、
④
に
つ
い
て
は
全
員
一
致
で
違
憲
を
判
示
し
た
が
、
そ
の
他
の
点
は
四
対
四
で
結
論
は
出
ず
じ
ま
い
に

終
っ
た
。
第
二
回
判
決
は
、
病
欠
し
て
い
た
合
憲
派
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
判
事
が
加
わ
り
合
憲
判
断
が
予
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
シ
ャ
イ
ラ
ス
判
事

が
意
見
を
翻
し
違
憲
派
に
加
わ
っ
た
た
め
五
対
四
で
②
⑤
に
つ
い
て
も
違
憲
判
決
が
下
さ
れ
た
。
シ
ャ
イ
ラ
ス
判
事
は
こ
の
ゴ
シ
ッ
プ
で
歴
史
上
の
人

物
と
な
っ
た
(
列
三
日
ァ
。
、
.
ミ

T

3
・M
8
1
2
0

〉。

〈初
)
ω
2
回
伊
丹
門

r
q・。、・
2H-w
℃
-
m
-
m
s門
口

2
・
。
、
円
止

-H)℃・

-um--一
町
山

ω己
伝

E
5・
。
、
.
町
民
了
℃
℃
印
吋
丁
目
吋
白
・

(
幻
〉
高
木
・
前
掲
書
、
七
六
、
八
二
-
|
一
一
一
一
員
。
浦
部
・
前
掲
論
文
、
七
二
O
|
七
二
五
頁
、
参
照
。

(
幻
〉
高
木
・
前
掲
書
、
八
三
頁
。
こ
の
点
で
銘
記
さ
る
べ
き
は
フ
ィ
ー
ル
ド
判
事
の
次
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
即
ち
い
わ
く
、
「
現
在
の
資
本
に
対
す
る
攻
撃

は
ほ
ん
の
端
初
で
あ
る
。
そ
れ
は
し
か
し
、
よ
り
強
大
に
か
つ
ひ
ど
く
吹
き
荒
れ
て
、
遂
に
は
我
々
の
政
治
的
競
争
が
貧
乏
人
の
富
裕
者
に
対
す
る
戦

争
に
ま
で
至
る
よ
う
な
攻
撃
の
第
一
歩
で
あ
る
。
戦
争
は
絶
え
ま
な
く
激
烈
且
つ
悲
痛
な
も
の
に
成
長
し
て
い
る
」
、
と

G
U
「

a-
∞同∞『

L
U
E
F

C
、.町民
H
J

匂℃
-
N
C
N
I
N
O
A
)
0

(
明
品
)
世
論
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
学
界
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
月
比
ロ
戸
も

2
F
3・M
一M
l
M
玉
・
を
参
照
。
ま
た
九
四
年
法
及
び
本
判
決
を
め
ぐ
る
膨

大
な
文
献
に
つ
い
て
は

ω己
応

E
5・
C
M
V

円
た
よ
旬
・
コ
∞
『
『
・
を
見
ょ
。

(
自
)
高
木
・
前
掲
書
、
八
四
頁
。
よ
り
一
一
層
重
大
な
抗
争
は
銀
の
自
由
鋳
造
問
題
で
あ
っ
た
(
フ
ォ
ー
ク
ナ

l
・
前
掲
書
、
六
六
一
二
頁
)
。
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アメリカに於ける法人税の発遠

三
さ
て
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
退
潮
に
よ
り
一
顧
座
を
き
た
し
た
累
進
所
得
税
導
入
運
動
は
、
二
O
世
紀
に
突
入
し
て
興
隆
し
た
革
新
主
義
に
よ
っ
て
再
び

〈

1
〉

推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
回
の
担
い
手
は
但
し
農
民
、
労
働
者
で
は
な
く
、
プ
チ
ブ
ル
、
都
市
知
識
人
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
等
で
あ
っ
た
。
革
新
主
義



説

〈

2
〉

を
標
的
し
た
最
初
の
大
統
領
は

T
・ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
で
あ
り
、
彼
は
一
九

O
六
年
の
年
頭
教
書
で
適
当
な
形
式
の
累
進
所
得
税
が
望
ま
し
い
こ
と
を
表
明
し
、

実
際
に
八
年
に
は
他
の
急
進
的
改
革
宗
と
と
も
に
直
接
税
及
び
相
続
税
の
導
入
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
が
、
保
守
的
な
共
和
党
7

シ

1
ン
は
既
に
立
候
補
を
断

(
3
〉

〔

4
〉

念
し
た
彼
の
提
案
に
ま
じ
め
に
耳
を
貸
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
後
継
者
タ
フ
ト
は
大
統
領
選
挙
中
は
民
主
党
候
補
ブ
ラ
イ
ア
ン
の
「
お
株
を
奪
う
」
た
め
に

(
5〉

累
進
所
得
税
へ
の
賛
意
を
表
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
当
選
後
は
全
く
口
を
喋
み
、
わ
ず
か
に
累
進
相
続
税
を
示
唆
す
る
に
留
ま
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
一
九

〈

G
)

O
九
年
に
、
お
り
か
ら
審
議
に
入
っ
た
ぺ

l
ン
l
オ
ー
ル
ド
リ
付
ノ
チ
関
税
法
を
め
ぐ
り
共
和
党
は
保
守
派
と
急
進
派
に
完
全
に
分
解
し
た
。
ラ
フ
ォ
レ
ッ
卜
、

カ
ミ
ン
ズ
、
ブ
リ
ス
ト
ウ

l
、
ボ
ラ

l
、
ノ
リ
ス
等
の
共
和
党
急
進
派
は
日
常
品
関
税
の
大
幅
引
下
げ
の
他
に
保
護
関
税
に
育
成
さ
れ
た
大
企
業
を
規
制
し
担

(
7
〉

{

自

〉

税
力
に
応
じ
て
課
税
負
担
を
調
整
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
に
立
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
最
良
の
累
進
所
得
税
信
奉
者
で
あ
っ
た
ペ
イ
リ

l
、
ヘ
ル
等
に
率
い

(
9
v
 

ら
れ
る
民
主
党
進
歩
派
と
連
携
す
る
に
至
っ
た
。
か
く
し
て
議
会
に
お
い
て
は
急
進
派
・
民
主
党
と
共
和
党
保
守
派
と
の
問
に
激
突
が
繰
返
え
さ
れ
た
が
、
何

と
し
て
も
当
会
期
に
お
け
る
累
進
所
得
税
の
成
立
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
共
和
党
保
守
派
リ
ー
ダ
ー
の
オ
ー
ル
ド
リ
ッ
チ
は
法
人
(
所
得
)
税
を
提
案
し
、
大
統

領
タ
フ
ト
も
こ
れ
に
同
な
し
た
。
急
進
派
・
民
主
党
は
こ
れ
に
猛
反
対
し
た
も
の
の
果
さ
ず
、
遂
に
こ
の
妥
協
案
が
議
会
を
通
過
し
、
同
時
に
個
人
所
得
税
導

入
の
た
め
の
合
衆
国
憲
法
修
正
案
を
州
議
会
に
付
託
す
る
決
議
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
一
九

O
九
年
の
法
人
税
は
、
名
称
を
慎
重
に
「
法
人
消
費
税
」
(
(
U
C

号
O
Bな

(
口
)

閃

M
3
2
吋

E
)
と
す
る
こ
と
で
簡
単
に
最
高
裁
の
合
滋
判
決
を
得
た
。

〈

H
〉

こ
の
合
衆
阿
憲
法
修
正
案
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
等
の
東
部
'
冨
裕
州
議
会
に
お
い
て
激
し
い
反
対
を
う
け
た
も
の
の
、
保
守
派
の
予
想
を
裏
切
り
一
九
一
一
一
一
年

二
月
一
一
五
日
に
そ
の
批
准
を
み
た
。
と
同
時
に
A

二
年
の
選
挙
に
お
い
て
勝
利
し
た
民
主
党
と
大
統
領
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
阪
ち
に
累
進
所
得
税
の
導
入
を
決
意

し
た
。
か
く
し
て
一
九
一
一
二
年
の
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
|
サ
イ
モ
ン
ズ
関
税
法
案
中
に
感
り
こ
ま
れ
た
累
進
所
得
税
法
案
は
、
保
守
派
か
ら
は
激
し
い
非
難
を
浴

び
、
ま
た
急
進
派
か
ら
も
手
緩
い
と
の
批
判
を
う
け
た
も
の
の
、
無
事
に
成
立
を
み
た
。
こ
の
累
進
所
得
税
法
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
い
心
判
明
し
た
ご
と
く
、

〈

悶

〉

ま
さ
に
「
過
去
の
一
世
代
以
上
に
わ
た
っ
て
民
衆
の
た
め
、
ま
た
産
業
上
の
自
由
の
た
め
に
戦
わ
れ
た
闘
い
の
成
果
L

で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
合
衆
国
に
お
け
る
所
得
税
導
入
は
単
に
歳
入
を
調
達
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
「
貧
困
に
で
は
な
く
富
に
課
税
し
、
保
護
関
税
を
通
じ
て

一
方
に
巨
万
の
富
の
蓄
積
を
も
っ
カ
ー
ネ
ギ
ー
、
ヴ
ア
ン
ダ
ビ
ル
卜
、
モ
ル
ガ
ン
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
等
を
実
際
に
は
除
外
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
人
民
に
連
邦

謀
税
負
担
の
大
部
分
を
課
し
て
い
る
悪
名
高
き
階
級
立
法
体
系
を
終
潟
さ
せ
る
た
め
」
v

あ
る
い
は
ま
た
「
貧
民
と
寓
者
の
聞
に
よ
り
一
一
層
公
平
な
課
税
を
実

現
し
、
貧
民
へ
の
過
重
賦
課
を
防
止
す
る
」
た
め
で
あ
り
、
正
し
く
そ
の
敵
対
者
達
が
認
識
し
た
ご
と
く
「
歳
入
の
た
め
の
課
税
で
は
な
く
、
多
数
の
利
佼
の

(
幻
)

た
め
の
少
数
者
へ
の
課
税
で
あ
っ
た
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
所
得
税
は
か
か
る
動
乱
の
経
過
よ
り
導
入
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
所
得
税
は
そ
れ
を
近

代
税
制
の
中
核
と
す
る
に
足
る
十
分
な
諸
長
所
を
備
え
て
お
り
、
以
後
、
飛
躍
的
な
「
発
達
」
を
み
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

士'b-
iiIHJ 
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言党

(
日
)
高
木
・
前
掲
書
、
二
一
一
一
一
頁
。

(
川
口
)
附
耐
え
ヨ
F
。、・

2
H
w
℃-
M吋
M
'

(
勾
〉
(
幻
)

L

ヨ
ミ
J

司・

ω吋
叫

(
泣
)
ブ
ラ
ッ
キ
ー
は
、
二
二
年
の
所
得
税
法
は
唯
一
の
歳
入
源
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
補
充
的
歳
入
源
と
み
ら
れ
て
い
た
と
す
る
(
巴
佐
々
唱
。
、
.

2

H

J

℃・

8
u。
こ
の
指
摘
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
所
得
税
導
入
の
立
役
者
ハ
ル
が
所
得
税
の
近
代
税
制
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
中
級
的
役
割
を
は
っ
き

り
と
認
識
し
て
い
た
(
前
注
〔
8
〕
の
筒
所
参
照
)
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一三fぉ
nll1J 

固
さ
て
新
所
得
税
法
が
施
行
さ
れ
、
納
税
者
は
予
怨
ど
お
り
東
部
霞
裕
州
に
集
中
し
た
。
こ
の
点
で
所
得
税
法
は
「
地
域
的
、
セ
ク
ト
的
立
法
」
の
役
割

は
果
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
準
拠
規
則
の
不
備
、
個
人
帳
簿
と
所
得
計
算
の
不
正
確
等
の
執
行
商
で
の
不
備
が
目
立
ち
、
期
待
さ
れ
た
ほ
ど
の
効
果
を
あ
げ
た

と
は
一
一
面
い
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
所
得
税
が
そ
の
歳
入
調
達
に
お
け
る
弾
力
性
の
真
価
を
発
揮
す
る
の
は
む
し
ろ
続
い
で
勃
発
し
た
第
一
次
大
戦
の
最
中
に
お

い
て
で
あ
る
。

一
九
一
四
年
に
勃
発
し
た
第
一
次
大
戦
は
、
通
商
混
乱
、
輸
入
減
少
に
よ
る
関
税
収
入
の
大
幅
減
少
を
も
た
ら
し
、
そ
の
点
で
従
来
の
関
税
収
入
依
存
型
の

歳
入
構
世
匂
大
き
く
幅
削
っ
た
。
し
か
し
一
四
年
歳
入
法
で
は
酒
税
、
煙
車
税
、
仲
買
人
、
質
商
、
銀
行
、
劇
場
へ
の
課
税
、
印
紙
税
等
の
増
税
が
図
ら
れ
た
に

溜
ま
っ
た
。
し
か
し
歳
入
不
足
は
鉱
大
し
、
更
に
一
六
年
六
月
に
は
国
家
防
衛
法
案
、
八
月
二
九
日
に
は
大
海
箪
法
案
が
議
会
を
通
過
し
巨
額
の
支
出
超
過

が
予
想
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
再
び
桶
税
が
図
ら
れ
た
。
こ
の
一
六
年
の
増
税
に
あ
た
っ
て
、
ハ
ル
等
の
民
主
党
進
歩
派
は
宮
裕
者
課
税
の
た
め
の
付
加
所
得

税
率
及
び
法
人
税
率
の
引
上
げ
、
累
進
相
続
税
の
新
設
、
軍
需
品
製
造
税
の
新
設
等
を
中
心
と
す
る
法
案
を
作
成
し
た
。
共
和
党
は
こ
の
法
案
に
「
全
く
の
口
八

つ
純
然
た
る
階
級
立
法
」
と
の
非
難
を
加
え
、
こ
こ
に
ま
た
「
数
千
年
来
の
強
者
と
弱
者
の
抑
制
不
可
能
な
抗
争
、
主
た
る
税
負
担
を
弱
者
に
山
積
み
せ
ん
と

(
8
)
 

す
る
強
者
の
試
み
」
(
ハ
ル
)
が
展
開
さ
れ
た
が
、
共
和
党
急
進
派
は
「
こ
の
法
案
が
彼
ら
が
長
年
擁
護
し
て
き
た
租
税
原
理
を
お
お
よ
そ
含
む
」
と
の
理
由
で

支
持
し
、
こ
の
富
裕
者
課
税
法
案
は
成
立
し
た
。
こ
の
一
六
年
法
は
、
従
来
の
関
税
収
入
依
存
型
財
政
を
放
棄
し
、
富
裕
者
保
護
関
税
に
替
え
て
宮
裕
者
課
税

手
段
た
る
累
進
所
得
税
を
税
制
の
中
心
と
し
た
こ
と
で
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
〉
さ
て
-
七
年
三
月
に
は
更
な
る
歳
入
不
足
を
補
う
た
め
の

超
過
利
得
税
新
設
と
相
続
税
率
の
引
上
げ
に
よ
る
第
三
次
増
税
が
な
さ
れ
た
が
、
同
年
四
月
六
日
の
正
式
参
戦
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
も
全
く
不
十
分
な
も
の
と
な

り
、
更
に
同
年
一

O
月
に
増
税
が
企
て
ら
れ
た
。
こ
の
「
一
九
一
七
年
戦
時
歳
入
法
」
は
多
く
の
物
品
税
、
消
資
税
率
等
も
引
上
げ
た
の
で
あ
る
が
、
な
ん
と

い
っ
て
も
中
心
は
戦
時
利
得
税
の
改
正
と
法
人
税
率
、
個
人
所
得
税
率
の
大
幅
引
上
げ
で
あ
っ
た
。
即
ち
法
人
税
率
は
二
%
か
ら
六
%
に
、
例
入
所
得
税
率
は
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一
一
l
一
五
%
か
ら
五
|
六
七
%
へ
と
大
幅
に
引
上
げ
ら
勺
〉
同
時
に
人
的
一
控
除
額
は
三
千
ド
ル
か
ら
一
千
ド
ル
に
引
下
げ
ら
勺
)
上
・
下
に
わ
た
り
課
税
強
化

が
図
ら
れ
た
。
税
率
は
一
八
年
法
に
よ
っ
て
更
に
二
二
七
七
%
に
引
上
げ
ら
れ
た
が
、
一
八
年
一
一
月
に
は
終
戦
を
む
か
え
、
翌
年
か
ら
は
九
|
七
一
二
%
と

さ
れ
た
。
法
人
税
率
も
一
八
年
法
で
は
一
一
一
%
と
さ
れ
た
が
、
一
九
年
か
ら
は
一
O
M
に
引
下
げ
ら
れ
た
。

戦
時
租
税
構
造
の
特
色
は
、
何
と
い
っ
て
も
従
来
の
関
税
、
消
費
税
に
替
わ
り
個
人
所
得
税
並
び
に
超
過
利
潤
税
及
び
法
人
税
の
法
人
課
税
が
歳
入
の
大
部

分
を
占
め
た
こ
と
で
あ
る
。
個
人
所
得
税
徴
収
額
は
税
率
引
上
げ
前
の
一
四
t
|

二
ハ
年
聞
に
は
平
均
阿
倍
…
ミ
リ
オ
ン
で
全
歳
入
の
約
六
・
一
語
を
調
達
し
た
に

す
ぎ
な
い
が
、
一
七

i
二
0
年
間
に
は
平
均
七
四
六
ミ
リ
オ
ン
を
全
歳
入
の
一
八
・
四
%
を
調
達
し
た
。
ま
た
、
納
税
人
口
割
合
は
一
%
に
も
満
た
な
か
っ
た

(
同
)
ハ
却
)

も
の
が
一

o
w
m前
後
に
ま
で
達
し
た
。
他
方
超
過
利
潤
税
と
法
人
税
徴
収
額
も
巨
額
に
達
し
、
両
税
で
戦
時
歳
入
の
四
O
%
を
調
達
し
た
。
こ
の
よ
う
に
所
得

税
は
戦
時
に
お
い
て
そ
の
歳
入
調
達
の
弾
力
性
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
、
税
制
に
於
け
る
補
完
的
地
J
r
J
ら
完
全
な
主
役
へ
と
転
身
し
た
。
ま
た
そ
の
結
果
、
税

制
の
経
済
変
動
や
企
業
活
動
に
与
え
る
影
響
も
き
わ
め
て
「
刺
戟
的
」
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

アメリカに於ける法人税の発達(→

〈
l
〉

(
2
)
(
3
)

ロ
9
2ァ
。
、
・
ミ
HJ
司
・
会
一
-

(
4
)
U
2
2予
毛
・

2
T
官
印
口
Q
U
H州
民
ロ
m
p
毛
田
町
民
同
J
℃・

ωお
野
浮
一
米
国
税
制
発
達
史
』
ム
ハ
一
一
一
頁
、
及
び
六
四
頁
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
教
室
百
参
照
。

(
5
)

ワ
ぬ
君
。
可
・
。
、
.
町
民
同
よ
七
・
印
QQ
一
河
川
込
ロ
σ
円
、
。
、
.
円
む
u

可
-ω
ム
N
n
ω
己
応
B
m
w
p
N叫
ご
晶
、
ミ
叫
d
b
お
お

H
S
F
H
)
町∞。‘

(
6
)
m
mユロ
2
・。、・

2
H
よ司・

ω品目・

(
7
X
8
)
L
g
mえ
よ
司
・

ω
お・

(
9
)
L
S
E
-
-
甘・

ω
印叫・

(
印
)
り
ぬ
君
。
『
・
。
、
.
町
民
同
;
宅
・
包
丁
目
ON
一
列
島
ロ
o
F
。k
v

・町民同
J
司
ω印同一

ω何
一
定
ヨ
5
・

4
・
ミ
?
門
部
・

2
7
2
N・
2ω
・
野
津
・
前
掲
書
、
七
二
|
七

六
頁
、
参
照
。

(
日
)
(
い
同
・
∞
r
r
m
ν
J
R
吋
7
ぬ
Z
O当
初
雪
-
〉
awwwm
〉

S
-
町
内
。
戸
河
内
HY
∞
ω〕1
・∞
ω〕1
・
∞
印
口
(
一
∞
一
回
)
一
問
主
口
2
・。、
-
E
F
-
-
y
ω
印
ω

〈門は
)
ω
己
応
5
5・。、・

2
H
J
古

田

白

N

(日
)
ω
2・向。
B
E
-
-予
ロ

2
a・。、
-
n
た
よ
刊
号
・
印
ロ
ム
i
印
o
m
n
問
主
5
F
毛・

2
H
;
ω
吋

Nlω
∞
ω
山

ω己
w間口
E
P
毛

2
H
J
E
g
M
I
S
m
-
E
ω
l
gム
・
野

津
・
前
掲
蓄
、
入
O
l
一
(
U
O
頁
。

(
川
門
)
「
こ
れ
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ
課
税
史
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
高
水
位
標
識
で
あ
る
。
文
明
記
に
お
い
て
、
未
だ
か
つ
て
人
間
の
所
得
の
四
分
の
一
一
一
を
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課
税
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
る
試
み
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」

3
巴
右
足
戸
。
、
ミ

H
-
L
y
gム)。

(
日
)
従
来
は
普
通
所
得
税
に
つ
い
て
独
身
者
は
三

0
0
0ド
ル
、
既
婚
者
は
四

0
0
0ド
ル
で
あ
っ
た
が
、
一
七
年
法
は
「
追
加
普
通
税
」
(
出
口
百
』
》

F
E
g
g
-

片
岡
口
言
自
民
一
昨
mZ)
に
つ
い
て
は
独
身
者
は
一

0
0
0ド
ル
、
既
婚
者
は
二

0
0
0ド
ル
に
引
下
げ
た
(
円
『

ω包
括
ヨ

E-
毛・

2
H
U
℃・

2
ム)。

(
ぱ
山
〉
戦
時
所
得
税
に
お
け
る
税
率
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

ω己
品
目

2
・
も

2
ア
℃
コ

ω
を
参
照
。

(
行

)
H
N
・の
c
c
L
P
吋

Z
T人民
S
を
と

irs話
。
吋
お
し
円
(
巧
E
E
口
町
件
。
ロ
・
∞
3
2
r
F
2
5
円口広三円三
E
P
一回目ム)・ヨ・

ω
一回
iωN0
・
年
度
毎
の
詳
細
な
数
値
に
つ

い
て
は
、

ω壬
問
自
民
P
。k
v
e

円九刊
J

H

》
吋
一
子
を
見
ょ
。

(
問
)
こ
れ
に
よ
っ
て
大
衆
課
税
的
色
彩
が
強
め
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
第
二
次
大
戦
後
に
は
納
税
人
口
割
合
が
七

O
%以
上
に
達
し
た
の
に
比

絞
す
れ
ば
、
こ
の
税
度
で
大
衆
課
税
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
(
附

E
F
2
2
P
4・
三
?
?
ロ
ャ
。

(
悶
〉
特
に
顕
著
な
増
大
を
み
せ
た
の
は
超
過
利
潤
税
で
あ
っ
て
、
一
八
年
以
降
は
全
歳
入
の
お
よ
そ
四

O
%を
占
め
た
。
法
人
税
制
自
体
は
個
人
所
得
税

と
同
様
二

O
%以
下
で
あ
る

(ωσ
ご

m
g
E
-
N買
-
ミ
?
)
。

(
加
〉
超
過
利
潤
税
は
戦
時
利
得
税
の
発
展
形
態
で
あ
る
。
戦
時
利
得
税
は
戦
時
の
混
乱
を
利
用
し
不
当
、
異
常
な
利
益
を
あ
げ
た
も
の
か
ら
、
公
正
に
受

領
で
き
る
模
範
的
で
正
常
な
利
得
以
上
を
戦
時
イ
ン
フ
レ
(
こ
れ
は
戦
争
支
出
の
結
果
で
あ
り
戦
時
財
政
の
失
敗
で
あ
っ
て
、
あ
る
人
を
富
ま
せ
他
の

人
を
貧
困
に
す
る
)
の
副
産
物
、
あ
る
い
は
不
当
、
有
害
な
利
得
と
し
て
没
収
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
表
面
的
理
由
で
あ
っ
て
、
実
際
に

は
利
得
を
得
て
い
る
も
の
か
ら
調
達
す
る
の
が
便
宜
的
で
あ
る
と
の
理
'
旧
か
ら
選
ば
れ
た
「
賄
罪
の
小
山
羊
」
に
他
な
ら
な
い
。
戦
時
利
得
税
は
一
九

一
五
年
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
提
案
さ
れ
、
そ
の
後
ス
ペ
イ
ン
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ご
と
き
勢
い
で
全
世
界
に
伝
播
し
、
一
七
年
に
は

一
三
か
国
が
採
用
し
て
い
た
(
以
上
の
記
述
は
、
。
・

(
U
H
v
r
rコ
¥
云
よ
門
司

B
E
1
5牛
肉
目
2
m
p
o
r
g
吋
自
¥
u

一口
k

由

連

同

E
P
H
N
S
-
M∞
ω
-
N
g
l

M

∞印〔一

UN口
〕
・
に
よ
っ
た
)
。
ア
メ
リ
カ
で
は
一
六
年
に
軍
需
品
製
造
者
に
対
す
る
戦
時
利
得
税
と
し
て
始
め
ら
れ
、
一
七
年
三
月
に
法
人
一
般
に
対
す

る
超
過
利
潤
税
に
改
め
ら
れ
、
更
に
同
年
一

O
月
に
は
個
人
の
戦
時
利
得
に
ま
で
課
税
す
る
戦
時
利
得
税
に
改
め
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
名
称
の
ご

と
く
戦
時
利
得
税
は
戦
争
終
了
と
と
も
に
停
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
年
以
降
廃
止
さ
れ
る
戦
時
利
得
税
に
か
え
て
再
び
超
過
利
潤
税

が
設
け
ら
れ
、
か
く
て
一
八
年
に
は
両
税
が
併
用
さ
れ
た
(
以
上
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
野
洋
・
前
掲
書
、
七
回
!
七
五
、
八
八
!
九
一
、
一

O
O
i

一
O
二
頁
、
参
照
)
。

(
引
)
戦
時
税
制
の
経
済
学
者
に
よ
る
分
析
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
加
藤
栄
一
「
戦
資
金
融
の
迭
し
た
も
の
」
(
東
北
大
研
究
年
報
一
】
経
済
学
三
日

O
巻
一
号
、

一
九
六
八
年
)
、
同
「
述
邦
租
税
構
造
の
大
転
換
と
そ
の
経
済
効
果
」
(
川
、
三
二
巻
一
円
九
一
九
七

O
年
)
が
あ
る
。

川
見

ご:1'...

lilAJ 
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，.) 

五

二

0
年
代
は
好
京
気
と
政
治
的
反
動
の
時
代
で
あ
り
、
大
統
領
及
び
議
会
の
多
数
派
は
常
に
共
和
党
が
占
め
、
民
主
党
も
保
守
色
を
強
め
た
。

(
1
)

〔
日
)

政
政
策
の

H
標
は
、
均
衡
予
算
維
持
、
厳
格
な
支
出
統
制
、
公
債
減
少
、
高
率
関
税
維
持
、
付
加
所
得
税
減
税
が
す
べ
て
で
あ
っ
た
。

即
ち
、
共
和
党
や
財
界
は
二

O
年
に
は
強
力
な
付
加
税
大
減
税
、
超
過
利
潤
税
廃
止
と
そ
れ
に
替
わ
る
関
税
引
上
げ
、
.
般
売
上
税
導
入
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

(

九

)

を
開
始
し
た
。
超
過
利
潤
税
は
戦
時
利
得
を
吸
収
す
る
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
財
界
は
そ
れ
が
大
法
人
規
制
、
企
業
拡
長
阻
止
の
手
段
と
な
る
こ

ハ
4

V

(

5

U

B

と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
o

ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
政
権
の
財
務
長
官
メ
ロ
ン
は
そ
の
意
向
に
添
い
、
一
九
二
¥
年
四
月
に
、
超
過
利
潤
税
廃
止
(
代
符
と
し
て
法
人
税

ギ
の
若

1
の
引
上
げ
)
、
個
人
所
得
税
の
大
脳
減
税
、
売
主
税
・
消
費
税
の
大
部
分
存
続
、
印
紙
税

m税
、
日
動
ボ
使
用
免
許
税
新
設
よ
り
な
る
提
案
を
行
な

(
O〉

ぃ
、
ド
院
歳
入
委
員
会
は
そ
れ
を
法
案
化
し
議
会
に
提
出
し
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
共
和
党
内
の
急
進
派
、
阿
部
議
民
の
「
設
業
鴫
フ
ロ
ッ
ク
」
及
び
民
ト
ト
い

党
が
あ
ま
り
に
商
工
業
者
の
利
五
に
偏
し
た
も
の
と
い
う
理
由
で
猛
反
対
を
開
始
し
、
下
院
も
メ
ロ
ン
減
税
案
に
反
対
し
た
の
で
、

L
院
、
メ
ロ
ン
及
び
ハ
ー

デ
ィ
ン
グ
は
こ
の
法
案
の
成
立
を
断
念
し
妥
協
し
た
。
こ
の
結
果
、
一
二
年
訟
に
よ
っ
て
超
過
利
潤
税
は
-
f
A
年
か
ら
山
崎
バ
比
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
の
、

(
7
)
 

個
人
所
得
税
率
の
引
下
げ
は
メ
ロ
ン
の
希
望
か
ら
は
程
遠
い
も
の
に
止
め
ら
れ
た
。

財
政
緊
縮
の
結
果
凶
障
は
連
年
の
剰
余
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
、
二
」
一
年
末
に
メ
ロ
ン
ば
再
び
臼
裕
者
の
た
め
に
す
る
綿
入
所
得
税
と
遺
産
税
の
減
税
を
挺

策
し
た
ο

し
か
る
に
下
院
歳
入
委
員
会
は
メ
ロ
ン
提
案
に
基
く
減
税
案
を
作
成
し
た
も
の
の
、
下
院
本
会
議
に
お
い
て
は
民
主
党
と
急
進
派
の
力
が
甚
だ
強

く
、
減
税
幅
は
縮
小
さ
れ
、
逆
に
中
、
低
所
得
者
の
た
め
の
各
種
の
修
正
が
な
さ
れ
、
更
に
は
遺
産
税
率
引
k
げ
、
贈
与
税
新
設
ま
で
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。

保
守
的
な
上
院
財
政
委
員
会
は
こ
の
下
院
案
を
掠
否
し
メ
ロ
ン
案
に
広
一
く
法
案
を
上
院
に
報
告
し
た
が
、
と
院
本
会
議
に
お
い
て
も
民
主
党
と
急
進
派
に
圧
倒

さ
れ
、
ノ
リ
ス
議
員
の
富
裕
者
の
所
得
申
告
公
開
ま
で
が
泣
け
ら
れ
、
減
税
法
案
は
完
全
に
急
進
派
民
主
党
法
案
と
な
っ
て
し
ま
二
ん
o

メ
ロ
ン
と
ク

l
リ

ッ
ジ
は
こ
れ
に
絶
対
反
対

L
、
相
否
権
行
伎
を
考
え
た
が
、
お
り
か
ら
軍
人
恩
給
法
案
が
大
統
領
お
否
権
を
乗
り
越
え
て
成
立
し
多
額
の
支
出
融
市
加
が
見
込
空

2
0
)
 

れ
た
の
で
、
ク

l
リ
ッ
ジ
も
こ
の
税
法
案
に
著
名
し
た
。
こ
の
二
四
年
法
で
は
最
高
税
市
中
は
五

O
Mか
ら
四

O
%に
し
か
引
下
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
適
用
点

(
9〉

が
大
幅
に
引
上
げ
ら
れ
、
結
局
富
裕
者
の
所
得
税
負
担
は
大
幅
に
軽
減
さ
れ
て
い
た
。

さ
て
二
四
年
の
大
統
領
選
挙
で
圧
勝
し
た
ヴ

l
リ
ッ
ジ
、
共
和
党
及
び
財
界
は
民
ち
に
贈
与
・
退
京
税
の
廃
止
、
付
加
所
得
税
大
脳
引
下
げ
の
大
キ
ャ
ン
へ

l
ン
を
開
始
し
、
一
一
五
年

a
O月
に
メ
ロ
ン
は
そ
れ
を
受
け
て
最
高
付
加
所
得
税
ネ
の
二

O
W
A
へ
の
引
下
げ
、
遺
産
税
の
大
幅
減
税
乃
ゼ
廃
止
、
贈
与
税
の
即
時

防
止
を
提
案
し
た
。
こ
れ
を
容
れ
た
法
案
は
ご
く
少
数
の
急
進
派
、
進
歩
派
の
反
対
に
あ
っ
た
も
の
の
、
民
主
党
保
守
派
の
支
持
も
得
、
圧
倒
的
多
数
で
可
決
さ

れ
、
し
か
も
上
院
財
政
委
員
会
と
上
院
本
会
議
は
各
々
、
更
に
減
税
額
を
上
積
み
し
た
。
こ
の

8.
六
年
法
は
極
端
な
富
裕
者
減
税
法
で
あ
り
、
個
人
所
得
税
不

は
故
向
、
か
二
四
年
法
で
は
五

O
万
ド
ル
以
上
に
対
す
る
四

O
w
mで
あ
っ
た
も
の
が
、

A
O万
ド
ル
以
上
に
対
す
る
二

O
w
m
に
引
ド
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
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羽叫

に
比
較
し
て
中
低
所
得
者
の
減
税
脳
は
極
僅
か
で
あ
っ
た
。
ま
た
贈
与
税
は
廃
止
さ
れ
、
所
得
申
告
書
の
公
開
規
定
も
廃
止
さ
れ
た
。

さ
て
経
済
界
は
益
々
好
調
を
呈
し
た
結
果
、
二
七
年
度
に
お
い
て
巨
額
の
剰
余
の
生
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
メ
ロ
ン
は
四
度
減
税
を
提
案

し
た
が
、
今
回
は
支
出
の
噌
加
を
予
怨
し
て
、
偲
人
税
率
の
調
整
、
法
人
税
率
の
一
・
五
%
引
下
げ
、
相
続
税
廃
止
に
留
め
た
。
と
こ
ろ
が
業
界
や
民
主
党
は

こ
の
減
税
案
に
全
く
不
満
で
、
下
院
歳
入
委
員
会
は
法
人
税
率
引
下
げ
以
外
の
メ
ロ
ン
案
を
凡
て
否
決
し
、
自
動
車
税
、
酒
税
、
入
場
税
等
の
減
税
を
定
め
た

法
案
を
作
成
し
、
下
院
本
会
議
は
減
税
額
を
更
に
増
加
し
て
圧
倒
的
多
数
で
こ
れ
を
可
決
し
た
。
ク

l
リ
ッ
ジ
|
メ
ロ
ン
は
、
こ
の
下
院
の
独
立
に
憤
慨
し
、

断
然
反
対
の
立
を
表
し
た
。
結
局
上
院
は
メ
ロ
ン
案
に
近
い
減
税
額
の
法
案
を
可
決
し
、
両
院
協
議
会
で
妥
協
が
計
ら
れ
た
が
、
こ
の
二
八
年
法
に
お
い
て
メ

ロ
ン
の
提
案
が
採
用
さ
れ
た
の
は
法
人
税
減
税
だ
け
で
あ
り
、
逆
に
民
主
党
と
進
歩
派
は
消
費
税
減
税
の
他
に
遺
産
税
存
続
と
所
得
申
告
公
開
制
度
の
復
活
に

成
功
し
た
。

以
上
見
た
ご
と
く
、
二

0
年
代
の
個
人
所
得
税
減
税
に
よ
っ
て
、
導
入
当
初
及
び
戦
時
中
に
幾
分
か
は
発
揮
さ
れ
た
所
得
税
の
再
分
配
効
果
は
全
く
段
損
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
に
対
す
る
反
省
は
革
新
主
義
の
流
行
し
た
一
九
一

O
年
前
後
と
は
全
く
異
る
二

0
年
代
の
状
況
に
あ
っ
て
は
(
ご
く
一
部
を

除
き
)
ど
こ
か
ら
も
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
一

0
年
代
に
お
い
て
は
凡
て
が
順
調
に
見
え
、
政
府
や
財
界
は
お
ろ
か
一
般
大
衆
さ
え
産
業
立
国
観
や
産
業
助
長

政
策
に
疑
問
を
抱
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
思
考
の
転
換
は
破
局
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
以
外
に
は
な
か
っ
た
。

モb.
iilfU 

(
l〉

Q
-
E
E
E
o
f
、
ミ
司
品
目
N
W
N
h
n
F肉
、
H

A

町
、
ご

2
目
、
ミ
於
い
Y
J

宅
-
u
ω
l
U
4
・
こ
の
時
期
に
連
邦
財
政
規
模
は
紛
少
し
た
も
の
の
、
州
・
地
方
財
政
は
道

路
、
教
育
択
を
中
心
に
噌
大
し
続
け
た
(
武
田
隆
夫
「
一
九
二

0
年
代
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
財
政
お
よ
び
財
政
政
策
」
〔
大
塚
・
武
凶
編
『
帝
国
主
義

下
の
倒
際
経
済
い
所
収
、
一
一
一
一

l
四
頁
、
一
九
六
七
年
、
東
大
出
版
会
』
参
照
)
。
し
か
し
大
統
領
ク

l
リ
ッ
ジ
は
そ
れ
ら
の
支
出
が
公
債
及
び
税
負

担
を
増
加
さ
せ
る
と
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
(
欠
F
E自
己
唱
。
、
.
町
民
H

・日
y
回目・)。

(
2
)

高
木
・
前
掲
書
、
一
七
六
頁
以
下
。

(
3
)
周
忌
口
内
門
唱
。
、
-
R
Hニ
℃

-AB-

〈

4
)
同
耐
え
コ
ぬ
子
。
、
・
2
H
J

旬・

8
∞
・
こ
の
見
解
を
強
力
に
支
持
し
た
の
が

T
-
s
・
ア
ダ
ム
ズ
で
あ
る
。
逆
に
ヘ
イ
グ
や
フ
ラ
イ
デ
ー
は
、
超
過
利
潤
税

が
独
占
利
潤
の
除
去
に
役
立
ち
、
社
会
正
義
に
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て
即
時
廃
止
に
反
対
し
た
。
な
お
、
切
地
過
利
潤
税
存
廃
論
議
を
め
ぐ
る
文
献
も

芯
え
a

宅
-
A
F
o
u
l
士
刊
に
詳
し
い
。

(
5
)

メ
ロ
ン
の
減
税
理
論
は
彼
の
吋

Q
h
g
E
S
一
吋
宮
、

2hvpぶ
ぬ
ま
な
ご
(
円
、

gLG口
一
宮
再
三
-
一

E
L
U
N
A
)
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
述
べ
ら
れ
て
い
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け

る
が
、
彼
は
、
税
は
「
あ
る
階
級
の
納
税
者
に
報
酬
を
与
え
た
り
、
あ
る
い
は
他
の
階
級
を
処
罰
し
た
り
す
る
手
段
で
は
決
し
て
な
い
。
も
し
か
よ
う

な
見
解
が
我
々
の
公
共
政
策
を
支
配
す
る
な
ら
ば
、
自
由
、
正
義
、
機
会
均
等
の
伝
統
|
そ
れ
が
我
ア
メ
リ
カ
文
明
の
特
色
を
際
立
た
せ
る
の
で
あ

る
1

は
消
滅
し
、
そ
の
か
わ
り
に
凡
て
の
悪
の
付
着
し
た
階
級
立
法
を
持
つ
こ
と
に
な
る
」
、
と
い
う
(
み
え
よ
宅
-
N
D
l
M
一

-
Y
(
こ
の
点
は
、
民
主
党

が
富
者
課
税
の
必
要
を
論
じ
、
「
所
得
税
は
富
に
対
す
る
課
税
と
し
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
パ
野
津
・
前
掲
害
、

A

六
-
頁
〕
の
と

ま
さ
に
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
〉
ま
た
、
独
占
の
招
来
を
防
止
し
、
生
産
物
価
格
を
引
下
げ
る
た
め
に
も
企
業
減
税
は
必
要
と
さ
れ
る
(
み
.
、
向
者
・
M
M
M
l

N
M
い
〉
。
更
に
、
伺
人
所
得
税
率
の
引
下
げ
は
富
裕
者
に
脱
税
さ
せ
る
必
要
を
失
わ
し
め
(
芯
よ
司
・
一
寸
)
、
取
引
、
通
商
を
故
吹
す
る
が
放
に
結
局
歳
入

増
加
に
結
び
つ
く
と
い
う
(
み
J
3
N
O
I
S
-
-
か
く
し
て
「
少
所
得
者
、
か
よ
り
あ
J

く
支
払
う
こ
と
か
」
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
大
所
得
者

よ
り
一
層
多
く
の
歳
入
を
縫
保
し
、
少
所
得
者
へ
の
課
税
を
減
少
」
せ
し
め
る
た
め
に
こ
そ
富
裕
者
減
税
は
必
要
で
あ
り
公
ア
古
川
N
A
)
、
メ
ロ
ン
ば

実
に
「
富
裕
者
を
救
済
す
る
こ
と
で
は
な
く
困
を
救
う
こ
と
を
望
ん
で
い
る
」

(
S
J
古
川
M

S

の
で
あ
る
。
メ
ロ
ン
白
ら
が
二
一

0
年
代
に
大
が
か
り
な

脱
税
を
企
て
た
(
三
・

3
三
-
J
H
d
S
H
R
ミミ

E
h
t
q
め・

3
一印
D
I
S
M
-
)
の
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
重
税
と
寓
裕
者
の
脱
税
意
欲
と
の
関
連
を
立
証
せ

ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
メ
ロ
ン
の
思
想
及
び
そ
の
今
日
的
形
態
に
向
け
ら
れ
た
「
巴
詰
E
R
E
-
吋

Z
H
R同
g
r
h
1
2
。
¥
吋
S
H
ミ
芯
w
N

(
2
・J
ヘ
-
一
問
C
2
5
・一回目一
)

-

n

}

百
円
v
t
-
h
ア
印
4
2日
v
・
司
自
】
-
m
ω
l
m吋

-
E
W
E
ω
c
E
O
吋，

F
G
口
問
7
t
c
口
、
H
，

z
z
g一
c
m
V
2
3
M
O
叫

4
Q
H
h
~
N
2
、
合
ω

(
一
町
田
印
)
・
の
鋭
利
な
批
判
を
参
照
の
こ
と
。

(
6〉
同
州
民
同
}
百
円
唱
。
、
.
町
民
ア
℃
・
ム
口
白
・
高
木
・
前
掲
書
、
一
八
四
頁
。

(
7
)

二
A

年
法
の
審
議
経
過
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
月
色
口
戸
毛
-
三

T
宅
・
さ
m
ー
さ
U

・
野
津
・
前
掲
書
、
一
一
門
二
|
七
頁
を
参
照
。

(
8〉
二
四
年
法
の
審
議
経
過
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
問
え
口
向
子
。
h
V
2
H
J
3
a
k
p
一印
i
品
川
ア
野
津
・
前
掲
書
、
一
同
八
!
二
ハ
O
頁
を
参
照
。

(
9
)

見
込
宮
♂
。
、

-
h
h
H
L〕・
4
ミ
こ
の
減
少
額
は
し
か
し
財
界
の
期
待
よ
り
は
る
か
に
少
な
か
っ
た
の
で
、
彼
ら
は
「
現
在
、
我
々
が
有
す
る
最
悪
の

も
の
は
連
邦
議
会
で
あ
る
」
、
と
不
満
を
も
ら
し
た
(
み
ζ
)
。

(
叩
)
二
六
年
法
の
審
議
経
過
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

F
E戸
毛
・

2
T
宅
た
ム
l
お
0

・
野
津
・
前
掲
書
、
二
ハ
O
|
一
七
」
ハ
頁
を
参
照
。

(
日
〉
二
八
年
法
の
審
議
経
過
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
河
川
ユ
ヨ
ア
毛
・

2
H
-
3
・
お
口
l
お
ω

野
津
・
前
掲
書
、
一
七
七
一
八
六
頁
を
参
照
。

(
ロ
)
そ
の
代
償
と
し
て
法
人
税
率
は
二
一
%
前
後
に
維
持
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
逆
に
中
小
法
人
に
過
簡
な
負
担
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
っ
た
。
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リ円九
円
日

第
一
款

法
人
及
び
個
人
に
対
す
る
課
税

-̂
@Il 

一
九

O
九
年
の
「
法
人
消
貸
税
」
法

一
九

O
九
年
の
「
法
人
消
費
税
」
は
、

そ
の
名
称
に
も
か
か
わ
ら
ず
純
然
た
る
法
人
(
所
得
)
税
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、

こ
の
法
人
税
は
後
に
二
二
年
の
所
件
税
法
に
編
入
さ
れ
、
今
日
に
ま
で
百
五
る
法
人
税
法
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
。

「
利
潤
の
た
め
に
組
織
さ
れ
且
つ
株
式
で
ぶ
一
爪
さ
れ
る
資
本
金
を
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
法
人
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ス
ト
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー
又
は
団
体
及
び

〔
中
略
〕
、
あ
ら
ゆ
る
保
検
会
社
は
、
本
法
に
よ
り
賦
課
さ
れ
た
税
に
服
す
る
他
の
法
人
、
ジ
ョ
イ
ン
卜
・

λ

ト
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー
若
し
く
は
凶
体
又
は

保
険
会
社
の
株
式
に
対
す
る
配
当
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
額
を
除
き
、
当
該
年
度
内
に
お
い
て
九
て
の
源
'
泉
よ
り
受
け
取
ら
れ
た
五

0
0
0ド
ル
を
超
え

〈

2
)

る
全
部
の
純
所
得
の
一
広
に
相
当
す
る
衡
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
法
人
、
ツ
ヲ
イ
ン
ト
・
ス
ト
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー
悲
し
く
は
団
体
又
は
保
険
会
社
に
よ

ハ

3
〉

っ
て
事
業
を
運
常
又
は
行
な
う
こ
と
に
関
す
る
特
別
消
狩
税
を
毎
年
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

株
主
に
倒
人
所
得
税
は
課
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
〈
法
人

i
株
主
〉
凶
係
に
お
け
る
「
配
当
二
車
課
税
」
は
発
生
し
な
い
。

そ
れ
故
こ
こ

で
は
法
人
の
受
取
配
当
に
対
す
る
こ
近
(
法
人
)
課
税
を
防
止
す
る
た
め
の
受
取
配
当
蛇
除
が
規
定
さ
れ
る
に
と
ま
る
。

(
1
)

ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ス
ト
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー
は
「
株
式
合
名
会
社
」
と
一
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
(
グ

l
ド
「
法
人
税
』
〔
邦
訳
)
一
一
三
ー
ー
四
頁
、
訳
者

注
)
、
定
訳
が
な
い
の
で
原
誌
の
ま
ま
に
し
た
(
参
照
、
西
山
忠
範
株
式
会
社
に
お
け
る
資
本
と
利
益
』
〔
九
八
、
一
回
一
一
一
!
l
四
頁
、
一
九
六
一
年
、
到

背
中
書
房
〕
、
村
瀬
玄
・
中
島
省
苔
川
会
計
用
語
辞
典
L

〔
六
四
τ
氏、

4

九
六

O
年
、
中
央
経
済
社
〕
)
。
ま
た
「
間
体
」
と
は
凶
器

GREE一S
の
訳
で
あ
る

(
参
照
、
守
札
〈
米
法
性
叶
胤
〈
一
円

O
一良〉
0

(
2
)

税
率
は
上
院
安
で
は
二
%
で
あ
っ
た
が
、
両
院
協
議
会
で
段
低
の
一
%
に
ま
で
引
下
げ
ら
れ
た
3
2
L
2
2
u
h
品
=
Z
H
N
S
同
己
さ
、
い
よ
'
刊
、
え
司
ミ

旬
、
同
町
。
君
、
吋
Q
H
h
Q
H
e
p
-
u
ω
∞唱司・一口
O

∞
)
。
こ
め
点
で
、
こ
の
法
人
税
が
原
則
以
上
に
何
か
を
獲
得
し
た
か
は
疑
わ
し
い
。

(
3
)
〉
♀

ch
〉
己
mFE丹
印

ψ
一
山
口
出
ψ
ω
白
'
ヨ
ミ
'
二
日
》
(
U
7
'

少
閑

ω∞・

2
H
H間
E
F
t
-
-
f
N
ω
同

AN3'h'N出
3
印

呂

場

印

2
・
p
一
(
一
2
0
)
h
ω
。
E
5
2
4

。
、
-
町
民
同
・
噌
司
一
口
口
∞
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一
九
一
三
年
の
一
恒
久
所
得
税
法

一
一
一
一
年
法
に
お
い
て
は
、

例
人
と
法
人
が
対
等
に
納
税
義
務
お
と
さ
れ
て
い
る
。

「
介
衆
凶
の
あ
ら
ゆ
る
市
民
に
対
し
前
暦
年
度
内
に
凡
て
の
源
泉
よ
り
発
生
し
た

(
2
5
D
m
2
R
2
5
m
)全
部
の
純
所
得
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
所
得

に
対
す
る
年
間
一
%
の
税
が
毎
年
賦
課
さ
れ
、
交
定
さ
れ
、
徴
収
さ
れ
及
び
支
払
わ
れ
る
も
の
と
す
る
」
。
「
〔
普
通
所
得
税
に
〕
加
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
伺

(
3〕

人
の
純
所
得
に
対
し
て
、
付
加
所
得
税
が
賦
課
さ
れ
、
査
定
さ
れ
及
び
徴
収
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
。

「ハ

l
ト
ナ

l
シ
ッ
ブ
を
含
ま
な
い
が
、
如
何
に
設
立
さ
れ
又
は
組
織
さ
れ
た
か
を
問
わ
ず
合
衆
国
内
に
お
い
て
組
織
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
法
人
、
ジ
ョ

イ
ン
ト
・
ス
ト
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー
又
は
団
体
及
び
あ
ら
ゆ
る
保
険
会
社
に
対
し
前
暦
年
度
内
に
凡
て
の
源
泉
よ
り
発
生
し
た
全
部
の
純
所
得
に
対
し

ハ
4
)

て
、
先
に
例
人
に
賦
課
さ
れ
た
普
通
税
、
か
同
じ
く
毎
年
賦
課
さ
れ
、
査
定
さ
れ
及
び
支
払
わ
れ
る
も
の
と
す
る
」
。

以
上
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、

税
率
は
一
%
の
普
通
税
不
と
二
万
ド
ル
以
上
の
例
入
所
件
者
に
対
す
る
一
3
6
1
1
1
4
1

六
%
の
付
加
税
率
か
ら
な

即
ち
一
一
%
の
比
例
税
率
で
あ
る
。

(
ら
)

ド
ル
の
人
的
控
除
公
認
ヨ
玄
芯
ロ
)
が
認
め
ら
れ
る
が
法
人
に
は
認
め
ら
れ
な
い
c

但
し
例
人
桂
川
通
税
に
お
い
て
は
三

0
0
0

っ
て
お
り
、

法
人
は
そ
の
う
ち
仔
通
税
に
の
み
服
す
る
Q

アメリカに於ける法人税の発達

(
1
)

尚
北
戦
争
所
得
税
法
に
あ
っ
て
は
、
若

F
不
明
な
点
が
あ
る
も
の
の
、
法
人
に
は
法
人
総
収
入
税
が
一
般
的
に
賦
課
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
所
得
税

は
賦
課
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
料
さ
れ
る
(
口
『
巧
・
〉
・

ω
三
百
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E
P
R〉
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U
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門
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E
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[
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U
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S

呂
田
一
、
吋
ト

q
n
-
N
V
N
m
m
-
N
m
?

コ-
N
・
)
。
九
四
年
法
は
個
人
と
と
も
に
法
人
が
納
税
義
務
者
た
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
た

3
m
E
E
P
P
。、

2
f

匂・

5
日
口
)
。
な
お
南
北
戦
争
所
得
税
及
び
九
四
年
法
に
お
け
る
〈
法
人
l
株
主
〉
課
税
に
つ
い
て
は
、
別
に
機
会
を
得
て
詳
し
く
論
じ
た
い
。

(
2
)
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説

第
二
款

受
取
配
当
に
対
す
る
課
税
の
調
整

さZ注
目問

州
人
株
主
の
受
取
配
汚

受
取
配
当
能
除
制
度
の
採
川

株
主
が
受
け
取
る
配
当
所
得
は
、
法
人
税
と
例
入
所
得
税
を
「
二
重
」
に
課
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
一
三
年
法
が
、

(
1〕

一
八
九
四
年
法
と
同
様
の
「
受
取
配
当
控
除
方
式
L

で
あ
っ
た
。

そ
の
緩

和
・
調
整
抗
世
と
し
て
採
川
し
た
の
は

「
普
通
税
の
た
め
の
純
所
得
を
計
算
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
〔
以
下
の
も
の
が
)
控
除
を
許
さ
れ
る
。
:
:
:
七
、
後
に
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
従
い
そ
の

純
所
得
に
課
税
さ
れ
う
る
い
か
な
る
法
人
、
ジ
ョ
イ
ン
卜
・
ス
ト
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー
、
凶
体
又
は
保
険
会
社
よ
り
株
式
に
対
す
る
配
当
と
し
て
又
は
純

(
2
}
 

利
益
よ
り
受
け
取
っ
た
額
」
。

こ
の
受
取
配
当
住
除
は
普
通
所
得
税
の
た
め
の
純
所
得
算
出
の
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
受
取
配
当
は
個
人
普
通
所
得
税
の
み
を
非
課
税
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
付
加
所
得
税
に

〈

4
)

は
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
法
人
税
は
何
人
将
通
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
人
付
加
所
得

注
意
す
べ
き
は
、

付
加
所
得
税

税
は
株
主
例
人
の
他
の
所
得
を
も
総
合
し
て
累
進
税
率
で
凍
税
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

〔

5
〉

は
過
し
て
い
な
い
。

法
人
段
階
で
源
泉
徴
収
さ
れ
る
に

(
1
)
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∞
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∞
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戸
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(
3
)

こ
の
点
我
凶
で
は
、
個
人
受
取
配
当
に
は
一
切
の
個
人
所
得
税
、
か
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
節
が
あ
る
(
吉
凶
二
郎
「
法

人
税
J

四
三
一
頁
、
小
松
芳
明
一
各
国
の
租
税
制
度
一
二

O
頁
、
島
恭
彦
一
財
政
学
概
論
J

一
六
五
頁
)
。
な
お
、
キ
ン
メ
ル
・
大
原
二
二
訳
F

租
税
と
企

業
」
(
一
一
円
頁
、
一
九
五
二
一
年
、
中
央
経
済
社
)
に
は
正
確
な
記
述
が
あ
る
。

(
4
〉
出
・

ζ
・
0
5
2
y
同

V2HHG
号
吋

Qhgた
g
e
同
町
。
述
。
苦
Z
』

u
E
h
Z
E
L
E
m・-〕
-
M
O

一
キ
ン
メ
ル
・
前
掲
書
、
二
四
二
五
頁
、
参
照
。

(
5
〉

E
p
r
q
-
毛
・
ミ
H
-
w
-
u
・ω
N

但
し
、
法
人
段
階
で
付
加
所
得
税
を
も
、
保
泉
徴
収
し
て
、
後
に
追
徴
、
還
付
手
続
を
と
る
こ
と
が
不
可
能
な
訳
で
は
な

い
(
グ
ロ
ス
・
ア
ッ
プ
式
方
式
)
。

受
取
配
え
控
除
方
式
の
不
平
等
的
側
而
と
そ
の
拡
大

さ
て
、
法
人
か
ら
の
受
取
配
当
に
は
例
人
普
通
所
得
税
が
課
さ
れ
な
い
が
、

同
額
の
税
が
既
に
法
人
段
階
に
お
け
る

「
分
配
利
潤
」
に

平
等
課
税
が
実
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
c

〈

1
〉

は
一
八
九
四
年
法
に
お
け
る
よ
う
に
例
入
所
得
税
率
が
比
例
税
率
で
あ
る
場
合
に
の
み
日
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

課
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
(
個
人
普
通
所
得
税
率
と
法
人
税
率
の
一
致
)
、

し
か
し
こ
の
こ
と

例
入
所
得
税
率
が
累
進

税
率
で
あ
る
場
合
に
は
そ
こ
に
問
題
が
生
ず
る
。
即
ち
(
累
進
)
付
加
所
得
税
(
一
ー
ー
六
%
)
を
課
せ
ら
れ
る
の
は
「
受
取
配
当
額
」
で
あ
っ
て

アメリカに於ける法人税の発達(寸

法
人
の
「
分
配
利
潤
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

そ
し
て
什

そ
の
世
間
額
(
即
ち
法
人
税
額
)
は
付
加
税
を
も
免
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
2
)
 

加
税
率
を
免
れ
る
割
合
は
累
進
税
率
の
高
い
高
額
所
得
者
ほ
ど
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
二
一

0
0
0
ド
ル
以
下
の
低
所
得
株
主
は
、

で
人
的
作
除
の
恩
恵
に
あ
ず
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
法
人
税
と
い
う
普
通
税
を
徴
収
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
適
川
が
全
く
考
慮
さ

そ
の
点
で
も
低
所
得
株
主
に
不
利
と
な
る
。
rH
ら
山
接
に

「
分
配
利
潤
L

に
対
し
て
普
通
所
得
税
を
支
払
う
場
合
に
は
何
ら
か
の
形

北法24(2・31)263

れ
ず
、(

1
)

九
円
年
法
に
お
い
て
は
、
法
人
税
率
も
偶
人
所
得
税
率
も
二
%
の
比
例
税
率
で
あ
っ
た
。

(
2
)
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説

。口門日開局一
E
F
Oロ
ω
E
P
E
H
門
Z

F
乙
μ
2
・。
O
L
σ
c
ご
U
Z
¥
w
∞
見
ミ
ベ
吋
Q-H
向、・呂田・一
ω白(一
U
Z
)
一グ
l
ド
「
法
人
税
』
九
五
|
六
頁
も
参
照
。

(
3
〉
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
南
北
戦
争
所
得
税
法
及
び
九
四
年
法
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
(
り
円
。

E
r
p
E、叶
Z
Z
σ
若
門
口
口
o
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n
H，
g
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8
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呂
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百
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¥
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Z
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R

F
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ぬ
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S

全
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宝
〕
一
目
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叫
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S
M
i
H
F
ω
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・
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E
E
N
2
H偽
札
河
内

s
b芯
h
M
S
』y
h，
w
E
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-
q
口
F
3・品川吋
lムωoukfω
口
一
一
関
内
訳
ゆ
口
口
E
・
吋
宮
L

「誌円。音符

叫
42-
一回一口・℃
-NmO
一
ω。一応召
m
p
も
・
之
H
J
日

y

印
一
?
)
。
一
三
一
年
法
に
つ
き
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
、
回
一
品
目
可
暗
号
-
Q
H
J

苫・

ωω
ー
さ
一
』
・
司
-

u
c
p
c。
6
3
ゴ
昔
、
誌
円
、
玄
Q吉川
w
一回目
U
W
3
-
N
A一ω
一
]U-orp
。』
9
2
H
-
u
日

U甘・
1
1
V
吋吋
ω・

王子点込

昆間

法
人
税
率
と
普
通
所
得
税
率
の
分
離
と
そ
の
影
響

一
一
二
年
か
ら
一
八
年
ま
で
は
法
人
税
率
と
個
人
普
通
所
得
税
率
は
同
一
に
保
た
れ
も
そ
の
結
果
前
記
の
付
加
所
得
税
賦
課
に
伴

う
若
干
の
不
平
等
を
除
外
し
て
法
人
税
は
基
本
的
に
は
個
人
普
通
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
し
て
機
能
し
た
。

さ
て
、

と
こ
ろ
が
一
九
年
に
至
り
、

法
人
税
率
は
一

O
Z
に
引
下
げ
ら
れ
た
に
留
ま
っ
た
。
そ

〈

S
)

法
人
税
率
が
個
人
普
通
所
得
税
率
を
上
回
る
状
態
が
発
生
し
た
。
こ
の
結
果
、
法
人
税
は
分
配

〈

4
X
6〉

利
潤
に
対
し
て
普
通
所
得
税
以
上
の
負
担
を
課
す
こ
と
に
な
り
、
法
人
税
が
「
分
配
利
潤
に
対
す
る
個
人
普
通
所
得
税
の
源
泉
徴
収
」
で

個
人
普
通
所
得
税
率
は
戦
時
高
税
率
よ
り
八
広
に
引
下
げ
ら
れ
た
の
に
対
し
、

の
結
果
二
つ
の
税
率
の
一
致
は
破
砕
し
、

あ
る
と
い
う
た
め
の
厳
密
な
前
提
は
崩
れ
た
。

」
こ
に
お
い
て
法
人
税

こ
の
状
態
は
結
局
一
九
三
五
年
ま
で
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

が
個
人
普
通
所
得
税
の
源
泉
徴
収
的
機
能
以
上
の
も
の
を
果
す
可
能
性
が
生
じ
た
。
即
ち
そ
れ
以
降
、
法
人
税
率
と
個
人
普
通
所
得
税
率

を
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
企
図
は
放
棄
さ
れ
、

法
人
税
率
は
別
個
の
観
点
よ
り
独
自
に
決
定
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
c

(
1
)

但
し
一
七
年
法
は
例
外
で
あ
っ
て
、
法
人
税
率
は
六
%
、
偲
人
普
通
所
得
税
率
は
四
%
と
さ
れ
た
。
一
八
年
法
は
両
者
を
て
一
一
%
と
し
て
い
た
(
但

し
四

0
0
0ド
ル
以
下
の
個
人
所
得
者
は
六
%
〉
。
詳
細
は
、

rz問
Bmpι
閃
ロ
白
い
よ
£
叫
4QhEミ
3
・
3
・
2
ω
l
m
u
P
E
A
u
口・一一]凶
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r
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a
H
N
2
・
〉
三

丘
一
回
一
∞
¥.uk山
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N
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lM
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-
参
照
。
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(
2
)

但
し
四

0
0
0以
ド
ル
下
の
所
得
者
は
四
%
で
あ
る
。

ハ
3
〉
以
上
の
経
過
に
つ
い
て
は
、

ο
3〈
2
・。
h
V
2
H
:
℃

MO
山

ω72-Y
毛
三
?
甘

ω回
目

ω三
百
円
-
E
P
。h
v
E
f
-
Y
M
m
∞
・
等
も
参
照
。

(
4
)

こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
分
配
利
潤
(
配
当
所
得
)
が
他
の
種
類
の
所
得
に
比
し
て
過
大
課
税
さ
れ
た
と
即
断
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
法
人
税
額
が
桶

大
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
付
加
、
所
得
税
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
高
度
の
付
加
税
率
に
服
す
る
高
所
得
者
の
も
と
で
は
こ
の
「
過
大
前
引
き
」
が
「
正
」

(
プ
ラ
ス
)
に
転
換
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
低
所
得
者
に
お
い
て
は
人
的
控
除
の
適
用
の
な
い
所
得
税
額
が
増
大
す
る
こ
と
に
な
る

(
さ
し
あ
た
り
は
、
出
♀

-
S
F
。、・

2
H
J
3
・
一
品
目
、
王
国
1
5プ
を
参
照
)
。

(
5
〉
戦
時
に
お
い
て
は
普
通
税
率
が
二
段
階
と
さ
れ
た
外
に
、
追
加
普
通
所
得
税

(
E
3
r
g
g
gミ
ロ
2
2
2
-
E
H
)
が
課
さ
れ
、
配
当
課
税
に
お
け
る
過

少
l
過
大
課
税
の
関
係
は
複
雑
化
し
た
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
特
殊
状
況
を
捨
象
し
た
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、

Hvrrp
。
k
v
-
R
H
J
E
-
コ
一
ー
コ
印
-

を
見
よ
。

(
6〉
吋
句
史
料
白
河
内
、
。
ュ
。
¥
志
向
。
ミ
ヨ
ヨ
R
H
H
内
向
ミ
H
F
内
包
ミ
ミ

EN
叫
4
Q
h
円
入
山
ご
。
町
民
ね
な
言
。
辺
町
内
弘
司
令

N吋
Q
H
Q
H
民
S
。L
可
。
号
、
。
、
Q
H
S
戸
、
g
S
E
i
l

sh旬
。
ヘ
ミ
・
叫
4

・k
山

'
S
8
・
3
・印ゴ
l
印
認
が
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
。
但
し
弾
力
的
運
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
一
一

0
年
代
以
降
で
あ

り
、
二

0
年
代
に
は
そ
の
減
税
効
果
ば
か
り
が
片
面
的
に
主
張
さ
れ
た
。

付

法
人
(
株
主
)
の
受
取
配
ち

アメリカに於ける法人税の発達

一
九
世
紀
の
最
後
半
か
ら
二

O
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
産
業
集
中
、
独
占
形
成
が
格
段
に
進
行
し
た
時
期
に
あ
た
る
が
、
最
も
大
き
な
威

力
を
ふ
る
っ
た
も
の
の
一
つ
に
組
織
的
、
集
中
的
な
株
式
の
保
持
と
そ
の
運
用
を
業
務
と
す
る
持
株
会
社
が
あ
っ
た
。
革
新
主
義
の
流
行

は
当
然
に
そ
れ
ら
に
対
す
る
非
難
を
大
き
な
も
の
に
し
た
こ
と
か
ら
、

税
法
上
の
持
株
会
社
の
取
り
扱
い
も
一
つ
の
重
要
問
題
を
形
成
し

た
。
持
株
会
社
課
税
の
方
式
は
か
か
る
革
新
主
義
の
要
求
に
添
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
こ
に
は
税
法
上
の
固
有
の
論
点
と
政

必
ず
し
も
整
合
し
た
方
向
を
と
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
諸
課
税
方
式
の
う
ち
よ
り
、

前
述
の
個

治
的
力
関
係
が
絡
み
、

人
の
受
取
配
当
に
対
す
る
課
税
と
の
関
連
で
、
法
人
受
取
配
当
に
対
す
る
過
大
課
税
(
二
重
課
税
)
調
整
手
段
と
し
て
の
受
取
配
当
控
除
と
、

~l::法24(2・ 33)265



説

実
質
的
に
は
法
人
間
配
当
の
非
課
税
を
結
果
す
る
「
合
同
申
告
制
度
」
の
み
を
と
り
あ
げ
、
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ヲム
日間

(
1
)

こ
こ
で
は
簡
単
に
、
古
賀
英
正
『
支
配
集
中
論
」
(
一
四
六
頁
以
下
、
一
九
五
二
年
、
有
斐
閣
〉
、
中
村
高
次
「
会
計
政
策
論
L

ハ
九
六
頁
以
下
、

六
九
年
、
ミ
、
不
ル
ヴ
ァ
書
房
〉
、
フ
才

l
ク
ナ
l
・
小
原
訳
『
ア
メ
リ
カ
経
済
史
」
五
五
人
頁
以
下
、
鞠
子
公
男
「
株
式
会
社
』
(
一
七
頁
以
下
、

七
一
年
、
商
事
法
務
研
究
会
)
、
等
を
参
照
せ
よ
。

ニの

受
取
配
当
控
除
制
度

一
九

O
九
年
の
法
人
消
費
税

九
年
法
は
本
稿
が
先
に
訳
出
し
た
と
こ
ろ
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
「
本
法
に
よ
り
賦
課
さ
れ
た
税
に
服
す
る
他
法
人
、

ジ
ョ
イ
ン
ト
・

ス
ト
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー
若
し
く
は
団
体
又
は
保
険
会
社
の
株
式
に
対
す
る
配
当
と
し
て
受
取
ら
れ
た
額
」
を
非
課
税
と
し
て
い
た
。

ち
、
法
人
の
受
取
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
を
防
止
す
る
た
め
の
受
取
配
当
控
除
に
他
な
ら
な
い
。

」
の
制
度
は
上
院
に
法
人
消
費
税
案

が
拠
出
さ
れ
た
時
に
配
当
に
対
す
る
こ
重
課
税
を
防
止
す
る
た
め
の
当
然
の
借
置
と
し
て
既
に
設
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

に
対
し
て
は
持
株
会
社
の
規
制
と
課
税
強
化
を
望
む
議
員
か
ら
強
い
批
判
が
起
こ
り
、
課
税
を
求
め
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
。

課
税
刀
法
に
つ
い
て
一
致
を
見
ず
、
結
局
課
税
は
見
送
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。

し
か
し

(
1
)

持
株
会
社
課
税
を
主
張
す
る
議
員
は
、
仰
木
税
は

R
E
Eと

g
t々
と
し
て
事
業
を
運
営
し
且
つ
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
責
任
か
ら
の
自
由
と
い
う

株
主
に
よ
り
享
受
さ
れ
る
特
権
に
対
す
る
消
費
税
な
の
だ
か
ら
、
何
ら
二
重
課
税
で
は
な
い
、

ωこ
の
国
の
事
業
を
支
配
し
独
占
す
る
た
め
に
組
織
さ

れ
た
独
占
的
持
株
法
人
は
税
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
オ
ー
ル
ド
リ
ッ
チ
議
員
は
本
税
は
名
目
は
と
も
か
く
実

際
に
は
所
得
税
で
あ
り
、
配
当
二
重
課
税
と
な
る
と
反
論
し
た
。
ま
た
他
に
、
持
株
会
社
で
あ
っ
て
も
貯
蓄
銀
行
や
保
険
会
社
に
課
税
す
る
の
は
不

当
で
あ
る
、
あ
る
い
は
独
占
的
目
的
の
た
め
に
保
有
さ
れ
る
株
式
は
僅
か
で
あ
る
等
の
意
見
も
だ
さ
れ
た
。
ま
た
独
占
的
持
株
会
社
に
の
み
課
税
し
非

独
占
的
持
株
会
社
は
非
課
税
と
す
る
と
の
提
安
も
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
実
現
不
可
能
と
し
て
否
決
さ
れ
た
。
以
上
の
経
過
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は 九九
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H
N
o
r
E
S
p
a
m
s
E
-
n
q号
・
司
自
¥
u

一
弘
吉
・
町
内
。
誌
河
内
d

吋一
ω
l
コ
#
つ
二
)
・
に
よ
っ
た
。
下
院
で
の
審
議
に
つ
い
て
は
、
主
向
。
ミ
h
-
H
N
R
h
s
u
m
-

を
見
よ
。
他
に
、

ω
2
L
E
E
-
も・

2
?
宅-一口一
o
l
一
口
二
・
も
参
照
。

一
九
一
三
年
訟
に
よ
る
廃
止

既
に
見
た
よ
う
に
持
株
会
社
非
課
税
を
結
果
す
る
法
人
受
取
配
当
持
除
は
進
歩
派
議
員
の
聞
に
不
満
が
大
き
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

派
の
優
位
の
も
と
に
制
定
せ
ら
れ
た
一
三
年
所
得
税
法
に
お
い
て
は
高
ま
る
持
株
会
社
へ
の
非
難
を
背
景
に
こ
の
措
置
は
廃
止
さ
れ
て
し

(
2
)
 

ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
持
株
会
社
の
み
な
ら
ず
そ
の
他
一
般
の
法
人
の
受
取
る
配
当
も
完
全
な
二
重
課
税
に
服
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

こ
に
は
「
配
当
二
重
課
税
は
不
当
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
が
決
し
て
論
証
不
要
の
普
遍
的
定
理
で
も
何
で
も
な
く
、

政
策
次
第
で
自
由
に

変
更
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

付

(
1
)
ω
丘四
m
g
E
-
吋
吉
L

「
至
。
言
内
同
J
F
H
司可・

8
印・

(
2
〉
回
一
ω
『
ア

z
z
o
d
ニロ円・、
H
，
E
¥
w
A
h
き
・
町
内

2
・
h
g
N印
L
口
(
二
品
)
・
残
念
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
討
論
箇
所
を
議
事
録
よ
り
摘
出
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
後
に
一
六
年
法
審
議
の
際
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
上
院
議
員
が
、
「
我
々
は
持
株
会
社
が
我
が
税
法
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
る
こ
と
を
望

ま
ず
、
逆
に
そ
れ
を
抑
制
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
我
々
は
、
ま
た
非
常
な
濫
用
に
ま
で
至
っ
た
兼
任
株
主

(
E門
q
F兵
吉
岡

ω
Z
n
r
5
5
2
C
を
抑

制
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
」
、
と
述
べ
て
い
る
の
が
参
考
に
な
る

3
S凶ヨ
E
・
。
、
町
民
「
七
回
さ
日
目

ζ
R
T
F
P
叶
宮
、
え
な
R
Q
N
N
N
2
5
君
、
。
L

「

-
向
。
述
。
、
。
円
い
て
〔
∞
回
目
丘
ヨ
白
山
]
G
7
ロ
出
。
-vrg国司
f
-∞印叫〕・甘
-
M
印由・)。

アメリカに於ける法人税の発達

一
七
年
法
に
よ
る
復
活
と
そ
の
後

し
か
し
、

例
え
ば
一
六
年
に
は
オ

l
ゴ
ル
マ
ン

以
上
の
二
重
課
税
措
置
は
今
度
は
保
守
派
の
議
員
の
不
満
と
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

上
院
議
員
が
非
課
税
修
正
案
を
提
出
し
た
が
否
決
さ
れ
た
。
)
翌
一
七
年
法
が
審
議
さ
れ
る
際
、
下
院
歳
入
委
員
会
は
何
ら
こ
の
間
題
を
取

〔

2
)

り
上
げ
ず
、
こ
の
点
を
不
満
と
し
て
提
出
さ
れ
た
ス
タ
ー
リ
ン
グ
議
員
の
修
正
案
も
下
院
本
会
議
で
は
圧
倒
的
多
数
で
否
決
さ
れ
た
。

進
歩し

北法24(2・35)267



説

か
し
上
院
財
政
委
員
会
に
至
る
や
こ
の
点
が
問
題
と
し
て
討
議
さ
れ
、
結
局
、
財
政
委
員
会
は
、

下
院
案
に
お
い
て
も
超
過
利
潤
税
の
場

論

合
に
は
控
除
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
所
得
税
の
場
合
で
も
個
人
は
普
通
税
に
関
し
て
は
控
除
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
に
、

控
除
を
法
人
税
の
場
合
に
ま
で
拡
大
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。
結
局
、

ハ
4
〉

り
、
こ
の
提
案
は
そ
の
ま
ま
に
可
決
さ
れ
た
。

受
取
配
当

上
院
の
審
議
に
お
い
て
は
超
過
利
潤
税
や
消
費
税
に
論
点
が
移

所
得
課
税
は
所
得
が
最
初
に
法
人
に
よ
り
稼
得
さ
れ
た
時
及
び
最
終
的
に
株
主
に
所
得
が
分
配
さ
れ
た
時
に

株
主
に
対
し
て
な
さ
れ
れ
ば
良
い
と
の
ご
般
的
前
提
」
に
立
ち
返
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
る
が
、
)
「
一
般
的
前
提
」

」
の
改
正
は
、

一
般
に
、

が
さ
ほ
ど
に
強
固
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
木
稿
は
既
に
見
て
き
た
。
結
局
、

一
七
年
に
は
法
人
に
超
過
利
潤
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
、

の
点
を
考
庖
し
て
の
課
税
緩
和
姑
置
と
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
措
置
は
趨
過
利
潤
税
廃
止
後
も
存
続
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
市
裕
者
は
持
株
会
社
を
通
じ
て
配
当
を
受
取
り
、

円。〉

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
人
税
の
み
な
ら
ず
例
入
所
得
税
を
も
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
を
府
保

」
の
附
置
が
持
株
会
社
設
立
に

一
つ
の
利
点
を
付
け
加
え
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

(

1

)

(

い
戸

ω
2
(
一EE
f

。、
E
H
J
司

UK5・

(
2
)
Q
-
芯
ミ
J

℃
℃

-
u
ω
U
l
E
O

特
に
、
そ
れ
に
反
論
し
た
レ
ン
ル

l
卜
議
員
の
発
言
、
参
照
。

(
3
)

サ
イ
モ
ン
ズ
財
政
委
員
長
は
そ
れ
を
説
明
し
て
い
わ
く
、
「
下
院
案
の
効
果
は
、
も
し
分
配
を
な
す
法
人
が
超
過
利
潤
税
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
受

取
る
法
人
は
そ
れ
を
再
び
支
払
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
下
院
案
の
も
と
で
は
、
も
し
分
配
を
な
す
法
人
が
配
当
に
対
す
る
法
人
税
を

支
払
っ
た
場
合
に
は
、
受
取
る
法
人
も
ま
た
そ
れ
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
上
院
案
の
も
と
で
は
、
受
取
り
法
人
は
い
ず
れ
の
場
合
に
も
税
を
再
び

支
払
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
歳
入
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
貴
殿
の
委
員
会
の
行
為
に
対
し
て
な

さ
れ
た
批
判
は
是
認
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
貴
殿
の
委
員
会
は
、
こ
の
修
正
案
に
対
す
る
他
の
理
由
を
有
す
る
。
現
行
法
及
び
下
院
案
の
も

と
で
、
法
人
内
の
株
式
に
対
す
る
配
当
を
受
取
っ
た
個
人
は
、
普
通
所
得
税
に
お
い
て
法
人
に
よ
り
支
払
わ
れ
た
税
の
控
除
を
認
め
ら
れ
る
。
一
度
支

~tì1;24(2 ・ 36)268
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払
わ
れ
た
税
を
、
彼
は
帯
び
支
払
う
必
要
が
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
何
故
に
他
の
法
人
内
の
株
式
を
保
有
す
る
法
人
が
同
じ
控
除
の
資
格
を
有
す
べ
き

で
は
な
い
の
か
。
貴
殿
の
委
員
会
は
、
こ
の
場
合
個
人
と
法
人
が
同
様
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
理
由
は
何
ら
存
せ
ず
、
日
品
つ
両
者
が
既
に

支
払
わ
れ
た
税
を
再
び
支
払
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
理
由
は
何
ら
存
し
な
い
、
と
考
え
た
」
、
と
合
目
。

gh-
河
内
円
呂
田
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。
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仲
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℃
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(
6
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前
註
(
2
〉
の
レ
ン
ル

i
ト
議
員
の
発
一
マ
一
口
、
参
照
。

二
の
二

合
同
中
告
制
度
の
変
濯

合
同
小
告
制
度
の
意
義

合
同
申
告

2
2
5
]広
三
丘
附
耐
え
ミ
る
と
は
、
同
一
の
経
営
者

X
は
株
主
に
よ
り
支
配
・
経
営
さ
れ
て
い
る
法
人
グ
ル
ー
プ
に
対
し
、
法
人

(
1
)
 

毎
の
個
別
申
告
で
は
な
く
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
所
得
巾
告
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、

グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
る
法
人
相
互
間
の
取

十4

引
は
度
外
視
し
グ
ル
ー
プ
全
体
の
結
果
的
・
集
合
的
所
得
に
課
税
す
る
た
め
の
も
の
で
、

学
上
の
要
求
に
添
う
と
同
時
に
、
他
方
で
個
々
の
法
人
の
中
告
書
提
出
と
そ
の
査
定
を
行
き
、

れ
る
。

こ
れ
は
企
業
利
益
の
正
確
な
算
定
と
い
う
会
計

アメリカに於ける法人税の発達

税
務
行
政
の
簡
素
化
に
も
資
す
る
と
言
わ

し
か
し
合
同
小
告
白
は
他
方
で
、
①
(
親
子
)
法
人
間
配
当
授
受
の
非
課
税
、
②
法
人
間
の
損
益
相
殺
に
よ
る
利
益
縮
少
、
③
法
人
間
財

産
売
却
及
び
取
引
の
非
課
税
等
の
特
権
を
法
人
に
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
無
制
限
の
認
容
は
、

単
に
法
人
の
税
負
担
を
軽
減
す

る
だ
け
に
終
っ
て
「
正
確
な
企
業
利
益
の
算
定
」
に
役
立
て
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、

る
利
益
操
作
に
利
用
さ
れ
る
可
能
性
も
強
い
。

む
し
ろ
複
雑
な
組
織
や
不
必
要
な
取
引
の
利
用
に
よ

そ
こ
で
こ
の
特
権
に
対
す
る
適
当
な
規
制
や
代
償
の
た
め
の
課
税
の
施
さ
れ
る
必
要
が
あ
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る
訳
で
あ
る
。

“'/ ... 
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こ
の
よ
う
に
合
同
小
告
制
度
は
長
・
短
所
両
面
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
そ
の
長
・
短
所
の
い
ず
れ
が
強
調
さ
れ
る

(
6
)
 

か
に
よ
っ
て
様
々
に
扱
わ
れ
る
可
能
性
を
そ
も
そ
も
有
す
る
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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仲
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・
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ω
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ω
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E
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・
4
・
h
t
・
3
・8Mluωω
・
の
上
院
財
政
委
員
会
の
報
告
書
、
参
照
。

(
4
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∞-広
2
2
w
。ky
ミ
ア
円
以

MmM

な
お
、
現
行
法
に
関
す
る
も
の
で
は
あ
る
、
か
、
建
号
足
吋
Q
H
'河
内
、

Z
匂
い
叫

4
Q
Hぬ
と
3

2

H
言
円
、
-
M
(
(
U
E
E同
DH

(けの
Z
'
L
8
3
・℃・品川
U

小
松
芳
明
「
各
国
の
租
税
制
度
一
一
四
四
l
六
頁
、
霞
附
幸
雄
「
関
係
会
社
の
連
結
税
務
申
告
制
度
」
(
吋
経
理
研
究
』
人
号
、

二
六

O
!
二
六
六
頁
、
一
九
六
三
年
)
等
も
参
照
。

(
5
)

こ
の
う
ち
特
に
弊
害
の
大
き
い
の
が
、
子
会
社
の
損
失
を
利
用
し
た
利
益
(
相
殺
)
隠
似
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
の
で
、
さ
し

あ
た
り
は
大
隅
健
一
郎
寸
株
式
会
社
法
変
遷
論
』
(
一
二
一
七
|
一
四

O
頁
、
一
九
五
三
年
、
有
斐
閣
)
を
参
照
。

(
6〉
門
U
H
a
p由二一
A

川
町
唱
。
、
之
内
J
司可

ω
O印
i
ω
O∞-

一
八
年
法
に
よ
る
招
待

合
問
中
北
口
制
度
は
一
一
二
年
法
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、

戦
時
税
法
に
よ
る
頻
繁
な
改
正
と
納
税
者
の
増
加
に

一
七
年
以
降
は
法
人
に
対
す
る
超
過
利
潤
税
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
混
乱
と
和
税
回
避
は
吏

よ
り
税
法
規
定
と
税
務
行
政
は
混
乱
し
、

〈

l
v

に
地
大
し
た
。
そ
こ
で
財
務
省
は
税
務
の
混
乱
を
緩
和
し
、
租
税
述
脱
を
防
止
し
、
最
重
点
的
に
は
「
真
の
純
所
得
、

(
2
)
 

に
課
税
す
る
た
め
に
、
規
則
に
よ
っ
て
趨
過
利
潤
税
に
つ
き
合
岡
山
中
告
書
の
川
町
出
を
定
め
た
。

パ
ハ
の
投
下
資
本
」
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次
い
で
翌
一
八
年
に
は
法
人
税
に
つ
い
て
も
合
同
申
告
書
の
提
出
を
認
め
る
べ
き
だ
と
の
主
張
が
強
く
な
り
、

(
4〉

人
税
、
超
過
利
潤
税
、
戦
時
利
得
税
の
三
者
に
つ
き
合
同
巾
告
台
に
よ
る
こ
と
を
定
め
た
。

一
八
年
法
は
正
式
に
法

、AJJr「

(
1
)

戦
時
税
法
の
混
乱
は
税
法
規
定
を
専
門
家
に
の
み
理
解
可
能
な
も
の
に
し
て
し
ま
い
、
申
告
書
の
作
成
(
特
に
大
法
人
の
場
合
)
は
多
大
の
労
力
を

要
す
る
作
業
と
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
税
務
行
政
が
著
し
く
遅
滞
し
、
「
納
税
者
は
、
未
納
の
税
の
た
め
の
口
額
の
要
求
の
訪
問
を
う
け
る
や

も
知
れ
ず
」
と
い
う
不
安
に
背
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
富
裕
者
の
租
税
回
避
・
述
脱
も
公
然
た
る
も
の
が
あ
っ
た
(
、
叶

ω・〉
E
E
F
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巳
え
i

目。ロ
E-
匂円
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ι・円口口・吋mwHmwtcpuwω印

o
h・
町
会
五
・
印
N

吋I
印M
∞
〔
一
回
一
~
一
〕
・
円
『
∞
}
】
門
口
6
p
。
hv
・
2

H

J

℃

叫

2
・1

(
2
〉
規
則
四
五
の
六
一
二
一
条
は
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
親
子
法
人
に
合
同
申
告
書
の
提
出
を
要
求
す
る
法
令
の
条
文
は
、
た
と
え
事
業

が
一
以
上
の
法
人
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
単
一
企
業
の
真
の
純
所
得
、
真
の
投
下
資
本
に
応
じ
て
税
を
賦
課
す
る
、
と
い
う
原
則

に
基
づ
い
て
い
る
。
一
法
人
が
他
法
人
の
株
式
を
所
有
し
て
い
る
場
合
若
し
く
は
二
つ
又
は
そ
れ
以
土
の
法
人
が
同
一
利
害
関
係
者
に
よ
り
所
宥
さ
れ

て
い
る
場
合
、
事
態
は
一
つ
又
は
そ
れ
以
上
の
支
広
営
業
所
を
維
持
す
る
事
業
の
そ
れ
に
非
常
に
類
似
し
た
も
の
と
な
る
。
グ
ル
ー
プ
全
体
の
投
下
資

本
及
び
純
所
得
が
正
確
に
決
定
さ
れ
る
べ
く
合
同
申
告
を
要
求
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
、
価
格
決
定
を
通
じ
た
所
得
転
嫁
、
サ
ー
ビ

ス
料
及
び
そ
の
他
の
グ
ル
ー
プ
内
の
一
つ
又
は
他
の
単
位
に
所
得
を
怒
意
的
に
割
当
て
る
よ
う
な
方
法
等
に
よ
る
課
税
述
脱
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
他
方
で
、
合
同
申
告
な
く
し
て
は
、
被
支
配
グ
ル
ー
プ
内
の
法
人
間
に
存
在
す
る
全
く
の
人
工
的
事
情
に
よ
っ
て
過
大
課
税
が
し
い
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
o
」
(
E
E
gロ
・
毛

E
N
-
-
E
M
E
I
N
m
N
-
ロ・

ω
・
)
こ
こ
に
は
、
租
税
回
避
防
止
へ
の
配
慮
や
過
大
課
税
へ
の
憂
畏
は
窺
わ
れ
て
も
、

逆
に
合
同
申
告
の
認
容
が
別
の
租
税
述
脱
と
過
小
課
税
を
招
来
す
る
こ
と
へ
の
危
倶
は
全
く
加
わ
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
合
同
申
告
採
用
の
最
大
の
理
由

は
税
務
行
政
の
円
滑
、
迅
速
な
執
行
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
戦
時
は
「
犠
牲
の
時
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
厳
格
な
公
平
の
配
慮

よ
り
も
歳
入
の
迅
速
調
達
と
行
政
的
能
率
の
方
、
が
優
先
す
る
か
ら
で
あ
る
(
〉
含
ロ
F
。
、
.
町
民
同
よ
司
・
印
N
吋・〉。

(
3〉
下
院
は
こ
の
提
案
を
否
決
し
た
の
で
あ
る
が
、
上
院
財
政
委
が
次
の
よ
う
に
述
べ
再
提
案
し
た
。
「
即
時
的
効
果
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
合
同
申
告
は
あ

る
場
合
に
は
税
を
増
加
さ
せ
、
ま
た
他
の
場
合
に
は
減
少
さ
せ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
般
的
及
び
永
続
的
効
果
は
、
他
の
方
法
で
は
成
功
裡
に
防
禦

で
き
得
な
い
述
脱
を
防
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
・
・
ま
す
ま
す
多
く
の
一
証
拠
が
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
方
法
で
の
課
税
の
述
脱
の
可
能
性
が
我
国
の
納
税

者
に
は
馴
染
み
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
委
員
会
は
合
同
申
告
が
歳
入
を
減
少
で
は
な
く
保
護
す
る
の
に
役
立

つ
と
確
信
し
て
い
る
が
、
委
員
会
は
、
ま
ず
第
一
に
そ
れ
が
租
税
回
避
を
防
止
す
る
の
に
機
能
す
る
か
ら
又
は
そ
の
歳
入
に
対
す
る
効
果
故
に
で
は
な
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説

く
、
実
際
に
事
業
単
位
で
あ
る
も
の
に
事
業
単
位
と
し
て
課
税
す
る
原
則
は
納
税
者
及
び
政
府
の
双
方
に
と
っ
て
公
平
か
つ
便
宜
的
で
あ
る
が
故
に
そ

の
採
用
を
勧
告
す
る
」
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〕吋コ1コ
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iillU 

二
一
作
法
に
よ
る
恒
久
制
度
化
と
そ
れ
以
降

さ
て
、
混
乱
し
た
戦
時
税
制
の
落
し
子
と
も
言
う
べ
き
合
同
申
告
制
度
は
、
二
一
年
に
歪
り
複
雑
な
累
進
構
造
を
も
っ
超
過
利
潤
税
の

次
年
度
よ
り
の
廃
止
及
び
法
人
税
率
の
比
例
及
び
低
税
率
化
に
よ
り
円
然
に
そ
の
存
私
根
拠
を
喪
失
し
た
よ
う
に
思
え
た
。
そ
こ
で
議
会

で
は
合
同
申
告
制
度
の
改
革
が
討
議
さ
れ
た
が
、
今
回
は
逆
に
合
同
申
告
制
度
の
複
雑
さ
に
批
判
が
集
中
し
、

も
に
合
問
中
告
書
の
存
在
板
拠
は
喪
失
し
合
同
申
告
を
強
制
す
る
理
由
は
失
わ
れ
た
、

内

3
)

ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
選
択
制
」
に
よ
っ
て
、

超
過
利
潤
税
の
廃
止
と
と

と
し
て
合
同
申
告
の
提
出
は
「
選
択
制
」
に
改
め

親
子
会
社
が
自
己
の
収
益
・
資
皮
状
態
を
考
慮
し
て
税
負
担
が
極
小
と
な
る
よ
う
個

別
巾
告
|
合
同
申
告
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
訳
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
合
同
申
告
の
怠
意
的
利
用
に
よ
る
租
税
辿
脱
の
機
会
が

子
会
社
利
用
に
よ
る
利
潤
操
作
の
場
合
に
コ
ミ
ッ
ン
ョ
ナ

l
に
取
引
、

こ
れ
を
防
止
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
合
同
申
告
選
択
に
よ
る
利
益
縮
小
そ
の
も
の
を

二
六
年
法
に
お
い
て
も
変
更
さ
れ
ず
、

増
大
し
た
こ
と
に
も
な
る
。
一
二
年
法
は
同
条
で
(
特
に
外
国
の
)

事
業
の
勘
定
を
合
同
す
る
権
限
を
与
え
、

禁
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

か
く
し
て
こ
の
状
態
は
二
四
年
法
、

継
続
し
た
。

合
同
申
告
制
度
は
し
か
し
二
七
年
に
主
り
再
び
強
い
批
判
に
悶
略
さ
れ
た
。
即
ち
、

二
七
年
に
税
制
及
び
税
務
行
政
の
簡
素
化
に
つ
い
て

研
究
・
討
論
を
進
め
て
き
た
「
内
出
歳
入
に
関
す
る
両
院
合
同
委
員
会
」
は
合
向
山
中
告
に
も
触
れ
、

人
口
同
申
告
の
長
所
そ
の
も
の
は
承
認

し
た
も
の
の
、

そ
の
解
釈
・
適
川
に
多
数
の
難
点
が
伴
う
こ
と
を
指
摘
し
、
中
止
又
は
廃
止
を
勧
告
し
た
が
、
下
院
は
そ
れ
を
受
け
て
廃
止
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…
系
を
可
決
し
た
か
ら
で
あ
る
υ

(
ο
n
 

「
精
力
旺
成
田
な
」
反
論
を
展
開

」
の
下
院
の
英
断
に
対
し
て
上
院
財
政
委
員
会
は
断
然
反
対
し
、

長
文
の

し
た
。

そ
の
内
容
は
、

実
際
に
一
つ
で
あ
っ
て
同
一
例
人
に
所
有
さ
れ
て
い
る
事
業
単
位
に
例
別
巾
告
を
強
い
る
の
は
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ

ハ
9
v

法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
事
実
を
隠
織
す
べ
き
で
は
な
い
、
ま
た
合
同
委
員
会
の
報
告
宍
は
行
政
的
難
点
を

ン
に
拘
泥
し
た
も
の
で
あ
り
、

指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

下
院
は
法
人
課
税
強
化
に
よ
り
追

そ
れ
は
規
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
の
に
、

(
刊
〉

加
的
歳
入
を
や
げ
る
こ
と
を
廃
止
の
目
的
と
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
両
院
協
議
会
で
妥
協
が
什
ら
れ
、

合
同
申
告
制

行
政
的
各
種
の
難
点
を
解
決
す
る
た
め
の
規
則
制
定
権
が
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ

l
に
与
え
ら
れ
、
合
同
中
告
者
は
そ
の
規
則
の
効
力
に
同
意
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

ぃ
肢
は
A

一
八
年
法
に
お
い
て
も
存
続
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

以
上
よ
り
判
明
し
た
こ
と
は
、
合
同
中
告
制
度
は
第
一
次
大
戦
中
の
行
政
的
必
要
か
ら
導
入
さ
れ
、

そ
の
後
は
「
尖
際
に
は
同
一
で
あ

る
法
人
の
兵
の
所
得
に
課
税
す
る
」
と
の
専
ら
会
計
学
上
の

「
原
則
」
に
導
誘
さ
れ
る
ま
ま
に
そ
の
公
平
面
に
及
ぼ
す
影
響
や
租
税
通
脱

そ
し
て
ま
た
二
七
年
の
上
院
財
政
委
員
会
が
看
取
し
た
ご
と
く
、

の
手
段
と
し
て
の
側
面
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

付

産
業
優
先
政
策
万
能
の
当
時
に
お
い
て
か
か
る
論
議
に
好
感
の
持
た
れ

(
刊
U

)

結
日
同
討
議
の
条
件
も
熟
し
て
い
な
か
っ
た
と
も
亘
え
る
の
で
あ
る
。

合
同
山
中
告
の
廃
止
は
法
人
税
負
担
の
増
大
に
連
な
る
こ
と
か
ら
、

アメリカに於ける法人税の発達

る
は
ず
が
な
く
、

(
1
〕
後
出
註
(
7
)
参
照
。

(
2
)

∞-一言
E
口
a
s
k
v
・
ミ
同
・
ヨ
司
N
m
N
・

〈

3
)

「
境
行
法
の
も
と
で
、
親
子
法
人
は
合
同
申
告
を
行
う
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
一
定
の
場
合
に
お
け
る
合
同
申
告
の
複
雑
さ
の
た
め
に
、
親
子
法

人
の
う
ち
の
一
つ
又
は
そ
れ
以
上
が
損
失
を
被
っ
た
場
合
に
は
合
同
申
告
が
親
子
法
人
を
利
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
効
果
を
援
か
る
法
人
が
合
同
申

告
を
行
い
た
が
ら
な
い
。
合
同
申
告
は
超
過
利
潤
税
の
も
と
で
の
述
脱
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
必
要
性
は
超
過
利
潤
税
が
廃

止
さ
れ
る
時
に
は
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
」
(
上
院
財
政
委
員
会
報
告
×

P
E
E
S
-
。、・
2
H
J

同
)
・
∞
三
〉
。
こ
の
報
告
は
一
瞥
す
る
と
合
同
申
告
の
廃
止
を

提
案
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
本
文
で
述
べ
た
ご
と
く
、
単
に
合
問
中
止
け
を
好
ま
な
い
法
人
に
ま
で
強
制
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
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~υ叫

に
す
ぎ
な
い
。

(
4
)

一
回
日
一
〉
n
?

明
日
さ
(

ι

)

・

(
5
)

一UNKア一
U
M
?
〉円円・叩

Mム
口

u
M
m
q
め
の
-

K
回
全
-
一
回
一
-

(
6〉
豆
ニ
-
2・
。
、
ミ
H
J

℃・

ω口町

(
7
)

「
こ
の
規
定
は
戦
時
中
の
利
潤
税
の
計
算
と
執
行
に
お
け
る
必
要
件
か
ら
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
の
解
釈
及
び
泊
別
に
お
け
る
実
に

多
く
の
重
要
か
つ
困
難
な
問
題
を
生
起
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
大
部
分
は
現
在
ま
で
権
威
を
も
っ
て
解
答
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
は
大
量
に
達
す
る

と
み
ら
れ
る
の
で
、
合
同
申
告
規
定
の
大
巾
な
本
質
的
修
正
が
望
ま
し
い
」
(
下
院
歳
入
委
員
会
報
告
書
)
(
ω
m
E
E
E
-
。
、
三

T
七・印
ω
U
)
。

(
8
)
∞
己
一
山
口
止
ロ
ク
。
V

町
民
?
司
・
日
吋
∞
-

〈

9
)

「
規
子
会
社
に
よ
る
合
同
申
告
書
の
提
出
の
認
容
は
、
唯
、
企
業
の

r岡山一一
)
5
2
2
m
g
t
々
と
は
区
別
さ
れ
た

T
E
E
m
由
自
立
与
を
承
認
し
た
か

ら
に
す
ぎ
な
い
。
企
業
経
営
に
お
い
て
親
子
グ
ル
ー
プ
が
全
体
と
し
て
純
利
潤
を
示
さ
な
い
限
り
卒
業
を
経
営
す
る
個
人
は
利
得
を
実
現
し
て
は
い
な

い
。
全
体
の
企
業
を
認
識
す
る
こ
と
の
不
首
尾
は
、
現
実
の
認
識
と
は
反
対
に
技
術
的
法
的
区
別
を
闘
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
同
一
味
主
に
よ
り
所

有
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
法
人
は
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
す
れ
ば
伊
吉

E
Z
E
E
-
O切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
事
実
が
、
そ
れ
ら

が
実
際
に
は
一
つ
で
あ
り
、
同
一
株
主
に
よ
り
所
有
さ
れ
且
つ

C
E同
と
し
て
運
併
さ
れ
る
同
一
事
業
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
を
阻
伏
す
べ
き
で
は
な

い」

(
ζ
E
F
毛・

2
H
-
w
℃
ω
O
吋日

ω-mF仏

B
2・
毛

-
h
h
T
3・印
ω
U
1
2
0
・〉。

(
川
)
「
合
同
申
告
書
が
不
健
全
で
あ
る
又
は
追
加
的
歳
入
が
合
同
中
告
書
規
定
の
廃
止
に
よ
り
挙
げ
ら
れ
る
の
が
望
ま
し
い
、
と
い
う
よ
う
な
理
山
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
法
の
執
行
の
簡
素
化
が
望
ま
し
い
、
と
い
う
唯
一
の
理
由
に
よ
っ
て
こ
の
結
論
〔
合
同
委
の
結
論
|
品
山
〕
に
達
し
た
こ
と
が
強
調
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
ら
は
合
同
申
告
書
の
長
所
を
保
持
し
行
政
的
短
所
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
規
定
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。

・
:
討
論
か
ら
見
る
に
、
下
院
の
行
為
は
追
加
的
歳
入
が
挙
げ
ら
れ
る
の
が
望
ま
し
い
、
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
o
」
(
芯
え
-

H
V

印

ω
∞・)

(
什
)
一
回
日
∞
〉
2
・
四
一
九
三
(mw)u(『
)
w
M
m
q
・
句
。
・
入
山
・

ω
U
白
・
ぇ
-

Y
向
ニ
一
司
唱
。
、

2
H
-
w
℃℃

ω
O
印lAω
口
町
一

ω
己
rz一山口
L
・。
h
v

円NH-
七
-
N
吋N
・

(
門
川
)
な
お
、
中
村
町
内
次
「
会
計
政
策
論
一
一

O
一一一一

O
九
頁
、
参
照
。
一

O
七
|
八
頁
の
指
摘
は
ニ

0
年
代
に
も
妥
当
し
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三/込

mru 
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第
三
款

留

保

利

潤

に

対

す

る

課

税

序
論
で
示
し
た
ご
と
く
、
何
人
所
得
税
率
が
高
度
の
累
進
税
構
造
で
あ
り
、

法
人
税
率
が
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
低
い
比
例
税
率
で
あ
る

場
合
(
こ
れ
が
普
通
の
状
態
で
あ
ろ
う
)
、
法
人
内
の
留
保
利
潤
は
分
配
利
潤
に
比
し
て
優
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
υ

そ
こ
で
こ
の
留
保
利
潤
に

課
税
し
な
け
れ
ば
〈
法
人
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
|
伺
人
事
業
〉
及
び

〈
株
主
パ
ー
ト
ナ
ー
!
例
人
〉
山
の
課
税
の
公
平
は
図
り
難
い

こ
と
に
な
り
、
史
に
は
例
入
所
得
税
辿
脱
の
た
め
の
利
潤
南
保
を
招
来
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
点
に
関
し
て
ア
メ
リ
カ
で

は
所
得
税
法
路
行
以
米
如
何
な
る
方
策
が
採
ら
れ
て
き
た
の
か
を
考
察
す
る
の
が
木
款
の
課
題
と
さ
れ
る
。

〈

I
V

専
ら
例
入
所
得
税
を
述
脱
す
る
た
め
に
法
人
内
に
印
保
さ
れ
た
利
潤
に

さ
て
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
留
保
利
潤
課
税
の
系
譜
を
み
る
と
、

罰
則
税
を
認
し
そ
の
威
嚇
に
よ
り
不
汽
な
留
保
を
防
止
せ
ん
と
す
る
も
の
と
、

一
必
脱
立
図
に
関
係
な
し
に
一
般
的
に
間
保
利
潤
の
得
て
い

る
優
遇
に
着
日
し
て
課
税
せ
ん
と
す
る
も
の
、

に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
者
は
専
ら
「
不
当
向
川
保
利
益
税
」
と
し
て
税
法
上
規
定

さ
れ
て
い
る
の
で
、

両
者
を

K
別
し
て
論
ず
る
こ
と
と
し
よ
う
。

付アメリカに於ける法人税の)C達

(
1
)

こ
こ
で
は
利
潤
留
保
に
よ
る
倒
人
付
加
税
の
軽
減
ノ
行
為
を
「
辿
脱
」
と
し
た
。
「
向
遊
」

(
2
1
L
5
2
)
l
「
辿
脱
」
〈
2
5
E与
の

K
別
に
関
し
て
は
、

一
般
に
、
前
者
が
合
法
的
又
は
法
で
許
さ
れ
た
方
法
に
よ
る
税
の
軽
減
行
為
、
後
者
、
か
違
法
又
は
法
の
欠
陥
を
利
用
し
た
軽
減
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
る

(
浅
焔
潤
三
郎
「
米
尉
に
お
け
る
租
税
回
避
の
理
念
L

〔
『
税
法
ア
一
一
五
四
号
、
一
二
四

l
一
二
六
頁
、
一
九
六
一
一
一
年
〕
〉
。
そ
の
際
法
人
内
へ
の
利
潤
留
保
に

よ
る
軽
減
行
為
は
、
不
当
留
保
利
盆
税
の
規
定
中
の
「
不
当
に
留
保
」
あ
る
い
は
初
期
の
規
定
中
の
「
詐
欺
的
目
的
」
の
用
訴
を
も
っ
て
一
般
に
は
「
泌

脱
」
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

(
f
p
戸

m
J
Z
・〉・司
3
2
5口
伶
「
出
欠
5
7口
2
・

Z
K
5
0
5
2
2『
同

V
2
2ロ立辛口
l
〉
ω門戸
ι可
三

(
U
2
3
2
Z

吋
旬
以
〉
〈
o-LωDnpwuhFm
門
り
と
さ
お
ト
・
見
、
d
-
U
2
・

U印
印

-umNlumω
〔
一
出
品
目
〕
・
え
』

F
F
H
件。ロ
F

ト
日
目
。
¥
、
偽
札
保
守
品
目
旬
、
柏
町
。
送
、
叫
d
Q
H
h
と
ミ
N

〔(
U
Z
E出9
日

(Umd
一一山間一出口除

(UG--
一回ム
ω〕司

5
-
・
ア
甘
・

ω
N
U
-
h
v
p
一吋
)

o

し
か
し
「
回
避
」
の
用
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
も
ま
ま
み
ら
れ
る
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
原
文
の
用
い
る
ま
ま
に
出

S
E
E
S
に
は
「
閃
遊
」
を
、

2
5
8

に
は
「
辿
脱
」
の
訳
語
を
あ
て
る
こ
と
と
し
、
一
般
的
叙
述
に
は

「
泊
一
脱
」
の
用
訴
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
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説

「
不
当
留
保
」
に
対
す
る
課
税

一
九
一
三
年
法
に
於
け
る
課
税
方
式

""b .. 
iimJ 

一
三
年
法
に
あ
っ
て
は
、
法
人
税
率
は
一
%
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
個
人
付
加
所
得
税
率
は
一
ー
ー
六
広
で
あ
っ
た
か
ら
、

ト
ド
主
主

H
Aヨ

伝
V
4
4」

J
H
4
不
引
制

を
法
人
内
に
印
川
保
す
る
こ
と
に
よ
り
一
ー
l
五
%
の
付
加
税
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
1
)
 

法
当
初
よ
り
了
知
さ
れ
て
お
り
、
一
三
年
法
は
早
々
と
そ
れ
に
対
す
る
対
策
を
桃
じ
た
。
し
か
し
こ
の
付
加
税
通
脱
の
可
能
性
は
既
に
立

「
〔
普
通
所
得
税
に
加
え
て
〕
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
純
所
得
に
対
し
て
、
付
加
所
得
税
公
E
E
C
E
-
5
2口語

E
C
が
賦
課
さ
れ
、
査
定
さ
れ
及
び
徴
収

さ
れ
る
も
の
と
す
る
0

・
:
こ
の
付
加
税
の
た
め
に
、
い
か
な
る
個
人
の
課
税
所
得
も
、
い
か
に
設
立
さ
れ
又
は
組
織
さ
れ
た
か
を
問
わ
ず
こ
れ
ら
の
利

得
及
び
利
潤
を
配
当
又
は
分
配
す
る
か
わ
り
に
砲
保
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
の
税
の
賦
課
を
妨
げ
る
た
め
に
設
立
さ
れ
又
は
詐
欺
的
に
利
用
さ
れ
た
凡
て
の

法
人
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ス
ト
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー
文
は
団
体
の
利
得
及
び
利
潤
の
う
ち
、
配
当
又
は
分
配
さ
れ
た
か
否
か
を
閃
わ
ず
も
し
配
当
又
は
分
配

さ
れ
た
な
ら
資
格
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
利
得
及
び
利
潤
の
持
分
を
含
む
も
の
と
す
る
」
「
こ
の
い
か
な
る
法
人
、
ジ
ョ
イ
ン
卜
・
ス
ト
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー

若
し
く
は
凶
体
、
か
単
な
る
持
株
会
社
で
あ
る
と
い
う
事
実
、
又
は
利
潤
が
事
業
の
合
理
的
必
要
を
超
え
て
留
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
が
実
は
、
こ
の
税
を

免
れ
る
と
い
う
詐
欺
的
日
的
の
一
応
の
証
拠
(
胃
-
H
E
r
n
-
σ
2
F
L
3
2〉
と
す
る
」
(
抑
国
(
と
(
日
)
)

(
2
)
 

法
人
組
織
を
利
用
し
た
各
種
の
利
税
辿
脱
の
う
ち
利
潤
の
内
部
保
保
に
よ
る
も
の
の
み
を
対
象
と
し
て
自
訴
さ
れ
る
。
ま

〈日〉

た
木
税
適
用
の
有
無
は
専
ら
「
付
加
税
賦
課
を
妨
げ
る
」
と
い
う
主
観
的
意
図
の
存
否
に
か
か
っ
て
お
り
、
こ
の
池
脱
意
図
が
存
在
す
る

(
4
V
 

時
に
は
印
山
保
額
の
大
小
は
問
題
と
さ
れ
な
い
。

本
罰
則
税
は
、

ま
た
辿
脱
意
図
の
存
否
が
明
確
で
な
い
時
に
は
「
事
業
の
合
理
的
必
要
」
を
超
え
る
留
保
利

(
5
)
 

納
税
者
は
そ
れ
に
反
証
し
な
け
れ
ば
賦
課
介
-
免
れ
得
な
い
。

潤
の
存
在
が
そ
の
た
め
の
「
一
応
の
証
拠
」
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
よ
う
に
「
辿
脱
の
志
凶
」
と
い
う
立
証
に
馴
染
み
に
く
い
要
件
は
一
応
「
事
業
の
合
理
的
必
要
」

れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
「
事
業
の
合
型
的
必
要
」

と
い
う
客
観
的
要
件
で
担
保
さ

な
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
一
層
の
混
乱
を
招
き
や
す
い
性
質
の
も
の
で
あ
る

北法24(2・44)276



こ
と
も
作
H
却
に
お
知
で
き
よ
う
。
そ
の
範
囲
は
、
事
業
性
格
、
分
野
、
法
人
年
齢
、

(
6
)
 

も
縮
小
拡
大
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、

好
・
不
況
期
そ
の
他
の
要
因
で
如
何
様
に
で

ト「
4

叫
川
リ
、

作
廿

HMハ

本
税
は
財
務
符
と
納
税
者
の
間
に
種
々
の
適
川
を
め
ぐ
る
紛
争
を
起
し
、
両
者

に
と
っ
て
常
に
満
足
の
ゆ
か
な
い
存
在
と
な
る
が
、

そ
の
原
肉
は
そ
も
そ
も
そ
の
規
定
中
に
最
初
よ
り
合
ま
れ
て
い
た
と
三
一
日
う
こ
と
が
で

き
る
u

さ
て
次
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、

内
部
留
保
利
潤
に
対
す
る
課
税
の
方
式
で
あ
る
。

株
主
が
「
付
加
税
辿
脱
」
の
た
め
に
法
人
を

利
用
し
た
こ
と
が
認
定
・
立
証
さ
れ
る
と
、

株
主
は

「
配
当

X
は
分
配
さ
れ
た
か
否
か
を
間
わ
ず
も
し
配
当
又
は
分
配
さ
れ
た
な
ら
資
格

を
有
す
る
で
あ
ろ
う
:
:
:
持
分
」
に
つ
い
て
ま
で
個
人
付
加
所
内
税
を
賦
課
さ
れ
る
。

即
ち
法
人
の
存
在
は
無
視
せ
ら
れ
、
留
保
利
潤
は
株

主
の
所
得
(
持
分
)
の
単
な
る
集
合
と
み
な
さ
れ
株
主
に
課
税
さ
れ
る
訳
で
、

こ
れ
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
で
あ
る
こ
と
は
説
明

す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
こ
の
方
式
は
厳
格
な
課
税
の
平
等
を
実
現
す
る
た
め
の
一
々
式
と
て
有
効
で
は
あ
る
が
、
問
題
は
、
取
締
役
の
完

付

全
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
て
決
し
て
「
資
格
を
有
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
利
潤
分
配
を
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
株
主
に
、

(
7
)
 

現
実
に
は
受
取
っ
て
い
な
い
所
得
に
ま
で
課
税
す
る
の
が
妥
当
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
こ
の
五
式
は
実
は
南
北
戦
争
所
得
税
法
に

(
8
)

〈

9
v

お
い
て
も
M
M
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
当
時
と
現
在
と
で
は
株
主
の
権
利
状
況
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

アメリカに於げる法人税の発達

バ

l
ト
ナ
l
シ
ッ
ブ
方
式
で
課
税
さ
れ
た
と
す
る
。

(
同
〉

し
か
し
彼
は
も
と
も
と
支
払
う
べ
き
付
加
税
を
追
徴
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
負
犯
は
加
位
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
過
程
で
財
務
省
が
見

さ
で
あ
る
株
主
が
実
際
に
付
加
税
述
脱
を
企
て
、

そ
れ
が
財
務
行
に
立
証
さ
れ
、

落
す
か
難
儀
な
要
件
の
立
証
に
失
敗
す
れ
ば
、
そ
れ
に
越
し
た
事
は
な
い
訳
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
罰
則
税
は
川
ら
威
嚇
的
効
力
を

ま
た
そ
の
立
証
の
困
難
な
要
件
と
相
侯
っ
て
、

右
せ
ず
、

か
な
り
に
そ
の
実
効
力
を
弱
め
ら
れ
て
い
た
υ

(
1
)
 
ω
-
H
J
・
ロ
EHd・ε
り
の
門
町
三
百
円
。
え
さ
。

o
w「
℃

3
E斥
円
)
2
H
2
5
2
7向
g
p
c「
〉
〈
三
岳
口
四
∞
三
C
M
3
2
-
=丘
三
《
T
E
-
-
¥二
印
叫
42wyvな
ト
・

0

m
印・

m
m‘
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説

ミ
(
一
U
A
口
)
一
国
』
・
閉
山
c
ι
R
F
a
a
m山
内
円
・
一
O
N
色
町
司
2
5
5
一
因
。
一
全
口
m
n
o
g
-
H
5
V
4
T
s
i
E
C
口
∞
O
町
立
百
『
・
月
'
(
U
¥
w
ム
白
州
、
ね
な
ト
~
-
一
吋
ア
コ
日
(
一
∞
ω
巴
)
・

(
2
〉
河
口
《
出
η
F
。
、
・
2
H
J
古
一
∞
∞
一
ω
・
』
ω
r
q
H
5
2
・
2

吋
自
白
色

G
D
G
『
(
U
Q
門
司
G
E
t
-
E
C
M
σ
L
Z
〉
ぐ
2
L
叶
5
2
C
H
)
(
E
ω
門
司
円
E
5
5
2
m
w
w
w
一
ω

吋

P
H

』

hhNha一hyMA(一回ω印)・

(
3
)

河
口
〔
町
内
r
・
。
、
・
2
F
℃
・
5
A
-
ω
一
百
円
コ
出
口
唱
。
、
E
H
J
℃
司
日
ω
l
M
m

(
4
)

盟
百
円
ヨ
g
u
。
、
田
町
民
?
"
匂
立

(
5
)
間
三
《
町
内
}
内
唱
。
、
2
H
w
℃
一
∞
印
・
ω
『

2
M
M
t
g
w
。
、
2
H
J
℃
日
)
日
目
l
N
吋
・

(

6

)

(

リ『-HN己
L
F
n
r
-
C』
v
h
N
H
J
℃
七
一
∞
m
l
一
∞
∞
u
呂
田
己
ω
O
A
-

(
7
)

こ
の
点
は
議
会
に
お
い
て
も
お
お
い
に
論
じ
ら
れ
、
上
院
財
政
委
員
会
案
に
は
「
法
的
に
配
当
又
は
分
配
を
強
制
し
う
る
'
-
持
分
し
の
条
引
が
存

在
し
た
。
特
に
上
院
で
の
論
議
に
つ
き
、
ω
a
L
E
E
-

毛

2
H
J
署
・
田
空
l
u
∞
印
参
照
。

(
8〕
〉
〉
・
∞
田
-
F
2
江
口
P
ε
の
Qぺ唱え

pg
句

2
m
o
z
-
-グ
4
2
H，m
w
M
m
w同

5
p
w
w
ω
ム
司
令
、

d
ト

~cd-
勾
ω
u
印
吋
九
日
(
一
回
同
一
)
二
)
g
p
。
H
U
・
2
?
w
司
自
吋
二
戸
〕
「
・
た

と
え
ば
六
四
年
法
二
七
条
に
も
同
旨
の
規
定
が
み
ら
れ
る
が
、
特
に
七

O
年
法
七
条
は
「
い
か
な
る
個
人
の
利
得
、
利
潤
及
び
所
得
の
算
定
に
あ
た
り

:
配
当
さ
れ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
凡
て
の
会
社
も
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
利
得
及
び
利
潤
の
い
か
な
る
個
人
の
持
分
も
含
ま
れ
る
も
の
と
す

る
」
と
規
定
し
て
い
た
。
南
北
戦
争
所
得
税
で
は
法
人
税
は
諜
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
れ
が
唯
一
の
法
人
所
得
課
税
だ
っ
た
訳
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
本
稿
、
後
出
二
八
四
頁
註
(
日
〉
参
照
。

(
9
)

木
稿
、
後
出
三
二
二
頁
以
下
参
照
。

(

問

)

ロ
g
p
。
、
町
民
同
J
℃
・
ミ
・

~ム
両附l

戦
附
期
に
お
け
る
役
割
の
明
大
と
修
正

以
上
の
よ
う
に
不
汽
府
保
利
益
税
は
始
原
的
に
そ
の
適
川
に
伴
う
難
点
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

〔

1
)

税
率
も
一
l
l
六
広
税
皮
で
あ
っ
た
か
ら
、
付
加
税
比
一
脱
の
株
害
も
さ
ほ
ど
顕
蒋
で
は
な
か
っ
た
。

一
三
年
当
時
に
あ
っ
て
は
付
加

一
六
年
法
は
法
人
税
率
を
二
広
に
、
付

加
税
率
を
一
l
l
一
一
一
一
万
に
引
し
げ
、
同
税
率
の
絡
品
じ
た
は
拡
大
し
、
付
加
税
辿
脱
を
一
議
う
条
件
は
明
大
し
た
。

し
か
し
一
六
年
法
は
一
三
年

法
の
不
当
向
山
保
利
益
税
を
何
ら
の
変
史
な
し
に
承
継
し
た
ま
ま
で
あ
り
、

財
務
省
も
そ
れ
ら
の
事
態
に
即
応
し
た
砧
極
的
態
度
を
と
っ
た

-Iti.よ24(2・46)278



(
2
)
 

形
跡
も
な
い
。

し
か
し
一
七
年
に
五
り
付
加
税
率
の
上
限
が
六
三
克
に
引
上
げ
ら
れ
る
と
、
付
加
税
述
脱
の
頻
度
も
額
も
明
大
し
、

お
く
こ
と
の
不
合
理
も
顕
在
化
し
た
。
そ
こ
で
一
七
年
法
は
不
治
留
保
利
益
税
を
放
来
し
て
、

〔

3
)

た
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
放
置
し
て

よ
り
杭
似
的
な
印
間
保
利
潤
課
税
策
を
構
じ

さ
て
一
八
年
に
主
る
や
例
入
所
得
税
の
上
限
は
七
七
克
に
ま
で
引
上
げ
ら
れ
、
利
潤
間
保
に
よ
る
付
加
税
辿
脱
の
誘
因
が
ま
す
ま
す
取

(
4
)
 

大
し
、
ま
た
当
時
に
お
い
て
法
人
が
富
裕
者
の
付
加
税
通
脱
の
手
段
と
し
て
利
川
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
全
く
明
ら
か
と
な
っ
て
い
た
。

か
る
に
一
八
年
法
は
付
加
税
述
脱
防
止
に
佐
木
策
を
構
じ
た
訳
で
は
な
く
、
逆
に
一
七
年
法
の
積
似
的
留
保
利
潤
課
税
方
式
を
放
棄
し
、
欠

山
一
の
多
い
不
九
間
保
利
益
税
を
復
活
さ
せ
た
。

し
か
し
そ
の
際
派
日
す
べ
き
改
正
が
訂
な
わ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
A

三
、
一
六
年
訟
に
み

ら
れ
た
「

A
欺
的
に
」
と
い
う
文
一
一
日
一
口
を
削
除
し
た
こ
と
で
、
そ
の
閣
内
山
は
、
法
的
に
は
全
く
合
法
的
な
内
部
留
保
に
よ
る
税
負
担
軽
減
行
為
が

(

6

)

(

7

)

 

そ
れ
日
体
「
ぷ
欺
的
」
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
こ
と
、
及
び
適
川
上
の
不
必
要
な
困
難
を
除
去
す
る
た
め
と
さ
れ
た
。
他
の
一
つ
は
、

付

年
法
も
留
保
利
潤
に
対
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
課
税
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
際
パ
ー
ト
ナ
ー
と
令
く
同
様
に
課
税
さ
れ

アメリカに於ける法人税の発達

る
よ
う
法
人

zH体
に
対
す
る
法
人
税
も
免
除
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
結
民
、

正
常
に

不
当
舟
山
保
利
益
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
株
主
は
、

分
配
さ
れ
た
配
当
に
対
す
る
付
加
所
得
税
を
負
担
す
る
場
合
に
比
較
し
て
何
ら
負
担
加
罰
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、

(
8
)
 

と
に
さ
え
な
り
、
不
干
等
が
一
段
と
増
し
た
と
さ
え
一
一
パ
え
る
。

む
し
ろ
軽
減
さ
れ
る

〈

9
)

こ
れ
ら
の
時
期
を
通
じ
て
財
務
省
は
そ
の
手
続
の
困
難
さ
故
に
全
く
本
税
の
適
川
に
積
版
的
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
「
卒
業
の
人
口
閣
内
的

必
要
」
な
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
も
結
局
は
実
例
、
判
例
を
通
じ
て
徐
有
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
よ
り
仕
方
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

す
る
連
邦
裁
判
決
も
未
だ
一
件
も
存
在
し
な
か
っ
た
。

」
れ
に
関 しj'、

北法24(2・47)279



説

(
1
)
県
三
位
三
E
P
。
h
Y
2
?
噌
ヤ
印
吋
吋
・

ω
7
2
5
E
f
。
k
y
円
止

w
古
一
回

e

(
2
〉
∞
出
}
F
D
Zコ
タ
。
、
・

2
H
w
唱
印
可
∞

(
3
)

∞
乙

-ztロ
タ
。
、
・
ミ
HJ
℃
・
可
∞
野
洋
・
前
掲
書
、
八
七
八
八
長
。

(

4

)

〉
・
。
・
∞
5
7
-
2・叫
dFmwq誌に
thH
コFNhH内
丸
、
、
。
L3H句
叫
4bh円
(
2・J
ヘ
・
宮
代
。
門
戸
君
、
l国
ニ
ケ
一
回
ω吋
)
唱
℃
印
一
包
括
『
H
E
Z・。
hv'
町民
Hw
匂
一
回

(
5
)

「
疑
い
も
な
く
こ
の
国
に
は
、
何
ら
か
の
事
業
の
要
清
に
か
ま
わ
ず
付
加
税
を
免
れ
る
た
め
に
利
益
の
巨
大
か
つ
不
必
要
な
部
分
を
留
保
し
、
又
は

事
業

U
的
の
た
め
に
そ
れ
を
楠
保
す
る
が
ご
と
く
装
う
の
を
慣
習
と
す
る
法
人
が
存
在
す
る
。
彼
ら
の
利
益
に
対
す
る
付
加
税
を
免
れ
る
た
め
の
留
保

の
特
権
を
白
か
ら
利
則
す
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
に
組
織
さ
れ
た
多
数
の
い
わ
ゆ
る
閉
鎖
法
人
、
極
小
数
の
株
主
を
有
す
る
法
人
が
存
在
す
る
こ
と
は

疑
問
の
余
地
が
な
い
」
(
サ
イ
モ
ン
ズ

K
続
財
政
委
員
長
の
不
当
留
保
利
益
税
提
案
理
由
o
r
F
L
口百

P
。
、
三
ア
日
y
U
8
・
〉
。
ま
た
財
務
長
官
も
い
わ

く
、
「
組
織
の
法
人
形
式
は
、
個
人
事
業
及
び
投
資
を
法
人
化
し
且
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
再
投
資
又
は
貯
蓄
さ
れ
た
彼
の
所
得
額
に
対
す
る
付
加
税
を
回

遊
し
て
い
る
富
給
者
に
よ
り
現
在
利
用
さ
れ
又
は
使
用
さ
れ
て
き
た
」
、
と

3
7
2ヨ
5
・。
H
Y
E
H
U
℃
石
)
。

(
6
)

冨
2
Z
E
-
毛・

2HJ-)ωω
吋
一
口
g
D
T
ζ

ミ
ア
甘

2
・
D
一口

(
7
)

「
現
行
法
は
状
況
に
対
応
す
る
に
十
分
と
み
ら
れ
る
条
項
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
僚
か
一
一
語
の
使
用
に
よ
っ
て
十
分
た
る
に
失
敗
し
て
い

る
0

・
・
固
法
は
詐
欺
を
確
証
す
る
証
拠
を
獲
得
す
る
こ
と
の
困
難
故
に
無
力
で
あ
っ
た
。
我
々
は
そ
れ
故
現
行
法
よ
り
H

詐
欺
的
μ

の
用
語
を
削
除
し

た
。
こ
の
結
果
、
政
府
の
行
政
機
関
が
こ
れ
ら
の
詐
欺
的
行
為
と
税
を
辿
脱
す
る
た
め
の
仮
装
に
効
果
的
に
対
処
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
省

の
所
信
で
あ
る
」
(
サ
イ
モ
ン
ズ
委
員
長
の
説
明
o
F
E
E
5
w
。
h
v
E
f
七
回
日
目
)
。
し
か
し
本
税
の
欠
点
は
よ
り
本
質
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ

っ
て
、

H

詐
欺
的
μ

な
る
用
語
の
削
除
に
よ
っ
て
ど
う
に
か
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
8
)

ロ
E
P
。
hv
へ
た
七
-m吋
二
認
。
円
芯
=
F
。
下
町
民
HJ
目

v
a
a
o
一
ζ
qコ
門
間
企
ヨ
ヨ
ァ
。
も
町
民
H4
唱
∞
ωρ

ロ

a
h
ベ
2
-
D
E
E
R
-
句
、
同
円
。
道
内
吋
RNHK山
九
i

ヨ
立
己
マ
ミ
ミ
誌

(
2・J
ヘ

吋

E
H
E
f
一
宝
∞
)
・
℃
司
・

-Aml一九千プ

(
9
)

財
務
長
官
い
わ
く
、
「
〔
一
八
年
法
の
〕
二
二

O
条
は
こ
の
濫
用
に
対
す
る
矯
正
策
を
構
じ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
条
文
は
、
そ
の
適
用
を
事
件
の
小
数

の
割
合
へ
と
や
む
を
得
ず
限
定
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
や
っ
か
い
な
特
別
の
手
続
に
よ
っ
て
の
み
適
用
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
」
、
と

2
F三
四

B
再
々
、

壬b.
d岡

。、

hhHw
℃-一

Nm〔〕一

ω一戸
22μ
コ唱。

hv
・
2
H
唱官
-
M
一
)

0

(

間

山

)

(

リ

『

'
g‘
巧

P
5
2ヨ
ご

ω
z
E
x
p
z
E
3
2
5【一門
2
3
H
Z
Z
F円七一戸
Z
〉
B
E
E
-
n
E
5・
旬
、
己
叫
4
5
ミ
品
eAOω

喝
さ
さ
S
N
)
h
ω
Z
B
R
E
e

。~。内
H

・H
・
-
v
e
M
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二

0
年
代
の
不
当
留
保
利
益
税

(
一
)
一
八
年
法
ま
で
の
不
当
留
保
利
潤
に
対
す
る
課
税
方
式
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
で
あ
り
、

留
保
利
潤
課
税
方
式
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
式
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
現
実
に
は
配
当
を
受
取
っ
て
お
ら
ず
、

に
お
け
る
配
当
の
請
求
権
を
も
有
し
て
い
な
い
株
主
の
「
架
空
の
所
得
」
に
課
税
す
る
点
に
お
い
て
一
三
年
の
施
行
以
来
違
憲
の
疑
い
が
も

た
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
も
そ
の
合
憲
性
は
一
八
六
四
年
法
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
を
合
憲
と
し
た
一
八
七

O

(
2〉

年
の
内
。
同
町
内
町
H
q
「
〈
・
同
N
h
F
F
奇
人
判
決
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
判
例
は
一
九
二

O
年
に

(
3
v
 

株
式
配
当
合
同
C
口
付
門
戸

ZEgε
課
税
の
合
憲
性
に
関
し
て
下
さ
れ
た
有
名
な
同
ご
ミ
、
4
・
h
h
b
円
巴
吉
宮
、
判
決
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
、
そ
れ

そ
れ
は
南
北
戦
争
所
得
税
法
の

ま
た
将
来

に
よ
っ
て
不
当
閣
保
利
益
税
も
そ
の
構
造
を
一
大
修
正
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

。
、
同
町
内
町
円
。
、
戸
町
忌
宮
、
九
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
を
合
憲
と
し
た
。

付

「
株
主
は
配
当
が
宣
言
さ
れ
る
以
前
の
鉄
道
の
純
利
益
又
は
そ
の
他
に
対
し
て
一
定
の
目
的
の
た
め
の
権
利

(
E
F〉
を
有
し
な
い
、
と
し
た
判
決
例
が

引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
争
い
に
含
ま
れ
た
個
々
の
訴
訟
物

(
E
Z
2丹l
E
伊
丹
件
。
円
)
に
適
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
正
当
で
あ
る
こ
と
は
疑
い

が
な
い
。
・
・
:
こ
れ
ら
を
凡
て
承
認
し
て
も
、
法
人
の
株
式
所
有
者
が
そ
の
凡
て
の
付
帯
的
権
利

(
5
n
E
3
2〉
の
持
分
(
山
岳
民
②
を
保
有
し
、
更
に
こ

の
付
帯
的
権
利
の
中
に
将
来
の
凡
て
の
配
当
即
ち
そ
の
時
は
配
当
さ
れ
な
か
っ
た
凡
て
の
利
潤
の
彼
の
比
例
的
持
分
守
3
宮

E
G
E
-
m
E
B〉
を
受
取
る
権

利
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
真
実
で
あ
る
。
利
潤
は
、
所
有
者
が
配
当
さ
れ
る
時
ま
で
法
人
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
残
っ
た
場
合
直
ち
に
権
利
を
有
す
る
こ
と
に

な
る
持
分
に
付
帯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
持
分
に
付
帯
し
た
権
利
で
あ
る
が
故
に
未
配
当
利
潤
は
株
主
の
財
産
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
売
却
、
贈

与
又
は
遺
贈
の
適
切
な
対
象

(
E
Z
R⑦
で
あ
る
。
製
造
さ
れ
る
た
め
不
動
産
、
機
械
又
は
原
料
に
投
資
さ
れ
た
未
分
配
利
潤
は
、
株
主
が
利
害
を
有
す

る
投
資
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
の
利
潤
が
法
人
の
債
務
支
払
に
実
際
に
充
当
さ
れ
た
な
ら
、
応
募
人
又
は
譲
受
人
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
関
わ

ず
株
式
の
市
場
価
格
の
矯
加
に
資
す
る
の
で
あ
る
」
。

北法24(2・49)281

アメリカに於ける法人税の発達



1lll 

(
6
)
 

h
h号
、
〈
・
』
h
a
円
ミ
立
寄
判
決
自
体
は
株
式
配
当
の
授
受
に
対
す
る
所
得
税
課
税
の
合
憲
性
に
関
す
る
も
の
で
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
の
合
患
性

と
直
接
の
関
連
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
歳
入
局
側
は
「
税
は
株
式
配
当
に
賦
課
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
法
人
に
よ
り
蓄
積
さ
れ
た
未
分
配
利
潤
の
株

(
7
V
 

主
の
持
分
に
課
税
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
税
は
便
宜
上
こ
れ
ら
の
利
潤
が
株
式
配
当
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
時
に
賦
課
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
、
と
の
主
張
を

行
っ
た
。
即
ち
、
株
式
配
当
課
税
は
未
分
配
利
潤
の
持
分
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
多
数
意
見
は
そ
の
点
に
言
及
し
た
。

北法24(2・50)282

=EA 
民間

「
連
邦
議
会
が
法
人
株
式
中
の
財
産
利
子
に
つ
い
て
株
主
に
課
税
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
支
に
、
か
よ
う
な
利
子
が
蓄
積

さ
れ
た
未
分
配
利
潤
を
も
含
む
会
社
の
状
況
を
観
て
評
価
さ
れ
う
る
こ
と
も
同
様
に
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
所
有
を
理
由
に
し
た
財
，
虚
へ
の
課

税
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
怒
法
の
条
項
の
も
と
で
均
等
配
分
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
当
法
延
の
従
来
の
判
決
に
よ
り
疑
問
の
余
地
な
く
確
定
さ
れ
て
い

〔

uε
る
」
。
「
向
。
円
同
町
内
門
司
〈
・
尚
早
宮
、
に
は
そ
の
事
件
(
、
。
N
N
2
F

〈
・
旬
4
Q
、
吉
司
h
.

ト

g辺
町
吋
コ
h
h
H

向
。
)
の
原
則
と
相
入
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ

れ
は
州
問
に
分
配
さ
れ
な
い
財
産
課
税
を
支
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
会
社
の
留
保
利
潤
に
お
け
る
株
主
の
持
分
と
い
わ
れ
る
も
の
は
『
資
本
」
で
あ
り

「
所
得
ん
で
は
な
い
。
株
主
は
配
当
が
官
二
百
さ
れ
る
以
前
に
留
保
利
潤
巾
に
個
人
的
持
分
を
有
せ
ず
、
且
つ
ま
た
法
人
資
産
の
如
何
な
る
特
定
部
分
を
も

(
9
)
 

有
し
な
い
」
。

判
決
全
体
を
分
析
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
こ
に
一
示
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
J
え
ば
、
歳
入
局
側
の
主
張
も
判
旨
内
容
も
完
全
に
正
確
と
は
言
い
難
い
で
あ

ろ
う
。
歳
入
局
側
は
、
株
主
の
法
人
資
産
の
持
分
に
対
す
る
課
税
一
般
が
可
能
で
あ
り
、
株
式
配
当
課
税
は
そ
の
一
方
式
に
す
ぎ
な
い
か
の
ご
と
き
主
張
を
行

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
非
常
に
大
胆
で
は
あ
る
が
、
法
人
の
実
態
に
も
そ
ぐ
わ
ず
、
且
つ
本
判
決
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
一
六
年
法
が
そ
の
よ
う
な

前
提
を
採
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
持
分
課
税
一
般
で
は
な
く
て
株
式
配
当
の
所
得
性
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
点
の
み
を
論
ず
れ
ば
良
い

(
刊
)

訳
で
、
歳
入
局
の
主
張
は
い
さ
さ
か
数
蛇
と
生
一
口
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
他
方
、
そ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
の
多
数
意
見
は
、
法
人
内
へ
の
利
潤
留
保
に
よ
る
株
式
の

評
価
益
(
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
)
へ
の
課
税
は
財
産
税
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
が
、
株
主
の
比
例
的
持
分
へ
の
課
税
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
は
同

一
と
は
み
な
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
は
株
式
の
市
場
価
格
に
お
け
る
評
価
益
で
あ
っ
て
、
持
分
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
が
比
例
的
持
分
へ
の
-
課
税
も
財
産
税
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
当
否
も
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
ろ
う
。
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方

式
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
適
用
さ
れ
る
時
に
は
所
得
税
の
一
部
、
法
人
に
適
用
さ
れ
る
時
に
は
財
産
税
の
一
部
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
、
パ
ー

ト
ナ
ー
と
株
主
の
地
位
は
さ
ほ
ど
に
異
る
も
の
で
は
な
い
、
と
の
w

フ
ラ
ン
ダ
イ
ス
裁
判
官
の
指
摘
に
注
意
の
払
わ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。



結
局
、
同

2
2、
〈
足
白
円

q
S
F
q
判
決
は
、
株
式
配
当
課
税
の
合
憲
性
と
は
や
や
無
関
係
の
地
点
で
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
を
窓

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
は
、
株
式
配
当
課
税
の
根
拠
と
し
て
は
と
も
か
く
、
そ
れ
以
外
の
理
山
に

法
違
反
と
し
た
の
で
あ
る
が
、

よ
っ
て
法
人
に
対
す
る
適
用
を
認
め
ら
れ
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

特
に
こ
こ
で
は
不
当
留
保
利
益
税
と
の
関
係
で
そ
の
こ
と
が
検
討

一
般
的
に
法
人
の
留
保
利
潤
に
課
税
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

す
る
同
的
の
も
と
に
な
さ
れ
た
時
に
の
み
課
税
さ
れ
る
。

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

不
当
留
保
利
益
税
は
、

特
に
そ
れ
が
付
加
税
を
述
脱

そ
う
す
れ
ば
配
当
政
策
を
決
定
し
た
株
主
は
当
然
に
自
己
の
持
分
と
そ
れ
に
対

す
る
付
加
税
額
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
点
で
株
主
と
持
分
と
の
関
係
は
よ
り
密
に
な
る
。

ま
た
一
般
的
な
所
得
課
税
権
限
を

有
す
る
連
邦
議
会
は
そ
の
課
税
の
実
効
性
と
辿
脱
防
止
の
た
め
に
適
正
な
補
助
手
段
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
所
創
刊
税
の
基
本
原
理
で
あ
る
応
能
課
税
を
維
持
す
る
上
で
も
必
要
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

一
八
六
四
年
法
は
法
人
自
体
に
は
課
税
せ
ず
、
株
主
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
五
式
で
課
税
し
た
の

体
系
を
改
め
、
法
人
内
体
に
課
税
す
る
と
同
時
に
「
例
外
し
と
し
て
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
を
規
定
し
た
。

し
か
る
に
一
三
年
法
は
そ
の
よ
う
な

付

こ
の
よ
う
に
例
外
的

場
合
に
法
人
絡
を
否
認
し
て
直
接
株
主
に
課
税
す
る
方
法
は
、
実
務
、
学
説
、
判
例
上
例
を
見
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
0

〉
一
八
六
四
年
法

アメリカに於ける法人税の発達

当
時
と
一
九
二

O
年
前
後
と
で
は
法
人
の
規
模
も
株
主
数
も
大
き
く
異

の
ご
と
き
一
般
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
の
復
活
は
、

(
げ
〕

る
と
こ
ろ
か
ら
不
可
能
に
違
い
な
い
。
し
か
し
不
当
留
保
利
益
税
の
ご
と
き
、
例
外
的
場
合
に
限
っ
て
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
を
な
す
こ

と
の
妥
当
性
は
、
そ
れ
と
は
別
に
よ
り
個
別
的
具
体
的
に
吟
味
さ
れ
る
必
要
性
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
多
数
意
見
は
わ
。
召
。

E
芯

(
同
)

何

H
H
2
4
の
強
調
の
あ
ま
り
そ
の
点
へ
の
考
慮
を
欠
い
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
町
立
ミ
可
〈
・
』
h
a
門
む
き
守
ミ
に
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お
け
る
中
心
問
題
は
株
式
配
当
課
税
の
合
憲
性
で
あ
っ
て
、

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
課
税
の
合
憲
性
は
単
な
る
付
け
足
し
に
す
ぎ
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、

か
か
る
き
め
細
か
い
判
断
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
止
む
を
得
な
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。



説

(
1〉
本
稿
、
前
出
二
七
八
頁
、
註

(
8〉
参
照
。

(
2
)

芯

C

ω

・
(
君
主
・
〉
ア
叫

o
r丘・
N

芯(一∞

5.

(
3
)
同印
N

C
・ω
・
呂
田
w
宝

F
-
a
・
同
一
(
一
U
M
O
)
・

(
4〉

N
O

円・正
-
N〕斗

〈

5
)

最
高
裁
は
以
上
で
は
理
由
不
十
分
と
感
じ
た
の
か
、
最
後
に
「
し
か
し
問
題
に
対
す
る
決
定
的
解
答
は
、
連
邦
議
会
は
、
組
税
、
関
税
、
間
接
税
、

消
費
税
を
賦
課
し
、
徴
収
す
る
権
限
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
連
邦
議
会
が
後
に
株
式
所
有
者
間
に
分
配
さ
れ
る
以
前
で
あ
っ
て
も
年
度
利
得

及
び
利
潤
に
課
税
す
る
こ
と
は
適
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
連
邦
議
会
が
:
:
:
〔
そ
の
よ
う
に

l
畠
山
〕
指
令
し
た
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ

る
」
(
8
F
丘
町

3
と
す
る
立
法
裁
量
論
を
付
け
加
え
て
い
た
。

(
6
〉
本
稿
三
二
二
頁
以
下
参
照
の
こ
と
。

(
7
)

日印
M
C
-
∞
-
M
一
ア
宝
!
戸

-a・印
ωω

(
8〉
L

『
何
昌
弘
田

(
9
)

日目
N
C
ω

日一∞
l
N
一u
w
m
A
「
旦
・
印
ωω

(
山
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
裁
判
官
の
反
対
意
見
参
照

(
N
印N
C
・ω
-
N
ω

了
宝
「
丘
・
印
ω
∞l
印包・
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(
U
{
(リ
E
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町
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、
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〈
・

〉己『
h
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目
。
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口
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吋
日
内
句
円
Q
E
s
d
-
w
w
N
U

同
品
目
、
ト
・
戸
、
・
吋
ω
印唱〕
1
h
r
N
(

一回日
O
)
。

(
什
)
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

zcsw
去、

H，z
p
r
r
z
a
F
5
5
σ
C
E
2
5ぬ
の
宮
古

HR-
吋
Z
F
ω
君
。
ご
呂
田
¥
"
の
之
さ
戸
ト
河
内
d

玉∞
(
-
u
コ〉

一
Zcgwahk戸内口口同ロロ
-a止
の
D
号

G
E
Z
H山内百三口柏戸口《凶昨日
H
O

円ロ

g
ョ
。
吋

Z
¥畑
一
∞
の
丈
史
書
ト
河
内
d
-

↓
印
日
(
一
回
一
∞
)
・
を
参
照
。

(
ロ
)
同
印
M

C
・ω
・吋
ω

7

2

「
邑
印
ω
∞l
印ω
U
・
(
υ
F
h
F吋
F
。、・
2

H

J

℃・吋
AKH
・

(
は
〉
同
じ
く
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
裁
判
官
の
少
数
意
見
公
営
ろ
参
照
。

(
川
内
〉
息
子
セ
リ
グ
マ
ン
は
、
こ
の
点
か
ら
株
式
配
当
課
税
の
根
拠
付
け
を
行
っ
て
い
る
が
(
開
・

ω
巴
m
ヨ
ω
F
A
B
-
R
巳
5
民
自
門
戸
聞
は
『
R
U
c
h
え
5
2
2
r

ロ
ミ
正
。
ロ
ハ
山
口
2
2
5ロ
¥
w
M
二
U
之
さ

p
h
同
2
・
ω
一ω
w
ω
N
一l
ω
N
N
w
ω
N
U
l
ω
ω
O

〔一∞
N
一
〕
・
こ
の
点
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
若
干
無
理
と
岡
山
わ
れ
る
が
)
、

更
に
公
平
課
税
の
見
地
か
ら
一
般
的
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
す
る
(
芯
主
」
℃
・
ω
N
3
0

ハ
同
)
大
セ
リ
グ
マ
ン
は
、
そ
れ
故
、
六
四
年
当
時
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
が
唯
一
の
法
人
所
得
課
税
手
段
で
あ
っ
た
が
、
現
行
法
で
は
法
人
自

体
に
課
税
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
個
人
に
再
度
課
税
す
る
正
当
性
は
な
い
と
す
る
(
何
戸
〉
目

ω巴
m
ヨ
g
w
z〉
耳

ω
g
n
r
E〈正
g
《r
r
gョ。
.uw

訂

正問
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k
山吉
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出
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P
河内州、
J

印ω
M
l
包
ω
w
出

-
m
・〔一三回〕)。

(印山〉

Q
-
〉
・
〉

-F]一位三
M
E
w
-
d
2
-
5
5
Z
H
ν
2
m
o
s
-
-
々
E
F
S
E
σ
吋
主
主
3
ロ¥・

2
同
号
刊
、
ト
同
N
S
印
豆
(
一
U
M
-
)

・
2
2
r・
。
、
.
町
民
?
℃
豆
一

え

5
A
-
H
何・
ω
己
MmgmHf
。、.町民
H
W
R》・
ω
M
U
l
ω
ω
0
・

(
行
)
∞
乙
-
S
Z
2
P
。k
v

・
ミ
同
よ
司
司
印
吋
h

ア
印
∞
町
一
何
-
H
N

・〉・

ω己
百
ヨ
ロ
P
向。円

2Ha

(

m

m

)

(

リ
戸
∞
乙

-szdp
。、

E

H

J

司官・印∞
Q
I
印∞
M

一
の
-
R
F
。
、
'
ミ
H

・場開)・吋ム
N

・

(

一

一

)

同
町
ご
諸
問
「
〈
・
〉
向
Q

円。
3
H
~
v

ミ
ケ
1
ス
は
決
し
て
不
当
印
阿
保
利
益
税
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
パ

l
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
方
式
に
よ
る
留
保
利
潤
課
税
を
合
憲
と
し
た

(川色町内町内
H
0
1
4
・
河
え
ら
お
「
h
N

の
判
例
を
正
式
に
変
更
し
た
以
上
、
少
く
と
も
そ

の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
に
関
す
る
合
憲
性
の
根
拠
は
失
わ
れ
た
訳
で
あ
る
。
議
会
は
こ
の
最
高
裁
の
干
渉
に
よ
り
、

l
シ
ッ
プ
方
式
の
部
分
の
み
な
ら
ず
不
当
留
保
利
益
税
全
体
が
途
憲
と
さ
れ
迎
脱
防
止
手
段
を
喪
失
す
る
こ
と
を
恐
れ
、

か
く
て
改
正
さ
れ
た
の
が
一
二
年
法
の
次
の
規
定
で
あ
る
。

単

ト

ナ

直
ち
に
法
改
正

に
取
り
掛
っ
た
。

付

「
川
仰
い
か
に
設
立
さ
れ
又
は
組
織
さ
れ
た
か
を
間
わ
ず
、
い
か
な
る
法
人
も
そ
の
利
得
及
び
利
潤
を
配
当
又
は
分
配
す
る
か
わ
り
に
留
保
す
る
こ
と
に

よ
り
株
主
又
は
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
付
加
税
の
賦
課
を
妨
げ
る
た
め
に
設
立
さ
れ
又
は
利
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
法
人
の
純
所
得
に
対
し
て
、

そ
の
額
の
二
五
%
に
等
し
い
税
が
各
課
税
年
度
に
つ
い
て
賦
課
さ
れ
、
徴
収
さ
れ
及
び
支
払
わ
れ
る
も
の
と
す
る
」
。
「
川
ワ
応
の
証
拠
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
従
来
と

(
2
V
 

N
じ
に
つ
き
略
烏
山
〕
」
(
二
二

O
条
)

アメリカに於ける法人税の発達

さ
て
従
来
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
は
、

正
当
に
利
潤
分
配
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
株
主
が
負
担
す
べ
き
税
額
を
追
徴
し
、

に
同
額
の
歳
入
を
確
保
す
る
と
い
う
「
不
足
額
追
徴
」
「
穴
埋
め
」
方
式
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
即
ち
付
加
税
述
脱
額
と
不
当
留
保
利
益
税

額
の
聞
に
は
数
量
的
連
関
が
あ
っ
た
。
し
か
し
一
二
年
法
に
よ
る
方
式
は
法
人
自
体
を
納
税
義
務
者
と
し
、

法
人
純
所
得
の
二
五
克
を
も

っ
て
不
当
留
保
利
益
税
額
と
す
る
も
の
で
、
構
成
株
主
の
付
加
税
述
脱
額
と
の
聞
に
数
量
的
連
関
は
存
在
し
な
い
。
か
く
し
て
一
二
年
法

国
庫

~t法24(2 ・ 53)285



i
 
tJ 
-一
日
4

日

純
粋
に
法
人
に
罰
則
に
よ
る
威
嚇
を
加
え
て
配
当
を
強
制
す
る

の
不
当
印
国
保
利
益
税
こ
そ
、
付
加
税
辿
脱
額
を
追
徴
す
る
の
で
は
な
く
、

こ
と
を
目
的
と
し
た
℃
巾

E
E
U
1
E凶
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
際
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
が
全
く
放
棄
さ
れ

会'L>..
d間

た
訳
で
は
な
く
、
付
加
税
辿
脱
の
た
め
に
設
立
又
は
利
用
さ
れ
た
法
人
の
株
主
は
、

ハ

exT)

を
選
択
で
き
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

全
員
一
致
の
同
意
で
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式

(
8
X
9
)
 

か
く
し
て
一
二
年
法
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
法
人
自
体
に
賦
課
さ
れ
る
不
当
留
保
利
援
税
は
二

0
年
代
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
、
更
に
根

十
本
的
修
正
な
し
に
今
日
に
ま
で
宣
っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
方
式
に
あ
っ
て
も
従
来
の
方
式
の
根
本
的
難
点
と
さ
れ
た
「
付
加
税
の
賦
課

を
妨
げ
る
た
め
」
と
い
う
主
観
的
要
件
と
「
事
業
の
合
理
的
必
要
」
な
る
不
確
定
要
件
は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
て
、

」
れ
に
よ
り
そ
の
実
効

性
が
大
き
く
損
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
議
会
の
保
守
派
は
も
と
よ
り
財
務
省
も
そ
れ
に
対
す
る
積
極
的
改
者
策
を
講
じ
た
訳
で
は
な
く
、

そ
の
こ
と
は
常
々
議
会
の

進
歩
派
の
不
満
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
二
四
年
法
の
審
議
に
あ
た
り
、

(
叩
〉

保
守
派
や
メ
ロ
ン
長
官
の
消
板
的
態
度
に
激
し
い
非
難
を
加
え
た
。
し
か
し
同
年
に
は
よ
り
抜
本
的
な
解
決
策
と
さ
れ
た
留
保
利
潤
課
税

(

日

〉

〈

は

)

案
が
結
局
否
決
さ
れ
、
威
嚇
的
効
果
を
高
め
る
た
め
に
本
税
率
が
五

O
M
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
に
限
ま
っ
た
。
ま
た
二
七
年
の
「
内
国
歳

(
口
)

入
に
関
す
る
両
院
合
同
委
員
会
」
の
報
告
書
も
適
用
に
伴
う
種
々
の
困
難
を
指
摘
し
改
善
を
促
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、

と
院
財
政
委
員
会
の
少
数
メ
ン
バ
ー
は
、
、
れ
ら
の
議
会
の

」
の
税
に
替
わ
る

日
六
体
的
妙
案
が
あ
る
訳
で
も
な
く
、
二
八
年
法
に
お
い
て
も
歳
入
局
側
の
情
報
、

資
料
不
足
を
幾
分
か
で
も
解
消
し
適
用
強
化
を
図
る
た

め
、
経
営
者
に

に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
特
別
質
問
権
を
コ
ミ
ツ
シ
ョ
ナ

l
に
与
え
る
規
定
が
付

け
加
え

ら
れ
た

に「
す事
ぎ業
なの
か合
つ立II
7こn 的
J 必

要
」ー

既
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
財
務
省
の
こ
の
罰
則
税
に
対
す
る
態
度
は
二

0
年
代
を
通
じ
て
相
変
わ
ら
ず
代
り
映
え
の
し
な
い
も
の
で
、

適
用
状
況
も
捗
捗
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
mm一
山
は
先
に
述
べ
た
本
税
の
恨
本
的
難
点
に
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、

出
出
7
」

Z
L
3
u
n
J
商
同
一
日

H
-

、

，
f
tィ
4
4
相

ι、ー'

北法24(2・54)286



閉
鎖
的
で
資
金
源
の
大
部
分
を
留
保
利
潤
に
依
存
す
る
中
小
法
人
に
集
中
し
が
ち
で
あ
り
、

且
つ
ま
た
税
率
が
五

O
%に
ま
で
引
上
げ
ら

れ
た
結
果
、
本
税
の
適
用
は
そ
れ
ら
の
法
人
に
壊
滅
的
打
撃
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
財
務
省
は
こ
の
点
の
不
平
等
か

ら
も
適
用
に
気
乗
り
薄
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
本
税
の
適
用
件
数
は
二
六
七
年
の
間
に
大
き
く
用
加
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。
し
か
し
全
体
的
に
見
て
、
本
条
文
は
「
空
文
」
で
あ
っ
た
。
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・
円
回
目
円
円
r
2
b
]
・
ω
・
何
己
ω
t
n
p
同
町
札
m
w
w
d
N
H
お
円
。
語
、
吋
Q
H
Q
H
S
泊
。
h
h
c
、
、
。
、
.
S
H
3
2
Qミ
九
匂
F
ミ
4
~
s
h
n
p
W
2
・
N
口
仏
邑
・
(
回
『
山
口
『
O
円ιw(UC2=υ

明
。
(
】
白
血
一
叶
ロ
X
H
ι
3
2
・
一
回
目
白
)
温
刀
-
M
一
。
一
U
E
P
。
、
2
H
-
℃

mmy

ロ
-
一
品
-
M
N
Z
L
R
F
。
、
1
H
J
℃
-
一
寸
一
凶
山
ω
2
仏
ヨ
E
r
。
、
2
H
J
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印
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~
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2
〉
一
回
日
一
〉
♀
・
即
日
N
0
・
お
句
H
Q
H
-
M
K
P
寸
・

(
3
〉
ω
Z
E
E
-
毛
・
2
H
J
H
Y
M
0
・

(
4
)
H
E九
二
官
官
-
M
口
l
M

一

(
5
)
同
何
え
に
・
司
・
同
一
-

(
6
〉
「
も
し
、
こ
の
法
人
の
全
株
主
又
は
メ
ン
バ
ー
が
以
下
の
こ
と
に
同
志
し
た
場
合
に
は
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
は
、
課
税
年
度
内
に
お
い
て
法
人
に
賦

課
さ
れ
る
凡
て
の
法
人
税
、
戦
時
利
得
税
及
び
超
過
利
潤
税
に
か
え
て
、
二
一
八
条

a
項
に
規
定
さ
れ
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
メ
ン
バ
ー
の
場
合
と
同

じ
方
法
に
よ
り
、
課
税
年
度
内
に
お
い
て
法
人
の
純
所
得
に
お
け
る
株
主
の
配
当
可
能
持
分
(
岳
民
片
手
三
H
Z
m
E
5
)
に
対
し
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き

る
(
百
々
)
」
ハ
同
条
)
。
こ
の
場
合
、
「
株
主
の
全
員
一
致
」
と
「
で
き
る
L

と
い
う
用
語
法
に
違
憲
判
断
を
回
避
す
る
た
め
の
苦
心
が
続
わ
れ
る
(
え
・

∞-
C
S
E
E
¥
斗
Z
C
ロ
L
U
E
σ
己
a
p
c
r
g
J門
出

H
E
L
F
。
『
括
払
2
¥
u
品
目
ペ
ミ
G
ト
・
肉
、
・
一
w
N
-
ロ
プ
豆
R
Zロ
♂
。
、
.
町
民
同
噌
同
)
ω
ω
プ
)o-

こ
の

場
合
、
高
度
の
負
担
を
も
た
ら
し
て
い
た
超
過
利
潤
税
、
戦
時
利
得
税
も
免
除
さ
れ
る
か
ら
法
人
の
負
担
は
か
な
り
に
軽
減
さ
れ
る
。
ま
た
付
加
所
得

税
率
の
低
い
株
主
よ
り
成
る
と
思
わ
れ
る
中
小
法
人
に
有
利
な
点
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
民
主
党
進
歩
派
の
ジ
ョ
ン
ズ
上
院
議
員
は
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う

な
特
権
を
述
脱
目
的
の
法
人
に
の
み
与
え
る
の
は
お
か
し
く
、
全
法
人
に
拡
大
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
修
正
案
を
提
出
し
た
が
、
否
決
さ
れ
た
経
緯
が

あ
る
(
F
E
B
B
-
。
h
Y
2
円
-
w
同
)
∞
印
ω
・
)
。

(
7
)

他
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
に
よ
る
課
税
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
に
司
2
5
E
-
ω
2
i
B
(
U
2
℃
G
E
E
D
ロ
に
対
す
る
課
税
が
あ
っ
た
。

司
2
3
5
-
ω
2
i
B
(
U
C弓

g

;jl:法24(2・55)287
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illl. 

プ
の
メ
ン
バ
ー
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
課
税
さ
れ
る
。
本
条
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
及
び
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
関
連
す
る
凡
て
の
条
項
は
、

る
限
り

F
a
g
m一∞
2
5
2
の
2
宮
E
t
g
及
び
そ
の
株
主
に
適
用
さ
れ
る
」
(
一
八
年
法
二
一
八
条
〔
d
〕)。

「
F
E
C
E
]
ω
2三円巾

(U2日】
G
E
t
-ロ
の
用
語
聞
は
、
そ
の
法
人
の
所
得
が
主
と
し
て
継
続
し
て
法
人
の
業
務
の
う
ち
の
活
動
的
行
為
に
自
分
自
身
が
従

事
す
る
主
た
る
所
有
者
又
は
株
主
の
諸
活
動
に
起
因
す
る
よ
う
な
法
人
で
あ
っ
て
、
且
っ
そ
こ
で
の
資
本
が
(
投
資
か
借
入
か
を
問
わ
ず
)
ロ
百
件
。
ユ
乙

百

g
E
m
司
S
L
R
-ロ四

r
a
R
で
な
い
よ
う
な
法
人
を
言
う
」
〈
同
法
二

O
O条〔
5
〕〉。

こ
の
条
文
の
意
義
は
、
財
務
省
規
則
に
よ
れ
ば
、
所
得
が
同
原
則
と
し
て
人
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
か
ら
な
り
、
制
利
益
が
主
と
し
て
主
要
所
有
者
又

は
株
主
の
活
動
に
起
因
し
、
例
資
本
の
使
用
が
必
要
で
は
な
い
か
又
は
単
に
付
随
的
に
す
ぎ
な
い
職
業
、
事
業
か
ら
生
ず
る
よ
う
な
法
人
を
さ
す
も
の

と
さ
れ
た
。
典
型
的
に
は
保
険
代
理
応
、
防
総
築
家
会
社
、

F
5
d
m
.
m
c
R
g
q
E
Z
3
2
3
3
等
が
こ
れ
に
該
当
し
、
そ
の
法
人
税
、
超
過
利
潤
税
及

び
戦
時
利
得
税
の
負
担
を
緩
和
す
る
の
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
(
だ
が

H
V
2
3
E一
昨
2
-
2
n
2
E
a
t
s
はゴ一

0
年
代
に
至
り
租
税

凹
避
の
典
型
的
手
段
と
し
て
、
強
い
非
難
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
)
。

本
条
は
一
八
年
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
が
、
二

O
年
の
岡
崎
同
号
、
〈
ミ
問
。
活

Fq
判
決
の
余
波
を
う
け
、
二
一
年
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。
中
小
法
人

に
対
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
課
税
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
(
本
設
の
記
述
は
全
両
的
に

P
向。ロ仲間
G
B
2ア
毛
・

2

F

3
・∞一

ωi∞
N
?

2
司
・
∞
学
l∞
以
に
よ
っ
た
。
他
に

HNCLEr
。』
v
h
h
R
L
Y
N
N
C・
E-ωoω

一
F
F
2
r
z・
。
、
.
町
民
円
J
℃

-
N
S
参
照
)

(
8
)
}
U
N一
-
N
P
M
m
〉円ケ

2
・叩

NN0・
一
由
民
・

ωN
〉円
?
2
-
m
一
呈
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
選
択
課
税
方
式
は
二
四
年
法
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
が
、
二

六
年
法
に
よ
り
一
件
び
限
定
的
に
認
め
ら
れ
た
。
則
ち
株
主
は
自
己
の
総
所
得
内
に
法
人
利
潤
の
持
分
的
割
合
を
包
め
て
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ

の
際
に
配
当
が
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
課
税
さ
れ
、
後
に
実
際
に
配
当
さ
れ
た
場
合
に
は
免
税
さ
れ
る
。
そ
の
際
法
人
は
不
当
留
保
利
益
税
を
免
除
さ

れ
る
が
、
通
常
法
人
税
は
免
除
さ
れ
な
い
(
一
回
以
〉
2
・
問
問
。
〔
今
〕
え

-
F
F
も
・
町
民
H
-
w

司
-
m
∞
一
宮

2
3
P
毛
・
円
む
J

甘

-ωω
一
-
F
E
E
D
-
毛・

2
H
J
七
回
口
印
l
m
o
m
h
ω
F
2
5
2唱。
hv
円む・日】

M一・)。

(
9
)

本
不
当
留
保
利
蕊
税
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
件
と
し
て
は
門
主
制
定
、
回
E
2
2
h
h号
、
ミ
ミ
さ
お
。
H
，
ktミ
ミ

S
〈

(UC苦
遣
プ

mN
明

(ML)

ロ
ヂ
等
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
争
い
に
決
着
を
つ
け
た
最
も
著
名
な
判
決
が
同
ミ
号
、
旬
、
ぷ
コ
見
ミ
バ

C
3
Rミ
向
。
ぃ
04C-ω
・
混
同
ム
N
「
丘
・
一

ω会

(一

8
6
・
で
あ
る

o
h
s当
〈

ミ

R
。
吉
守
司
に
お
い
て
少
数
意
見
を
述
べ
た
，
フ
ラ
ン
、
ダ
イ
ス
裁
判
官
が
裁
判
所
の
見
解
を
述
べ
た
が
、
「
法
は
、
単

に
、
そ
の
株
主
へ
の
付
加
税
の
賦
課
を
阻
止
す
る
た
め
に
そ
の
権
限
を
使
用
す
る
よ
う
な
法
人
に
税
を
負
担
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
。
連
邦
議
会
は
歳
入

を
調
達
す
る
に
あ
た
り
、
賦
課
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
税
の
範
関
内
に
あ
っ
て
妨
害
物
を
打
ち
く
だ
く
付
随
的
恨
限
を
有
す
る
」
。
そ
れ
故
に
法
人
の

実
際
的
で
あ

北法24(2・56)288

て"込

u!1lJ 



付

権
限
を
佼
筈
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
個
人
事
業
主
、
ハ
ー
ト
ナ
|
シ
ッ
プ
に
対
し
関
保
利
潤
課
税
を
な
し
う
る
と

M
様
に
株
主
に
も
課
税
で
き
る

の
で
あ
っ
て
、
「
事
業
の
単
独
所
有
者
た
る
コ

l
ル
(
民

oy--被
上
告
人
)
は
、
も
し
連
邦
議
会
が
選
択
し
た
と
す
れ
ば
、
卒
業
を
法
人
と
し
て
運
営
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
年
度
利
潤
に
つ
い
て
個
人
的
に
彼
に
課
税
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
た
。

こ
の
判
決
は
法
人
に
対
す
る
罰
則
税
を
合
意
し
た
も
の
で
、
個
人
へ
の
罰
則
課
税
(
即
ち
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
課
税
)
を
も
合
憲
と
し
た
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
同
ご
号
、
〈
ミ

R
。
遠
宮
、
判
決
当
時
と
は
異
る
最
高
成
の
態
度
を
従
わ
し
め
る
に
十
分
な
判
決
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
(
一
九
三

八
年
と
い
う
時
期
を
想
起
せ
よ
〉
。
そ
こ
で
例
え
ば
一
九
三
九
年
の
吋
立
と
河
内
、
雪
円
。
¥
志
向
。
。
若
君
"
H
H
内向。
¥
s
q
2・叫
4

・
入
山
(
本
稿
、
前
出
二

六
五
頁
注
〔

6
〕
)
は
当
判
決
を
引
き
合
い
に
出
し
、
「
も
し
論
争
が
現
在
の
裁
判
官
の
も
と
の
最
高
裁
に
蒋
度
提
出
さ
れ
た
な
ら
ば
、
判
決
は
法
人
一

般
に
ハ

l
ト
ナ
|
シ
ッ
プ
方
式
を
適
用
す
る
連
邦
議
会
の
根
限
を
支
持
寸
る
で
あ
ろ
う
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
本
判
決
に
つ
い
て
は
、

ωω
同

町

内

同

T

Ed-
呂
田
(
一
包
∞
)
一
句
〉
h
z
p
ト
・
同
き

ω主
(
一
回
ω∞
〉
・
の
コ
メ
ン
ト
参
照
。
ま
た
向
。
宗
門
言
、
〈
河
与

E
ミ

l
h
=語
、
白
〈
〉
h
Rミ
早
耳
l

M

尚
之
ミ
コ
ミ
同
〈

b

E

H
・N
C
3
q句
、
。
。
ニ
に
お
け
る
判
例
変
選
及
び
そ
の
間
の
立
法
に
つ
い
て
は
、
〉
町
内
町
、
句
、
〈
〉
h
n
h
c
h
h
Q
P
一寸

p-(匡
)
・
二
O

H
V
O
L
)

一口印プ一
ωω

〉
・
戸
同
∞
口
町
の
注
釈
が
詳
し
い
。

(
旧
)
「
財
務
長
官
と
上
院
財
政
委
員
会
の
多
数
派
は
、
高
い
付
加
税
か
ら
免
れ
る
た
め
の
最
大
の
路

(
2
2
5〉
を
提
供
し
て
い
る
現
行
法
の
条
項
を
変
更

し
よ
う
と
ぷ
み
た
こ
と
は
な
い
。
現
行
法
の
も
と
で
法
人
に
対
す
る
税
は
二
了
五
%
の
比
例
又
は
普
通
税
で
あ
る
。
こ
れ
は
委
員
会
の
多
数
に
よ
り

-
凹
%
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
の
も
と
で
は
平
均
一
四
%
以
上
で
課
税
さ
れ
る
所
得
を
有
す
る
偲
人
が
法
人
を
組
織
し
、
そ
し
て
彼

の
全
所
得
造
出
資
産
を
法
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
も
の
は
な
い
。
法
人
は
比
例
普
通
税
の
み
を
支
払
い
、
且
つ
ま
た
法
人
所
有
者
は
、
そ
こ
か

ら
彼
の
実
際
の
生
計
貨
に
足
る
だ
け
の
金
額
の
み
を
配
当
と
し
て
引
き
出
す
必
要
が
あ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
提
出
さ
れ
た
法
案
中
に
は
個

人
と
し
て
一
四
%
以
上
の
額
で
自
己
に
課
税
さ
れ
る
純
所
得
を
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
者
が
法
人
を
組
織
し
、
そ
し
て
税
率
以
上
の
支
払
を
述
脱
す
る
こ
と

へ
の
直
接
的
刺
激
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
単
な
る
課
税
辿
脱
の
た
め
の
法
人
組
織
化
に
対
す
る
罰
則
税
が
現
行
法
に
は
含
ま
れ
て
お
り
、
且
つ

ま
た
提
出
法
案
で
は
そ
れ
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
罰
則
条
項
は
凡
て

の
実
際
的
目
的
に
と
っ
て
は
無
効
で
あ
っ
た
し
、
将
来
も
そ
う
で
あ
ろ
う
o

〔
財
務
〕
長
官
は
委
員
会
で
、
法
人
が
課
税
の
減
少
を
結
果
す
る
た
め
に

利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
な
い
と
証
言
し
た
。
上
院
の
他
の
委
員
会
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
著
名
な
弁
護
士

(
m
E
2
5
5
は
、
そ
の
よ
う
な
事
は
一
般

的
に
な
さ
れ
て
き
た
、
と
証
言
し
た
。
我
々
は
、
法
の
中
に
そ
の
よ
う
な
刺
激
が
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
利
害
を
有
す
る
納
税
者
に
よ
り
利
用
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
と
信
ず
る
」

(
ω
a
L
E言
。
、
-
町
民
?
℃
・
手
ω
・)。

::Itil、24(2・57)289
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(
什
〉
本
稿
、
後
間
二
九
七
l
八
一
氏
参
照
。

(ロ
)

(

U

円
宮
日
常
E
w
。
、
円
九
同
叩
℃
・

8
0
u
伊
三

Egu
毛
・
江
戸
・

3
豆
N
i
豆
ω
・

(
同
)
「
根
本
的
な
難
点
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
二
二

O
条
が
不
可
避
的
に
そ
の
用
語
法
に
お
い
て
暖
峠
で
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
生
ず
る
。
事
業
の
必
要

性
は
大
部
分
が
そ
の
発
展
に
つ
い
て
の
所
有
者
の
玄
関
に
基
い
て
い
る
。
事
件
の
か
な
り
後
に
な
っ
て
こ
れ
ら
の
ケ

l
ス
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
コ

ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
は
事
業
の
処
理
の
た
め
の
:
:
:
企
業
の
将
来
の
必
要
に
関
す
る
判
断
を
代
行
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
:
・
目
凡
て
の
ケ
!
ス
に
あ
た

っ
て
満
足
に
解
決
を
も
た
ら
す
べ
く
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
が
ご
と
き
テ
ス
ト
を
、
よ
り
特
定
し
て
定
義
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
と
不
可
能
に
近
い
0

・

ふ
れ
~
所
得
に
対
す
る
分
配
の
要
請
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
を
定
め
る
が
ご
と
き
窓
意
的
ル

l
ル
は
、
こ
つ
と
し
て
法
人
が
同
一
状
況
に
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら

し
て
も
明
ら
か
に
不
満
足
な
も
の
で
あ
る
」
(
こ
こ
で
は
、
者

-
F
P
9
R
〉

2
5】
己
主

3
E
∞
3
8
L
昨

Z
H
N
2
8
5
r
r
z
z
r
q『
注
目
∞

E
5
2

口
同
宮
吋
Z
E
-
一。ョヨ
ω
q
h
ω
2
z
q口一
O
M
(
6
・3

呂
町
晶
、
d
-

ト
河
内
d
-

一日∞
N
L
N∞印〔一
U
A
U

〕
か
ら
の
引
用
に
よ
る
〉
。

(
同
)
詳
し
く
は
、

(
U
p
q
・
。
、
.
町
民
円
J

℃・一

N
8・
ロ
・
ミ
・
を
参
照
。

(
同
)
冨
司
円
。
口
問
唱
。
、
円
た

w-uωω
∞
・
野
津
・
前
提
品
昔
、
一
二
三
八
頁
、
参
照
。

(
日
)
一
九
二
六
年
一

O
バ
一

H
ま
で
の
内
同
歳
入
局
の
査
定
件
数
は
わ
ず
か
に
七
人
件
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
一
九
二
六
年
一

O
刀
一
日
!
二
七
年
六
万

二
五
日
の
間
に
一
五
八
件
が
究
定
さ
れ
た
(
河
口
牛
戸
内
F
。、
-

2

H

J

℃・一吋
h

アロ・

2
・
)
。
し
か
し

B
T
A
判
決
は
二
九
年
に
主
る
ま
で
一
件
も
下
さ
れ
て
い

な
い

(
ω
7
司
ヨ
ω
P
。、.町民
H
J

℃
同
一
)
。

(
げ
)
の
E
E
E
w
毛

2
f
℃

N
な
お
「
空
文
」

(ι
ゆ
え
一
色
な
る
と
い
う
表
現
は
ジ
ョ
ン
ズ
議
員
(
後
山
山
)
の
演
説
の
中
に
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
。

(
同
)
グ
リ
ー
ン
判
事
は
不
当
留
保
利
誌
税
を
合
意
と
し
た
判
決
に
お
い
て
二
九
二
七
年
同
月
の
ミ
ミ
3
2
N
吋
G
N

ミ白
h
R宮
内
の
著
者
は
一
九
一
一
一
一

年
二
五
年
の
三
年
間
の
法
人
内
へ
の
利
潤
留
保
に
よ
る
付
加
税
辿
脱
に
よ
り
政
府
は
一
億
八
千
ド
ル
を
失
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
額
を
見

取
る
の
は
困
難
で
は
あ
る
が
お
そ
ら
く
そ
の
数
倍
に
達
す
る
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
(
司
N
N
N
E
W
E
L「
去
、
向
。
唱
〈

Iq--凶
wω
明・

ω毛
℃
・
旧
日
印

w民
自
〔
一
包
ω〕・

止
問
邑
E
r
名
門
帆
H

W

H
】
コ
ド
ロ

ω-)
。
(
ち
な
み
に
グ
リ
ー
ン
判
事
は
共
和
党
革
新
派
の
指
導
者
で
、
特
に
、
政
府
、
共
和
党
、
財
界
の
企
て
た
遺
産

税
廃
止
運
動
を
二
四
年
、
二
六
年
、
二
八
年
の
三
度
に
わ
た
り
失
敗
さ
せ
た
立
役
者
で
あ
っ
た
た
め
、
二
八
年
春
に
ク
j
リ
ッ
ジ
大
統
領
に
よ
っ
て
請

求
裁
判
所
(

(

U

E

ユ
え

Q
巳
Eω)
の
判
事
に
指
名
さ
れ
、
就
任
し
て
い
た
〔
え
伺
え
ロ
戸
、
、
.
町
民
同
J

宅

お
P

品

N
P
A
M
∞w

お
了
お
M
l
お
ω
・〕〉。

fノふ
IiIIU 
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間
保
利
潤
へ
の
一
般
的
課
税

不
当
留
保
利
益
税
は
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
付
加
税
辿
脱
の
た
め
の
「
不
当
」
な
法
人
の
利
川
を
規
制
し
、

利
潤
留
保
に
よ
る

付
加
税
辿
脱
の
あ
り
え
な
い
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
個
人
事
業
と
の
聞
の
税
負
担
の
公
平
を
計
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
放
に
、

例
え
ば
法
人
が
「
事
業
の
合
理
的
必
要
し
に
基
き
利
潤
を
間
保
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
が
如
何
に
多
額
で
あ
り
株
主
の
付
加
所
得
税
額
を

軽
減
し
て
い
て
も
不
ヨ
留
保
利
益
税
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
何
人
事
業
の
場
合
に
は
と
も
か
く
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
場
合

T

」

+Ah

、H
H
J川
J
'

一

、
t
t
q

カ
H
J
i
、
ト

に
基
く
利
潤
留
保
で
あ
っ
て
も
、
パ
ー
ト
ナ
ー
は
そ
の
持
分
に
対
す
る
尚
度
付
加
所
得
税
賦
課
を

「
事
業
の
合
理
的
必
要
」

か
く
し
て
「
事
業
の
合
理
的
必
要
」
に
基
づ
く
間
保
利
潤
に
つ
い
て
は
、

(
2
)
 

態
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
形
態
よ
り
も
優
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
「
万
が
一
、
こ
の
手
段
「
不
汚
寵
保
利
益
税
l
岳
山
〕
に
よ
っ

て
凡
て
の
民
不
当
な
一
剰
余
の
留
保
を
妨
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
明
ら
か
に
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が

l
、

免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

依
然
法
人
形
態
の
方
が
個
人
事
業
形

凡
て
の
又

付

は
大
部
分
の
当
期
利
ぷ
又
は
利
潤
を
再
投
資
す
る
こ
と
に
正
当
な
活
路
を
見
い
出
し
う
る
よ
う
な
法
人
の
出
裕
株
主
に
は
実
際
的
な
税
の

(
3〉

優
遇
が
残
る
こ
と
に
な
る
し
。

アメリカに於ける法人税の発達

市
〈
に
ま
た
か
く
ま
で
厳
格
な
公
平
課
税
を
期
さ
ず
と
も

不
当
留
保
利
益
税
が
「
述
脱
の
立
図
」
と
「
事
業
の
合
理
的
必
要
ι
の
立
証

の
困
難
故
に
制
作
し
て
い
る
と
す
れ
ば

そ
の
打
開
策
と
し
て
そ
れ
ら
の
要
件
と
は
無
関
係
に
課
税
し
う
る
一
般
的
問
保
利
潤
課
税
が
当

然
に
も
川
氏
起
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

〆一、、 f¥"

3 2 1 
¥ノ¥ノ、ノ

ω
7
2
ヨ
ω
z・
R

吋
自
己
Z
D
c
h
h
c
弓・¥.一
ω
吋
E
H
〉

h
a
h
-
Mム

3
2
-
F
4
Z
当
日
目
以
〉
a
c
h

一回一つ
ω
N
0

・、-
F
S
・MAl
m
-

の
5
7
5
f
E吋
}
百
己
コ
《

]-pcご
宮
、
H
，z
-之
さ

州

、

岳

山

内

ト

p

h

N

(

U

『
の
3
2
1・
』

u
E
H
H
G
応
、
吋
Q
H
Q
H
号
、
同
匂
同
円
。
戸
、

z
h
W
4
2
w
七
会
・
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川
出

一
九
一
七
年
の
未
分
配
利
益
税

上
院
財
政
委
員
会
は
、
現
行
法
及
び
下
院
通
過
案
に
は
利
潤
の
分
配
を
強
制
す
る
規
定
の
存
し
な
い
こ
と
、

そ
の
結
果
法
人
が
個
人
事

Jti1、24(2・60)292

=ノh
d同

そ
の
附
欠
は
戦
時
の
富
裕
者
課
税
の
強
化
と
と
も
に
顕
現
し
は
じ
め
た
付
加
税
述
脱
を
防
止
す
る
た
め
民
主
党
ジ
ョ
ン
ズ
上
院
議
員
に

よ
り
提
案
さ
れ
、
一
七
年
法
に
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
ジ
ョ
ン
ズ
修
正
法
と
し
て
知
ら
れ
る
未
分
配
利
益
税
で
あ
る
。

業
に
比
較
し
て
軽
い
税
負
担
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

及
び
法
人
が
過
去
に
お
い
て
不
必
要
に
巨
額
の
未
分
配
剰
余
を
蓄
積
し
て
き

た
、
と
の
ジ
ョ
ン
ズ
議
員
の
熱
心
な
主
張
に
動
か
さ
れ
、

〈

2
〉

益
税
を
提
案
し
た
。
そ
の
内
山
廿
は
、

公
平
課
税
及
び
国
庫
へ
の
適
正
額
の
税
収
の
確
保
を
目
的
と
す
る
未
分
配
利

会
計
年
度
又
は
屑
年
度
終
了
後
六
か
月
以
内
に
分
配
さ
れ
な
い
二

O
克
を
超
え
る
留
保
額
に
一
五
克

〈

3
)

で
課
税
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
委
員
会
で
審
議
す
る
う
ち
よ
り
実
業
界
の
あ
ら
る
反
対
運
動
が
開
始
さ
れ
、
結
局
「
実
際
に
事

又
は
い
や
業
の
合
理
的
要
請

(
5
2
0
E
E巾

R
S
E
5
5
2件
。

『

F
m
r
5
5
2出
)
に
応
じ
た
使
用
の
た
め

業
に
投
資
さ
れ
及
び
伎
川
さ
れ
、

に
留
保
さ
れ
た
部
分
」
を
超
え
る
惚
保
額
に
一

O
Zで
課
税
し
、

会
議
に
提
出
し
た
。
し
か
し
こ
の
挺
案
は
実
業
界
の
当
時
の
要
請
に
応
じ
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、

同
時
に
二
%
の
法
人
付
加
所
得
税
を
課
す
と
い
う
緩
和
さ
れ
た
案
を
本

不
当
留
保
利
益
税
の
似
本
的
難
点

と
さ
れ
た
「
事
業
の
合
理
的
必
要
」
と
同
旨
の
基
準
が
設
置
さ
れ
、
ま
た
こ
の
基
準
は
不
当
間
保
利
益
税
の
場
合
と
は
異
り
凡
て
の
納
税

義
務
あ
る
法
人
に
適
川
さ
れ
、
そ
の
範
聞
が
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
実
行
の
困
難
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
ジ
ョ
ン
ズ
議
員
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
実
行
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、

〔

G
)

の
た
め
の
儲
保
額
に
限
る
修
正
案
を
本
会
議
に
提
出
し
、

(
8〉

五
で
否
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

控
除
額
を
五

0
0
0ド
ル
+
連
邦
税
支
払

多
種
の
調
査
資
料
や
実
例
を
駆
使
し
た
熱
論
を
展
開
し
た
が
、
結
局
三
五
対
四

の
議
会
で
可
決
さ
れ
、

上
院
財
政
委
員
会
案
は
両
院
協
議
会
で
連
邦
公
債
と
租
税
公
課
の
控
除
が
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の

一
七
年
法
に
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

一方、

参
考
に
条
文
を
掲
げ
よ
う
。



「
あ
ら
ゆ
る
法
人
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ス
ト
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー
若
し
く
は
団
体
又
は
保
険
会
社
の
凡
て
の
純
所
得
の
う
ち
各
府
年
又
は
会
計
年
度
の
終

了
後
六
か
刀
以
内
に
分
配
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
た
綴
に
対
し
て
一
O
V
A
の
加
算
税
が
毎
年
賦
課
さ
れ
、
査
定
さ
れ
、
徴
収
さ
れ
及
び
支
払
わ
れ
る
も
の
と
す

る」。「
賦
課
さ
れ
る
税
は
、
こ
れ
ら
の
未
分
配
純
所
得
の
う
ち
実
際
に
事
業
に
投
資
及
び
使
用
さ
れ
、
又
は
卒
業
の
合
坦
的
要
請
に
応
じ
た
使
用
の
た
め
に

留
保
さ
れ
た
・
:
:
部
分
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
も
し
財
務
長
官
が
、
事
業
の
使
用
の
た
め
に
い
か
な
る
時
で
あ
れ
留
保
さ
れ
た
額
の
い
か
な
る
部
分
も
そ

の
よ
う
に
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
又
は
合
理
的
に
要
請
さ
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
事
を
確
認
し
及
び
発
見
し
た

(EZ見
込
山

F
E
E
L
r
邑
ω

)

時
に
は
、

(
9ぜ

そ
れ
に
対
し
て
一
五
%
の
税
が
賦
課
さ
れ
、
査
定
さ
れ
、
徴
収
さ
れ
及
び
支
払
わ
れ
る
も
の
と
す
る
」
。

こ
の
未
分
配
利
益
税
は
後
に
実
際
に
事
業
に
投
資
、
使
川
さ
れ
た
部
分
は
も
と
よ
り
、
事
業
の
人
口
阻
止
的

要
請
に
応
じ
た
使
用
の
た
め
に
留
保
さ
れ
た
部
分
に
も
適
用
さ
れ
な
い
。
そ
の
点
で
実
際
に
は
不
当
留
保
利
低
税
の
ベ

l
ス

に

近

似

す

る。
条
文
よ
り
判
明
す
る
ご
と
く
、

付

し
か
し
不
当
留
保
利
益
税
は
一
般
の
留
保
利
潤
に
は
課
税
さ
れ
ず
不
当
南
保
部
分
の
み
に
課
税
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
本
未
分
配
利

益
税
は
六
か
月
を
超
え
て
砲
保
さ
れ
た
利
益
一
一
般
に
課
税
さ
れ
、
そ
こ
よ
り
ん
日
照
的
問
保
傾
の
陀
除
の
み
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

前
者
と
で
は
一
般
と
例
外
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
財
務
示
は
適
用
に
あ
た
っ
て
「
付
加
税
辿
脱
の
立
関
」
の
存
在

や
「
事
業
の
合
理
的
必
要
し
を
超
過
し
た
留
保
の
事
実
を
立
証
す
る
必
要
が
な
い
(
仰
い
し
一
五
%
過
重
課
税
の
場
介
に
は
必
要
)
。
し
か
し
本
税
は

「
事
業
の
合
理
的
要
請
」
と
い
う
基
準
を
置
い
て
お
り
、
財
務
省
は
そ
の
範
聞
を
本
税
の
適
用
さ
れ
る
凡
て
の
法
人
に
つ
い
て
確
定
す
る
義

務
を
命
J

ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
適
用
の
困
難
は
お
お
い
に
予
恕
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

アメリカに於ける法人税の発達

か
く
し
て
本
未
分
配
利
益
税
は
実
施
段
階
で
ど
の
程
度
の
実
効
性
を
発
押
し
如
何
た
の
か
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
が
、

反
対
を
被
り
、
翌
一
八
年
に
は
法
人
に
の
み
超
過
利
潤
税
を
課
す
の
と
引
き
答
え
に
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

旧
来
の
効
果
の
疑
わ
し
い
不
当
留
保
利
益
税
が
再
導
入
さ
れ
た
。

他
方
で
事
業
界
の
猛

北法24(2・6])293

か
く
し
て
憎
保
利
潤
課
税

と
し
て
は
、



ー同市

(
1
)

〉
え
ユ

2
v
〉・』
Q
2
2

え

Z
2
Z
2
H
S
上
院
財
政
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
。

(
2
)

財
政
委
員
会
報
告
書
は
そ
の
点
を
「
下
院
案
及
び
現
行
法
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
法
人
の
普
通
税
と
個
人
の
普
通
税
と
は
同
一
で
あ
る
。
こ
の
条
件

の
も
と
で
、
法
人
の
利
誌
は
株
主
間
に
分
配
さ
れ
る
ま
で
付
加
税
を
免
れ
る
。
こ
の
状
況
は
、
貴
殿
の
委
員
会
に
は
、
実
際
的
な
限
り
是
正
さ
れ
る
べ
き

法
人
と
例
人
の
聞
の
不
公
平
を
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
」
、
と
述
べ
る
、
か
(
伊
E
B
B
-
。
、
・
ミ
?
℃
-
u
ミ
ャ
、
サ
イ
モ
ン
ズ
委
員
長

は
交
に
加
え
て
「
現
行
法
及
び
下
院
%
の
い
ず
れ
も
法
人
に
利
放
を
分
配
す
る
こ
と
を
要
求
せ
ず
、
ま
た
利
益
の
う
ち
の
分
配
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
た
部

分
に
対
し
て
い
か
な
る
付
加
税
岩
し
く
は
罰
則
税
を
も
課
し
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
我
国
の
法
人
は
、
米
分
配
で
残
さ
れ
る
限
り
は
付
加
所
得
税
を
免

れ
る
い
大
な
米
配
当
剰
余
を
蓄
積
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
個
人
付
加
税
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
法
人
が
そ
の
剰
余
を
分
配
す

る
の
を
隙
断
し
よ
う
と
す
る
誘
困
が
大
き
く
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
」
、
と
説
明
し
て
い
る
(
ω
2
L
E
E
-
。、・

2
H
J
官
宝
田
山
田
町
。
ぷ
叫
・
』
N
R
-
g
一印

〔
一
回
-
ー
吋
〕
・
)

0

(
3
)

ジ
ョ
ン
ズ
議
員
に
よ
れ
ば
、
法
人
の
代
表
者
が
全
凶
中
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
に
押
し
か
け
、

ωこ
の
よ
う
な
税
は
全
所
得
の
分
配
を
促
し
法
人
を
破
，
陀

に
導
く
、

ω株
主
が
よ
り
多
く
の
配
当
を
求
め
て
騒
ぎ
だ
す
、
制
株
主
が
浪
針
に
は
し
る
、
川
刊
現
在
の
奮
斗
を
要
す
る
時
期
に
は
金
銭
が
必
要
で
あ

り
、
事
業
の
振
興
が
盟
ま
れ
て
い
る
、
同
負
債
に
当
て
る
減
債
基
金
が
必
要
で
あ
る
、
等
々
の
反
対
理
由
を
述
べ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
ジ
ョ
ン
ズ

議
員
は
こ
れ
に
、

ω法
人
経
営
者
は
事
業
必
要
資
金
は
課
税
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
留
保
す
る
、

ω破
産
を
招
い
て
ま
で
配
当
を
要
求
す
る
株
主
は
い

な
い
、

ω株
主
は
自
分
自
'
身
の
資
金
処
理
の
機
会
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
、
川
判
例
不
公
平
に
法
人
に
の
み
慈
悲
を
与
え
る
必
要
は
な
い
、
と
各
々
反
論

し
、
更
に
我
国
の
法
人
は
既
に
巨
大
な
剰
余
を
蓄
積
し
て
お
り
、
或
い
は
法
人
設
立
の
際
に
株
式
を
大
立
に
水
増
し
し
、
実
際
の
税
金
投
下
街
に
等
し

い
依
券
を
発
行
し
、
し
か
る
後
水
増
郎
分
を
ぽ
搾
す
る
た
め
に
剰
余
利
益
を
保
存
す
る
よ
う
な
事
、
か
広
く
慣
習
と
化
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
態

が
放
置
さ
る
べ
き
な
の
か
、
と
結
ん
で
い
る
(
印
印
。
s
h
N
N
2・
町
一
足
l
町
一
吋
印
ヤ
。
な
お
ジ
ョ
ン
ズ
議
員
の
指
摘
す
る
一
九

O
O年
前
後
の
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
混
水
株
発
行
の
事
実
及
び
そ
れ
と
利
潤
関
保
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
石
崎
昭
彦
一
ア
メ
リ
カ
金
融
資
本
の
成
立
~
(
二
八

O
、
二
九
一
二
九

三
貞
〉
、
橋
本
輝
彦
「
自
己
金
融
と
金
融
資
本
」
(
東
北
大
宇
寸
経
済
下
¥
一
一
一

O
巻
二
号
一
九
五
頁
、
一
九
六
八
年
〉
、
等
を
参
照
。

(
4
)

サ
イ
モ
ン
ズ
議
長
は
そ
の
辺
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
第
一
の
提
案
は
、
法
人
に
現
夜
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
適
用
さ
れ
て
い
る
ル

l
ル

を
適
用
し
、
剰
余
金
を
実
際
に
分
配
さ
れ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
所
得
税
日
的
の
た
め
に
分
配
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
扱
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
研
究
の
結
果
、
こ
の
方
法
は
窓
法
上
の
県
議
に
当
而
す
る
こ
と
が
判
っ
た
。
重
ね
て
そ
の
方
法
は
、
受
取
っ
て
い
な
い
所
得
に
対
し
て
税
を
支
払

う
こ
と
を
要
求
さ
れ
、
及
び
彼
の
財
産
権
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
人
に
配
当
山
口
一
言
を
強
制
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
付
に
少
数
株
主
に
対
し
て
非
常
に
大
き

さo.
d間

北it24(2・62)294



付

な
不
利
益
と
な
る
0

・
:
:
結
局
、
我
々
は
年
度
利
益
の
二
O
%
の
控
除
を
認
め
た
未
分
配
法
人
利
益
に
対
す
る
一
五
%
の
比
例
税
に
一
致
し
た
。

貴
殿
の
委
員
会
は
、
直
ち
に
、
こ
の
困
の
大
法
人
、
小
法
人
又
は
中
庸
法
人
の
代
表
者
で
は
な
く
て
、
国
中
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
か
ら
攻
め
た
て
ら
れ

た
。
こ
の
凶
の
法
人
関
係
者
は
、
私
の
知
る
限
り
例
外
な
し
に
抗
議
し
、
彼
ら
の
抗
議
を
擁
護
す
る
た
め
の
信
服
に
足
る
諸
事
実
を
提
示
し
た
。
即
ち
、

現
在
法
人
に
剰
余
金
を
分
配
せ
よ
又
は
も
し
留
保
さ
れ
た
な
ら
そ
れ
に
対
し
て
一
五
%
の
税
を
支
払
え
と
要
求
す
る
こ
と
は
公
開
市
場
の
金
銭
相
場
の

数
倍
の
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
現
在
の
条
件
の
も
と
で
は
法
人
と
し
て
活
動
す
る
事
業
に
深
刻
な
不
利
益
を
課
す
、
等
。
彼
ら
は
一
層
強
力
に
、
過
去

に
お
い
て
年
度
利
益
の
大
部
分
を
維
持
、
改
者
、
拡
張
及
び
補
給
の
た
め
に
留
保
す
る
こ
と
は
法
人
の
全
く
普
遍
的
な
ル
|
ル
で
あ
っ
た
、
内
外
を
問

わ
ず
年
度
利
益
の
全
部
を
分
配
す
る
よ
う
な
実
務
を
と
る
法
人
が
破
算
の
路
を
歩
む
こ
と
は
法
人
が
存
在
し
た
当
初
よ
り
の
実
業
界
の
体
験
で
あ
る
、

と
主
張
し
た
。
利
益
の
留
保
は
付
加
所
得
税
を
述
脱
及
び
回
避
す
る
た
め
で
あ
る
と
の
提
案
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
我
々
の
法
に
よ
っ
て
所
得
税

が
賦
課
さ
れ
る
以
前
よ
り
、
か
か
る
実
務
か
ら
得
ら
れ
る
何
ら
か
の
利
点
の
あ
り
得
る
以
前
よ
り
、
そ
れ
は
普
遍
的
慣
瑚
円
で
あ
り
実
務
で
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
が
判
っ
た
O
i
-
-
-
今

H
こ
の
国
の
企
業
に
課
せ
ら
れ
た
巨
大
な
需
要
に
応
じ
、
単
に
内
外
の
平
時
及
び
戦
争
に
よ
り
膨
張
し
た
需
要
に
対
す

る
供
給
を
な
す
た
め
に
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
企
業
が
事
業
を
拡
張
さ
せ
資
本
を
巨
大
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
必
要
で
あ
っ
た
し
、
こ
の
需
要
に
応
じ

た
資
本
を
使
用
す
る
た
め
に
も
、
企
業
が
可
能
な
限
り
そ
の
年
度
利
益
を
留
保
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
、
と
彼
ら
は
主
張
し
、
ま
た
我
々
も
そ
れ
が

真
実
で
あ
る
と
知
っ
た
。
・
:
・
以
上
の
こ
と
を
凡
て
考
慮
に
入
れ
て
、
貴
殿
の
委
員
会
は
、
状
況
の
公
平
は
留
保
剰
余
金
の
う
ち
の
事
業
の
合
理
的
要

小
川
の
た
め
に
必
要
で
は
な
い
部
分
に
付
加
税
を
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
良
く
調
整
さ
れ
る
、
と
結
論
し
た
」
(
原
文
一
部
省
略
、
段
落
を
削
除
・
白

山
)
、
と
(
出
向
。
W
N
h
H
N
R

印田町田一

ω巾
E
S
E
-
。hv
・町民

F

3・
2吋
l
宏∞・)。

(
5
)

ジ
ョ
ン
ズ
議
員
は
、
国
中
に
四
O
万
も
あ
る
法
人
の
合
理
的
要
請
額
を
い
ち
い
ち
確
認
す
る
の
は
そ
の
作
業
量
か
ら
し
て
絶
対
に
不
可
能
で
あ
り
、

ま
た
あ
る
法
人
が
一
切
の
活
動
を
事
業
範
問
と
し
て
い
る
中
で
事
業
の
合
理
的
要
請
を
確
認
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
と
す
る
(
印
印

n
g
h
河内町
E

町一寸
ω
一
ω
E
L
E
E
-
-
。
、
.
ミ
円
」
古
田
品
目
山
)
。

(
6
)
ω
2・
印
印
。
。
WNh
・
河
内
町
・
町
二
印
・

(
7
〉

H
F
t
九
J

宅・

2
2
l
m
一∞
ω

彼
の
立
証
の
中
心
は
、
ア
メ
リ
カ
の
法
人
は
平
均
す
る
と
少
く
と
も
五
O
W
A
は
留
保
に
ま
わ
し
、
そ
の
総
額
は
四
・
五
ピ

リ
オ
ン
に
達
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
か
れ
る
(
み
ミ

L
哲
三
四
回
l

由一ゴ・

2
3・
)
。
彼
は
、
ま
た
そ
の
際
、
委
員
会
の
三
%
の
法
人
付
加
税
案
に

も
、
留
保
率
、
が
高
ま
る
ほ
ど
負
担
が
逓
減
す
る
と
し
て
反
対
し
て
い
る
(
忌
主
唱
℃
由
一
疋
・
〉
。

同
九
ど
に
J

七
-
m
∞自由・

Jヒt.1~24(2 ・ 63)295

アメリカに於げる法人税の発達

(
8
)
 



言見

(
9
)

一
回
一
吋
〉
門
p
m
一
呂
田
(N)
喝
さ

U
H
E
N
-
ω

去
な
お
一
七
年
法
は
、
配
当
を
戦
後
の
税
率
引
下
げ
の
時
ま
で
延
期
し
て
戦
時
の
高
率
付
加
所
得
税
を
免

れ
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
、
同
時
に
、
留
保
利
潤
か
ら
分
配
が
な
さ
れ
た
時
に
は
配
当
の
時
で
は
な
く
留
保
さ
れ
た
時
の
付
加
税
率
で
課
税
す
る
こ

と
と
し
、
分
配
は
最
も
近
い
未
分
配
利
潤
及
び
剰
余
金
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
旨
の
規
定
を
お
い
た
(
湖
一
日
二
・
三
回
目
-
E
Z
E
p
t
h
q号
百
件
。

克

E
C
E
Eア
ョ
宏
司
令
、
d

ト
・
同

3
・
可
∞
・
吋
PFHE問唱。、・

2
7
苦
-
N
m
l
R

野
洋
「
米
凶
税
制
発
達
史
づ
八
八
頁
)
。

(
ぱ
)
豆
佐
々
¥
t
H
d
o
t
〈
民
問
ヨ
〉
三
え
↓
回
二
三
吋
弘
吉
岡
E
P
N出
3
・∞
Q

印
な
お
、
野
沖
・
前
掲
虫
問
、
八
七
八
八
頁
、
も
参
照
。

(
け
〉
切
と
一
回
三
E
P
。、

EN--
℃
・
印
可
∞
-
及
び
後
注
(
け
川
)
参
照
。

(
ロ
〉
別
仕
山
は
前
注
(
3
〉、

(
4
)
に
要
約
し
た
と
こ
ろ
に
尽
き
よ
う
o

な
お
川
旨
の
見
解
を
展
開
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
出
戸
巴

=
S
R吋
官
吋

E
P
i

t
g
Qロ
C
E
EユTHZLω
日
152wuv
叫

dzk山
g
a
h
z
y
Tぞ
N
ω
L
U
一
ア
日
y
S
N
-
、
が
あ
る
が
〈
の
[
回
5
7
-
F
。
』
ゾ
ミ

H-LY
印e
)

参
照
で
き
な
か

っ
た
。
な
お
次
注
(
日
)
の
筒
所
の
フ
ォ
ー
ド
ネ
l
議
員
の
発
一
正
日
も
参
照
。

ハ
日
)
こ
の
一
八
年
の
不
当
留
保
利
疏
税
の
再
導
入
に
あ
た
り
、
マ
ン
デ
ル
及
び
フ
ォ
ー
ド
、
不
l
両
下
院
議
員
は
、
不
当
留
保
利
滋
税
に
お
い
て
も
「
合
理
的

要
請
」
額
の
控
除
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
、
主
張
し
た
が
、
キ
ッ
チ
ン
歳
入
委
員
長
(
民
主
党
進
歩
派
の
リ
ー
ダ
ー
)
は
、
「
財
務
省
が
あ
る
一
定

額
が
合
理
的
に
事
業
に
要
請
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
証
拠
を
得
る
方
法
は
存
夜
し
な
い
」
、
「
そ
の
よ
う
な
規
定
は
時
代
お
く
れ
で
不
適
当
で
あ
る
」
、
と

述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
一
七
年
法
の
未
分
配
利
疏
税
の
根
本
的
欠
陥
が
承
認
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

主b.
削間

二

0
年
代
の
印
m
保
利
潤
課
税
提
案

第
一
次
大
戦
の
終
結
と
と
も
に
直
ち
に
戦
時
の
過
重
さ
れ
、

出
乱
・
複
雑
化
し
た
税
制
を
整
備
す
る
必
要
が
生
じ
た
が
、

そ
の
際
、
法

人
留
保
利
潤
課
税
は
、
次
節
に
見
る
ご
と
く
ま
さ
に
所
得
税
改
革
の
中
心
問
題
で
あ
っ
た
。

立
法
過
程
に
現
わ
れ
た
論

」
こ
で
は
ま
ず
、

議
の
み
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
の

さ
て
こ

0
年
代
に
お
い
て
最
初
に
惚
保
利
潤
課
税
を
提
案
し
た
の
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
の
財
務
長
官
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
で
あ
ろ
う
。

一
九
二

O
年
の
年
次
報
告
に
お
い
て
、

T
・

s・
ア
ダ
ム
ズ
の
見
解
を
谷
れ
、
超
過
利
潤
税
を
廃
止
し
、
そ
の
代
替
と
し
て
二

O
、
二
五
万
の
米

分
配
利
潤
税
を
法
人
に
課
す
べ
し
と
す
る
促
案
を
行
っ
た
。
彼
は
そ
の
際
、
〈
法
人
!
株
主
〉
課
税
に
お
け
る
問
題
の
所
在
を
明
確
に
指

~UL24C2・ 64)296

彼
は



(
2
)
 

摘
し
、
こ
の
税
が
超
過
利
潤
税
廃
止
に
伴
う
歳
入
減
少
を
補
う
た
め
の
み
な
ら
ず
、
税
負
担
の
公
平
と
正
義
を
確
保
す
る
た
め
に
も
必
要

《

3

)

(

4

)

で
あ
る
と
し
た
。
彼
の
提
案
は
更
に
高
度
付
加
税
率
の
引
下
げ
、
法
人
の
利
潤
留
保
の
便
宜
に
応
じ
た
「
法
定
」
配
当
の
認
容
等
の
か
な

し
か
し
こ
の
検
討
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
改
革
案
も
、
共
和
党
議
会
の
何
ら
注
目
す
る
と
こ
ろ

はり
なに
ら注
す〉目
、ζ す

結べ
局き
立も
ちの
消を
え含
とん
なで
つし、

てた
し。

ま
つ

7ょ

二
O
年
の
共
和
党
政
権
の
成
立
と
と
も
に
、
政
府
が
留
保
利
潤
課
税
を
提
案
す
る
可
能
性
は
失
わ
れ
た
。

か
く
し
て
、

留
保
利
潤
課
税

一
七
年
に
お
け
る
未
分
配
利
益
税
の
提
案
者
で
あ
っ
た
ツ
ョ
ン
ズ
上
院
議
員
で
あ
る
。

年
法
の
審
議
に
際
し
て
、
全
純
所
得
の
一

O
Zを
超
え
る
未
分
配
所
得
に
対
し
八
広
課
税
を
な
し
、

ハ
7
)

と
に
八
%
き
ざ
み
の
累
進
税
率
を
課
す
、
と
の
過
激
な
提
案
を
行
い
、

実
現
に
一
人
執
念
を
燃
や
し
た
の
が
、

彼
t士

以
後
留
保
率
が
一

O
M増
大
す
る
ご

一
七
年
当
時
以
上
の
熱
弁
を
ふ
る
っ
た
。

そ
の
理
由
と
す
る
と
こ

ろ
は
、
彼
に
よ
れ
ば
税
法
に
お
い
て
は
課
税
公
平
(
同
一
所
有
者
は
同
一
税
額
を
支
払
う
ベ
し
)
と
課
税
正
義
(
累
進
税
構
造
の
維
持
)
が
実
現
さ
れ

〔

8
)

ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
未
分
配
所
得
も
分
配
さ
れ
た
場
合
と
同
額
の
累
進
税
に
服
す
べ
き
で
あ
り
、
特
に
超
過
利
潤
税
の
廃
止
(
二

付

一
年
法
案
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
)
は
そ
れ
を
火
急
の
課
題
と
し
、
比
例
的
法
人
課
税
は
両
者
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

(

9

)

 

で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
提
案
も
結
局
進
歩
派
の
支
持
を
得
た
だ
け
に
留
ま
り
二
四
対
四
五
で
否
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

と
い
う
も
の

アメリカに於ける法人税の発達

こ
の
よ
う
に
行
政
府
や
議
会
の
多
数
派
は
留
保
利
潤
課
税
に
は
全
く
消
極
的
で
、
僅
か
に
不
当
留
保
利
益
説
の
存
在
で
満
足
し
て
き
た
。

し
か
し
後
者
が
空
文
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
二
四
年
法
の
審
議
の
際
、

上
院
財
委
員
会
の
少
数
意
見
書
が
こ
の
よ
う

な
同
意
員
会
及
び
財
務
省
の
優
柔
な
態
度
に
激
し
い
非
難
を
加
え
た
こ
と
は
既
に
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
受
け
て
、
ジ
ョ
ン
ズ

議
員
が
再
び
上
院
本
会
議
に
留
保
利
潤
課
税
案
を
提
出
し
た
。
そ
の
理
由
は
例
に
よ
っ
て
〈
個
人
事
業
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

l
法
人
〉

の
公
平
課
税
に
置
か
れ
た
が
U

今
回
は
更
に
一
律
二
一
・
五
万
(
同
年
法
案
で
は
一
四
%
)
の
法
人
税
を
弱
少
法
人
に
課
す
こ
と
の
不
当
性
~

法
人
利
用
に
よ
る
富
裕
者
の
付
加
税
通
町
利
潤
留
保
又
は
株
式
配
当
の
利
用
を
通
じ
て
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
取
偽
札
守
に
強
い
批

北法24(2・65)297



;1)e 

判
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
一
O
%
を
超
過
す
る
未
分
配
純
一
所
得
に
対
す
る

0
・
二
五
克
四
O
%
の
累
進
課
税
の
他
に
、
九
%
へ
の
法
人
税

(
げ
〉

率
の
引
下
げ
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
課
税
の
選
択
認
容
も
同
時
に
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
惚
保
利
潤
課
税
案
は
二
四
年
歳
入
法
の
審
議

を
支
配
し
た
進
歩
的
気
運
の
中
で
、
民
主
党
及
び
ノ
リ
ス
議
員
に
率
い
ら
れ
る
共
和
党
急
進
派
に
支
持
せ
ら
れ
、

で
可
決
さ
れ
た
も
の
の
、
業
界
の
反
対
運
動
と
メ
ロ
ン
の
庄
力
が
強
く
な
り
、

ま
っ
た
。

上
院
で
は
三
二
対
二
四

~tì1、24(2 ・ 66)298

さム
民間

遂
に
両
院
議
会
に
お
い
て
否
決
さ
れ
、
葬
り
去
ら
れ
て
し

さ
て
税
制
改
革
運
動
と
進
歩
派
の
意
気
の
盛
り
上
っ
た
の
が
繁
栄
の
二

0
年
代
の
末
期
の
二
七
、
二
八
年
で
あ
る
o
二
七
年
の

Z
E
Z
E
H

叶

ロ

〉

Z
2
-
2
5ロ
の
所
得
税
簡
素
化
に
関
す
る
報
告
書
は
、
法
人
は
配
当
を
引
延
ば
す
こ
と
に
よ
り
得
て
い
る
プ
レ
ミ
ア
ム
と
し
て
一

O
克
の
未
分
配
利
潤
税
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
翌
年
に
は
内
国
歳
入
課
税
委
員
会
の
数
名
が
、

不
当
儲
保
利
低
税
を
全
廃

し
、
法
人
が
そ
の
受
取
り
配
当
額
以
上
に
分
配
し
た
配
当
額
の
一
定
割
合
を
法
人
税
課
税
の
際
に
控
除
す
る
と
の
案

除

1
向
山
保
利
潤
課
税
)
を
犯
案
し
た
が
、
こ
れ
は
委
員
会
自
体
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
正
当
な
事
業
拡
張
へ
の

(
即
ち
支
払
配
当
控

思
影
山
神
や
合
理
的
資
金
源
の
確
保
と
い
う
実
業
界
の
主
張
が
勝
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
〉

g
Q白
河
内
、
ミ
円
。
¥
H
Fぬ
匂

R
Z
H
R
ミ
。
¥
H
Fぬ
叫

4
2
E
さ語、-一
U
N

口
・
但
し
、
こ
こ
で
は

E
n
g
h・同
R
・
町
田
会
l
m
∞主・
(
-
U
N
O
)

・
よ
り
引

用
。
(
リ
戸
田
ロ
巾

r
-
2
・。、.三
H:
日

V
匂

-
u
l

一0・

(
2
)

「
個
人
(
及
び
実
際
の
と
こ
ろ
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
も
)
は
、
消
鈍
さ
れ
た
か
、
貯
蓄
さ
れ
た
か
又
は
納
税
者
の
事
業
中
に
留
保
さ
れ
た
か
を
問
わ

ず
、
凡
て
の
純
所
得
に
対
す
る
普
通
税
及
び
付
加
税
を
支
払
う
。
法
人
は
、
な
る
ほ
ど
配
当
と
し
て
分
配
さ
れ
た
法
人
の
利
潤
に
対
す
る
付
加
税
を
加

え
て
株
主
が
支
払
う
が
、
そ
の
所
得
に
対
す
る
普
通
税
の
み
を
支
払
う
。
し
か
し
分
配
さ
れ
な
か
っ
た
利
潤
に
対
し
て
又
は
関
し
て
は
何
ら
の
付
加
税

も
支
払
わ
れ
な
い
。
そ
れ
放
に
、
超
過
利
潤
税
が
廃
止
さ
れ
る
場
合
に
は
、
他
の
納
税
者
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
再
投
資
所
得
に
対
す
る
付
加
税
の
替

り
に
何
ら
か
の
等
量
の
又
は
補
正
的
な
税
が
法
人
に
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
れ
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
大

き
な
プ
レ
ミ
ア
ム
が
法
人
形
態
の
事
業
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
(
芯
足
"
℃

m
∞お・)。



付

「
い
く
つ
か
の
点
で
、
現
在
定
式
化
さ
れ
て
い
る
歳
入
法
は
、
法
人
を
優
遇
し
不
正
に
個
人
を
差
別
し
て
い
る
。
し
か
し
他
の
点
で
、
そ
れ
は
、
個
人

を
優
遇
し
不
当
に
法
人
を
差
別
し
て
い
る
。
・
・
法
人
の
株
主
は
法
人
を
通
し
て
個
人
よ
り
高
い
普
通
税
を
支
払
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

彼
ら
は
人
的
控
除

2
q
m
S
ω
-
Rぬヨ
1
5る
に
関
し
て
こ
の
普
通
税
に
対
す
る
何
ら
の
控
除
も
受
け
な
い
。
そ
し
て

i
現
行
法
の
も
と
で
は
|
法
人
税

及
び
重
い
超
過
利
潤
税
が
支
払
わ
れ
た
利
潤
は
、
配
当
と
し
て
株
主
に
分
配
さ
れ
た
時
に
は
、
あ
る
場
合
に
は
六
五
%
に
ま
で
達
す
る
付
加
税
に
再
度

服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
の
場
合
、
差
別
は
法
人
及
び
株
主
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
」
公

FE--
℃
-
B主
)
。

(
3
)

「
超
過
利
潤
税
は
廃
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
単
に
廃
止
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
私
は
そ
れ
が
何
ら
か
の
法
人
利
潤
税
形
式
に
よ
っ
て
大
部
分
が

置
き
換
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
信
ず
る
。
こ
の
結
論
は
政
府
の
歳
入
に
対
す
る
必
要
性
ば
か
り
で
は
な
く
、
公
平
及
び
正
義
の
理
由
に
も
基
い
た

も
の
で
あ
る
。
法
人
以
外
の
納
税
者
が
現
在
七
O
%
に
ま
で
達
す
る
累
進
所
得
税
に
服
す
る
限
り
、
法
人
利
潤
が
僅
か
一
O
%
の
比
例
税
で
免
れ
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
(
み
ミ
-w
古
田
∞
お
)
。

(
4
)

「
更
に
、
所
得
税
課
税
の
最
も
め
ん
ど
う
な
問
題
は
、
法
人
及
び
非
法
人
納
税
者
の
一
両
者
の
場
合
に
同
一
で
あ
る
。
即
ち
貯
蓄
及
び
再
投
資
さ
れ
た

所
得
に
適
用
さ
れ
る
重
税
率
の
抑
圧
的
効
果
で
あ
る
。
そ
の
問
題
並
び
に
他
の
法
人
及
び
個
人
所
得
課
税
の
諸
問
題
は
相
互
に
結
び
つ
い
た
時
に
最
良

に
決
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
o

我
々
は
現
在
個
人
の
再
投
資
所
得
に
、
七
O
%
を
超
え
る
税
率
で
課
税
し
て
い
る
。
こ
の
措
置
の
誤
り
は
我
々
が
そ
の
税

率
を
法
人
の
場
合
に
適
用
し
よ
う
と
試
み
る
時
に
明
白
と
な
ろ
う
。
法
人
の
貯
蓄
所
得
に
七
O
%
で
課
税
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
」
(
芯
え
・
℃
-
m
∞
主
)

0

(
5
)

実
際
に
は
分
配
さ
れ
ず
に
留
保
さ
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
も
、
株
主
の
全
員
一
致
の
合
志
に
よ
っ
て
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
課
税
の
選
択
を
認

め
る
も
の
。
彼
は

pass}ω
再
三
日
。
。
(
本
稿
二
八
七
頁
以
下
参
照
)
を
例
に
引
い
て
い
る
(
芯
え
・
)
。

(

6

)

(

リ
子
問
。
門
同
百
円
唱
。
h
v
-
C
H
・-匂・
4
〔〕印・

(

7

)

由
一
。
。
3
h
河
内
町

-
m
∞
ω
ω
(
一也同一〉・
(
U
F

回口。
E
2・。
hv

町
民

H
J
-
u

一ω

(
8
)
ω
2
S
ミ
J
3・
g
g

(
9
)

彼
の
論
議
は
例
に
よ
っ
て
非
常
に
詳
細
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
理
構
造
は
既
に
十
分
明
確
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
概
略
の
み
を
記
そ

ぅ
。
ま
ず
彼
は
、
一
七
年
法
の
未
分
配
利
益
税
の
導
入
経
過
を
辿
り
、
更
に
翌
一
八
年
法
が
超
過
利
潤
税
を
法
人
の
み
に
諜
す
る
こ
と
と
し
た
の
は
個

人
事
業
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
対
す
る
付
加
所
得
税
の
替
り
で
あ
っ
た
と
し
、
超
過
利
潤
税
は
状
況
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
公
平
課
税

の
原
則
を
侵
害
す
る
が
、
少
く
と
も
担
税
力
課
税
の
原
則
に
は
適
合
し
て
い
た
と
す
る
公
営
、
・
宅
・

2
2・
)
。
し
か
る
に
現
在
提
案
さ
れ
て
い
る
超
過

北法24(2・67)299
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説

利
潤
税
廃
止

l
一
五
%
の
比
例
法
人
所
得
課
税
案
は
、
ま
ず
、
大
法
人
よ
り
も
中
小
法
人
に
現
在
に
比
較
し
て
重
い
税
を
課
し
〈
志

-mg418匂
・
)
、
法

人
内
部
の
株
主
相
互
間
で
は
高
所
得
株
主
よ
り
こ
の
国
の
株
主
の
大
部
分
を
占
め
る
零
細
大
衆
株
主
に
重
税
を
課
し
、
ま
た
木
来
な
ら
ば
免
税
点
以
下

の
株
主
に
ま
で
課
税
し

(
3・
呂
町

lmg∞
・
〉
、
更
に
個
人
事
業
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
よ
り
も
法
人
を
、
そ
れ
も
利
益
を
よ
り
多
く
留
保
す
る
法
人
の
富

裕
株
主
ほ
ど
優
遇
す
る
な
司
・

8ω
∞
imgu--
等
の
点
で
担
税
力
課
税
の
原
則
に
全
く
反
す
る
。
彼
は
ま
た
、
「
法
人
及
び
配
当
の
支
払
い
は
最
大
の

株
主
又
は
そ
れ
を
代
表
す
る
者

i
即
ち
も
し
彼
が
法
人
の
純
所
得
を
配
当
と
し
て
分
配
し
た
な
ら
ば
そ
の
際
高
度
の
付
加
税
を
そ
れ
に
対
し
て
支
払
う

こ
と
を
要
求
さ
れ
る
者
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
法
人
の
未
分
配
利
益
に
対
す
る
税
額
が
、
配
当
の
持
分
に
対
し
て
分
配
さ
れ
た
時
に
こ

れ
ら
の
取
締
役
が
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
個
人
税
(
付
加
税
の
み
な
ら
ず
普
通
税
も
〉
を
超
過
す
る
ま
で
、
い
か
な
る
分
配
も
強
制
さ
れ
な
い
で
あ
ろ

う
」
、
と
も
述
べ
て
い
る
守

-gお
ヤ
。

な
お
彼
は
一
七
年
当
時
は
比
例
税
率
に
よ
る
留
保
利
潤
課
税
を
主
張
し
な
、
が
ら
、
今
回
そ
れ
を
累
進
税
率
に
改
め
た
理
由
を

NN4SH
。
L1HF内

P
君
主
H
H
2
3
3
b
E
N
叫

4
2
Q
S辺
久

H
Z
H〈ミ
sghkfh。htss
ミ
n
z
b
H
ミ
QF
」
Z
C
E
Z
ュz
z
ι
p
q『
E
C
M
1

3

M

O

(

〉
宮
百
円
》
Z
2・
〉
に
啓
発
さ
れ
た
た
め
と
し
て
い
る
な

-
g士
)
。
こ
の
報
告
書
は
当
時
の
改
革
案
の
う
ち
で
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
の
一
つ

で
、
「
委
員
会
は
、
公
平
と
簡
素
の
両
者
の
考
慮
に
重
点
を
置
き
つ
つ
、
こ
の
未
分
配
利
議
税
が
べ

i
ス
と
す
べ
き
最
も
望
ま
し
い
要
素
は
未
分
配
で

残
さ
れ
た
全
部
の
当
期
純
所
得
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
あ
る
と
感
ず
る
し
、
こ
の
要
素
が
平
等
に
繁
盛
し
て
い
る
相
異
る
個
々
人
間
の
公
平
を
袋
求
す

る
際
に
最
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
し
て
、
法
人
が
二
五
%
純
所
得
を
分
配
し
た
場
合
と
七
五
%
分
配
し
た
場
合
の
株
主
の
税
負
担
の
格
差
を
示

し
、
更
に
「
ぷ
分
配
利
益
に
対
す
る
税
は
、
法
人
が
わ
ず
か
に
二
五
%
し
か
分
配
せ
ず
、
彼
に
代
っ
て
残
り
の
七
五
%
に
対
す
る
税
を
支
払
っ
た
時
に

そ
の
人
に
よ
っ
て
負
回
位
さ
れ
る
税
を
可
能
な
限
り
公
平
(
平
等
)
に
す
る
た
め
に
勧
告
さ
れ
る
。
も
し
個
人
が
彼
自
'
身
の
税
を
支
払
う
な
ら
ば
累
進
的

に
橋
大
す
る
税
率
で
支
払
う
こ
と
か
ら
、
法
人
が
彼
の
た
め
に
彼
の
税
を
支
払
う
時
の
税
率
は
そ
れ
に
匹
敵
し
う
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ

る
」
と
し
て
、
留
保
市
中
の
上
昇
に
伴
う
四

l
二
八
%
の
累
進
税
率
を
モ
デ
ル
と
し
て
あ
げ
た
。
な
お
こ
の
報
告
書
の
全
文
は
由
一
。

sh・
見
2
・

ghsl

呂
田

(-sc・
に
、
抜
粋
が
二
入
山
吉
・
同
町

S
同
2
・(句"名、・〉

-gi〕勾
(
-
U
N
3
・
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
旧
)
町
一
。

sm-NNR-
呂
田
な
お
∞

5
Z
F
。、

R
T
U
・
S-
の
筒
略
な
記
述
も
参
照
の
こ
と
。

(
円
)
本
稿
二
八
九
頁
注
(
旧
〉
参
照
。
な
お
伊
氏
ヨ
ωH
了
。
、
ミ

H
W
3・吋お
l
吋
立
に
抜
粋
さ
れ
た
ジ
ョ
ン
ズ
議
員
の
発
言
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(ロ
)
ω
2
m印
。
。
P
崎
河
内
町
・
∞
O

二(一也吋品)・

(
は
)
「
し
か
し
ご
く
少
数
の
株
主
を
有
し
、
地
味
な
事
業
を
営
み
、
彼
ら
の
投
下
資
本
に
対
し
て
少
し
の
額
し
か
稼
得
し
て
い
な
い
非
常
に
多
く
の
小
法

どム
百岡

北法24(2・68)300



付

人
が
存
在
す
る
。
多
数
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
法
案
の
も
と
で
、
彼
ら
は
そ
の
全
純
利
裁
に
対
し
て
一
四
%
で
課
税
さ
れ
る
。
彼
ら
は
年
間
五
回

0
0
0ド
ル
の
個
人
所
得
を
有
す
る
個
人
と
同
率
で
課
税
さ
れ
る
0

・
:
、
私
は
、
そ
れ
は
不

E
で
あ
る
と
言
お
う
。
・
:
:
何
人
も
、
と
訟
は
信
ず
る

が
、
法
人
に
対
す
る
何
ら
の
悪
意
も
有
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
世
に
お
け
る
非
常
に
有
用
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
演
じ
て
い
る
。
•• 

，
そ
れ
故
私

は
、
我
々
が
こ
の
国
の
市
民
か
ら
法
人
を
通
し
て
営
業
す
る
権
利
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
と
思
う
。
我
々
は
そ
れ
を
賞
賛
す
べ
き
目
的
の

た
め
に
実
行
す
る
人
々
を
処
罰
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
。
し
か
し
少
額
の
利
益
を
有
す
る
こ
れ
ら
凡
て
の
法
人
の
場
合
、
各
々
の
法
人
は
そ
の
純
所
得

に
対
し
て
年
間
五
四

0
0
0ド
ル
の
個
人
所
得
を
有
す
る
個
人
と
同
率
で
税
を
支
払
っ
て
い
る
。
他
方
、
も
し
株
主
白
，
身
が
大
金
持
で
税
を
適
脱
す
る

た
め
に
法
人
を
使
用
し
た
場
合
、
上
院
で
可
決
さ
れ
た
法
案
の
も
の
で
は
四
六
%
に
ま
で
達
す
る
額
の
最
高
付
加
税
及
び
通
常
の
普
通
税
を
さ
も
な
く

ぼ
支
払
う
は
ず
の
者
が
僅
か
に
一
四
広
の
み
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
憶
測
で
は
な
い
。
我
々
は
こ
れ
が
な
さ
れ
て
き

た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
〔
以
下
具
体
例
の
提
示
〕
」
(
芯
ミ
J

司・∞
2
4・Y

ハ
リ
門
〉
「
法
人
プ
ラ
ン
は
、
法
人
純
所
得
に
賦
課
さ
れ
る
一
箇
の
税
を
超
え
る
課
税
を
述
脱
す
る
目
的
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
法
人
を
所
有
す
る
伺

人
が
、
彼
の
現
実
の
生
計
費
を
支
払
う
た
め
の
必
要
額
を
超
え
て
そ
の
法
人
か
ら
所
得
を
引
き
出
す
べ
き
何
ら
の
理
由
も
存
在
し
な
い
。
そ
の
個
人
に

と
っ
て
は
、
不
動
産
及
び
個
人
財
産
を
彼
の
家
族
の
メ
ン
バ
ー
問
へ
の
株
式
に
分
割
す
る
よ
り
も
、
彼
の
死
亡
時
に
彼
が
所
有
す
る
株
式
持
分
を
彼
の

相
続
人
に
分
配
す
る
方
が
ず
っ
と
容
易
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
自
身
の
法
人
を
通
じ
て
自
ら
事
業
を
行
う
個
人
が
、
か
り
そ
め
に
も
彼
の
現
実
の
必
要

性
を
超
え
て
何
ら
か
の
配
当
を
宣
言
す
べ
き
何
ら
の
理
由
も
存
在
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
現
実
の
必
要
性
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
彼
が
彼
自
身
の
た
め
に
投

票
を
行
な
う
で
あ
ろ
う
給
与
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
か
も
し
れ
ず
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
何
ら
の
配
当
も
宣
言
す
る
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
課
税
を
述
脱
す
る
た
め
に
法
人
組
織
を
使
用
す
る
と
い
う
方
法
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
る
」
(
芯
え
よ
司

-
g己・〉。

(
は
は

)
ω
巾

P
芯
ミ
・

〈叩山〉

ωα0・

N
F
E
J
E
-
∞口

ωNlgg・
「
こ
れ
ら
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
は
、
多
額
の
所
得
を
有
す
る
人
々
が
法
人
を
組
織
し
個
人
付
加
税
を
述
脱
す
る
と
い

う
現
在
存
在
す
る
誘
因
を
除
去
す
る
た
め
に
、
個
人
所
得
に
対
す
る
付
加
税
と
同
等
の
高
さ
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
芯
え
よ
甘
∞
0
5・
の
ジ
ョ

ン
ズ
議
員
の
発
一
寸
一
口
)
。

(
げ
)
こ
れ
は
、
小
法
人
の
負
担
を
軽
減
し
、
個
人
普
通
税
率
(
六
%
)
と
の
格
差
を
是
正
す
る
た
も
の
も
の
で
あ
る
が
、
差
額
の
一
二
%
は
特
許
税
(
司

g
n
r
z

、H
，Z
)
と
さ
れ
た
(
芯
主
w

匂-∞口一品・)。

ω
2
J
同

F
R叫
-
w

司自】・∞
O↓
k
p
w

∞
Oωω
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説

(悶〉

LS
ミ
-
w

同

ME

∞口
}
U

『
『
一
∞
2仏
B
O口
。
K
V
2
T
目
当
・
吋
品
目
・
三
寸
助
一
す
の
彼
の
発
一
つ
円
参
照
。

(

加

)

四

日

。

sh戸
河
内
町
・
∞
Oωω
・

(
引
〉
反
対
の
要
旨
は
、
ウ
ォ
ル
シ
ュ
議
員
の
要
約
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
上
院
修
正
案
は
、

ω既
に
貯
え
て
あ
る
法
人
の
全
剰
余
金
に
課
税
す
る
こ
と

を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
、

ω法
人
に
よ
る
剰
余
金
の
蓄
積
は
増
進
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
剰
余
金
へ
の
課
税
は
最
も
健
全
で
、
最
も
安
全
且
つ
最
も
確

実
な
方
法
で
事
業
を
行
な
う
こ
と
を
阻
止
す
る
、
何
事
業
拡
張
の
た
め
に
剰
余
金
を
貯
え
る
こ
と
を
妨
げ
る
、
の
三
点
で
あ
っ
た
(
み
旬
以
J

℃・

2
一0
・1

(
泣
)
以
上
の
全
般
に
つ
い
て
、
∞
5
7
F
P
。
、
円
む
切
石
川
河
与
口
戸
。
、
2
T
℃
-
A
一
∞
-
の
簡
略
な
記
述
を
参
照
に
せ
よ
。

(
岱
)
∞
ロ
σ
z
o
p
。、・
2

H

J

℃℃一
ω
l
一品・

(
川
け

)

H

E

R
叫
・
℃
・
玉
一
河
口
L
R
F
z
ω
2
・
-
o日
除
】

V
2
8
E
-
出
G
E
E
m
わ
G
1
#
U
M
-
-
N
G
h
-
n
H
-
一九一二
M
E
M
-

A 
d間

J百

結
局
、

以
上
ま
で
惚
保
利
潤
課
税
の
立
法
史
を
扱
っ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
辿
邦
所
件
税
法
導
入
以
来
、
留
保

利
潤
に
対
す
る
合
間
生
的
課
税
は
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
不
当
留
保
利
益
税
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

多
分
に
制
度
的
及
び
税
務
執
行
上
の
技
術
的
限
界
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
史
に
加
え
て
、

二

0
年
代
に
宇
一
る
や
、
そ
の
合
理
的

課
税
方
式
の
採
求
の
労
力
さ
え
放
楽
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
点
は
ニ

0
年
代
に
特
徴
的
な
富
裕
者
・
企
業
優
遇
政
策
の
一
つ
の
現
れ
で

あ
っ
て
留
保
利
潤
課
税
に
専
ら
特
徴
的
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
留
保
利
潤
に
対
す
る
課
税
は
後
に
見
る
よ
う
に
、

二

0
年
代
の
繁
栄
を
支

え
る
企
業
活
動
の
最
大
江
つ
白
接
の
資
金
源
の
規
制
を
意
味
し
た
が
放
に
、

論
議
以
前
の
感
情
的
反
般
を
初
引
い
た
の
で
あ
っ
た
。

第
二
節

第
一
次
大
戦
後
の
法
人
税
改
革
論
議

こ
れ
ま
で
は
、
初
期
税
制
に
お
け
る
〈
法
人
株
主
〉
課
税
の
具
体
的
話
相
を
沿
不
的
に
見
て
き
た
。

こ
こ
で
は
、

そ
れ
ら
の
制
度
的

北法24(2・70)302 



変
還
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

具
体
的
諸
制
度
や
規
定
に
具
現
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
様
々
に
討
議
さ
れ
た
税
制
改
革
論
の
う
ち
で
、

本
稿
の
分
析
課
題
で
あ
る
〈
法
人
1

株
主
〉
課
税
に
関
係
の
深
い
も
の
に
若
干
留
意
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
結
局
、

最
大
の
問
題
は

留
保
利
潤
課
税
に
あ
っ
た
訳
で
、

、
R
-
o

、U
J
L

各
問
題
点
は
木
稿
が
既
に
検
討
し
た
ツ
ョ
ン
ズ
議
員
の
優
れ
た
提
案
と
論
議
の
中
に
十
分
に
示
さ
れ
て

こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
論
議
の
締
め
括
り
と
整
理
を
行
う
意
味
で
い
さ
さ
か
理
論
的
検
討
に
立
脚
し
た
要
約
を
置
き
、

合
わ
せ
て

二

0
年
代
の
法
人
課
税
論
議
の
地
平
を
確
定
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
中
に
、
我
々
は
〈
法
人
|
株
主
〉
課
税
問
題
へ
の
一
定
の

到
達
さ
れ
た
解
答
を
見
る
が
、
更
に
そ
の
解
決
策
に
示
さ
れ
た
反
応
や
受
容
の
程
度
か
ら
、
逆
に
当
時
の
時
代
的
特
質
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
c

第
一
次
大
戦
後
の
法
人
税
改
革
の
課
題

付

こ
こ
で
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
法
人
税
改
革
に
関
し
て
対
照
的
な
論
議
を
展
開
し
た

T
・
s・
ア
ダ
ム
ズ
(
叶
r
c
B
S
ω
・
〉
岳
自
由
)
と
フ

〔

2
v

ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
(
明
日
仏
戸
明
白
-
5
E
E
)
の
二
名
の
論
稿
を
取
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
両
者
に
従
い
当
時
の
法
人
税

制
の
直
面
し
て
い
た
問
題
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

アメリカに於けるが;人税の発達

(
1
)

ィ
エ

l
ル
大
学
教
授
で
、
財
務
省
顧
問
。
こ
こ
で
取
上
げ
た
論
稿
は
、

4
a
R乙
寸
2
2
C司
S
F
Sヨ
2
ロ
L
F
n
2回
目

J
G
E
m
-
∞

kgN・同
S
F

NNGd・(
'
p
h
h
耳、町内苦
S
H
)
↓∞(一回一∞)一£明，ロロ
L
E
S
E
-
司

B
Z
Z
M
V
C『同ぶハ
r
E
-
Hロ
g
ョ
。
寸
ωMm仲芯ロ
V
ω
印
0
・
、
・
同
円
。
戸
山
一
~
吋
(
↓

UN↓
〉
二
両
〈
O
一ctoロ

ヨ
-HNぬ
く
D
一口
E
S
E
F母
B
一
吋
Z
H耐え
CHE・3
同・1
・
5
匂
ミ
吋
門
誌
、
河
s
b
p官
立

、
-
h
4
・
巾
仏
国
ロ

}-Rr・同)℃
-
u
m
吋l
白
∞
日
・
で
あ
り
、
以
上
を

各
、
川
刷
、
倒
、
間
と
略
称
引
用
す
る
。
な
お
他
に
切
己
E
F
叫4
Z
円
、
言
壮
三
ミ
ぎ
た
丸
、
さ
も
.
H
h

叫4QN-
よ
り
補
う
こ
と
が
あ
る
。

(
2〉
ィ
エ
ー
ル
大
学
教
授
。
取
上
げ
た
論
稿
は
、

εω
己
mmgtc口町
C門
知
2
E
E
C
R
件

Z
F
L
2と
叫
，
e
a
t
g
c
h
F
S
Bぬ
E
ι
p
o
E
p
u二
口
弘

2
・

同
S
F
河内ぜ

-
g印(一
UNG〉
三
島
町
止
命
包
一
寸
虫
色
5

2

0

同
F
S
Eぬ

E
L
F
-
E
F
-
-
コ
h
2・同
2
3・
N
N
S
(匂戸市、・〉一品∞

csc-
の
二
稿
で
、

前
者
を
刷
、
後
者
を
回
と
略
称
引
用
す
る
。
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説

法
人
税
制
の
改
革
を
必
要
と
す
る
一
般
的
状
況

ラb.
G同

既
に
述
べ
た
ご
と
く
、
第
一
次
大
戦
中
の
増
税
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
法
人
税
、
的
人
所
得
税
及
び
超
過
利
潤
税
、

〈

2
)

そ
れ
は
真
に
「
弾
力
的
か
つ
驚
く
べ
き
生
産
性
」
を
示
し
た
。
し
か
し
戦
時
は
言
わ
ば
「
犠
牧
の
時
」
で
あ
っ

戦
時
利
得
税
で
あ
っ
た
。

て
、
そ
こ
で
は
歳
入
の
迅
速
な
調
達
と
行
政
的
能
率
が
国
家
の
存
命
に
係
わ
る
も
の
と
し
て
、

〔

3
〉

と
い
う
緊
急
事
態
の
消
去
と
と
も
に
、
こ
の
価
値
観
は
転
倒
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

厳
格
な
公
平
の
考
慮
に
優
先
す
る
。
戦
時

し
か
し
こ
の
事
は
、
所
得
税
の
役
割
を
縮
小
せ

し
め
、
再
び
間
接
税
、
財
産
税
へ
の
依
存
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

民
主
主
義
と
資
本
主

義
維
持
の
た
め
に
不
可
欠
の
安
定
し
た
政
府
が
富
の
不
平
等
分
配
と
集
積
を
防
止
す
る
手
段
と
し
て
累
進
所
得
税
を
保
有
す
る
こ
と
は
望

(
4〉

ま
し
い
、
と
い
う
観
念
は
既
に
広
く
行
き
渡
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

の
課
税
原
則
に
基
づ
く
修
正
が
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

所
得
税
が
恒
常
的
税
制
と
し
て
耐
え
う
る
よ
う
な
種
々

(
6〉

次
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
戦
時
税
制
の
混
乱
、
複
雑
化
と
行
政
の
は
な
は
だ
し
い
遅
滞
で
あ
る
。

(
7〉

そ
の
混
乱
に
乗
じ
た
富
裕
者
の
租
税
回
避
が
顕
著
に
な
り
は
じ
め
た
。

ま
た
、
各
種
の
優

巡
規
定
が
乱
入
さ
れ
、

ア
ダ
ム
ズ
は
一

O
万
ド
ル
以
上
の
申
告
者

の
純
所
得
額
が
一
七
年
に
は
一
六
億
ド
ル
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二

O
年
に
は
六
憶
ド
ル
に
激
減
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、

(
0
0
〉

税
に
は
、
何
ら
か
の
問
題
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
奥
深
い
多
く
の
欠
陥
が
発
見
さ
れ
、
是
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
「
明
ら
か
に
所
得

最
後
に
所
得
税
、
な
か
ん
ず
く
法
人
税
制
の
改
革
を
促
し
た
の
が
、

超
過
利
潤
税
の
廃
止
と
そ
の
代
替
的
課
税
の
必
要
性
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
要
因
が
結
び
つ
き
、
大
戦
後
の
各
界
で
は
税
制
改
革
が
お
お
い
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
吋
・

ω
〉門
U
E
Y
(恩
暗
唱
印
叫
吋
・

(
2
〉
超
過
利
潤
税
導
入
に
あ
た
っ
て
の
、
英
国
首
相
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
言
葉

q
r
r
P
R者
ミ

P
O
E
t
ι
v
F
5
2
司

5
E
u
、H
，
Z
¥二
o
h
ヨ-
N
川
町

3
・

~
N
A
w
e
-
M
∞ム・)。
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y
U吋
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込
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』
'
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『
・
〉
ハ

r
s
p
(
5・
司
・
印
一

N
U
2
5
(ケ

L
「

~xn叫
J

司自
ν
・
印
刊
∞
-
印
ω
0
・

〉

ι
E
E
-
(
∞5
7
-
2・
。
h
v
目

三

時

唱

日

U
H
Y
∞
i
一
口
)
一
明
m
w
w
門
口
一
戸
ニ
チ
(
ロ
)
咽
℃
E

吋∞印・

法
人
税
制
改
革
の
具
体
的
課
題

で
は
、

か
か
る
一
般
的
状
況
に
お
い
て
、
法
人
税
制
に
お
い
て
何
が
具
体
的
に
改
革
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
。

ま
ず
ア
ダ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
「
事
業
課
税
の
困
難
な
課
題
の
ま
さ
に
核
心
へ
と
我
々
を
運
ぶ
の
は
、

あ
る
」
。
即
ち
「
パ
ー
ト
ナ
ー
又
は
単
独
事
業
者
は
、

し
か
し
法
人
は
そ
の
純
所
得
に
対
す
る
普
通
所
得
税
の
み
を
支
払
い
、

(
2〕

彼
の
配
当
に
対
し
て
そ
れ
を
受
取
っ
た
時
に
の
み
所
得
税
を
支
払
う
」
。
「
法
人
の
未
分
配
利
潤
に
つ
い
て
は
何
ら
の
付
加
税
も
支
払
わ
れ

な
い
」
0

「
こ
の
法
人
と
非
法
人
事
業
と
の
相
違
は
、
二
重
に
不
当
で
あ
る
。
も
し
法
人
の
株
主
が
比
少
な
資
力
し
か
有
し
な
い
人
々
で
あ

」
の
米
分
配
利
益
課
税
の
問
題
で

そ
の
利
潤
が
事
業
内
に
残
存
し
た
か
否
か
を
問
わ
ず
彼
の
凡
て
の
利
潤
の
持
分
に

付

っ
き
付
加
所
得
税
を
支
払
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

株
主
は

アメリカに於ける法人税の発達

る
な
ら
、
彼
ら
は
法
人
を
通
し
て
事
業
や
投
資
を
行
な
う
こ
と
に
対
し
て
、

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
通
じ
て
行
な
う
場
合
以
上
の
高
い
税

を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
法
人
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
普
通
税
が
、
水
分
配
利
潤
に
対
す
る
述
脱
付
加
税
を
償
う
か
も
し
れ
な
い
か

じ
て
投
資
す
る
こ
と
に
よ
り
利
得
を
得
る
状
態
に
あ
る
。
か
く
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
提
案
を
生
み
出
し
た
」
o

な
る
ほ
ど
不
封
印
保
利
益
税
が
存
在
す
る
が
、

我
々
は
法
人
の
未
分
配
利
潤
に
対
し
て
加
算
税
を
課
す
る
た
め
の

(

5

)

 

そ
れ
は
彼
に
よ
れ
ば
「
空
文
」
で
あ
る
。

北法24(2・73)305

ら
。
し
か
し
、
も
し
法
人
利
潤
が
分
配
さ
れ
た
な
ら
ば
高
度
の
付
加
税
に
服
す
で
あ
ろ
う
よ
う
な
大
株
主

X
は
大
所
得
株
主
は
、
法
人
を
通



5見

そ
の
面
か
ら
も
彼
の
自
保
利
潤
課
税
は
提
案
さ
れ
る
。
「
も
し
超

モA
H冊

他
方
、
彼
は
超
過
利
潤
税
廃
止
の
最
も
熱
心
な
提
唱
者
で
あ
っ
た
。

過
利
潤
税
法
が
廃
止
さ
れ
る
な
ら
ば
、
法
人
課
税
と
法
人
化
さ
れ
な
い
事
業
へ
の
課
税
と
を
平
等
に
す
る
た
め
に
、

〈

6
)

れ
る
べ
き
で
あ
る
」
0

法
人
に
税
が
賦
課
さ

か
く
し
て
ア
ダ
ム
ズ
の
結
論
は
こ
う
で
あ
る
。
「
財
政
的
必
要
!
そ
し
て
個
人
的
に
私
は
論
理
的
に
も
同
係
と
い
ず
る
が
!
が
、

(
7〉

資
さ
れ
た
か
ナ
小
川
か
を
問
わ
ず
凡
て
の
利
潤
に
対
す
る
課
税
を
要
請
し
て
い
る
」
と
。

再

投

超
過
利
潤
税
は
弊
害
の
多
い
も
の
で
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し

(
の
♂
)

か
る
後
に
、
伺
人
の
担
税
力
に
基
づ
く
税
体
系
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
法
人
税
制
は
未
分
配
所
得
に
か
ら
ま

(
Q
υ
)
 

担
税
力
課
税
の
盟
恕
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。

次
に
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
の
場
合
を
見
ょ
う
。
彼
に
お
い
て
も
、

る
問
題
を
捨
象
し
、
法
人
税
と
州
人
所
得
税
と
を
素
朴
な
形
で
結
合
さ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

次
に
、
彼
は
具
体
的
に
法
人
と
非
法
人
事
業
形
態
と
の
税
負
担
の
格
差
を
指
摘
し
、

l
シ
ッ
プ
に
敵
対
し
、
法
人
投
資
に
好
意
的
な
不
公
正
な
差
別
が
存
在
す
る
」
、

「
明
ら
か
に
、
こ
こ
に
は
例
人
事
業

X
は
パ

l
ト

ナ

す
る
の
を
許
す
こ
と
は
公
正
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、

「
法
人
成
り
事
業
に
税
を
放
免
に
し
未
分
配
利
潤
を
保
持

米
分
配
法
人
所
得
に
対
す
る
何
ら
か
の
税
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
し
、
と
し
、

ニ
ミ
¥
、
下
」
+
t
h

、

7
イ
ノ
L
E
U

そ
の
税
に
よ
っ
て
川
比
正
さ
れ
う
る
と
す
る
。

ま
た
超
過
利
潤
税
は
、
一
定
程
度
こ
の
法
人
の
課
税
上
の
優
遇
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
と
り
入
れ
ら
れ
、

て
き
た
。
し
か
し
既
知
の
ご
と
く
、
技
術
的
欠
点
放
に
未
分
配
利
潤
税
に
取
っ
て
か
わ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

実
際
そ
の
役
訓
を
果
た
し

か
く
し
て
、
ア
ダ
ム
ズ
と
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
の
覚
知
し
た
問
題
点
は
同
一
で
あ
る
。

現
在
の
法
人
税
制
は
間
保
利
潤
課
税
に
失
敗
し
、

そ
れ
放
に
法
人
事
業
形
態
を
優
遇
し
、
山
品
務
者
の
致
富
を
促
し
て
い
る
。

超
過
利
潤
税
は
そ
の
代
用
物
の
役
訓
を
担
っ
て
い
た
が
、
多
く

の
技
術
的
欠
点
と
行
政
的
削
雑
か
ら
と
う
て
い
維
持
に
耐
え
え
な
い
。

か
く
し
て
適
正
な
間
保
利
潤
課
税
が
施
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
事
は
、
決
し
て
二

0
年
代
に
歪
り
始
め
て
了
知
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

既
に
二
二
年
の
所
得
税
施
行
当
初
よ
り
了
知
さ
れ
て
い

~ttl24(2 ・ 74)306
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た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
第
一
次
大
戦
は
一
方
に
重
税
を
、
他
方
に
巨
大
な
山
の
集
積
を
生
み
出
し
た
。

そ
の
中
で
木
来
自
の
不
平
等
分

配
を
日
正
正
し
、

時
分
配
機
能
を
果
た
す
は
ず
の
伺
人
所
得
税
、
法
人
税
は
何
ら
有
効
に
機
能
せ
ず
、

裕
者
を
優
遇
す
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
に
観
念
的
に
で
は
な
く
、

む
し
ろ
課
税
の
不
平
等
を
生
み
、

~-~ 

現
実
的
に
も
〈
法
人
|
株
主
〉
課
税
の
再
検
討
を
促
す
条
件
が
あ
っ
た
と

言
え
る
。
大
戦
後
に
財
務
省
や
連
邦
議
会
の
み
な
ら
ず
、
学
問
介
や
民
間
団
体
に
お
い
て
こ
の
問
題
が
広
く
論
じ
ら
れ
た
の
は
、

の
一
つ
の
左
証
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と

付

(
1
)

〉
L
2
g
・
5)w
℃-
M
印
し
か
し
他
所
で
彼
は
、
「
法
人
課
税
と
ハ

l
ト
ナ

l
シ
ッ
プ
及
び
個
人
課
税
の
調
和
は
、
累
進
所
得
税
の
最
も
忠
吉

{
5え
な

(
し
か
し
最
も
言
否
2
Z三
で
は
な
い
)
問
題
で
あ
る
」
、
と
の
表
現
も
用
い
て
い
る
(
〔
わ
〕
w

同)田町由)。

(
2
)
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℃℃

N
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・
-vug
同
旨
を
別
に
い
わ
く
、
「
多
数
の
宙
裕
者
、
が
彼
の
財
産
を
法
人
化
し
、
持
株
会
社
が
所
得
を
受
取
り
、
そ
し
て
消
費
し
た
い

と
望
む
所
得
の
一
部
の
み
を
所
有
者
に
分
配
す
る
こ
と
に
よ
り
付
加
税
を
回
避
し
て
い
る
」
、
と
(
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アメリカに於ける法人税の発注
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(
日
〉
例
え
ば
、
前
出
の
〉
E
R
Q白
河
内
、
。
立
。
H
H
F吋

M
R
3
E、油、。
L

『
HFG
叫
4

ミ
E
号
、
ヘ
ミ

-
U
N
-
-

の
他
、

Z
己
芯
E
-
F
L
E
Eと
の
G
D
P
E戸円。

回
自
己

-
Z主
E
E
]
〉
2
9
n
u
t
s
-『
(
リ
『
昆
宗
室

gw(リ
z
g
r
2
G『
8
2
5
2
2
C町
立

百

戸

ω・
の
各
報
告
書
が
問
題
点
を
論
じ
、
各
種
の
提
案
を

行
っ
て
い
る
(
〉
門
-EF--『
宮
同
月
2ω
司

8
日

t
、吋
2
・3
G一
匂
由
自
由
・
)
。

r:h .. 
t耐j

印
保
利
潤
課
税
の
共
体
的
方
式

留
保
利
潤
課
税
の
必
要
性
を
強
調
す
る
点
で
、

ア
ダ
ム
ス
と
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
は
同
一
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
。

次
に
両
者
の
具
体

的
提
案
の
内
容
を
検
討
し
た
い
と
考
え
る
が
、
そ
の
際
、
両
者
は
顕
著
な
対
比
を
示
し
て
く
る
。

そ
の
対
比
は
両
者
の
依
拠
す

そ
し
て
、

る
所
得
税
観
及
び
「
法
人
」
税
観
の
対
立
と
分
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
具
体
的
提
案
の
内
科
を
検
討
す
る

以
前
に
両
者
の
提
案
に
含
ま
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
も
一
一
一
口
う
べ
き
も
の
を
抽
出
し
、

し
か
る
後
具
体
的
提
案
の
内
容
に
立
ち
入
る
こ
と
に

し
よ
う
。

ア
ダ
ム
ズ
の
提
案
及
び
そ
の
前
提

ア
ダ
ム
ズ
は
、

ω貯
蓄
所
得
は
理
論
的
に
は
非
課
税
又
は
優
遇
課
税
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

る
、
と
い
う
こ
つ
の
前
提
を
定
置
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

" 
¥J 

ω法
人
は
独
立
の
課
税
主
体
で
あ

前
者
に
関
し
て
彼
は
一
一
一
同
う
。
「
我
国
の
最
優
秀
の
法
人
は
お
そ
ら
く
我
々
の
最
大
の
且
つ
最
も
効
果
的
な
貯
蓄
者
で
あ
ろ
う
。

く
み
る
と
、
一
九
一
七
年
だ
け
で
法
人
の
未
分
配
利
潤
は
五
ピ
リ
オ
ン
ダ
ラ
ー
を
超
え
、
実
際
に
そ
れ
ら
の
凡
て
が
生
産
的
産
業
に
再
投

資
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
フ
ァ
ン
ド
に
一
般
所
得
税
で
認
め
ら
れ
た
重
い
付
加
税

(
E宮門
i
gる
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
深
刻
な
問
題

を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
」
。
「
理
論
的
に
は
|
即
ち
『
長
期
的
』
と
い
う
言
葉
で
意
味
さ
れ
る
が
1

貯
蓄
所
得
は
、

注

意

深

付
加
税
よ
り
完
全
に
免

除
さ
れ
な
く
て
も
ほ
と
ん
ど
そ
れ
に
等
し
く
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
原
則
に
従
え
ば
、

普
通
税
以
外
の
何
物
も
法
人
に
賦
課
さ
れ
る

北法Z4CZ・76)308



べ
き
で
は
な
い
。
即
ち
、
法
人
の
分
配
所
得
は
株
主
の
も
と
で
付
加
税
に
服
し
、

米
分
配
利
潤
は
貯
蓄
所
得
と
し
て
実
際
上
免
税
さ
れ
る

資
格
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
連
邦
議
会
は
今
も
こ
の
理
論
に
従
お
う
と
は
し
な
い
。

〈

3
v

れ
た
か
消
費
さ
れ
た
か
を
問
わ
ず
大
所
得
の
上
に
残
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
付
加
税
が
残
さ
れ
て
い
る
限
り
、

注
目
す
べ
き
重
い
付
加
税
が
、
貯
蓄
さ

法
人
に
関
す
る
実
際
的
問

題
は
満
足
に
解
決
さ
れ
え
な
い
。
然
り
、
問
題
が
誤
り
よ
り
出
発
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
最
初
の
前
提
が
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

如
何
な
る
解
決
策
も
そ
の
誤
山
訟
を
分
有
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
し
(
傍
点
畠
山
)
、
と
R

彼
の
前
提
に
従
う
と
、
留
保
利
潤
は
貯
蓄
所
得
で
あ
り
、
「
羽
山
論
的
」
に
は
非
課
税
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、

何
故
に
彼
は
留

保
利
潤
課
税
を
提
案
す
る
の
か
。
「
し
か

L
、
雌
が
ち
ょ
う
川
の
ソ

l
ス
は
雄
が
ち
ょ
う
川
の
ソ

l
ス
で
も
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

単

独

事

業
者
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、
法
人
と
同
等
の
特
権
を
E

リ
γ
受
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
不
幸
に
し
て
、

我
々
は
こ
の
質
問
に
軽
々
し

用
さ
れ
る
、

所
得
税
は
彼
の
事
業
よ
り
回
収
さ
れ
た
額
に
の
み
適

と
告
げ
る
こ
と
は
、
所
得
税
の
生
産
性
を
著
し
く
引
ぅ
。
吏
に
、
も
し
法
人
、

く
行
定
的
に
解
答
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
対
し
て
、

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
及
び
活
動
的
ビ
ジ
ネ
ス

付

マ
ン
は
消
費
の
た
め
に
回
収
さ
れ
た
額
に
対
し
て
の
み
課
税
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
再
投
資

X
は
貯
蓄
さ
れ
た
凡

円

6
〕

て
の
給
与
及
び
他
の
個
人
所
得
を
も
免
税
と
す
る
こ
と
を
論
理
的
に
強
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
:
:
・
」
(
傍
点
白
山
〉
。
即
ち
理
論
的
に
は
法

アメリカに於ける法人税の発達

し
か
し
他
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
や
給
与
所
得
者
の
貯
蓄
所
得
ま
で
を
も
免
税
と
す
る
こ
と
は

歳
入
調
達
の
必
要
上
と
う
て
い
問
題
と
な
り
え
な
い
、
し
て
み
れ
ば
残
る
公
平
課
税
を
図
る
論
理
的
手
段
は
理
論
的
な
節
を
曲
げ
て
法
人

か
く
し
て
「
財
政
的
必
要
は
|
そ
し
て
論
理
的
に
も
ま
た
然
り
、

人
の
留
保
所
得
は
課
税
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、

と
私
は
個
人
的
に
い
い
ず
る
が
l
、

留
保
所
得
に
課
税
す
る
他
は
な
い
。

~tæ24(2・77) 309

再
投
資
さ
れ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
凡
て
の
利
潤
へ
の
課
税
を
要
求
す
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
法
人
の
未
分
配
利
潤
は
、

株
主
に
分
配
さ
れ
た
な
ら
適
用
さ
れ
る
税
率
で
課
税
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
(
傍
点
i
畠
山
〉
o

彼
は
こ
こ
で
、

も
し
そ
の
利
潤
が

未
分
配
利
潤
課
税
は

「
論
理

し
か
し
そ
の
内
移
が
、

せ
い
ぜ
い
、

他
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
や
給
与
所
得
者
の
貯
蓄
が
課
税
さ
れ
る
以
上

的
」
要
請
で
あ
る
と
し
て
い
る
。



fU? 

と
い
う
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
て
前
者
が
財
政
的
必
要
に

法
人
貯
蓄
も
課
税
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

よ
っ
て
し
か
恨
拠
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
以
上
、

法
人
未
分
配
利
潤
課
税
も
財
政
的
必
要
か
ら
消
極
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

ヨ'1，..
両HH

ぃ
。
そ
し
て
こ
の
「
理
論
」
と
「
論
理
」
の
違
北
口
が
、

次
に
見
る
よ
う
に
彼
の
捉
案
を
非
常
に
暖
昧
か
つ
妥
協
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
後
者
に
関
し
て
彼
は
一
一
一
一
日
ぅ
。
「
英
国
、
介
衆
同
及
び
そ
の
他
の
諸
国
に
存
す
る
が
ご
と
き
所
得
税
の
二
元
的
構
造
〔
即
ち
法
人
税

個
人
所
得
税
構
造
|
畠
山
)
は
偶
然
で
は
な
い
。
そ
れ
は
単
に
源
泉
徴
収
の
副
産
物
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
法
人
及
び
他
の

σ
5
F
E
Z
E戸伊
丹

は
事
業
を
付
む
地
域
に
お
い
て
利
益
を
い
い
子
受
し
ロ
ロ
え
と
し
て
競
争
し
て
い
る
こ
と
、
個
々
の
吉
田

5
2印
己
ロ
広
に
お
け
る
利
益
所
有
の
状

況
を
確
か
め
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、

σ
5
5
2山
町
ロ

t
q
は
例
体
性
を
有
し
そ
れ
白
身
が
支
払
能
力
を
有
す
る
こ
と
放
び
に
こ
れ
ら

の
事
実
か
ら
し
て
ず

E
F
E
E巾
E
-
4
は
何
ら
か
の
万
法
及
び
範
問
で
そ
れ
自
身
税
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
等
の
多
か
れ
少
な
か
れ

(
7
)
 

不
完
全
な
が
ら
の
承
認
な
の
で
あ
る
」
、
と
。

比
日
さ
る
べ
き
は
、

こ
こ
で
彼
が
は
っ
き
り
と
所
得
税
制
に
お
け
る
法
人
の
独
立
的
存
在
の
意
義
を
認
め
、

法
人
課
税
の
似
拠
を
受
話

説
に
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
視
点
は
、
法
人
税
を
単
に
何
人
所
得
税
の
付
属
物
(
源
泉
徴
収
制
度
〉
と
み
な
し
、

法
人
税
問
右
の

位
置
づ
け
と
機
能
の
分
析
を
放
来
し
て
い
た
従
来
の
和
税
川
崎
論
を
改
印
し
た
ア
ダ
ム
ズ
の
先
見
的
立
場
を
示
す
も
の
と
し
て
、

〈

u
n
v

評
価
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
こ
の
主
張
は
、

積
極
的
に

第
一
次
大
戦
期
に
お
い
て
法
人
税
(
含
超
過
利
潤
税
)
が
何
人
所
得
税
の
源
米
徴
収
と
し

て
で
は
な
く
独
自
に
巨
額
の
歳
入
を
調
達
し
、
税
制
上
独
立
の
性
絡
と
機
能
を
有
す
る
に
五
っ
た
、

と
い
う
税
法
(
制
)
発
達
史
上
の
現
実

と
、
巨
大
産
業
の
現
出
と
株
主
の
地
位
の
本
務
に
よ
っ
て
、

法
人
が
も
は
や
単
な
る
株
主
の
寄
せ
集
め
か
ら
そ
れ
自
体
分
断
し
た
独
自
の

存
在
性
を
有
す
る
に
至
っ
た
、
と
い
う
株
式
会
社
発
達
史
上
の
現
実
へ
の
直
面
か
ら
、

そ
れ
に
即
応
し
た
理
諭
構
成
へ
の
脱
脚
を
め
ざ
し

た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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付

(
l
)

ま
た
「
法
人
利
潤
の
完
全
分
配
に
プ
レ
ミ
ア
ム
を
与
え
る
こ
と
は
得
策
で
は
な
い
。
我
々
は
、
法
人
、
か
そ
の
利
潤
を
事
業
に
貯
蓄
し
、
再
投
資
し
、

す
き
か
え
す
〔
三
2そ

r
R
r〉
事
を
望
ん
で
い
る
。
我
々
は
、
高
度
の
付
加
税
を
法
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
貯
蓄
に
適
用
す
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
と
い

う
事
を
承
認
す
る
。
貯
蓄
、
再
投
資
は
有
益
で
あ
る
。
そ
れ
は
事
業
の
活
力
で
あ
る
し
(
〉
E
E
F
〔
2
・℃
-
u
コ
ャ
、
と
も
述
べ
る
。

(
2
)

入山子
N
S
p
a
w
℃

N
印・

(
3〉
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
現
行
の
付
加
税
は
、
大
部
分
が
、
今
日
及
び
従
米
、
長
き
に
わ
た
り
成
功
慢
に
凹
遊
又
は
辿
脱
さ
れ
続
け
て
き
た
。
高
い

付
加
税
は
、
我
々
が
そ
れ
を
貯
蓄
又
は
再
投
資
さ
れ
た
所
得
に
適
用
し
よ
う
と
試
み
る
限
り
、
回
避
又
は
辿
脱
さ
れ
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
付
加

税
が
い
か
な
る
目
的
に
と
っ
て
も
あ
ま
り
に
高
す
ぎ
る
、
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
う
る
。
現
在
の
付
加
税
が
あ
ま
り
に
高
す
ぎ
て
、
所
有
者
が
使
用

を
禁
じ
、
事
業
の
危
険
に
か
け
た
所
得
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
全
く
確
定
的
だ
。
そ
れ
は
一
般
的
に
も
、
ま
た
貯
蓄
及
び

再
投
資
さ
れ
た
所
得
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
も
、
根
本
的
に
引
下
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
我
々
が
累
進
所
得
税
を
保
持
す
る
の
な
ら
ば
、
我
々

は
貯
蓄
所
得
の
全
部
又
は
一
部
を
付
加
税
か
ら
免
除
す
る
か
、
又
は
所
得
に
対
す
る
付
加
税
を
消
貨
に
対
す
る
税
に
夜
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
と

他
所
で
述
べ
る
(
〉
含
ヨ
凶
-
w

〔(υ
〕
唱
市
-
U
芯・
)

0

(
4
)

〉
L
E
g
-
-
一回
f

℃・印晶子

(
5〉
〉

《

凶

E
g
-
-
P
)・
日
】
同
日
・

(
6
)
L
s
t・-℃
-
M
m

(

7

)

〉
含
ヨ

f
a
)・℃・印ム
ω・
ω
2
回一

5
・
(0
・甘
-
U

吋印・

(
B
)
例
え
ば
、
司

ω台
骨
Er--
」
dG者
広
三

ω
吋
}
凶
作
c
q
q内
回

5
5
2
ω
斗

Z
E
Gロ
¥
w
A

∞伊
h
a
』

ucN'
同
2
p
m
Mア
四

日

N
-
m
M
吋
(
-
U
A
口
)
・
が
こ
の
点
を
指
摘

す
る
。
な
お
、
士
口
国
「
法
人
税
コ
八
ー
九
頁
も
参
照
。

アメリカに於ける法人税の発達

" 一
¥ーノ

ア
ダ
ム
ズ
が
以
上
の
よ
う
な
前
蛇
か
ら
納
件
の
ゆ
く
合
理
的
な
留
保
利
潤
課
税
方
式
を
導
き
出
し
得
た
か

さ
て
次
の
問
題
は
、

~t法24(2 ・ 79)311

否
か
に
あ
る
。

彼
は
〈
法
人
!
株
主
〉
課
税
案
と
し
て
は
、

ω五
、
六
克
の
法
人
付
加
所
得
税
、

ω法
人
に
二

O
、

二

五

%

の

課

税

を

な

し

更

に

株

主
の
ん
上
(
配
当
を
含
む
)
所
得
に
課
税
し
、

し
か
る
後
何
人
所
得
税
額
の
う
ち
二

O
、
二
五
%
を
搾
除
す
る
、

ωみ
な
し
配
当

(ng奇ロ円
tz



言.~~

E
i
ι
g
L
)
方
式
に
よ
り
株
主
に
全
傾
課
税
、

ハ
1
)

税
、
の
四
つ
を
あ
げ
、
各
欠
点
を
指
摘
す
る
。
即
ち
彼
の
法
人
実
在
説
的
観
点
よ
り
す
れ
ば
、

(
2
)
 

あ
り
え
な
い
か
ら

ωが
ま
ず
否
定
さ
れ
、
一
史
に
例
制
は
法
人
貯
蓄
に
課
税
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
彼
の
言
う
「
理
論
」
に
祇
触
す
る

(

8

)

(

4

)

(

5

)

 

が
故
に
「
実
業
家
の
深
い
、
し
か
し
多
く
の
点
で
正
当
な
憤
慨
』
を
芯
起
す
る
。
か
く
す
れ
ば
、
彼
が
「
最
も
害
毒
が
少
な
く
」
「
最
も
便
宜

(
6
X
7
)
 

的
且
つ
も
っ
と
も
ら
し
い
解
決
策
」
と
す
る
の
は

ω以
外
に
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、

制
投
下
資
本
額
に
対
す
る
'
間
保
利
潤
の
削
合
に
応
じ
た
又
は
他
形
式
に
よ
る
則
前
進
儲
保
利
潤

法
人
税
は
個
人
所
得
税
の
源
泉
徴
収
で
は

北法24(2・80)312

U 

日間

こ
の
五
、
六
%
の
法
人
付
加
所
得
税
は
〈
法
人

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
|
個
人
事
業
〉
問
の
税
負
担
格
差
を
若
干
結
託
す
る
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、

結
局
の
と
こ
ろ
〈
株
主
株
主
〉
、
〈
株

法
人
税
率
以
上
の
付
加
所
得
税
率
に
服
す
る
富
裕
株
主
の

利
潤
留
保
に
よ
る
付
加
税
辿
脱
を
防
止
し
え
な
い
。
こ
れ
は
、
ア
ダ
ム
ス
の
自
認
す
る
ご
と
く
、
「
間
接
的
負
担
に
お
い
て
小
株
主
に
は
あ

円

8
v

ま
り
に
重
く
、
倒
人
付
加
所
得
税
を
回
避
す
る
た
め
に
法
人
と
い
う
方
法
の
貯
蓄
を
な
す
富
裕
株
主
に
は
あ
ま
り
に
軽
い
妥
協
で
あ
る
」
、

主
パ
ー
ト
ナ
ー
l
個
人
〉
間
の
税
負
担
格
差
を
何
ら
是
正
し
な
い
。
即
ら
、

ア
ダ
ム
ズ
は
彼
の
提
案
を
「
原
則
の
い
く
ら
か
の
妥
協
が
不
可
避
で
あ
」
り
且
つ
「
少
な
く
と
も
簡
潔

(
9〉

平
明
で
あ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
有
す
る
」
、
と
し
て
弁
護
し
て
済
ま
し
て
い
る
。

彼
は
現
実
認
識
を
似
拠
に
法
人
独
立
課
税
主
体
説
よ
り
出
発
し
た
。
彼
が
ア
メ
リ
カ
電
信
電
話
会
社
を
例
に
し
て
法
人
r
川
体
に
対
す
る

〈

刊

)

課
税
は
株
主
に
対
す
る
課
税
で
は
な
い
、
と
し
た
点
は
明
ら
か
に
正
し
い
。
し
か
し
も
し
法
人
独
立
課
税
主
体
説
へ
の
固
執
が
〈
法
人
l

株
主
〉
諜
税
に
お
い
て
も
法
人
自
体
へ
の
課
税
以
外
を
認
め
な
い
立
場
に
連
な
っ
て
い
る
と
し
た
な
ら
、

と
一
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、

そ
こ
で
は
〈
法
人
|
株
主
〉
課

税
問
題
の
(
お
そ
ら
く
は
最
も
)
重
要
な
側
面
は
軽
視
さ
れ
放
医
さ
れ
る
結
果
が
助
長
さ
れ
た
、

と
い
う
点
、
が
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
〈
法
人
l
株
主
〉
課
税
(
ア
ダ
ム
ズ
の
一
7

日
う
未
分
配
利
益
課
税
問
題
も
当
然
こ
こ
に
含
ま
れ
る
〉
は
あ
く
ま
で
法
人
税
と
個
人
所
得
税
の
交
錯

の
中
に
生
じ
る
の
で
あ
り
、

法
人
税
の
独
自
の
役
割
が
認
識
さ
れ
つ
つ
常
に
担
税
力
に
応
じ
た
課
税
と
い
う
個
人
所
得
税
原
理
が
討
議
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、

法
人
独
立
課
税
主
体
説
を
根
拠
に
個
人
所
得
税
原
型
を
完
全
に
締
め
出
す
の
は
方
法



論
、
問
題
認
識
と
し
て
誤
り
で
あ
る
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ア
ダ
ム
ズ
は
意
識
的
に
そ
の
よ
う
な
論
議
を
展
開
し
た
訳
で
は
な
い
に
し

て
も
、
各
所
に
そ
の
安
易
な
援
用
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

付

(
1
)

〉
L
2
2
F
(回J
・
2
v
Z一品l
印ム印・

(
2〉

H
F
ミ
・
℃
℃

-
Z印
l
E
m

(

3

)

L

『

~VE--HV
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(
4
)

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。
「
こ
の
解
決
法
は
何
度
も
提
案
さ
れ
た
が
、
常
に
拒
否
さ
れ
た
。
こ
の
掠
否
は
、

こ
の
解
決
法
が
や
っ
か
い
で
膨
大
な
事
務
的
調
整
及
び
還
付
額
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
提
案
は
、
連
邦
議
会
及

び
人
々
が
こ
の
国
の
法
人
に
よ
っ
て
い
毎
年
影
響
さ
れ
る
巨
大
な
貯
蓄
額
に
五

O
%の
付
加
税
を
適
用
す
る
と
い
う
光
景
に
立
ち
あ
い
た
が
ら
な
い
が
故

に
拒
否
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
声
明
を
繰
返
え
そ
う
。
我
々
は
、
そ
れ
が
行
政
的
に
煩
雑
だ
か
ら
で
は
な
く
、
論
争
に
正
面
か
ら
面
し
た

時
、
我
々
は
法
人
利
潤
の
完
全
分
配
に
プ
レ
ミ
ア
ム
を
与
え
る
こ
と
は
得
策
で
は
な
い
と
結
論
し
た
が
故
に
こ
の
問
題
の
厳
密
な
解
決
法
〔
即
ち
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
選
択
課
税
方
式

l
畠
山
]
を
拒
否
す
る
。
:
・
〔
以
下
本
稿
三
一
一
一
良
註
(
1
)
に
続
く
」
・
」
(
〉
含
ヨ
♂
〔

2
・
3
・u
g
l
u

コ-
)
o

ア
ダ
ム

ズ
は
、
行
政
的
煩
雑
さ
で
は
な
く
、
端
的
に
資
本
蓄
積
の
観
点
か
ら
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

(
5〉
〉
仏
m
E
F
(回
)
・
司
・
印
品
目
彼
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
四
つ
の
提
案
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
選
択
は
、
円
7
2
B
r
a
d〈
2
ロ
子
2
。
2
ニ
乙
件
。
ョ
ζ
=
2
で
し
か

な
い
令
F
E
w
-
)
・
2
m
)
。

(
6
)
L
3
ミ
J

匂・

2
∞'

(

7

)

な
お
彼
は

ωを
選
択
す
る
以
前
に
、
貯
蓄
所
得
に
対
す
る
個
人
付
加
税
率
が
最
高
二

O
Mに
引
き
下
げ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
法
人
貯
蓄
(
留
保
利
潤
)
に

対
す
る
こ

O
%課
税
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
が
(
こ
れ
は
彼
が
財
務
長
官
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
に
提
案
し
、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
が
ニ

O
年
に
連
邦
議
会
に
勧
告

し
た
も
の
に
一
致
す
る
〔
本
稿
前
出
二
九
六
頁
o

回
5
Z
F
主
丘
町
よ
石
田
1
5・
〕
)
、
も
し
付
加
税
率
が
現
在
の
ご
と
き
四

O
%前
後
に
維
持
さ
れ

る
な
ら
ば
、
四

O
%の
留
保
利
潤
税
を
課
す
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
〉
含
自
F

〔回〕
w

旬・

2
吋・〉。

(
8
X
9
)
N
E件
、
司
虫
∞
・
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)
L
Sぇ
・
司
印
品
目
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説

フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
の
提
案
及
び
そ
の
前
提

r-.. 

一
、ーノ

現
実
的
解
決
策
を
望
ん
だ
が
故
に
立
場
を
暖
叫
に
し
、

且
つ
妥
協
的
な
課
税
方
式
し
か
捉
一
部
し
仰
な
か
っ
た
ア
ダ
ム
ズ
に
比
較

論

フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
の
提
案
は
あ
く
ま
で
論
理
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
、

L 

そ
こ
に
理
論
的
冴
え
と
も
一
一
百
う
べ
き
も
の
を
示
し
て
い

る。
さ
て
、

フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
は
次
の
前
提
よ
り
出
発
す
る
。
「
連
邦
税
体
系
の
基
礎
は
、

現
在
も
そ
し
て
将
来
も
お
そ
ら
く
必
ず
や
個

入
所
得
税
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

法
人
利
潤
課
税
は
例
入
所
得
税
に
基
礎
を
置
く
恒
久
税
体
系
に
丸
味
を
つ
け
る
た
め
に
存
す
べ
き
で
あ

る
。
課
税
正
義
に
凶
す
る
凡
て
の
問
題
は
最
終
的
に
倒
人
納
税
者
に
降
下
し
て
く
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
人
課
税
は
、
投
資
家

及
び
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
の
担
税
力
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
を
目
標
に
存
在
す
べ
き
で
あ
る
。

程
遠
い
L
。
彼
の
立
場
は
明
快
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
、

」
の
点
で
現
行
税
体
系
は
完
全
か
ら
は

ア
ダ
ム
ズ
が
法
人
独
立
課
税
主
体
説
の
も
と
に
一
括
捨
象
し
た
株
主
個
人
の
担
税

「
所
得
税
の
最
大
の
長
所
は
、

い
か
な
る
税
に
も
噌
し
て
政
府
の
負
担
を
市
民
の
刊
に
立
払
能
力
に
応
じ
て
分
配
す
る
た
め
に
依
拠
し
う
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
い
か
な

る
他
の
税
も
こ
れ
を
う
ま
く
な
し
得
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
結
果
も
所
得
税
の
人
的
性
質
が
維
持
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
達
成
さ
れ

〈

2
)

う
る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
人
的
性
質
は
当
然
〈
法
人
株
主
〉
課
税
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

力
に
執
着
し
、

そ
こ
に
栄
進
何
人
所
得
税
を
厳
宿
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
の
一
手
段
が
法
人

課
税
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
法
人
税
制
は
従
来
側
人
の
受
取
配
当
に
対
す
る
普
通
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。

即
ち
個
人
の
受
取
配
当
は

仰
人
普
通
所
得
税
を
免
除
さ
れ
た
。
こ
の
受
取
配
当
控
除
方
式
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、

〈

3
v

て
は
優
れ
て
い
た
が
、
所
得
税
に
そ
の
ま
ま
適
川
す
る
の
は
正
し
く
な
い
。
即
ち
所
得
税
は
人
的
控
除
と
累
進
税
率
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、

〈

4
v

受
取
配
当
控
除
は
株
主
間
に
不
正
義
を
も
た
ら
す
。
彼
は
そ
れ
を
詳
か
く
例
示
す
る
が
、 確

か
に
財
産
税
の
二
重
課
税
を
防
止
す
る
も
の
と
し

要
す
る
に

ω低
所
得
株
主
の
人
的
住
除
の
権

;j tìt~24C2 ・ 82)314

他

の



(
5〉

防
法
人
税
率
が
普
通
所
得
税
不
よ
り
高
い
こ
と
か
ら
配
当
所
得
は
高
い
普
通
所
得
税
を
課
さ
れ
る
、
の
二
点
で
あ
る
。

(
6
v
 

で
は
最
善
の
解
決
策
は
何
か
。
彼
は
、
そ
こ
で
ア
ダ
ム
ズ
が
杭
否
し
た
法
人
税
全
廃
論
を
直
般
に
主
張
す
る
。

は
、
法
人
所
得
へ
の
課
税
を
完
全
に
中
止
し
、
個
人
所
得
へ
全
配
当
を
含
め
る
こ
と
で
あ
る
」
。

利
が
失
わ
れ
る
、

「
口
取
も
簡
明
な
解
決
策

し
か
し
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、

法
人
税
を
廃
止
す
れ
ば
法
人
の
留
保
利
潤
は
全
く
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て
こ
の
隆
路
を
打
仮
す
る
た
め
に
提
案
さ
れ
る

の
が
、
彼
の
留
保
利
潤
課
税
に
他
な
ら
な
い
。

付
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F
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E
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E
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(
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)
3
-
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E
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・
g-
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一
宮
・
更
に
同
旨
を
い
わ
く
、
「
所
得
税
に
関
す
る
最
も
基
本
的
事
項
は
そ
の
人
的
性
質
で
あ
る
。
も
し
こ
の
税
が
我
々
の
歳
入

体
系
の
基
本
と
し
て
奉
仕
す
べ
き
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
必
然
的
に
厳
格
に
個
人
所
得
税
た
る
こ
と
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
み
・
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と
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アメリカに於ける法人税の発達

彼
の
留
保
利
潤
税
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
加
そ
の
目
的
は
、
例
〈
法
人
へ
の
投
資
家
!
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

l
個
人
V

の
聞
に
正
義
を
生
み
出
し
、

ω政
府
に
未
分
配
利
益
か
ら
の
公
正
な
歳
入
を
確
保
さ
せ
る
点
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、

ω決
し
て
法
人
利

〈

2
v

益
の
分
配
を
強
制
し
た
り
、
利
益
の
事
業
へ
の
返
還
守
口
三
ロ
m
ゲ
日
ど
を
処
罰
す
る
た
め
で
は
な
い
。

ω法
人
の
未
分
配
所
得
は
個
人
、
パ

(
一
一
〉

::11':法24(2・83)315

ー
ト
ナ

l
シ
ッ
プ
の
未
分
配
所
得
と
等
し
く
課
税
さ
れ
る
。

ω凡
て
の
未
分
配
所
得
は
少
く
と
も
個
人
所
得
税
の
普
通
税
率
又
は
最
低
税

率
を
課
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ωし
か
し
大
部
分
の
株
主
は
よ
り
高
度
の
税
率
に
服
す
る
の
が
当
然
で
あ
り
、

)
の
最
低
税
率
は
法

人
未
分
配
所
得
の
う
ち
の
僅
少
部
分
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。

ω納
税
率
は
投
下
資
本
に
対
す
る
未
分
配
所
得
の
割
合
に
応
じ
た
累
進
税
率



説

と
さ
れ
る
が
、
目
標
は
同
時
に
分
配
を
強
制
す
る
こ
と
な
く
税
を
免
が
れ
る
た
め
の
配
当
の
留
保
宮
王
子
c
E
Z
m
)
を
処
罰
す
る
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
留
保
を
許
さ
れ
る
額
は
お
お
ま
か
に
投
下
資
本
額
に
比
例
し
、

::.d‘ 
日間

合
理
的
留
保
額
に
は
最
低
税
率
の
み
が
適
用
さ
れ
、
そ
れ
以
上

が
累
進
税
率
と
さ
れ
る
。

ωω
小
規
模
法
人
に
は
緩
和
措
置
が
施
と
さ
れ
る
。
)
こ
の
よ
う
に
税
率
は
簡
潔
性
を
犠
牲
に
し
て
も
公
平
の
実

(
4
v
 

現
に
合
致
す
る
よ
う
二
本
立
て
と
さ
れ
て
い
る
。
の
小
規
模
法
人
は
個
人
、

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
よ
り
不
利
に
課
税
さ
れ
ぬ
よ
う
個
人
所

得
税
の
最
低
税
率
が
適
用
さ
れ
る
。

か
く
し
て
彼
は
こ
う
結
論
す
る
。

「
私
は
、

こ
の
プ
ラ
ン
が
現
在
の
法
人
税
及
び
超
過
利
潤
税
に
対
す
る
公
正
な
代
替
物
を
提
供
し
、

必
要
以
上
に
法
人
の
取
締
役
に
よ
る
最
も
賢
明
な
事
業
経
営
に
干
渉
す
る
こ
と
な
く
、
政
府
に
は
合
理
的
歳
入
を
、

正
義
を
、
と
い
う
目
標
を
達
成
す
る
も
の
と
信
ず
る
」
、
と
。

多
種
の
納
税
者
に
は

彼
の
提
案
を
若
干
検
討
し
よ
う
。
彼
は
ま
ず
個
人
所
得
税
を
恒
久
税
体
系
の
根
幹
と
し
、
端
的
に
法
人
税
の
全
廃
を
主
張
し
た
。

し
留
保
利
潤
課
税
の
必
要
性
か
ら
結
局
法
人
未
分
配
所
得
税
な
る
法
人
課
税
の
設
慌
を
認
め
た
。

こ
の
よ
う
に
個
人
所
得
税
一
元
化
が
慣

き
押
な
か
っ
た
点
が
第
一
に
留
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
に
お
い
て
も
、

法
人
課
税
は
「
個
人
所
得
税
に
基
礎

を
泣
く
恒
久
税
体
系
に
丸
味
を
つ
け
る
た
め
」
に
存
在
す
る
こ
と
を
一
泊
さ
れ
る
か
ら
、
第
二
の
問
題
は
、

そ
の
「
法
人
課
税
が
投
資
家
及

び
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
の
担
税
力
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
」
に
成
功
し
て
い
る
か
否
か
に
あ
る
。

し
か
し
、

彼
の
提
案
も
ま
た
〈
法
人

ー
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

l
個
人
事
業
〉
問
の
課
税
不
平
等
の
是
正
を
日
的
と
し
た
も
の
で
、

/¥ 

株
主

株
主、J

株
主

ナ

個
人
〉
と
い
う
例
々
人
に
お
け
る
課
税
不
平
等
問
題
を
捨
象
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う
る
。
即
ち
、

(
6
v
 

所
得
を
有
す
る
法
人
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
・
個
人
事
業
の
税
負
担
は
同
額
と
な
る
。
し
か
し
、

彼
の
提
案
の
も
と
で
は
同
額
の

法
人
に
賦
課
さ
れ
た
未
分
配
所
得
税
は

内
部
的
に
は
株
主
の
持
分
に
比
例
し
た
平
等
な
負
担
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、

る
高
所
得
株
主
に
有
利
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
ダ
ム
ス
提
案
の
場
合
と
同
じ
不
合
理
に
他
な
ら
な
い
が
、

高
度
累
進
付
加
税
を
利
潤
留
保
に
よ
り
免
れ
て
い

こ
れ
は
彼
が
自
認
す
る
よ
う
に
、

北法24(2・84)316

し
ヵ、



「
伺
々
の
株
主
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
ず
に
法
人
自
体
に
課
税
さ
れ
る
限
り
避
け
得
な
い
」
(
傍
点
|
畠
山
)
桁
命
と
一
一
呂
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
は
個
人
所
得
税
を
税
体
系
の
中
心
と
す
べ
き
こ
v

ど
を
主
張
し
た
が
、

も
は
や
現
存
す
る
法
人
の
怠
義
と
役
割
と
を
税

法
上
完
全
一
に
否
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

法
人
の
存
在
と
そ
れ
に
対
す
る
課
税
を
通
じ
て
し
か
公
平
課
税
の
実
現
を
語
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
〈
法
人
!
株
主
〉
課
税
の
完
全
な
解
決
を
不
可
能
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
点
に
お
い
て
ア
ダ
ム
ズ
と
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
は
、
一
方
は
法
人
税
存
続
を
主
張
し
他
方
は
端
的
な
廃
止
を
主
張
し
た
が
、
法

人
存
在
に
独
自
の
意
義
を
与
え
、
そ
れ
に
対
す
る
課
税
の
独
自
の
意
義
を
論
じ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
実
は
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る

と
い
う
古
い
方
も
許
さ
れ
よ
う
。
第
三
に
(
第
二
点
に
結
び
つ
く
が
)
、

彼
の
提
案
で
は
法
人
の
規
模
の
拡
大
に
伴
っ
て
も
税
率
は
累
進
的

小
法
人
の
株
主
が
常
に
低
所
得
者
で
は
な
い
以

付

に
逓
増
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
大
法
人
の
株
主
が
常
に
高
所
得
者
で
は
な
く
、

上
、
大
法
人
の
株
主
に
一
般
的
に
重
く
課
税
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
た
彼
の
自
認
す
る
ご
と
く
「
巨
大
法
人
の
多
数
の
小
投
資
家
に
重
大
な

不
正
」
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
の
提
案
も
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
の
も
つ
完
全
性
に
は
ほ
ど
遠
い
と

す
口
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
第
四
に
、
そ
れ
で
は
こ
の
未
分
配
所
得
税
を
、

多
く
の
利
潤
を
留
保
す
る
法
人
に
累
進
的
に
高
い
罰
則
税
を
課
す

アメリカに於ける法人税の発達

」
と
に
よ
り
配
当
を
強
制
し
、

配
当
が
な
さ
れ
た
段
階
で
公
平
に
付
加
所
得
税
を
課
す
る
こ
と
を
白
的
と
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
手
段
の
選
択
は
一
般
に
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、

彼
は
再
々
に
わ
た
り
未
分
配
所
得
税
の
目
的
は
配

当
強
制
に
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の
可
能
性
を
自
ら
否
定
し
て
い
る
。
結
局
、

彼
は
付
加
税
通
脱
の
原
因
で
あ
る
利
潤
留
保
行
為
に

は
目
を
む
け
ず
、
事
後
的
な
課
税
調
整
の
み
に
よ
っ
て
公
平
課
税
を
図
ら
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
「
税
法
は
最
良
の

北法24(2・85)317

事
業
判
断
の
行
使
に
必
要
以
上
に
干
渉
す
べ
き
で
は
な
い
」

と
し
て
ニ

0
年
代
の
常
識
に
従
っ
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

2 1 
¥J¥J  

以
下
は
司
己
R
E
一子

g
・
同
省
・
吋
三
七
回
ム
・
に
よ
る
。

こ
の
点
は
彼
の
強
調
し
て
や
ま
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
。
『

m，
E
R
E
-
P
(目
f
H
U

↓
印
∞
一
即
日
正
2
・。、
-
R
H
J

司・一
N



説

(
3
)
 
彼
の
提
案
す
る
税
率
表
を
参
考
に
掲
げ
よ
う
。

o:1e>.. 
nrm 

投

F 

資

一O
万
ド
ル
以
下

一O
O万
ド
ル
以
下

一0
0
0万
ド
ル
以
下

一0
0
0万
ド
ル
以
上

本

投
下
資
本

対

一-1t 
l 未

分
配
利

トー一一一I益
の
害t
A 
に1

50 30 50 40 30 20 

75 50 50 50 40 25 

一一一一一 一一一一1'(;)
/0 
、ーノ

I 75 
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50 50 50 30 

(
明

E
R
r
-
一《戸〔ロ

γ
司
-
U
吋
品
川
正
-
w

〔開〕旬開
V

]

印∞・)

(
4
)
明
白
門
戸
内
『
己

(
y
g・℃・吋
U
N
・
こ
の
点
は
ア
ダ
ム
ス
が
簡
易
平
明
の
た
め
に
公
平
を
犠
牲
に
し
た
(
〉
含
E
F
〔
∞
〕
・
七
宮
∞
〉
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

(
5〉

3
5
z
z
-
婁
U
・
3
∞・

(
6
)
ω
2
み
主
」
円
)
・
吋
但
ム
・

(
7
)

こ
の
点
か
ら
法
人
留
保
利
潤
課
税
の
難
か
し
さ
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
門
司
ロ

G
E
E
E
P
切

5
2
2
旬。、
h
お
沼
崎

M
E
N
Sミ

Q
E同

』

V
3
3
b号、
(
Z
Jへ
込

μ
「
リ
冨
の
の
自
宅
i
出
ニ
ケ
一
回
ω
∞〉唱同
v-ωω
一
岡
山

-
M
K
]
2
5
向
。
、
、
。
、
ミ

S
吋
ミ
号
制
町
内
(
Z
・
J同
・
，
出

g
q
出

qz-
一宏∞〉
w

円》匂・

印印印
u

印
印
出
等
を
参
照
。

(
8
)

以
上
の
事
情
を
説
明
し
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
富
裕
者
は
、
法
人
投
資
に
よ
る
未
分
配
利
益
に
対
す
る
税
負
担
を
、
彼
が
個
人
事
業
又
は
パ

ー
ト
ナ

l
シ
ッ
プ
の
か
か
る
利
益
に
対
し
て
支
払
う
も
の
に
比
較
し
て
減
少
さ
せ
る
機
会
を
も
っ
。
こ
れ
は
、
未
分
配
法
人
利
益
に
対
す
る
税
に
対
し

て
提
案
さ
れ
た
税
率
が
現
行
法
に
お
け
る
個
人
所
得
税
率
程
に
高
く
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
提
案
税
率
は
妥
協
で
あ
る
。
税
率
は
、
巨
大
法

人
に
お
け
る
多
数
の
小
投
資
家
に
対
す
る
重
大
な
不
正
な
く
し
て
は
そ
れ
以
上
高
く
さ
れ
得
な
い
。
か
か
る
差
別
は
、
個
々
の
株
主
の
事
情
が
考
慮
さ

れ
ず
に
法
人
自
体
に
課
税
さ
れ
る
限
り
避
け
得
な
い
。
提
案
税
率
は
凡
て
の
株
主
階
級
に
と
り
全
体
的
に
は
か
な
り
に
公
平
だ
と
信
ぜ
ら
れ
る
0

・:

〔
高
所
得
に
対
す
る
個
人
所
得
税
の
〕
最
高
税
率
が
全
く
普
通
に
泌
脱
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
法
人
に
対
す
る
税
を
あ
た
か
も
凡

て
の
利
益
が
個
人
的
(
胃
E
G
g
-
)
で
あ
る
か
の
ご
と
く
凡
て
の
株
主
に
同
等
に
影
響
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
可
能
な
方
法
は
存
在
し
な
い
。
こ
こ
で



提
案
さ
れ
た
プ
ラ
ン
は
、
実
際
に
現
在
の
個
人
所
得
及
び
法
人
税
体
系
以
上
に
個
人
的
正
義
の
方
向
へ
一
一
層
歩
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
」

(
F
5
7ニL
・

〔ロ〕・日以
}u
・吋
u
m
l
吋巴吋・〉。

(
9
)

彼
自
身
、
「
法
は
あ
る
会
社
に
対
し
て
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
同
様
に
取
扱
わ
れ
る
こ
と
の
選
択
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
選
択
は
〈
株
主
!
伺

人
|
パ
ー
ト
ナ
ー
〉
問
の
絶
対
的
平
等
を
生
み
出
す
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
第
一
に
提
案
さ
れ
た
プ
ラ
ン
に
優
る
長
所
を
有
す
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
公

F
E
-

官
吋
回
吋
)
。

(
叩
)
そ
も
そ
も
「
配
当
を
強
制
す
る
こ
と
な
く
、
し
か
し
同
時
に
税
を
免
れ
る
た
め
の
配
当
の
留
保
守
}
処
罰
す
る
」
(
与
え
・
℃
-
S
N・
)
、
と
い
う
こ
と
が
可

能
か
ど
う
か
が
関
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

括

ア
ダ
ム
ズ
と
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
は
法
人
税
観
に
関
し
て
は
全
く
対
照
的
な
前
提
か
ら
、

ア
ダ
ム
ズ
は
法
人
利
潤
全
体
に
対
す
る
五
、
六
ん
あ
の
法
人

今
日
的
に
言
え
ば
法
人
実
在
説
と
法
人
擬
制

付

付
加
税
を
、

説
の
立
場
か
ら
各
々
出
発
し
た
。
そ
の
帰
結
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。

」
こ
に
両
者
の
前
提
の
差
異
が
具
現
し
て

アメリカに於ける法人税の発達

い
る
と
い
う
一
一
日
い
方
は
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、

フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
は
高
度
の
累
進
税
率
よ
り
な
る
留
保
利
潤
税
を
捉
案
し
た
。

法
人
税
全
廃
を
主
張
し
た
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
に
し
て
も
未
分
配
所
得
税

と
い
う
法
人
課
税
の
必
要
性
は
認
め
ざ
る
を
得
ず
、

の
み
異
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
両
者
の
出
発
点
の
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
具
体
案
を
近
づ
け
る
こ
と
は
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ

(
2
)
 

る
。
む
し
ろ
両
者
の
結
論
の
差
異
を
導
い
た
要
因
は
「
貯
蓄
、

こ
れ
は
ア
ダ
ム
ズ
が
次
善
の
案
と
し
た
こ

O
克
の
留
保
利
潤
課
税
と
税
率
に
お
い
て

再
投
資
は
有
益
で
あ
る
。
そ
れ
は
事
業
の
活
力
で
あ
る
」
、
「
我
国
の
最
優

れ
な
く
て
も
ほ
と
ん
ど
そ
れ
に
等
し
く
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
、

秀
の
法
人
は
お
そ
ら
く
我
々
の
最
大
瓦
つ
最
も
効
果
的
な
貯
蓄
者
で
あ
る
」
、

と
し
て
|唆
H表且っ

ととザコ ミム

雪国

P Z 
貯
し虫

色最
長得
は

利

塑ィT
E; 加
27税
ι よ
位
り
置。
J、、 フじ

d舎
な :ζ
か除
っさ

た
ア
ダ
ム
ズ
と
、
「
所
得
税
の
最
大
の
長
所
は
、

他
の
い
か
な
る
税
に
も
増
し
て
政
府
の
負
担
を
市
民
の
聞
に
支
払
能
力
に
応
じ
て
分
配

北法24(2・87)319



説

す
る
た
め
に
依
拠
し
う
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

し
か
し
こ
の
結
果
も
所
得
税
の
人
的
性
質
が
維
持
さ
れ
う
る
限
り
に
お
い
て
の
み
達
成

d命

と
し
て
法
人
偲
保
利
潤
へ
の
課
税
を
む
し
ろ
積
極
的
に
主
張
し
た
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
と
の
聞
の
所
得
税
の
役
割
に
つ
い

て
の
認
識
の
差
違
、
政
策
的
志
向
方
向
の
差
違
に
存
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

し
か
し
、
こ
の
内
…
に
つ
い
て
も
本
稿
は
ア
ダ
ム
ズ
と
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
の
各
種
の
論
稿
を
広
く
渉
猟
し
た
訳
で
は
な
い
の
で
、
早
急
な

さ
れ
う
る
」
、

判
断
を
下
す
愚
を
避
け
た
い
と
思
う
。
本
稿
が
客
観
的
に
明
ら
か
に
し
う
る
こ
と
は
、

両
者
の
提
案
が
当
時
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
に
感
応

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
4〉

れ
た
。
似
し
税
率
は
彼
の
主
張
し
た
五
、
六
%
で
は
な
く
、
二
、
三
%
で
は
あ
っ
た
が
。
そ
れ
故
ア
ダ
ム
ズ
の
提
案
は
二

0
年
代
と
い
う

受
存
さ
れ
、

ア
ダ
ム
ズ
の
提
案
は
具
体
化
さ

比
っ
そ
の
時
期
が
如
何
な
る
時
代
的
持
色
を
有
し
て
い
た
の
か
、

時
代
が
包
摂
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
の
提
案
は
単
な
る
技
術
的
思
考
で
は
な
く
、

基
本
的
租
税
観
と
い
う
べ
き
も
の
を
十
分
に

反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
二

0
年
代
に
支
配
的
だ
っ
た
租
税
観
も
ま
た
ア
ダ
ム
ズ
の
そ
れ
と
異
質
で
は
な
か
っ
た
事
が
窺
知
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

ア
ダ
ム
ズ
の
危
悦
し
た
ご
と
く
、
二

0
年
代
税
制
が
「
小
株
主
に
あ
ま
り
に
重
く
、

富
裕
株
主
に

し
か
し
そ
れ
故
に
、

は
あ
ま
り
に
軽
い
」
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、

ア
ダ
ム
ズ
の
提
案
を
受
容

し
た
二

0
年
代
と
い
う
時
期
は
如
何
な
る
特
色
を
有
し
て
い
た
の
か
。
そ
の
解
符
の
一
部
は
次
節
で
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

る
がう一
、ふ方

遂

実
現

』土

至
ら
な
カミ
つ

7こ

主
と
し
て
そ
の
投
下
資
本
額
の
確
定
に
伴
う
技
術
的
難
点
が
克
服
さ
れ
な
か
っ
た
事
に
も
よ

フ
ェ
ア
テ
ャ
イ
ル
ド
の
提
案
は
、

彼
の
主
張
す
る
未
分
配
所
得
税
の
議
会
に
お
け
る
推
進
者
は
ジ
ョ
ン
ズ
や
サ
イ
モ
ン
ズ
を
は
じ

め
と
す
る
民
主
党
、
共
和
党
の
進
歩
派
で
あ
っ
た
事
は
既
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
主
張
は
、
付
加
税
述
脱
を
防
止
し
公
平
課
税

を
図
る
も
の
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
法
人
の
健
全
な
事
業
判
断
に
干
渉
し
、

そ
し
て
常
に
反
対
さ
れ
続
け
た
。
し
か
し
そ
の
提
案
は
一
九
三
六
年
に
主
り
同
じ
姿
で
浮
上
す
る
。

法
人
拡
張
の
資
金
源
で
あ
る
留
保
利
潤
を
奪
掠
す
る
も
の

と
評
価
さ
れ
、

そ
し
て
そ
の
具
体
的

過
程
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
状
況
は
本
稿
の
第
三
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
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(
1
)

そ
し
て
こ
の
点
で
、
両
者
と
も
〈
株
主
!
ハ

l
ト
ナ
l

個
人
〉
問
の
公
平
課
税
に
失
敗
し
て
い
た
。

(
2
〉
こ
の
点
か
ら
も
、
問
題
解
決
の
際
に
法
人
実
在
説
、
擬
制
説
の
立
場
を
あ
ま
り
に
強
調
す
る
こ
と
は
不
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
3
)

む
し
ろ
常
に
関
わ
れ
る
べ
き
は
、
基
本
的
租
税
観
や
政
策
的
志
向
の
質
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
税
法
や
租
税
政
策
を
論
ず
る
際
の
「
原
点
」
と
も
言
う

べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
4
)

彼
の
提
案
が
具
体
化
さ
れ
た
の
は
二
一
年
法
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
超
過
利
潤
税
の
廃
止
と
い
う
事
情
が
強
く
働
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ

る
。
し
か
し
二
四
年
法
に
お
い
て
は
ジ
ョ
ン
ズ
議
員
の
累
進
未
分
配
利
益
税
は
結
局
否
決
さ
れ
た
が
、
そ
の
代
替
と
し
て
法
人
税
率
が
二
了
五
%
に

及
び
法
人
資
本
税
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
(
何
色

Z
F
。
v-
ミ
H

・
3
・
土
ア
士
∞
)

0

(
5〉

ω
2
3
-
R
Y
H
E
w
g唱

3・
吋

U

∞i
叶

U
U

一
年

-
-
g
L
m
o
l
-吋
口

〔

U
Z
E
E
-ロ
〉

第
三
一
節

二
0
年
代
法
人
税
制
と
経
営
財
務
の
関
係
等

さ
て
、
こ
れ
ま
で
一
三
年
の
所
得
税
法
施
行
以
来
二

0
年
代
の
後
半
に
主
る
ま
で
の
法
人
税
制
の
制
度
的
、

立
法
的
な
諸
特
徴
を
検
討

付

し
て
き
た
。
そ
こ
で
次
に
は
、

そ
れ
ら
の
税
制
が
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
株
式
会
社
発
展
史
、

児
に
は
広
く
資
本
主
義
全
体
の
発
展
史
と
の

関
連
で
日
一
(
体
的
に
如
何
に
機
能
し
、
そ
れ
故
如
何
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
私
は

アメリカiこ於ける仏a人税の発達

そ
れ
ら
の
問
題
を
広
く
社
会
過
程
全
体
と
の
関
連
で
論
じ
る
能
力
も
資
料
も
欠
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、

」
こ
で
は
そ
の
輪
郭
を
明
ら
か
に

そ
の
最
も
特
徴
的
な
一
面
を
摘
出
し
ヒ
ン
ト
に
替
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
即
ち
、

そ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
ニ

0
年
代

す
る
た
め
に
、

の
法
人
税
制
の
全
く
の
無
効
性
と
そ
れ
に
対
応
し
た
企
業
金
融
構
造
の
際
立
っ
た
特
色
で
あ
る
。

そ
の
総
反
省
形
態
が
三

0
年
代
の
ニ
ュ

!
デ
ィ

l
ル
税
制
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

本
節
は
本
第
一
章
の
結
び
で
あ
る
と
と
も
に
第
二
章
へ
の
橋
渡
し
の
役
割
を
果
す
も

の
で
あ
る
。

北法24(2・89)321



別
出

二

0
年
代
の
株
式
会
担
の
構
造

ソh
IifJU 

同
ご
苫
町
、
〈
・
〉
h
R
S
N
F
q
判
決
の

wm
史
的
意
義

さ
て
、
同

Nhミ
可
〈
・
』
h
n
N
E
S
F
ミ
判
決
を
再
度
取
り
上
げ
、

こ
こ
で
は
特
に
そ
こ
に
一
不
さ
れ
た
〈
法
人
株
主
〉
関
係
を
中
心
に
判

決
の
意
義
を
検

A
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
多
数
意
見
は
、

直
視
」
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
、

株
式
配
当
の
所
得
性
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、

そ
の
実
体
を

「
形
式
で
は
な
く
、

児
に
株
式
配
当
が
所
得
た
る
た
め
に
は
持
分
が
明
確
に
法
人
の
財
産
よ
り
分
断
し
、
株
主
の
用
途
と
受

益
に
充
て
ら
れ
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
が
、

続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
我
々
は
暴
偏
さ
れ
た
木
質
的
な
真
実
を
無
視
し
、
法
人
と
株
主
間
の
実
質
的
差
異
を
捨
象
し
、
完
全
な
る
組
織
を
笑
在
し
な
い
か
の
ご
と
く
扱
い
、

し
か
ら
ざ
る
場
合
に
株
主
を
パ
ー
ト
ナ
ー
の
ご
と
く
看
倣
し
、
し
か
ら
ざ
る
場
合
に
彼
ら
が
会
社
財
産
へ
の
参
加
の
権
利
を
平
等
に
有
す
る
か
の
ご
と
く

扱
い
、
実
際
に
は
受
取
り
又
は
実
現
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
会
社
利
潤
持
分
を
受
取
り
又
は
実
現
し
た
か
の
ご
と
き
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
拘
泥
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
は
法
人
を
株
主
か
ら
分
離
し
た

E
Y
U己
主

g
t仲
可
と
し
て
取
り
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。

で
は
、

と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

円
以
向
裁
多
数
意
見
の
一
百
う
「
本
質
的
真
実
」

「
清
算
の
場
合
を
除
い
て
、
又
は
配
当
が
宣
言
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
、
株
主
は
通
常
企
業

(
S
E
5
8
2
2弓
ユ
詰
)
か
ら
資
本
又
は
利
潤
の
い
か
な
る

部
分
も
凶
収
す
る
権
利
を
有
し
な
い
。
逆
に
、
彼
の
利
益
。
己
2
2円
)
は
、
可
分
か
不
可
分
か
を
問
わ
ず
、
い
か
な
る
部
分
で
は
な
し
に
会
社
全
体
の

資
産
、
事
業
及
び
業
務
に
属
す
る
。
そ
れ
は
資
産
自
体
の
中
に
お
け
る
所
有
者
の
利
益

(
5
Z円
2
⑦
と
な
る
も
の
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
会
社
は
全

部
に
つ
い
て
完
全
な
資
格

(
Z
F
)
、
即
ち
法
律
的
及
び
コ
モ
ン
・
ロ
!
?
i

上
の
資
格
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
株
主
は
上
記
の
付
随
的
権
利
(
宮
門
広
自
主

ユ
m
rご
と
と
も
に
企
業
に
利
用
さ
れ
て
い
る
資
産
の
所
有
権
を
有
す
る
。
し
か
し
彼
は
株
主
と
し
て
も
回
収
の
権
利
を
有
せ
ず
、
僅
か
に
企
業
の
危
険
に

服
し
つ
つ
及
び
彼
の
報
酬
今
注
目
口
〉
を
唯
、
配
当
に
の
み
頼
り
つ
つ
頑
張
る
(
胃
R
E
)
権
利
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
彼
が
会
社
よ
り
関
係
を
断

〔

4
v

ち
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
彼
は
そ
の
こ
と
を
彼
の
株
式
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
な
し
う
る
」
。
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「
も
し
利
潤
が
造
出
さ
れ
た
が
し
か
し
配
当
さ
れ
な
レ
場
合
、
そ
れ
は
一
利
潤
と
旧
制
失
L

円
未
分
配
利
潤
"
一
円
剰
余
金
勘
定
一
、
そ
の
他
、
の
項
目
の

も
と
で
の
加
算
簿
記
債
務
(
邑
L
E
C
E
-
r
S
F
。G
E
m
-
E
E
E
2
)
を
形
成
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
う
ち
い
ず
れ
も
機
関
と
し
て
の
株

主
(
巳
R
r
r
c
E耳
切
宮
ロ

rcι5
に
、
ま
し
て
や
そ
れ
ら
の
う
ち
の
い
か
な
る
者
に
も
、
取
締
役
が
配
当
が
な
さ
れ
る
べ
し
と
決
定
し
、
そ
の
た
め
に
通

常
の
資
金
よ
り
分
離
さ
れ
る
会
社
資
産
部
分
を
決
定
す
る
に
至
る
ま
で
は
、
且
つ
そ
れ
な
く
し
て
は
、
継
続
企
業
に
対
す
る
特
定
金
額
の
請
求
権
又
は
継

(
5〉

続
企
業
中
の
い
か
な
る
資
産
の
特
定
部
分
若
し
く
は
株
式
に
対
す
る
権
利
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
」
o

阿
川
ご
誌
命
、
〈
・
ミ
む
円
色
遣
守
町
、
判
決
の
歴
史
的
な
怠
義
と
は
、
お
そ
ら
く
、
ー
一
記
の
ご
と
き
実
体
把
握
を
前
抗
に
、
税
法
上
も
つ
法
人
を
株

主
か
ら
分
離
し
た

E
Z
S
E
E
-
巾
同
区
一
々
と
し
て
取
り
投
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
既
に
一
八
七

O
年
の

h
-
q
h
同
町
三
己
、
〈
・
司
N
h
h
w
F
b
「
札
判
決
中
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
株
主
よ
り
の
法
人
の
分
離
と
独
立
化
は
株
式
会
社
法
上
は
既
成
の
事
実
で
あ

(
6
)
 

っ
た
。
し
か
し
、
税
法
上
は
和
税
政
策
的
考
慮
か
ら
、

8
4
0
2
5
2
E可
の
原
則
的
承
認
の

k
に
片
岡

8
2
5
E
-
g
E可
的
取
扱
い
も

付

た
と
え
ば
、
不
当
閣
保
利
益
税
、
目
見

B
O
B
-印
2
5
2
8号
。
町
田
己
。
ロ
課
税
、
合
岡
山
中
告
制
度
、

〈

T
)

法
適
川
の
際
の
法
人
格
否
認
等
で
あ
る
。
同
町
ご
ミ
「
〈
・
ミ

RCWWHF町
、
判
決
は
こ
れ
ら
の
具
体
的
措
置
の
妥
当
性
に

ι及
す
る
こ
と
な
く
、

専
ら
「
法
人
の
株
主
よ
り
の
分
離
」
と
い
う
「
暴
露
さ
れ
た
本
質
的
真
実
」
を
強
調
し
た
。
町
民
同
誌
町
「
〈
・
ミ
R
q
S
F
q
判
決
は
こ
れ
ら

(
8
v
 

の
措
置
に
対
し
て
大
き
な
制
限
を
課
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。(9
)
 

さ
て
、
こ
こ
で
は
こ
の
判
決
の
個
々
の
論
点
に
入
る
こ
と
な
く
、
鳥
眼
的
な
立
場
か
ら
の
批
判
的
な
観
点
を
、
二
、
三
、

多
数
怠
見
は
確
か
に
株
主
の
紛
う
庁
な
き
無
権
利
状
態
を
明
ら
か
に
し
は
し
た
が
、

:lt法24(2・91)323

同
時
に
承
認
さ
れ
て
き
た
。

あ
る
い
は
税

アメリカに於ける法人税の発達

提
示
す
る
に

第
一
に
、

間
め
よ
う
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ

に
何
ら
か
の
解
決
策
を
示
し
た
訳
で
な
く
、

専
ら
税
法
上
も
か
か
る
状
況
を
是
認
す
べ
き
こ
と
、

即
ち
現
時
点
で
の
株
式
会
社
構
造
を

そ
の
ま
ま
に
承
認
す
べ
き
こ
と
を
説
示
す
る
に
終
っ
て
お
り
、

そ
の
点
で
一
般
大
衆
の
焦
出
感
を
逆
撫
で
に
し
た
も
の
で
し
か
な
い
こ
と

で
あ
る
。
第
二
に
、
多
数
立
見
は
「
形
式
で
は
な
く
実
体
を
山
視
し
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た
が
、

そ
こ
に
お
け
る
実
体
把
掘
は
は
た

L



ml 

て
十
分
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
株
式
配
当
は
は
た
し
て
株
主
に
何
物
も
も
た
ら
さ
な
い
の
か
。
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
は
発
生
し
な

(

叩

〉

(

日

〉

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
株
式
配
当
は
現
金
配
当
の
後
に
新
株
引
受
権
を
行
使
し
た
場
合
と
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
違
う
の
か
。
こ
の
点
に
対

す
る
多
数
意
見
の
解
答
は
十
分
で
な
い
ば
か
り
か
、

泊
中
に
持
分
の
未
分
離
と
配
当
請
求
権
の
不
存
在
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ

;ltt!mC2・92)324

ヲ1>
iilTU 

な
い
。
第
一
一
一
に
、
多
数
む
見
は
、
法
人
が

E
Z
S
E
E
-
2江
守
で
あ
る
と
い
う
の
は
「
暴
露
さ
れ
た
木
質
的
真
実
」
で
あ
る
と
す
る
が
、

こ
れ
は
大
法
人
と
中
小
法
人
、
富
裕
株
主
と
大
衆
株
主
を
不
当
に
同
一
視
し
、

パ
ー
ト
ナ
ー
と
株
主
の
地
位
を
事
実
以
上
に
区
分
視
す
る

州
一
的
把
握
で
は
な
い
の
か
と
の
疑
問
が
あ
る
。
第
四
に
、
株
式
配
当
課
税
及
び
留
保
利
潤
課
税
の
放
棄
が
株
式
を
多
量
に
保
有
し
、

法

人
の
経
営
財
務
を
支
配
す
る
富
裕
株
主
を
優
遇
し
、
吏
に
辿
脱
の
機
会
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
危
問
が
存
す
る
。

全
く
非
課
税
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
い
か
に
徹
密
な
理
由
付
け
に
基
づ
い
て
い
よ
う
と
も
、
一
般
大
衆
の
課
税
正
義
の
感
覚
に
マ
ッ
チ

す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
「
判
決
は
疑
い
も
な
く
各
々
の
理
論
的
、
実
務
的
公
平
の
観
点
か
ら
見
て
正
当
で
あ
る
。

:
判
決
に
対
す
る
人
々
の
山
川
立
ち
」
を
引
き
起
こ
さ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
り
、

強
く
印
象
付
け
る
だ
け
に
終
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

北
小
炉
、
戸
」
必
コ
，

一T
W

百
同
J
ι
=
J
包

し
か
し

む
し
ろ
人
々
に
留
保
利
潤
課
税
の
必
要
性
を
一
層

以
上
を
要
約
す
れ
ば
、

h
zミ
「
〈
・
与

hnRSHFq
判
決
は
確
か
に
一
方
で
大
衆
株
主
の
無
権
利
状
態
と
法
人
の
株
主
よ
り
の
分
離
・
独

立
と
い
う
真
実
を
暴
露
し
た
。

し
か
し
他
に
、
一
史
に
暴
露
さ
れ
る
べ
き
多
く
の
真
実
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
の
か
。

判
決
(
多
数
意
見
〉

は
前
者
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
こ
れ
を
強
調
し
た
が
、
後
者
の
点
は
法
人
が

E
Z
Z
E
E
-
巾
ロ
己
々
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
あ

ま
り
不
問
に
付
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
後
者
の
暴
露
を
伴
わ
な
い
前
者
の
確
認
だ
け
で
は
、
結
局
一
般
大
衆
に
は
何
物
も
も
た
ら
さ

れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
同
ご
ミ
「
〈
・
〉
仏
『

R
S
N
F
q
判
決
は
巨
大
法
人
を
ま
す
ま
す
一
般
大
衆
か
ら
遠
ざ
け
、
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
背
後

円
日
)

で
富
裕
者
が
自
ら
の
致
富
の
手
段
と
し
て
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
を
許
し
た
。

そ
れ
は
ま
さ
に
二

0
年
代
と
い
う
時
代
が
望
ん
で
い
た
判

決
で
あ
っ
た
と
-
パ
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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日比

(
旧
)
こ
の
点
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
門
戸

J
3
5
P
R
4
2
5ゲ
壬
守
主
将

2
r
ロ
E
L
g〔
T
E
E
S
2
0
-
3
8
同
晶
、
d

・
ト
・
河
内
ぜ
-
∞

g
・
8
m
l∞∞∞(否問。)・

参
照
。

(
日
)
‘
フ
ラ
ン
ダ
イ
ス
裁
判
官
の
反
対
意
見
(
同
日

C
・
ω・
M

M

p

m

A

F

包
・
印
ω
印l
印
8
・
)
、
参
照
。

(
ロ
)
こ
の
点
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
開

ω乙戸間口出口唱。、・

2
ア
℃
℃
・
ωω
口lωω
一
参
照
。

(
門
山

)

m
，E
叶円}戸
EWEω
己明間虫色
0
5
『
(
司
初
雪
E
S
M
G
『明，

a・
叶
宮
内
民
5puw
一O
K
由
主

-
h
gお
河
内
州
、
・
叶
∞
印
w
吋∞∞
l
吋U
口(・
M
G
)

・

(
凶
)

(

U

h

・
2
日
r
・。、田町民
H
J
司・豆
ω

ラ
ッ
ト
ナ
l
は
、
「
同
最
高
裁
判
決
の
実
際
の
効
果
は
、
少
数
の
富
裕
者
を
多
額
の
課
税
か
ら
救
済
し
、
そ
し
て
未

分
配
剰
余
に
対
す
る
課
税
の
巡
動
を
強
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
」
、
と
一
百
う
(
河
内
旨
】

F
毛

2
H
J
3
・ω
お
l
ω
U
A
U
。
し
か
し
、
そ
の
課
税
運
動
が
結
局

成
功
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
本
稿
は
既
に
見
て
き
た
。

(
日
)
こ
の
株
式
会
社
の
二
重
構
造
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
島
恭
彦
一
財
政
乍
概
論
一

を
参
照
。
法
人
実
在
説
の
限
界
も
こ
こ
に
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

与/当、

品開

一
五
九

l
一
六

O
京、

林
栄
夫
ぺ
財
政
論
円
二
一
一
一
一
七
|
八
頁
、

「
所
有
と
経
岱
と
の
分
附
」

こ
の
よ
う
な
一
九

O
O年
前
後
よ
り
二

0
年
代
を
通
じ
て
顕
射
し
た
大
衆
株
主
の
各
種
の
法
的
権
利
の
喪
失
と
そ
れ
と
対
照
的
な
大
株

パ
リ
!
と
ミ

l
ン
ズ
が
コ
一
二
年
に
著
わ
し
た
著
書
に
お
い
て
「
所
有
と
経
営
の
分

主
、
抗
日
者
へ
の
諸
権
利
、
政
策
決
定
権
の
集
中
を
、

《

1
〉

縦
」
と
要
約
し
た
こ
と
は
泌
く
知
ら
れ
て
い
る
。
株
主
は
同
ご
ミ
「
〈
・
〉
h
h
H
円。司
N
F
ミ
判
決
に
示
さ
れ
た
ご
と
く
に
単
に
利
益
分
配
請
求

権
を
行
使
で
き
幻
げ
な
い
に
止
ま
ら
ず
、
経
営
者
が
E

け
山
に
駆
使
す
る
議
決
権
信
託
、
無
議
決
株
式
、
新
株
引
受
権
、
株
式
目
受
請
求
権
、
自

(
2

一
v

己
株
式
、
株
式
配
当
、
等
々
の
手
段
に
翻
が
さ
れ
、
会
社
の
機
関
及
び
一
切
の
決
定
シ
ス
テ
ム
よ
り
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
株
主
と
は
シ
ュ

「
利
潤
に
あ
ず
か
る
権
利
と
引
換
え
に

普
通
の
位
権
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
法
作
的
保
護
の
一
部
を

ム
ペ

l
タ
l
の
言
っ
た
ご
と
く
、

(
3
)
 

手
放
し
た
債
権
者
」
、
又
は
「
公
開
市
場
で
の
価
伯
を
有
す
る
紙
片
を
持
ち
、

ハ
4
〉

期
的
な
配
当
を
受
取
る
」
者
に
し
か
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
紙
片
の
持
主
と
し
て
、

経
世
者
の
次
心
意
の
ま
ま
に
定

;1ヒ説、24(2・94)326



こ
の
現
実
に
対
し
て

「
経
常
者
革
命
L

「
株
式
会
社
本
命
」

と
い
う
希
望
的
立
義
を
与
え
、

新
時
代
の
株
式
会
社
経
営
と
そ
の
社
会
的
役

ら
れ
て
い
る
。

ま
た
そ
れ
に
対
す
る
反
論
が
多
く
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、

〔

5
〉

」
こ
で
は
そ
れ
ら
の
統
計
資
料
の
操
作
方
法
や
結
論
の
是
存
を
云
云
す
る
余
裕
は
な
い
。
唯
、
こ
こ
で
は
、

株
式
会
社
の

訓
を
強
調
す
る
論
者
も
ア
メ
リ
カ
に
は
少
な
く
な
く
、

」
れ
ま
た
、
必
く
知

経
常
権
が
最
終
的
に
所
得
権
よ
り
分
離
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、

き
起
さ
れ
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、

そ
れ
が
原
理
的
に
抗
定
さ
れ
つ
つ
そ
の
範
間
内
で
諸
権
限
の
集
中
が
引

(
G
)
 

と
の
疑
問
を
記
す
に
と
ど
め
よ
う
。

税
法
上
重
視
す
べ
き
は
、

経
営
権
が
所
有
権
よ
り
分
部
し
、

な
か
ん
ず
く
経
常
財
務
に
お
け
る
減
量
の
範
閉
が
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
富
裕
株
主
や
経
営
者
の
税
務
対
策
を
考
慮
し
た
配
当
政
策
や
経
日
財
務
が
一
一
層
頻
繁
化
す
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
の
端
的
な
事
例
と
し
て
は
、

本
稿
が
既
に
分
析
し
て
き
た
大
衆
株
主
の
利
益
状
況
を
無
視
し
専
ら
富
裕
株
主
の
税
負
担
を
減
少
さ
せ
る

た
め
の
内
部
留
保
政
策
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、

更
に
一
例
と
し
て
株
式
配
汽
の
持
つ
経
常
ト
ぃ
及
び
税
務
対
策
上
の
立
義
を
具
体
的

に
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

十jアメリカに於けるが;人税の発達

(
l
)

〉
・
〉
・
国
司
-
P
マ
・
除
。
・
。
・

ζ
Eロ
♂
叫
J
F
ぬ
〉
向
。
丸
町
、
辺
町
ミ
白
、
ミ
ミ
ミ
芯
Q
N
N

丸
、
コ
d
G
同
町
、
、
。
、
司
ミ
ハ
Z
Jべ・

-

Y
向
山
内
ロ
己

-pp
一∞
ω
M
)

、
北

島
忠
男
訳
「
近
代
株
式
会
社
と
私
有
財
産
」
(
特
に
一

O
五
頁
以
下
、
一
九
五
七
年
、
文
雅
堂
銀
行
研
究
会
)
。

(
2
)

パ
リ
!
と
ミ

i
ン
ズ
・
前
掲
書
、
第
二
一
編
。
馬
場
克
一
二
一
株
式
会
社
金
融
論
コ
(
二
ハ
九
頁
以
下
、
一
九
六
五
年
、
森
山
主
国
防
)
。
大
隅
健
一
郎
一
株

式
会
社
法
変
選
論
一
(
一
二
四
l
一
二
九
頁
〉
、
等
を
参
照
。

(
3
)
グ
l
ド
〔
法
人
税
一
一
九
頁
に
引
用
さ
れ
た
も
の
に
よ
る
。

(
4
)

パ
リ
!
と
ミ
l
ン
ズ
・
前
掲
書
、
一
三
ハ
六
頁
。

(
5
)

こ
の
点
に
関
す
る
文
献
は
非
常
に
多
い
が
、
簡
単
に
は
、
パ
リ
!
と
ミ
l
ン
ズ
・
前
掲
書
、
「
訳
者
ま
え
が
き
」
、
馬
場
・
前
掲
車
問
、
二
一
七
頁
以
下

を
、
更
に
新
し
い
も
の
と
し
て
、
村
町
稔
一
経
営
者
支
配
論
円
一
(
一
九
七
一
年
、
東
洋
経
済
新
報
社
)
、
等
を
見
よ
。

例
え
ば
コ
ル
コ
は
、
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
経
営
者
と
大
株
主
の
分
離
に
つ
い
て
話
る
こ
と
は
明
ら
か
に
全
然
不
可
能
で
あ
る
。
彼
ら
は
実
際
に
は

(
6
)
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i¥.lt 

川
一
人
な
の
だ
か
ら
」
、
と
一
一
一
一
円
う

(
G
-
コ
ル
コ
佐
藤
定
幸
訳
E

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
富
と
権
力
い
〔
八
六
頁
、

同
様
の
指
摘
を
す
る
も
の
は
な
ず
い
。
な
お
グ
l
ド
「
法
人
税
-
一
一
五
|
三
一
員
、
も
参
照
の
こ
と
。

一
九
六
三
年
、

岩
波
書
山
〕
)
。
他
に
も

;1ti1、24(2・96)328

2必』

日間

内
部
留
保
政
策
と
株
式
配
判

株
式
配
当
の
経
常
財
務
上
の
意
義

株
式
配
当
と
は
阿
己
ミ
「
4
・
〉
白
色
町
由
司
N
F
ミ
判
決
に
も
一
不
さ
れ
た
よ
う
に
、
配
当
可
能
剰
余
金
を
資
本
金
に
組
入
れ
、
そ
の
際
増
加
せ
ら

れ
た
株
式
を
株
主
に
「
配
当
」
と
し
て
賦
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

法
人
経
営
者
は
将
来
の
経
営
上
又
は
企
業
拡
張
の
使
究
で
安
価
な
資
金

(
2
)
 

源
と
し
て
利
潤
留
保
に
傾
心
し
が
ち
で
あ
る
の
に
対
し
、
株
主
は
定
時
及
び
臨
時
の
高
額
配
当
を
望
む
。
株
式
配
当
の
賦
与
は
株
主
の
法

〔

3
)

人
資
皮
に
対
す
る
訓
合
的
持
分
を
何
ら
附
明
大
さ
せ
る
訳
で
は
な
い
が
、
剰
余
金
の
存
在
及
び
そ
の
資
本
組
入
れ
の
公
示
は
株
主
を
安
心
さ

せ
る
と
と
も
に
証
券
市
場
に
お
け
る
法
人
の
信
用
を
明
大
さ
せ
、

《

4
〉

と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
株
式
配
当
は
「
株
主
の
配
当
に
対
す
る
絶
え
ざ
る
要
請
を
充
足
し
つ
つ
、

〈

6
v

す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
二
律
背
反
的
命
題
の
矛
腐
を
克
服
す
る
有
力
な
財
務
方
法
」
で
あ
っ
て
、

(
6〉

A
7
)

的
に
利
川
し
な
い
の
が
不
思
議
」
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
株
価
の
上
昇
を
呼
ん
で
結
局
株
主
に
プ
レ
ミ
ア
ム
を
も
た
ら
す

し
か
も
会
社
の
収
益
を
巧
み
に
惚
保

む
し
ろ
経
営
者
が
「
積
版

(
1
)

こ
の
占
山
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
、
細
井
卓
円
配
当
政
策
(
第
二
別
補
版
ど
(
特
に
第
六
章
、
一
九
六
九
年
、
森
山
番
広
)
、
を
参
照
の
こ
と
。
ア
メ
リ

カ
の
経
営
財
務
の
教
科
書
で
こ
の
点
に
触
れ
な
い
も
の
は
な
い
が
、
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
H
V

・
5
ロ
〉
反
骨
-
一
、
。
。
、
hv
ミ
ミ
芯
辺
、
2
2
2
(
Z
Jヘ

日

】

N
G
E
E
-
一
Umg-
官
一
口
∞
口
え

ω
2・
が
あ
る
。

(

2

)

こ
の
点
も
、
株
主
が
安
定
配
当
を
望
む
か
投
機
的
利
益
を
望
む
か
、
ま
た
付
加
税
池
脱
を
望
む
大
株
主
か
否
か
等
で
差
異
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
(
え
・

〉目

ω・
0
2〈
Emw
叫
4
F
句、輔、
E
誌
と
ぬ
目
、
。
ご
町
、
。
・
刊
の
。
、
、
。
、
Q
H
芯
F
印昨日戸。
ι・〔
2
・J
へ
・
一
月
宮
出
E
-
一回印
ω〕・古田》・吋品目
l〕
1
h
F
I

可)。

(
3
〉
む
し
ろ
剰
余
金
の
取
り
く
ず
し
に
比
較
し
て
減
資
手
続
は
厳
格
で
あ
る
だ
け
に
、
「
配
当
」
と
い
う
よ
り
「
永
遠
に
剰
余
金
を
事
業
に
棒
げ
る
も
の
で



あ
る
」
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
(
〉
・
。
・
宅
E
g
r
F
E吋
宮

ω
g
n
r
E三
分
与

ρ
E
m
t
g
-二
回
入
山
崎
戸
同

g
p
同
3
・N
A
-

日目〔一沼田〕・〉

o
C
-
∞-

z・
ω瓦
伶
ア
品
門
司
共
同
)
戸
三
分
互
に
二
司
司

P
N凶
E
・
NNE-g'
虫
甘
・
∞
口
l

∞
一
(
否
定
)
・

(
4
〉
こ
れ
が
通
常
の
理
解
で
あ
る
が
、
但
し
株
式
配
当
が
必
ず
し
も
株
価
の
上
昇
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
、
と
の
批
判
が
あ
る
(
細
井
・
前
掲
書
、
三
一

一頁。

ω庁
間
己
・
。
、
・
ミ
H

J

R

》・吋
m
i
ミ・)。

(

5

)

細
井
・
前
掲
書
、
一
九
七

l
入
頁
。
同
旨
、
ロ

0
5ロ間唱。
h
v
-
R
H
J

司
吋
∞
一
一
∞
一
。
向
。
ヶ
毛
・
ミ
H
a

喧

-
g・

(
6
)

細
井
・
前
掲
護
国
一
九
八
頁
に
引
用
さ
れ
た
の
・
』
・

ω♀
「
君
主
の
言
葉
。

(
7
)

ち
な
み
に
ホ
l
ク
ラ
ン
ド
に
よ
っ
て
株
式
配
当
の
利
点
と
さ
れ
た
も
の
を
挙
げ
て
お
く
と
、

ω売
却
日
的
疑
わ
し
い
価
格
の
株
式
を
有
す
る
会
社

が
配
当
を
保
証
す
る
が
ご
と
き
外
観
を
与
え
て
取
引
減
退
を
防
止
す
る
、

ω市
場
性
l
値
高
株
の
取
引
減
少
を
防
止
す
る
、

ω現
金
の
保
存
、
制
株
主

の
慰
緑
、

ω利
潤
隠
蔽
、
川
明
租
税
回
避
、
の
六
点
で
あ
る
(
出
開
-
Z
E町
宮
ロ
チ
向
。
号
、
、
ミ
芯
誌
、
2
2
2・

ωaa-
〔Z
J
F
-
Y向
。
。
自
若
i
司
王
-

一旧三〕
w

℃
・
印
呂
・
)
。
細
井
・
前
掲
室
回
(
二

O
O頁
)
は
更
に
支
配
権
の
確
保
を
挙
げ
る
。
シ

l
ゲ
ル
は
制
が
最
も
重
要
な
機
能
だ
と
す
る
が

(ω
町内向刊
Y

。、

-hp・
3
・コ
l
吋
∞
・
)
、
デ
ュ

l
イ
ン
グ
は
、
「
し
ば
し
、
市
場
価
格
の
投
機
的
且
つ
不
当
な
騰
貴
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
欲
求
が
、
取
締
役
を
株

式
配
当
へ
と
導
く
隠
さ
れ
た
、
し
か
し
重
要
な
動
機
で
あ
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
(
ロ

2
古

mu
。
、
・
ミ
H
J

宅
・
吋
∞
了
寸
∞
N

・)。

付

h
h
zぬ
「
〈
・
』
向
島
町

g
s
q
判
決
の
株
式
配
当
の
流
行
に
与
え
た
影
科

アメリカに於ける法人税の発達

か
く
し
て
、
株
式
配
当
は
時
期
に
関
係
な
く
経
営
裁
量
権
の
拡
大
と
と
も
に
株
主
を
慰
撫
し
つ
つ
利
潤
留
保
を
図
る
絶
好
の
手
段
た
る

要
素
を
内
包
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
吏
に
税
法
上
の
優
遇
を
付
け
加
え
た
の
が
町
民
同
諸
問
「
4
・〉
h
n
H
円。

S
Fミ
判
決
に
他
な
ら
な

一
般
に
経
営
財
務
に
与
え
る
税
法
の
効
果
・
影
響
は
直
接
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
税
法
以
外
の
種
々
の
要
因
に
左
右
さ
れ
る

度
合
が
大
き
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
株
式
配
当
の
流
行
に
与
え
た
同
町
民
同
ミ
「
〈
・
』
h
b
g
ミ

~vq
判
決
の
影
響
は
一
時
的
で
あ
れ
、
む

し、。

北法24(2・97)329

し
ろ
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ホ
ー
ク
ラ
ン
ド
が
「
~
ロ

S
司
4
・〉向
b
S
S
F
雪

ケ

1
ス
に
お
け
る
所
得
税
判
決
は
、
こ
の
国
に
お
け
る

{
2〉

株
式
配
当
宣
言
の
正
真
正
銘
の
洪
水
を
呼
び
起
こ
し
た
L
、

株
式
配
当
の
使
用
に
重
大
な
影
響
力
を
も
っ
た
。
・
:
:
こ
の
判
決
は
、

摘
す
る
が
ご
と
く
、
二

0
年
代
に
お
け
る
株
式
配
当
の
流
行
と
同
な
ミ
「
4
・
足
お
円
。
S
F句
、
判
決
と
を
結
び
つ
け
る
の
は
、
広
く
承
認
さ
れ

と

指



iill 

〔

3
)

た
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

さ
れ
た
資
産
の
売
却
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
長
期
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
と
短
期
の
そ
れ
に
一
見
分
し
、

(
4
)
 

五
%
の
低
率
課
税
を
持
っ
て
足
る
も
の
と
し
た
。
そ
の
結
果
、

前
者
に
は
一
二
・

北法24(2・98)330

株
式
配
当
の
流
行
を
促
し
た
の
は
、

し
か
し
こ
の
同
ご
誌
究
〈
・
ミ

R
色
遣
恥
当
判
決
に
よ
る
非
課
税
宣
言
の
み
で
は
な
い
。
一
九
一
一
一
年

7':，1':.. 

iillll 

歳
入
法
は
従
来
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
通
常
の
個
人
所
得
税
を
賦
課
す
る
方
式
を
改
め
、

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
二
年
以
上
保
有

株
主
は
現
金
配
当
よ
り
も
株
式
の
売
却
に
よ
り
利
益
を
獲
得
す
る
方
が
有

利
と
な
り
、
そ
の
際
、

(
5〉

あ
っ
た
。
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
幻
惑
は
低
所
得
株
主
ま
で
を
も
利
潤
留
保
政
策
に
好
意
的
な
ら
し
め
た
が
、

株
式
配
当
は
未
分
配
利
益
を
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
・
べ

l
ス
で
現
金
化
す
る
容
易
な
手
段
を
提
供
す
る
も
の
で

こ
の
場
合
に
も
高
い
果

(
6
)
 

進
付
加
税
率
に
服
す
る
高
所
得
株
主
が
低
い
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
税
不
に
よ
る
恩
恵
を
独
占
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
彼
ら
は
積
級

ハ
7
〉

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
大
部
分
を
取
得
し
た
の
で
あ
る
。

的
に
利
潤
留
保

1
株
式
配
当
政
策
を
押
し
進
め
、
事
実
、

ま
た
、
株
式
配
巧
は
剰
余
金
を
正
式
に
資
本
に
組
入
れ
て
分
配
可
能
剰
余
金
を
減
少
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

〈

8
〉

益
税
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
な
く
安
ん
じ
て
「
事
業
の
合
用
的
必
要
」
を
超
え
て
利
潤
を
留
保
す
る
こ
と
も
で
き
た
。

法
人
は
不
当
印
山
保
利

こ
の
よ
う
に
二

0
年
代
の
税
制
は
保
々
の
悩
遇
と
利
点
を
株
式
配
叫
に
与
え
、

そ
の
流
行
を
助
け
て
い
た
。

(

1

)

例
え
ば
、
グ
l
ド
「
法
人
税
」
一
三

O
頁
、
キ
ン
メ
ル
「
企
業
と
租
税
」
四
三
|
四
四
頁
、
』
・
次
回
忌
Z
F
・J
，
凶
器
丹

F
E
E
Z
E
-〈
2
5
ι

出口山口
i

巳
と
の
告
白
E
q
¥
u
H
d宮
担

保

H
J
q
z
a
E
m飢
え
子
巾
町
田
巴
M
K
P
E
E
L
Y向。
2
2
m
w
主
入
曲
、
p
h
E戸
H
N
S
印
218m-
印一大一

8
6・
等
を
参
照
。

(
2
)

民
富
岡

-gp

。、E
H

J

官印∞
ω

(
3
)

例
え
ば
デ
ュ

l
イ
ン
グ
は
、
「
合
衆
国
に
お
い
て
最
も
早
く
且
つ
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
る
株
式
配
当
は
一
八
六
九
年
に
出
己
針
。
口
百
〈
白
河
色

E
t

と
合
同
す
る
直
前
に

Z
命
者
J

ヘO
昇
。

g可
と
一
刃
包
}
H
G

主
に
よ
り
分
配
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
株
式
配
当
は
一
九
一

O
年
を
下
る
迄
特
発
的
出

米
事
に
す
ぎ
ず
、
第
一
次
大
戦
を
下
る
迄
は
比
較
的
稀
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
以
来
、
株
式
配
当
が
異
常
な
頻
度
で
生
じ
る
時
代
が
続
い
て
き
た
」
、
と

述
べ
る
し
(
り
ぬ
三
口
問
噌
。
、
.
町
民
H
J

同
省
・
ミ
U
l
吋
∞
口
・
)
、
ヴ
ァ
ン
・
ア
ー
ス
デ
ル
も
、
「
株
式
配
当
の
使
用
は
英
国
及
び
米
国
会
社
間
に
長
く
存
在
し
て
い
た



付アメリカに於ける法人税の発達

も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
人
気
(
吉
宮

-3q)は
一
九
三

O
年
の

F
Zミ
戸

ミ

R
ミ
急
ミ
判
決
ま
で
は
顕
著
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

F
-
T
・
C
は

闘
な
号
、
〈
・
ミ
ぬ
円
。
若
宮
、
判
決
以
降
株
式
配
当
の
驚
く
べ
き
増
加
が
あ
っ
た
、
と
結
論
し
た
」
、
と
指
摘
し
て
い
る

?
g
〉
3
ハ
E
y
c
k
v
-
町
民
同

一
色
∞
プ
)
。
他
に
も
例
え
ば
、
馬
場
前
掲
書
・
一
九
八
|
九
頁
、
細
井
・
前
掲
書
、
二
二
九
|
三
三

O
、
二
三
五
頁
、
等
を
参
照
。

因
に
、
二
、
三
の
数
値
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

ト

υ
第
?
次
大
戦
に
至
る
ま
で
の
株
式
配
当
宣
言
数

一
∞
吋
一
ー
ー
ー
一
回
一
印

(
A
A

可。
ω
E
〉
・
:

一
回
一
印
:

一
山
一
白
:

一
回
↓
吋

てコ

~トJ

w 一、， ~込むコ

)
 

-
1
 
・1(
 

(ロ
0
4〈

5
問
唱
。
、
.
2
H
J
℃・寸寸
h
y
=
・
3
J
)

一
九
二
七
年
の
F
・
T
-
C
の
統
計
に
よ
る
判
決
前
後
の
株
式
配
当
宣
言
数
の
比
較

判

決

前

の

五

年

判

決

後

の

五

年

。

現

金

l

∞
M
-

一

日

決

印

日

'

吋

∞

決

。

株

式

i

-
十

品

目

次

品

目

・

∞

白

川

駅

。
そ
の
他
[

ω

・#
O

W
問

。

ω
由一次

一
Q

Q

・

次

-

0

0

・

wホ

(
之
江
.n出
J

℃・吋∞
0

・ロ

E
E
〉

判
決
以
降
の
年
度
別
統
計

苅
割
汁
引
川
J

川
u
u
u
u
u
l
f
引
ト
h
j
L
J川
|
3
引
訓
l

一

一に

u
H
4
A
-
1
-
0
3
1ぃ

α

1

3

3

2

3

3

4

2

4

↑

↑
体
る
(
一

4

1

1

1

1

1

一

一

全

す

一

一

一、、
B
E

，

ノ

一

一

戸
同
時
ー
〆
一

7
l
7
1
マ
f
q
u
n
b
今
/
』
円

U

A
斗

円

u
n
D
n
υ

内

U

官、

u
今
〆
』
「
コ
一

高

官

川

一

R
U
R
U
ハ
u

n

u

-

-

Aサ

1
l
q
u
F
3
7
l
q
u
Q
U
7
1
1
1

ヨ
u
-

一

ド

て

パ

7

4

5

7

6

5

J

2

1

1

3

一

一
位
万
一

3

1

一

一

総

単

則

一

一

一

'''tt
、

一

一

寸
J
V
i
コ
引
引
叫
1

4

E

1

6

れ
l
a
J
q
つ
O
l日
1
4
4
J
q
λ
旬
刊
司
川
町
」

一

W
O

一

円

ど

っ

L

n
ノ

ム

ワ

ム

つ

ι

つ
L

つ

ム

勺

乙

『

υ

ハd
q
u
q
J
v
q
u

ヨ
υ
勺
J

一

一

年

一

問

問

問

問

問

問

問

問

刊

日

間

同

m
問
問
川
日
間
同
十

(
細
井
・
前
掲
書
、
ニ
コ
一

O
頁
よ
り
)

北法24(2・99)331
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説

(
4〉
〉
・
要
。
=uwnH∞
E
M
r
z
z
出回印円
o
q
q『
吋
円
。
注
目
刊
百
件
え
の
毛
主
に
の
己
E
C
E
2
子
問
問

aq白
}HHM85。
吋
2
・一回一九千
l-UA
∞¥
w
M
H『
bH4
吋
b
H

~
-
M
w
-
ω
i↓
印
(
一
室
田
)

U

円・出・

ωぬ
耳
目
♂
叫
4
E
ミ
ミ

5
4
3九
吋
Qh円
吋
ミ
ミ
ヨ

3
円。
H
，のお
h
v
R
Q
N
C
S
3
h
Q潟
、
ト
2
=
F
S
2
・
3
・
5
∞1
3
u
・

(
5
)

出。

]]g在
口
、
同
4
3
2
・
h
。
。
、
ぎ
た
;
ミ
足
。
、
hhhw
宅
-
m
u
-
-
o
w
E
仲間
a

毛
・
ミ

-
Lワ
N
N
N
I
N
N
y
b
u
b
h
』
州
、
、
。
ュ
ミ

HF偽
向
。
道
草
・
ミ

ミ
叫
J
b
-
L
S
u
-
司・

2
0・
ロ
・
白
・
市
村
昭
一
二
「
ア
メ
リ
カ
株
式
会
社
の
資
金
調
達
源
泉
の
変
貌
と
、
そ
れ
を
規
定
す
る
諸
要
因
に
関
す
る
実
証
的
研

究
」
ハ
商
南
学
院
大
学
『
商
学
論
集
」
一
一
巻
一
号
、
四
六
、
四
九
、
五
二
頁
註

ω、
一
九
六
四
年
〉
及
び
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
文
献
を
参
照
せ
よ
。

(
6
〉
「
優
遇
的
税
状
態
が
、
高
度
税
率
の
面
前
で
は
保
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
投
機
的
及
び
投
資
的
営
業
を
魅
惑
的
な
ら
し
め
、
他
の
状
態
で
生
じ
た
以

上
の
実
現

(
H
g
r
s円
芯
ロ
〉
を
促
進
し
た
こ
と
は
、
合
理
的
に
思
料
さ
れ
う
る
。
優
遇
的
税
率
は
疑
い
も
な
く
最
高
所
得
グ
ル
ー
プ
に
最
大
の
影
響
を
及

ぼ
し
た
。
他
の
源
泉
よ
り
巨
大
な
所
得
を
得
、
潜
在
的
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
、
か
も
し
実
現
さ
れ
た
な
ら
ば
彼
を
最
高
所
得
グ
ル
ー
プ
に
す
え
る
の
に

そ
れ
だ
け
で
十
分
な
者
は
、
自
然
彼
ら
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
税
の
処
遇
の
特
質
に
最
も
敏
感
で
あ
る
と
予
期
さ
れ
る
。
・
・
二

0
年
代
の

税
の
処
遇
は
、
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
莫
大
な
規
模
の
利
得
の
実
現
を
伴
う
べ
き
高
所
得
株
主
に
十
分
好
意
的
で
あ
っ
た
」

(rxi

N
2・
。
、
目
へ
と
・
ヲ
一

mA-
〉0

(
7
〉
-
二

0
年
代
の
中
、
後
期
に
キ
ャ
タ
ピ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
未
曽
有
の
額
に
達
し
、
そ
の
大
部
分
を
高
所
得
者
が
取
得
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
松
総
『
ア

メ
リ
カ
経
、
済
論
一
(
六
七
|
六
八
頁
、
一
九
七
二
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
重
富
山
〉
、
及
び
そ
こ
に
指
示
さ
れ
た

ω己
P
R
。、・

2
?
の
当
該
箇
所
を
参
照
。

(
8
)
E
g
m
-
E
L
唱。、.町民
HELm同
丘

公

8
3
L
Y
M
g
u
何

ω己
売
B
g
e
E
ロ
R
R仲
間

q
h
3
2
r
H
)
=左
ヨ
ハ
山
口
2
E
C
p
u
u
立
の
之
さ
F
ト

-NNGd・
ωNN(wN0・

論

下日
ふ
寸
ふ一

九
二

0
年
代
は
南
北
戦
争
後
|
一
八
九
三
年
、

期
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
更
に
一
大
投
機
熱
が
そ
の
特
色
で
あ
っ
た
。
「
古
川
賃
金
、

ジ
ョ

l
ム
に
よ
れ
ば
、

一
八
九
七
年
1

一
九

O
四
年
に
続
く
第
三
期
の
大
合
同
の
時

巨
大
な
投
資
可
能
剰
余
、

同
を
あ
げ
て
の
株
式

熱
(
者
r
c
Z
2
5
5
m
o
u
m
m同
2
r
l
E
E丘
〉
等
か
ら
、
証
券
市
場
は
新
規
合
同
に
よ
る
新
規
証
券
又
は
高
額
証
券
以
外
に
は
投
機
需
要
を
満
足

さ
せ
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
た
。
一
新
規
合
同
は
既
に
オ
ー
バ
ー
に

1
ト
し
た
ポ
ッ
ト
に
高
尚
に
呼
応
し
、
且
つ
沸
騰
さ
せ
た
。

に
よ
る
新
規
証
券
は
投
機
の
火
に
油
を
注
い
だ
。
そ
し
て
よ
り
一
層
広
範
な
投
機
熱
の
伝
揺
が
、

新
規
合
同

新
規
合
同
に
よ
る
新
規
証
券
に
対
す
る

北法24(2・100)332



(
2〉

一
一
屑
多
く
の
需
要
を
造
出
し
た
の
で
あ
っ
た
」
o

そ
し
て
、

こ
の
投
機
と
合
同
の
巨
大
な
資
金
源
が
ま
さ
に
法
人
企
業
の
内
部
留
保
利
潤

で
あ
っ
た
。

法
人
貯
蓄
は
一
九
二
三

l
三

O
年
の
聞
で
純
利
潤
の
四
五
万
一
平
均
に
達
し
、
新
規
法
人
資
本
の
四
九
%
を
、

(
S
V
 

除
け
ば
新
規
資
本
の
ま
さ
に
六

O
V々
を
供
給
し
た
。
そ
の
際
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
利
潤
率
、
利
潤
留
保
率
、
減
価
償
却
卒
、

(
4
)
 

凡
て
に
わ
た
り
大
企
業
が
中
小
企
業
を
上
回
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
中
小
企
業
が
よ
り
困
難
な
条
件
の
下
で
安
定
配
当
を

内
氏
U

}

維
持
し
た
こ
と
、
及
び
大
企
業
に
お
い
て
巨
大
な
利
潤
の
獲
得
↓
内
部
間
保
↓
再
投
資
の
連
関
が
強
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

公
益
事
業
会
社
と
鉄
道
を

投
資
率
の

ま
た
利
潤
宿
保
が
大
企
業
に
大
き
い
こ
と
か
ら
、

株
式
配
当
も
よ
り
多
く
大
企
業
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
え
た
。
即
ち
「
大
企
業
は
第
一

次
大
戦
中
の
き
わ
め
て
高
い
利
潤
率
の
下
で
剰
余
金
を
累
積
し
た
上
、

二
0
年
代
に
も
す
で
に
み
た
よ
う
に
利
潤
留
保
力
が
高
か
っ
た
か

付

ら
剰
余
金
は
発
行
株
式
残
高
に
た
い
し
て
『
過
大
化
』
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
ま
た
す
で
に
み
た
よ
う
に
二

0
年
代
に
大
企

業
の
利
潤
率
は
上
昇
傾
向
に
あ
っ
た
か
ら
収
益
力
の
面
で
も
大
企
業
は
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ピ
デ
ン
ド
を
行
う
条
件
を
備
え
て
い
た
と
い
え

る
。
:
:
:
大
企
業
の
場
合
、
そ
の
自
己
金
融
化
の
進
展
は
社
債
発
行
減
退
の
主
因
を
な
す
と
共
に
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ピ
デ
ン
ド
の
形
態
で

株
式
発
行
増
大
の
一
翼
を
担
っ
た
」
の
で
あ
る
。

アメリカに於ける法人税の発達

こ
の
よ
う
に
し
て
留
保
さ
れ
た
巨
大
な
利
潤
は
結
局
、
自
己
企
業
や
証
券
市
場
に
再
投
資
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
し
か
し
「
当
然
に
幾
分
無

差
別
な
基
準
に
基
づ
く
凄
ま
じ
い
自
動
的
企
業
拡
張
を
も
た
ら
し
た
。
財
務
的
窮
境
に
導
い
た
こ
れ
ら
特
別
の
無
能
力
又
は
悪
し
き
判
断

(
8〉

の
露
呈
は
一
様
に
唯
一
つ
の
方
向
!
即
ち
過
大
拡
張
の
中
に
見
ら
れ
る
」
。
ま
た

「
大
企
業
は
結
果
的
に
は
証
券
市
場
を
設
備
資
金
な
ど

の
『
生
産
的
」
日
的
の
た
め
の
資
金
調
達
の
た
め
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
他
企
業
の
系
列
化
、
従
属
会
社
に
た
い
す
る
支
配
権
強
化
、
遊

〈

9
v

休
資
金
の
運
用
の
た
め
に
利
用
し
た
」
。
こ
う
し
て
二

0
年
代
に
は
独
占
の
拡
大
と
中
小
企
業
の
系
列
化
が
ま
す
ま
す
進
行
し
た
。

株
式
配
当
の
二

0
年
代
に
お
け
る
流
行
は
基
本
的
に
は
大
企
業
の
剰
余
金
の
累
積
、
収
益
力
の
増
大
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
、

更
に
経
営

;JW;24(2・101)333



~)~ 

者
の
安
易
な
内
部
印
間
保
金
へ
の
依
存
、
再
投
資
欲
求
、
投
資
ブ

l
ム
の
中
で
の
株
主
の
プ
レ
ミ
ア
ム
へ
の
期
待
、

等
々
の
諸
要
因
に
よ
っ
て

0b .. 
lilm 

芯
起
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
専
ら
阿
川
ご
苫
向
、
〈
・
〉
h
h
H
h
q
S
F
ミ
判
決
の
非
課
税
宣
言
が
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
と
日
比
る
べ
き
で
は

(
日
)

な
い
。
し
か
し
本
稿
が
見
た
ご
と
く
、
そ
の
加
速
的
効
果
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
軽
率
課

不
当
山
間
保
利
益
税
の
空
文
化
、
間
保
利
潤
課
税
の
放
菜
、
合
同
中
告
制
度
、
法
人
受
取
配
当
搾
除
、

社
の
非
規
制
、
等
々
の
二

0
年
代
の
税
制
は
、
株
式
配
当

1
利
潤
留
保
↓
再
投
資
政
策
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
れ
、

持
株
会

税
、
累
進
税
率
の
引
下
げ
、

決
し
て
阻
止
す
る
も

の
で
は
な
く
、

ま
た
そ
れ

'H休
税
負
担
の
不
公
平
と
い
う
大
き
な
欠
点
を
有
し
て
い
た
。

」
れ
ら
に
対
す
る
是
正
は
民
主
党
や
共
和
党
急

進
派
の
議
員
に
よ
り
粘
り
強
く
主
張
さ
れ
た
。

し
か
し
、
財
界
、
政
府
、
共
和
党
は
も
と
よ
り
、

一
般
大
衆
も
「
永
遠
の
繁
栄
ブ

l
ム」

の
中
で
こ
れ
ら
の
戸
に
耳
を
か
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
政
策
の
転
換
は
一
九
一
三
二
年
の
ロ

1
ズ
グ
ェ
ル
ト
大
統
領
の
登
場
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

あ
の
未
曽
有
の
悲
劇
、
が
介
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、

(
1
)
]
G
E
P
。。、、。、
Q
H
E
辺
町
民
法
R
N
2
F
円
高
》

ω
二・

ω
玉
lω
一印目

ω
2
乙
m
q
E
c
o
m一g
p
。、・

2
7
ω
叶
門

-
a
-
E
V
-
E
-由
N
w
m

一吋
1
2
∞・

(
2
)
z
s
m
-
E
ι
唱
。
、
町
民
H
J

古
田
-
吋
せ
よ
。
ジ
ョ

l
ム
も
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
第
一
次
大
戦
の
自
由
と
勝
利
の
抱
き
合
わ
せ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
一
般
公

衆
に
証
券
立
識
を
も
た
ら
し
た
。
我
々
の
貯
蓄
は
巨
大
で
あ
っ
た
。
我
々
は
証
券
、
特
に
普
通
株
を
求
め
た
。
そ
し
て
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
は
そ
れ
を
我
々

に
食
ら
わ
す
こ
と
を
望
ん
だ
。
ビ
ジ
ネ
ス
は
新
規
の
領
域
で
の
計
画
を
建
て
る
に
あ
た
り
新
規
の
金
銭
を
求
め
た
。
我
々
は
、
多
く
の
点
で
資
源
搾
取

の
限
界
に
到
達
し
た
よ
う
に
み
え
た
。
そ
こ
で
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
は
従
来
比
較
的
手
付
か
ず
で
あ
っ
た
分
野
に
お
け
る
合
同
や
既
に
存
在
す
る
合
同
の
提

撹
や
再
編
に
頼
っ
た
。
連
邦
行
政
府
は
再
び
合
同
に
寛
容
で
あ
っ
た
J

ば
か
り
か
同
情
的
で
さ
え
あ
っ
た
。
ニ

0
年
代
を
通
じ
て
我
々
は
「
巨
大
さ
』
の

聖
堂
を
礼
拝
し
た
。
区
大
さ
が
有
効
性
と
同
義
と
な
っ
た
。
水
ぶ
く
れ
が
成
長
と
取
り
違
え
ら
れ
た
。
:
・
目
」

C
cョ
。
。
、
.
町
民
同

J
3・ω
一久平
lω
一日・)

(
3
)

民
自
問

F
E・。、・
2

H

J

司
・
呂
田
・
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
我
国
に
お
い
て
も
文
献
が
多
い
。
例
え
ば
鎌
日
正
三
「
阿
大
戦
間
の
ア
メ
リ
カ
大
会
社
の

企
業
金
融
」
(
北
海
道
大
汀
経
済
学
研
究
」
一
一
二
巻
三
了
四
号
、
一
九
六
四
年
)
、
中
村
通
義
「
株
式
会
社
と
自
己
金
融
」
(
「
同
上
』
一
五
巻
一
二
・
四
号
、

一
九
六
五
年
〉
、
凶
川
純
子
「
一
九
二

0
年
代
ア
メ
リ
カ
の
企
業
金
融
分
析
」
(
守
社
会
科
学
研
究
』
一
二
巻
二
・
三
号
、
一
九
七

O
年
)
、
橋
本
輝
彦
「
自

己
金
融
と
金
献
資
本
(
東
北
大
宇
つ
経
済
学
」
一
二

O
巻
二
号
、
一
九
六
八
年
)
、
平
川
喜
彦
「
一
九
二

0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
産
業
金
融
」
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付

(
勺
証
巻
研
究
』
二
七
号
、
一
九
六
九
年
〉
、
等
。
公
益
会
社
と
鉄
道
が
内
部
留
保
に
頼
ら
ず
、
外
部
資
本
に
頼
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、

文
、
一
一
一

i
三
一
員
、
平
田
、
右
掲
論
文
、
五
七
頁
以
下
を
参
照
。

(
4
)
詳
し
く
は
、
平
田
・
前
掲
論
文
、
一
八
頁
以
下
、
参
照
。

(
5
)

平
山
・
前
掲
論
文
、
二
一
一
二
三
頁
。

(
6〉
平
問
教
授
は
、
以
上
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
「
第
一
に
、
大
企
業
部
門
に
お
け
る
高
い
自
己
金
融
化
率
は
、
高
投
資
率
の
下
で
実
現
さ
れ

た
が
中
小
企
業
の
そ
れ
は
低
投
資
率
の
下
で
達
成
さ
れ
た
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
常
識
的
理
解
と
は
逆
に
高
蓄
積
型
の
大
企
業
の
白
己
金
融
化
率
は
よ

り
肯
向
か
っ
た
。
第
二
に
、
こ
の
大
企
業
型
の
自
己
金
融
化
会
両
蓄
積
高
自
己
金
融
化
率
)
は
何
よ
り
も
大
企
業
の
内
部
資
金
形
成
力
が
大
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
利
潤
留
保
に
よ
る
内
部
資
金
形
成
力
が
高
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
0

・
:
・
:
ご
く
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
大
企
業
部
門
に
お
け

る
高
い
自
己
金
融
化
率
は
、
高
利
潤
率

l
高
留
保
利
潤
率
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
、
中
小
企
業
部
門
で
は
大
企
業
と
は
逆
に

減
価
償
却
に
よ
る
資
金
形
成
力
が
利
潤
留
保
に
よ
る
資
金
形
成
力
を
上
ま
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
い
み
で
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
中
小
企
業
の
自
己
金

融
化
は
「
減
価
償
却
依
存
型
』
で
あ
っ
た
が
、
と
い
っ
て
減
価
償
却
に
よ
る
資
金
形
成
力
が
大
企
業
に
比
し
て
高
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ

は
大
企
業
に
比
し
て
低
か
っ
た
。
従
っ
て
利
潤
留
保
に
よ
る
資
金
形
成
力
が
低
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
中
小
企
業
部
門
で
高
い
自
己
金
融
化
率
が
実

現
さ
れ
た
の
は
、
決
し
て
減
価
償
却
に
よ
る
資
金
形
成
力
が
官
向
か
っ
た
た
め
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
そ
の
低
投
資
率
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
」

(
前
掲
論
文
、
三
二
|
一
二
三
頁
)
。

ハ
7
〉
平
田
・
前
掲
論
文
、
四
回
頁
。

(
8
)
の
・
〉
・
〉
U
2
3・
。
。
、
v
c
E
H
m
g
E
W吋
ぬ
沼
町
内
(
同
イ
8
8
H
云
R

E
一-pp
一宝
8
・司・一∞吋・

ω00ω-ucω
庁
間
目
ァ
。
、
.
町
民
HJ
町

-g-

〈
9
)

平
岡
・
前
掲
論
文
、
四
五
頁
。
更
に
、
鎌
田
・
前
矯
論
文
、
一
二
四
五

l
六
頁
、
鎌
田
・
森
・
中
村
『
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
』
〈
「
帝
国
主
義
の
研
究
一

コ
一
、
二
六

0
1
二
七
二
頁
、
青
木
書
宿
、
一
九
七
三
年
)
、
等
も
参
照
。

(
悶
)
最
近
の
も
の
と
し
て
、
鎌
田
・
森
・
中
村
・
前
掲
書
、
二
ニ
九
頁
以
下
を
参
照
せ
よ
。

(
什
)
平
田
・
前
掲
論
文
、
七
九
頁
註
(
9
)、
参
照
。
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